
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構

平成２２年度業務実績評価シート



評価区分 ２２年度計画記載項目 項 評価区分 ２２年度計画記載項目 項

評価シート１ 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 1 評価シート７ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関 58
効率的・効果的な業務 地域障害者職業センタ する目標を達成するためとるべき措置
運営体制の確立、業務 １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 1 ーにおける障害者及び
運営の効率化に伴う経 事業主に対する専門的 ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 58
費削減等、事業の費用 ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 1 な支援
対効果、障害者雇用納 （1）障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 58
付金を財源に行う実践 ３ 事業の費用対効果 4
的手法の開発、講習及 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 58
び啓発の事業規模の配 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び 4
慮、給付金及び助成金 啓発の事業規模の配慮 イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 58
業務の効率化 ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施

５ 給付金及び助成金業務の効率化 4
評価シート８ ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する 74

評価シート２ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関 19 地域の関係機関に対す 助言・援助等の実施
関係者のニーズ等の把 する目標を達成するためとるべき措置 る助言・援助等及び職 ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成
握、業績評価の実施及 業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの専門的
び公表、内部統制の在 １ 共通的事項 な人材の育成
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障害者雇用支援業務の （1）関係者のニーズ等の把握 評価シート９ ②職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の 84
連携によるサービスの （2）業績評価の実施及び公表 職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに係る 開発の実施とその普及・活用の推進
充実、高年齢者等や障 （3）内部統制の在り方 調査・研究
害者の雇用情報等の提 （4）高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によるサービス
供並びに広報の実施 の充実 評価シート１０ （2）障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 92

（5）高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供並びに広報の実施 障害者職業能力開発校 （1）の①の「イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援」
の運営 の広域障害者職業センターについて

評価シート３ ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 30 評価シート１１ （3）納付金関係業務等の実施に関する事項 103
〔給付金の支給業務〕 障害者雇用納付金の徴

（1）高年齢者等の雇用の機会の確保等に資する事業主又はその 収及び障害者雇用調整 ①障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金・報奨金等の 103
事業主の団体に対して給付金を支給することに関する事項 金、報奨金の支給業務 支給

評価シート４ （2）高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主そ 38 評価シート１２ ②障害者雇用納付金に基づく助成金業務の適切な実施 114
高年齢者雇用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ の他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関する事 障害者雇用納付金に基
ｰ等による相談・援助 項 づく助成金の支給業務、
及び小規模企業に重点
を置いた65歳までの雇 ①高年齢者雇用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ及び70歳雇用支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる相 38 評価シート１３ ③障害者の雇用に関する相談・援助、各種講習、啓発等の実施 119
用確保措置の導入・定 談・援助等の実施 障害者雇用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
着支援 による相談・援助、各

（3）労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行 41 種講習等及び就労支援 イ 相談・援助、各種講習等の実施 119
うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うことに関 機器の普及・啓発 ハ 就労支援機器の普及・啓発等
する事項

評価シート１４ ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実施 126
（4）65歳までの雇用確保措置の導入・定着ための小規模企業に 41 障害者雇用に関する実

重点をおいた支援を行うことに関する事項 践的手法の開発・提供

（5）高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関す 42 評価シート１５ ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 131
〔 （ ）〕る事項 啓発事業 障害者関係

評価シート５ （2）高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主そ 48 評価シート１６ ④障害者の技能に関する競技大会の開催 137
高年齢者雇用に関する の他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関する事 障害者技能競技大会
実践的手法の開発・提 項 （ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ）の開催
供

②実践的手法の開発提供 48 評価シート１７ 第３ 予算、収支計画及び資金計画 142
予算、収支計画及び 第４ 短期借入金の限度額

評価シート６ ③啓発広報活動等の実施 55 資金計画 第５ 重要な財産の処分等に関する計画
啓発事業 高齢者関係 第６ 剰余金の使途〔 （ ）〕

評価シート１８ 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 146
人事に関する計画、施
設・設備に関する計画

平成２２年度評価項目について
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置第２ 業務運営の効率化に関する事項 第１ 業務運営の効率化に関する目標を 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置通則法第２９条第２項第２号の業務 達成するためとるべき措置

運営の効率化に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立１ 機構の組織体制については、業務の １ 効果的・効率的な業務運営体制の確 １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立
・業務運営の一層の効率化及び効果的実施等の観点から、以下のとおり見直しを行うとともに、効率的かつ効果的実施等の観点から以 立 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 以（

機動的・弾力的な組織運営を行った。下のように見直すほか、適宜弾力的に 機構の組織体制については、業務の 下「機構」という ）の組織体制については、。
業務の効果的・効率的実施等の観点から、以見直すこと。 効果的・効率的実施等の観点から、以
下のとおり見直すほか、機動的・弾力的な組下のとおり見直すほか、機動的・弾力
織運営を行う。的な組織運営を行う。

① 高年齢者雇用に関する給付金の支 ① 高年齢者雇用に関する給付金の支
給業務については、事業規模が大幅 給業務については、業務実施体制を
に縮小していることに伴い、支給業 事業規模に合わせて縮小する。
務の実施体制を事業規模に合わせて
縮小すること。

(1) 平成21年度末に廃止した５か所の駐在事務所で行ってきた業務のうち図書・パネルの貸出し② 駐在事務所 ５か所 については ② 駐在事務所（全国５か所）につい（ ） 、 (1)平成２１年度末に廃止した駐在事務所にお
及び点訳サービスの廃止を行うとともに、平成22年４月から納付金等調査、就労支援機器の貸廃止するものとし、納付金の調査等 ては廃止し、納付金の調査等必要な いて行っていた業務のうち 納付金等の調査、 、
出し、障害者雇用に関する相談・援助、雇用管理サポート事業及び障害者雇用に役立つビデオ必要な業務は本部組織において実施 業務は本部組織において実施する。 就労支援機器の貸出し、障害者雇用に関する
・ＤＶＤの貸出しは、本部において実施している。これに伴い、廃止した駐在事務所の定員にすること。 相談・援助等は本部において効果的・効率的
ついては、納付金等調査業務に振り替えた。に実施し、図書・パネルの貸出し及び点訳サ

ービスは廃止する。

③ せき髄損傷者職業センターについ ③ せき髄損傷者職業センターについ
ては、支援ニーズが大きく減少して ては廃止し、当該センターの業務は

。いることから廃止し、当該センター 福岡障害者職業センターが引き継ぐ
の業務は福岡障害者職業センターが
引き継ぐこと。

(2) 平成22年４月からⅰ）石川・富山・福井、ⅱ）岡山・鳥取・島根・広島、ⅲ）福岡・山口・④ 地域センターの管理事務について ④ 地域障害者職業センター 以下 地（ 「 (2)地域障害者職業センター（以下「地域セン
佐賀・長崎・大分の各地域センターの管理業務をそれぞれ石川障害者職業センター、岡山障害は、おおむね４分の１程度のセンタ 域センター」という ）の管理事務に。 ター」という ）の管理事務については、第。
者職業センター、福岡障害者職業センターに集約化するとともに、平成22年度末には、ⅳ）群ーに事務処理を集約化すること。 ついては、おおむね４分の１程度の ２期中期計画期間中におおむね４分の１程度
馬・埼玉・新潟・長野、ⅴ）東京・茨城・栃木・千葉・神奈川・山梨、ⅵ）大阪・滋賀・京都地域センターに事務処理を集約する。 の地域センターに事務処理を集約するべく、
・兵庫・奈良・和歌山、ⅶ）鹿児島・熊本・宮崎の各地域センターの管理業務をそれぞれ群馬平成２０年度に実施したⅰ）青森、秋田、岩
障害者職業センター、東京障害者職業センター、大阪障害者職業センター、鹿児島障害者職業手 平成２１年度に実施したⅱ 宮城 山形、 ） 、 、
センターに集約化した。その結果、地域障害者職業センターの管理事務については、北海道・福島、ⅲ）愛知、岐阜、静岡、三重、ⅳ）香
沖縄を除く全国45か所の地域センター事務処理の11センターへの集約化を実現した。川、徳島、愛媛、高知に加え、平成２２年４

集約化する地域センターの所長・担当者に対する事前研修においては、平成21年度に集約化月からⅴ）石川、富山、福井、ⅵ）岡山、鳥
した地域センターの担当者を講師として、集約化後の事務処理についてのポイントや留意事項取、島根、広島、ⅶ）福岡、山口、佐賀、
等について実際の経験を踏まえた具体的な解説及び所長・担当者との意見交換を行い、管理事長崎、大分の各地域センターの管理業務をそ
務の集約化に係る事務処理についての疑問点を解消する等、研修プログラムの充実を図った。れぞれ石川障害者職業センター、岡山障害者

職業センター、福岡障害者職業センターに集
約化するとともに、平成２２年度中に残りの
都府県についても集約化を図る。

(3) 平成23年４月27日に公布された「 独）雇用・能力開発機構法を廃止する法律」において、⑤ 本部機能については、第２期中期 ⑤ 本部機能については、第２期中期 (3)本部機能については、雇用・能力開発機構 （
高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を千葉県に置くこととされていることを受目標期間中に東京本部を幕張本部に 目標期間中に東京本部を幕張本部に からの業務の一部移管後を踏まえ、東京本部
け、平成23年10月１日の同法律の施行後、必要な改修作業を実施し、平成24年３月末までに東集約化することについて検討し、結 集約化することについて検討し、結 の幕張本部等への移転について検討を進める。
京本部を幕張本部等へ移転することとしている。論を得ること。 論を得る。

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等２ 一般管理費（人件費、新規に追加さ ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等
れる業務、拡充業務分等を除く ）に。

(1)一般管理費及び業務経費の効率化目標ついては効率的な利用に努め、第２期 (1)一般管理費及び業務経費の効率化目 (1)一般管理費及び業務経費の効率化目標
厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人の冗費の節減について（要請 」中期目標期間中、毎年度平均で３％程 標 ）

に基づき、すべての事務・事業について、無駄削減・業務効率化に向けた職員の意識改革及び度の額を節減するとともに、平成２１ 一般管理費（人件費、新規に追加さ 一般管理費（人件費を除く ）については、。
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効率化等に関する取組を行った。年度から開始する個別実践型リワーク れる業務、拡充業務分等を除く ）に。 業務運営の効率化を推進し、前年度と比べて
・一般管理費については、中期目標・中期計画を達成すべく、予算上前年度比7.1％の節減を図っプログラムによる精神障害者の復職支 ついて、業務運営の効率化を推進し、 ３％程度の額を節減する。

た。援に係る経費、地域の関係機関に対す 第２期中期目標期間中、毎年度平均で
・さらに予算執行に係る経費節減の取組として、役職員に対して省資源・省エネルギーに関するる職業リハビリテーションに関する助 ３％程度の額を節減するとともに、平 また、節電・節水による省資源、省エネル

意識の徹底を図るため 「コスト意識・ムダ排除」を人事評価の基準項目に追加するとともに、言・援助等に係る経費及び特注型の訓 成２１年度から開始する個別実践型リ ギーに努めるなどの経費節減に向けた日常的 、
平成21年度のＥサービス運動（機構独自の職場改善運動）における経費節減事例を示し、本部練メニューに基づく企業内訓練と就業 ワークプログラムによる精神障害者の 取組の継続に努めるほか、一般競争入札の積
・施設での創意工夫を指示したところ、電気・ガス・水道の節減（例えば障害者職業総合セン継続のための技術的支援の一体的実施 復職支援事業に係る経費、地域の関係 極的な実施等に努めることにより、経費節減
ターにおいて年間の電気使用量が前年度比11.0％の節減、ガス使用量が前年度比9.1％の節減、による先導的職業訓練に係る経費の合 機関に対する職業リハビリテーション を行う。
水道使用量が前年度比9.8％の節減 、エコ（省エネ）をテーマとした職場改善運動の進展等、計額については、事業開始後１年間と に関する助言・援助等事業に係る経費 ）
具体的な節減効果に結びついた。また、一般競争入札の積極的な実施、タクシー乗車券の取扱比べて毎年度平均で３％程度の額を節 及び特注型の訓練メニューに基づく企
いの厳正化、竹芝本部管理会社との交渉による事務所賃借料の引下げ等を行ったことにより、減すること。 業内訓練と就業継続のための技術的支
19.4％の経費節減を図った。援の一体的実施による先導的職業訓練

事業に係る経費の合計額については、
事業開始後１年間と比べて毎年度平均
で３％程度の額を節減する。

・業務経費については、中期目標・中期計画を達成すべく、行政刷新会議による事業仕分け等をまた、業務経費（事業主等に支給す 業務経費（事業主等に支給する障害 業務経費（事業主等に支給する障害者雇用
踏まえた高齢期雇用就業支援コーナーの廃止等地方委託業務の見直し等により、予算上前年度る障害者雇用調整金等、新規に追加さ 者雇用調整金等、新規に追加される業 調整金等を除く ）については、業務運営の。
比24.5％の節減を図った。れる業務、拡充業務分等を除く ）に 務 拡充業務分等を除く について。 、 。） 、 効率化を推進し、前年度と比べて総額１．９

・平成21年度から開始した個別実践型リワークプログラムによる精神障害者の復職支援事業に係ついては、第２期中期目標期間中、毎 業務運営の効率化を推進し、第２期中 ％程度の額を節減するとともに、個別実践型
る経費、地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等事業に係る経年度平均で総額１．９％程度の額を節 期目標期間中、毎年度平均で総額１． リワークプログラムによる精神障害者の復職
費及び特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施減するとともに、平成２１年度から開 ９％程度の額を節減するとともに、平 支援事業に係る経費、地域の関係機関に対す
による先導的職業訓練事業に係る経費の合計額については、予算上前年度比総額1.2％の節減を始する個別実践型リワークプログラム 成２１年度から開始する個別実践型リ る職業リハビリテーションに関する助言・援
図った。による精神障害者の復職支援に係る経 ワークプログラムによる精神障害者の 助等事業に係る経費及び特注型の訓練メニュ

・さらに、事業実施の契約について、効率的執行及び経費節減の観点から各部別、施設別にヒア費、地域の関係機関に対する職業リハ 復職支援事業に係る経費、地域の関係 ーに基づく企業内訓練と就業継続のための技
リング等による調整を行い、一般競争入札の積極的な実施、地域障害者職業センターの賃借料ビリテーションに関する助言・援助等 機関に対する職業リハビリテーション 術的支援の一体的実施による先導的職業訓練
の引下げ、公用車の小型車への車種変更等に努めるなど、20.0％の経費節減を図った。に係る経費及び特注型の訓練メニュー に関する助言・援助等事業に係る経費 事業に係る経費の合計額については、前年度

・無駄削減に関して職員からの提言を募集し、寄せられた提言を基に、これまで業者に発注しカに基づく企業内訓練と就業継続のため 及び特注型の訓練メニューに基づく企 と比べて総額１．２％程度の額を節減する。
ラー印刷で作成していた業務概要を白黒コピーに変更して作成・配布する等により、経費節減の技術的支援の一体的実施による先導 業内訓練と就業継続のための技術的支 また、一般競争入札の積極的な実施等に努
を図った。的職業訓練に係る経費の合計額につい 援の一体的実施による先導的職業訓練 めることにより、経費節減を行う。

ては、事業開始後１年間と比べて毎年 事業に係る経費の合計額については、
要度平均で１．２％程度の額を節減する 事業開始後１年間と比べて毎年度平均 なお、上記目標の実現に当たっては、不

な支出の削減を図るため、人事評価の基準へこと。 で１．２％程度の額を節減する。
削なお 上記目標の実現に当たっては なお 上記目標の実現に当たっては、 、 、 、 の「コスト意識・ムダ排除」の導入、無駄

減に関する職員からの提言募集、無駄削減の不要な支出の削減を図るため、無駄削 不要な支出の削減を図るため、無駄削
実施連携体制の構築など職員の意識改革に関減・業務効率化に関する取組の人事評 減・業務効率化に関する取組の人事評
する取組を実施するとともに、レクリエーシ価への反映など自律的な取組のための 価への反映など自律的な取組のため
ョン経費の廃止、公用車・業務用車の効率体制整備を行うとともに、レクリエー の体制整備を行うとともに、レクリ

括ション経費の廃止、公用車・業務用車 エーション経費の廃止、公用車・業務 化、タクシー使用の適正化、事務用品の一
調達等、徹底した冗費の削減を行う。の効率化、タクシー使用の適正化等、 用車の効率化、タクシー使用の適正化

徹底した冗費の削減を行うこと。 等、徹底した冗費の削減を行う。

総人件費については、簡素で効率的３
な政府を実現するための行政改革の推
進に関する法律（平成１８年法律第４
７号）等に基づく平成１８年度以降の
５年間で５％以上を基本とする削減
、 、を 引き続き着実に実施するとともに

「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針２００６ （平成１８年７月７」
日閣議決定）に基づき、国家公務員の
改革を踏まえ、人件費改革を平成２３
年度まで継続するものとすること。
さらに、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、
これを維持する合理的な理由がない場
合には必要な措置を講ずることによ
り、給与水準の適正化に速やかに取り
組むとともに、その検証結果や取組状
況については公表するものとするこ
と。
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① 職員の在職地域や学歴構成等の要
因を考慮してもなお国家公務員の給
与水準を上回っていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いな
ど、給与水準が高い原因について、
是正の余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積
欠損の存在、類似の業務を行ってい

、る民間事業者の給与水準等に照らし
現状の給与水準が適切かどうか十分
な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明
が十分に国民の理解の得られるもの
となっているか。

(2)随意契約の見直し４ 随意契約の見直し (2)随意契約の見直し (2)随意契約の見直し
・契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、随意契約の契約については、原則として一般競 契約については、原則として一般競 契約については、原則として一般競争入札

適正化を推進し、業務運営の一層の効率化を図るとともに予算の適正な執行に努めた。争入札等によるものとし、以下の取組 争入札等によるものとし、以下の取組 等によるものとし、以下の取組により、随意
契約の適正化を推進し、業務運営の一層の効により、随意契約の適正化を推進する により、随意契約の適正化を推進し、
率化を図るとともに予算の適正な執行に努めこと。 業務運営の一層の効率化を図る。
る。

・ 随意契約見直し計画」に基づく取組として総合評価方式の拡充及び複数年度契約の拡大に努① 機構が策定する「随意契約見直し ① 「随意契約見直し計画」に基づく ① 「随意契約見直し計画」に基づく取組を 「
め、平成22年度に競争性のある契約へ移行することとしていた案件の移行を着実に進めたとこ計画」に基づく取組を着実に実施す 取組を着実に実施するとともに、そ 着実に実施するとともに、その取組状況を
ろ、平成22年度の随意契約（少額随契を除く）は、件数で81件、金額で9.4億円となり、前年度るとともに、その取組状況を公表す の取組状況を公表する。 公表する。
比については、件数ベースで50.9％の減、金額ベースで86.8％の減と大幅な減少となった。ること。

、 、 、 、また 取組状況については ホームページにて毎月 少額随契を除く全ての契約案件について
契約内容、相手方及び契約金額等を一件別に詳細に公表した。

・平成21年７月に「 １者応札・１者応募』に係る改善方策について」を策定・公表した。② 一般競争入札等により契約を行う ② 一般競争入札等により契約を行う ② 一般競争入札等により契約を行う場合で 『
特に前年度１者応札であった契約案件について当該改善策を推進することにより十分な競争性場合であっても、特に企画競争や公 場合であっても、特に企画競争や公 あっても、特に企画競争や公募を行う場合
及び透明性の確保に努めた。募を行う場合には、競争性、透明性 募を行う場合には、競争性、透明性 には、競争性及び透明性が十分確保される

・平成22年度の１者応札・１者応募の件数は129件で、平成21年度（97件）と比べて増加しているが十分確保される方法により実施す が十分確保される方法により実施す 方法により実施する。
が、平成22年度の特殊要因である地方委託業務の一般競争における１者応札（37件）を除くと9ること。 る。
2件と5.2％の減となり、１者応札・１者応募は着実に改善している。

・整理合理化計画に示された入札・契約の適正な実施については、監事及び会計監査人による厳③ 監事及び会計監査人による監査に ③ 監事及び会計監査人による監査に ③ 平成１９年１１月１５日付け事務連絡 各（
正な監査を受けた。監事監査では、個々の契約について契約方式別のチェックリストを活用しおいて、入札・契約の適正な実施に おいて、入札・契約の適正な実施に 府省官房長あて、行政管理局長、行政評価
て、①契約の内容に応じた適切な競争的手続が適用されているか、②制限的な応募条件等の設ついて徹底的なチェックを受けるこ ついて徹底的なチェックを受ける。 局長発）の「独立行政法人における随意契
定により競争性の発現を阻害していないか、③随意契約について法令等に照らし適正に執行さと。 約の適正化の推進について」を踏まえ、監
れているか、等の観点から合規性について点検が実施された。その結果、合規性を損なう事象事及び会計監査人による監査において、入
は発見されなかったとの評価を受けた。札・契約の適正な実施について徹底的なチ
会計監査人による監査においては、平成20年２月13日に日本公認会計士協会より示された「独ェックを受ける。
立行政法人の随意契約について」の見解を踏まえて行われ、無限定適正意見を受けた。平成２１年１１月１７日付け閣議決定 独「
監事及び外部有識者で構成する契約監視委員会を平成23年２月14日に開催し、平成22年度に締立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ

、 、いて」を踏まえ 「独立行政法人高齢・障害、 結した競争性のない随意契約 １者応札・１者応募となった契約等について審議を行った結果
全ての案件について「適切である」との評価を得た。者雇用支援機構契約監視委員会」により、

競争性のない随意契約の見直しを更に徹底
して行うとともに、一般競争入札等につい

、ても真に競争性が確保されているかの点検
見直しを行う。

・受託法人への平成22年度業務の委託については、以下のような経緯を経て一般競争入札によりまた、各都道府県の雇用開発協会等 高年齢者等又は障害者の雇用の促進 高年齢者等又は障害者の雇用の促進及びそ
実施した。及び(社）全国重度障害者雇用事業所 及びその職業の安定に係る事業を行う の職業の安定に係る事業を行う法人 以下 受（ 「
①平成21年11月９日に厚生労働大臣から「平成22年度の地方業務の委託については、一般競争協会への委託業務に係る随意契約につ 法人（以下「受託法人」という ）へ。 託法人」という ）への平成２２年度業務の。

入札（最低価格落札方式）によることとし、契約の透明化を図る 「平成23年度からは、地いては、一般競争入札等競争性のある の業務の委託については、一般競争入 委託については、一般競争入札により実施す 」、
る 方業務の委託方式は全廃する」という方針が示されたことから、平成22年１月に一般競争入契約形態へ移行すること。 札等競争性のある契約形態への移行を 。

札（最低価格落札方式）の公告を行った。実施する。また、委託業務に係る会計 また、委託業務に係る会計監査の強化及び
公告に際し、業界団体への周知・広報の働きかけの拡大実施、厚生労働省・各都道府県労監査の強化及び精算報告書等に係る審 精算報告書等に係る審査の徹底を図るなど、

働局の協力を得てのホームページでの入札公告の周知を行うとともに、入札参加希望者に対査の徹底を図るなど、事業の適正な執 事業の適正な執行に努める。
して当機構ホームページからのダウンロードや郵送の方法により仕様書等を交付する、仕様行に努める。
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説明会の内容を当機構ホームページで音声公開するなどの工夫を行った。
その結果、仕様説明会は57法人が参加し、48法人が入札した。

②３月31日に「入札参加資格について確認できていない事項があるので、厚生労働省内に契約
調査委員会を設置して調査を行い、再入札の実施も含めて対応を検討する」旨の厚生労働省
からの連絡があった。

③５月11日に厚生労働大臣から「厚生労働省内に契約調査委員会を設置し、全47協会に対する
立入調査を実施した結果、12協会については不適切な経理処理又は物品管理が確認され、地
方委託業務を委託することは適切ではないものと認可権者である大臣として判断し、業務委
託の際に必要となる認可は行わないこととした」との方針が示された。

④③の12実施区域については、５月12日に再度入札公告（一般競争入札）を行い、同月31日に
開札した。

⑤以上のような経緯の中、平成22年４月１日から３か月間は47法人と緊急避難的に従来の委託
契約を延長し、厚生労働大臣から不適切とされた以外の35法人及び５月の入札の結果、厚生
労働大臣から委託の認可を受けた法人（３区域実施）とは平成23年３月31日までの契約を行
い、５月の入札で応札がなかった９区域については９月30日まで委託契約を再延長し、10月
１日から当機構が直接実施している。

・なお、10月１日から当機構が直接実施した９区域以外の38区域についても、平成23年４月１日
からは当機構が直接実施しているところである。

・平成22年度重度障害者雇用拡大総合推進事業業務委託については、平成22年２月に一般競争入
札を実施し、社団法人全国重度障害者雇用事業所協会と契約を締結した。なお、平成23年４月
１日からは当機構が直接実施しているところである。

・委託額の配賦状況を精査して無駄を排除した年間委託額の適正化及び精算確定作業における精
算報告書等の厳正な審査を行い、精算を厳格化することにより、事業の適正な執行に努めた。

(3)業務・システムの最適化(3)業務・システムの最適化 (3)業務・システムの最適化
始 ・平成19年度に策定した最適化計画に基づき、障害者雇用支援システムに関する経費及び業務処「障害者雇用支援システム」につい 平成２１年度から運用を開 した障害者雇
適化効果の検 理時間について削減目標を達成したか検証したところ、システム全体経費は最適化実施前の年て、平成１９年度に策定した最適化計 用支援システムについて、最

証を行う 間費用と比較し48,140千円以上の削減目標に対して51,810千円の削減（平成22年度実績 、シ画に基づくシステム構成の見直し、処 。 ）
ステムの保守・運用費は平成19年度比38％以上の低減目標に対して40.1％低減（平成22年度実理機能の拡充等により、システム経費
績 、システムでの業務処理時間は平成19年度比年間93,788時間以上の削減目標に対して94,23の削減及び業務処理の効率化・合理化 ）
2時間の処理時間削減となり、いずれの目標も達成した。を図る。

保有資産の見直し５
せき髄損傷者職業センターの廃止に

伴い生ずる遊休資産については、国の
資産債務改革の趣旨を踏まえ、処分す
ること。

３ 事業の費用対効果６ 事業の費用対効果 ３ 事業の費用対効果 ３ 事業の費用対効果
・平成19年度運用開始の経理システムを活用して、事項ごとの予算執行状況を常時把握するとと事業の実施に要した費用及び事業に 事業の実施に要した費用及び事業に 事業の実施費用を随時把握したうえで、事

もに、費用対効果について分析を行った。その結果、高齢期雇用就業支援コーナーを廃止するよって得られた効果を把握・分析し、 よって得られた効果を把握・分析し、 業によって得られた効果を把握・分析し、そ
とともに、高年齢者雇用開発コンテスト表彰式における受賞企業ビデオ作成等を取りやめた。その結果を事業実施内容の見直しや新 その結果を事業実施内容の見直しや新 の結果を事業実施内容の見直しや新たな事業

展開につなげる。たな事業展開につなげること。 たな事業展開につなげる。

４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の事業規模の配慮７ 実践的手法の開発、講習及び啓発事 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法
の開発、講習及び啓発の事業規模の配慮業の事業規模についての配慮 的手法の開発、講習及び啓発の事業規

模の配慮
・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の事業の執行については、障機構が行う障害者の雇用に関する実 障害者雇用納付金を財源に行う実践 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法

害者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給状況を把握しつつ、践的手法の開発、講習の事業、障害者 的手法の開発、講習及び啓発の事業に の開発、講習及び啓発の事業については、障
これらの支給に支障が生じないよう、事業規模を圧縮した。なお、実践的手法の開発についての雇用について事業主その他国民一般 ついては 障害者雇用調整金 報奨金、 、 、 害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特
は、平成23年４月１日障害者雇用促進法施行規則の改正により、その財源を障害者雇用納付金の理解を高めるための啓発の事業につ 在宅就業障害者特例調整金及び在宅就 例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金並び
から運営費交付金に変更することとなった。いては、障害者雇用調整金、報奨金、 業障害者特例報奨金並びに障害者雇用 に障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

の支給に支障が生じないよう、その事業規模在宅就業障害者特例調整金及び在宅就 納付金制度に基づく各種助成金の支給
について配慮する。業障害者特例報奨金並びに障害者雇用 に支障が生じないよう、その事業規模

納付金制度に基づく各種助成金の支給 について配慮する。
に支障をきたさないように、その事業
規模について配慮すること。

５ 給付金及び助成金業務の効率化５ 給付金及び助成金業務の効率化 ５ 給付金及び助成金業務の効率化
○給付金と助成金を合わせた平均処理期間の短縮高年齢者等の雇用の確保に資する措 高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講
・平均処理日数：40.5日置を講ずる事業主又はその事業主の団 ずる事業主又はその事業主の団体に対する給
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（平成19年度実績（51.8日）比21.8％短縮）体に対する給付金及び障害者雇用納付 付金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成
・処理件数：48,667件金制度に基づく助成金の支給業務につ 金の支給業務については、円滑かつ迅速な支

（平成19年度実績（70,442件）比30.9％減）いては、円滑かつ迅速な支給、支給に 給、支給に係るトラブル防止等のため、事業
主等に対して、支給申請書等の記入方法等の係るトラブル防止等のため、事業主等
教示など事前相談を行うとともに、申請からに対して、支給申請書等の記入方法等
支給決定までの期間等について十分な説明をの教示など事前相談を行うとともに、
行う。また、適正支給の観点に留意しつつ、申請から支給決定までの期間等につい
１件当たりの平均処理期間（支給申請の受付て十分な説明を行う。また、適正支給
から支給決定までの期間）の短縮に向け、次の観点に留意しつつ、①添付書類の簡
の措置を講ずる。素合理化、進捗管理の厳格化等による

事務手続の効率化、②事業主等に分か
りやすい資料の作成配布等による申請
方法の周知徹底、③受託法人の担当者
会議の開催等による審査能力の向上等
の取組を行い、第２期中期目標の最終
年度には、１件当たりの平均処理期間
（支給申請の受付から支給決定までの
期間）を５％短縮する。

(1)添付書類の簡素合理化、進捗管理の厳格化等による事務手続の効率化(1)添付書類の簡素合理化、進捗管理の厳格化
①関係者からの意見・提案の収集等による事務手続の効率化
・更なる添付書類の簡素合理化等による事務手続の効率化を図るため、関係者からの提案・要望

等の収集を行った。
・利用事業主へのアンケート調査の実施
・事業主説明・訪問調査時における利用事業主からの要望聴取
・各種会議の場における受託法人等からの提案・意見聴取
・受託法人等の業務処理状況の実態調査

②事務手続の効率化による平均処理期間の短縮化等（給付金）① 給付金業務については 給付金システム、「 」
・中小企業定年引上げ等奨励金について、平成19年度新設当初の処理日数(71.3日)から、以下のを活用して支給決定案件ごとの処理期間の

効率化対策を実施することにより、平成22年度における平均処理期間を32.8日まで短縮するな把握を通じた遅滞部署への指導や必要に応
どにより、給付金全体の平均処理期間は47.5日と平成19年度実績（55.4日）比14.3％短縮を図じて審査業務の見直しを行い事務処理の効
ることができた。率化を図る。また、受託法人に対しては支
継続雇用定着促進助成金については、新規申請受付が終了しており、平成22年度においては支給申請書の処理期間１５日以内を厳守する
給受付件数の減少が見込まれたことから、職員２名を削減した。ように個別指導するなど進捗管理の徹底を

図る。
○給付金システムを活用した事務処理の効率化
・機構本部では給付金システムを活用して、支給決定の都度、支給決定件数及び処理期間、未審

査件数がわかる帳票を出力し、処理の遅滞や申請件数の増減の状況に対応して、遅滞が生じた
場合はその理由を速やかに解明し、必要な対応をするとともに、中小企業定年引上げ等奨励金
及び継続雇用定着促進助成金については、係別の担当制を廃し、日々の申請件数の状況により
全員が双方の給付金の審査に当たることにより、年間を通じて処理の滞留の防止、迅速な審査
を実現した。

・また、機構受理日ごとに審査終了予定日を設定した上で、給付金システムにより毎日の処理の
進捗状況を把握･確認することにより、確実に当該予定日以前に審査が終了するように取り組ん
だ。

○受託法人等における処理期間15日以内ルールの徹底のための取組
・給付金システムを活用して、毎月各受託法人等ごとの処理期間を把握し、申請受付から機構本

部送付までの15日以内の処理期間ルールが徹底されていない受託法人等に対しては、原因の分
析と、遅延を生じさせないための処理体制の整備、スケジュール管理の徹底、労働局との連携
強化等について個別指導を実施した。

・さらに、労働局に対する支給要件確認の照会業務の迅速化について、機構本部と厚生労働省で
協議した結果、従来の週２回程度の労働局への書類の持込みによる照会から、インターネット
による随時照会に切り換えることが可能となり、平成23年度から実施することとした。

○申請書類の簡素合理化に係る検討・実施
・平成21年度に給付金支給業務の効率化を図るため、受託法人等の給付金業務担当者を対象とし

たヒアリングを実施し、事前相談、申請書等の受理・点検及び事業所訪問による調査等に係る
現状及び改善課題についての意見を聴取した。
機構本部においては、これらの意見を踏まえ、以下の事項を実施した。
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・中小企業定年引上げ等奨励金について、給付金の支給金額に影響を与えない場合の兼務役員
の雇用保険被保険者資格確認書類の添付を省略

・高年齢者等共同就業機会創出助成金について、事業主の社会保険の加入確認書類の添付を廃
止

・事業主が同時期に提出する複数の確認書等に係る様式の統合

③助成金支給業務の一層の効率化（助成金）② 助成金業務については、適正支給の確保
・助成金の処理件数は27,518件と、平成21年度実績（27,278件）比0.9％増加した中で、事前相談に留意しつつ、申請様式及び添付書類の簡

の徹底、十分な説明等の実施により、平均処理期間を35.1日と平成21年度実績（36.6日）比4.1素合理化並びに審査点検の効率化を図るべ
％短縮することができた。また、平成19年度実績（44.9日）との比較では、21.8％と大幅な短く検討を加え、検討結果に基づき迅速に
縮となった。実施する。

また、書類の受理方法や保管方法の改善
○申請様式及び添付書類の簡素合理化に係る検討・実施等により進捗状況を日常的に把握するとと
・添付書類について、地域センターにおいて重度判定を受けた障害者の雇入れ等に係る助成金のもに、機構本部からの疑義照会に対する受

、 、 。託法人の回答の迅速化に取り組むことによ 申請を行う事業主に対しては 確認書類の提出を不要とし 申請手続に係る負担軽減を図った
・申請書について、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支給型と継続支給型といったり、進捗管理等の徹底を図る。

助成金のパターンごとに様式の共通化を図り、認定申請書については19種類を５種類に、支給さらに、進捗管理の効果的・効率的な実
請求書については24種類を７種類に簡素化した。施に資するため、障害者助成金の電算処理

システムの改定を実施する。
○助成金の効果的・効率的な支給のための関係文書の整理
・受託法人等の助成金業務担当者を対象としたヒアリング等における改善意見等を踏まえ、審査

・点検マニュアル類の体系的整理を進め、助成金の支給業務に係るＱ＆Ａ集については、新た
な制度改正に伴う疑義や最近の問い合わせの頻度が高い疑義に対応した形とすることにより、
既存の疑義解釈類の再編集及び項目を補充した上で、受託法人等に配付した。

○進捗管理厳格化の取組
・機構本部においては、助成金ごとの申請書等の受理状況、当該月における処理件数の目標及び

その実績を部内に掲示し、部の職員全員が常にリアルタイムで審査の状況に係る情報を共有化
することにより、進捗管理の徹底を図った。

・申請書類等を到達日別にファイルし到達日順に並べる仕組みを全ての助成金ごとに徹底するこ
とにより、常に進捗状況を漏れなく把握するとともに、業務が滞っている場合は、臨機応変に
審査応援体制をとる等、進捗管理の徹底を図った。また、エクセルを活用することにより、効
果的な進捗管理の実施を図った。

、 、・申請書の内容等に係る疑義照会については ファイル棚に受託法人等に対する照会日別に並べ
担当職員が常に進捗状況を把握できるようにし、回答がない場合は、１週間単位で受託法人等
に督促するよう徹底した。

○支給請求書等の進捗管理のシステム化
、・支給請求書等の進捗管理のシステム化を目的とした障害者助成金電算処理システムについては

申請書等の受理、審査、認定・支給決定等の状況が一目でわかる一覧表（受理簿）を作成する
など、審査担当者が進捗状況を常に把握できる機能等を導入することを内容とする開発を行い
平成23年３月から稼働している。

④支給申請手続等のホームページへの掲載③ また、ホームページに掲載している申請
○給付金書等の様式、添付書類一覧表、支給申請手
・ 中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の改正に伴い、続の説明等について、申請事業主が容易に 「

定年制度等の導入時期や設立登記の時期により制度の適用、申請時期等が異なることによる混理解できるよう内容の改善を図る。
乱を回避するため、ホームページ上の案内画面において新旧制度ごとに入口を分けて表示する
ことにより、ワンクリックで申請者に適用される制度のページへアクセスするよう設定した。

・平成23年６月末をもって廃止される「高年齢者等共同就業機会創出助成金」については、６月
末までの法人の設立が要件となるために早期の周知が必要となることから、１月に廃止に関す
る情報提供を掲載した。

・申請事業主が給付金の支給要件を理解しやすくするため、問い合わせの多い質問項目について
「給付金に関するＱ＆Ａ」を作成するとともに、事業主が「中小企業定年引上げ等奨励金」の
受給が可能かどうかの判断を自己診断できるチャート図を掲載する等内容を改善した。

○助成金
・申請書については、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支給型と継続支給型といっ

た助成金のパターンごとに様式の共通化を図り、認定申請書については19種類を５種類に、支
給請求書については24種類を７種類に簡素化するとともに、ホームページからのダウンロード
ができるようにした。
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・平成22年度におけるアンケート調査においては、ホームページの利用状況についての質問を新
たに設定し実施した結果、ホームページを利用している事業所は48.5％、当該利用事業所のう
ち「様式をダウンロードして利用している」ものの割合が73.8％であったことから、ホームペ
ージの活用による各種申請手続の簡素化が更に進むよう、認定申請書等の共通様式のホームペ
ージ掲載等に取り組んだ。

(2)事業主等に分かりやすい資料の作成配布等による申請方法の周知徹底(2)事業主等に分かりやすい資料の作成配布等
【分かりやすい資料の作成配布】による申請方法の周知徹底
○給付金給付金及び助成金の種類ごとのパンフレッ
・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」を含めすべての給付金のパンフレットの作成に当トをより一層分かりやすいものに改善し、事

たっては、支給額、申請手続の流れ、用語の解説等について、書体や文字飾り、行間隔などに業主等に対して給付金及び助成金の支給要件
メリハリをつけるとともに、多色刷りやポンチ絵を用い見易さを工夫することによって、分か及び手続等を周知する。
りやすいパンフレット等を作成し配布した。また、円滑かつ迅速な支給、支給申請の際

・さらに 「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用確保充実奨励金」については、のトラブル防止のため、受託法人の窓口にお 、
その更なる周知徹底を図るため、初めて制度の説明を受ける事業主等向けに、制度の要点のみける事業主等に対して、支給申請書等の記入
を分かりやすくコンパクトに解説したチラシを新たに作成し、事業主団体等の協力を得て、当方法 審査に要する手続及び期間等について、 、
該団体等の会合等の場で配付した。十分な事前説明を行う。

○助成金
・すべての助成金の概要を一覧にしたリーフレットについては、活用事例を記載する等により、

事業主の助成金の活用を促進するとともに、受託法人等が当該活用事例を用いることにより、
助成金をより理解しやすく説明できるものとした。また、短時間労働者を対象とする助成金の
改正が行われたことから、当該内容を反映したものとした。

・助成金の種類ごとに作成している６種類のパンフレットについては、助成金の受給までの流れ
に係る記載を充実させ、助成金の受給に当たって留意すべき事項を確実に記載するとともに、
認定申請等に係る手続や支給額の算定方法について図表を用いて分かりやすくする等の改善を
図った。

【十分な事前説明】
○給付金
・４月27日の給付金業務担当者全国会議において、申請書の記入方法等について、よくある記入

誤りや記載の確認ポイントを例示するとともに、各給付金ごとの趣旨や目的、受給に必要な手
続、不適正受給に該当する事例などについて、申請者の立場に立った十分な事前説明を行うよ
う指示した。

○助成金
・各種会議の場において次のとおり十分な事前説明を行うよう指示した。これにより、事業主か

、 。ら聞き取るべき事項についてのチェックが容易となるとともに 事前説明の効率化が図られた
・事前説明等に係る受託法人等の窓口対応等についての平成21年度のアンケート調査の結果を

資料として配付し、特に事業主から高く評価されている事前説明の方法（申請書等の書き方
についての丁寧な説明等）について紹介するとともに、これを継続して徹底するよう指示し
た。

・事前説明を的確に実施することを目的として、各種助成金ごとに作成しているパンフレット
の助成金の受給までの流れに係る記載を充実させ、助成金の受給に当たって留意すべき事項
を確実に説明できるようにした。また、認定申請等に係る手続や支給額の算定方法について
図表を用いてわかりやすくする等改善し、事前説明を容易に行えるようにした。

(3)受託法人等の業務担当者会議の開催等による審査能力の向上等の取組(3)受託法人の担当者会議の開催等による審査
【業務担当者会議の開催等による審査能力の向上】能力の向上等の取組
○給付金受託法人の業務担当者会議等を開催し、審

「 」 、 、査 ・４月27日に 給付金業務担当者全国会議 を開催し 受託法人等の給付金業務担当者に対して手順、審査に当たっての留意事項等の説明
平成22年度の仕様書に基づく重点事項、改正された給付金制度の内容、審査の手順、相談・審及び事例検討の実施により、審査能力の向上
査等における留意事項や疑義解釈及び不正受給防止対策の説明を行い、審査能力の向上を図っ等を図る。
た。受託法人の審査業務等の効率的・効果的な

・また、６月に「給付金調査業務担当者地区別研修会」をブロック別に開催し、過去の不正受給実施に資するため、審査点検に係るチェック
事例とその防止対策をまとめた「高年齢者等共同就業機会創出助成金不正受給事例集」の改訂リストの活用による厳密な審査点検の徹底を
版を活用して、実際の不正受給に使用された申請書や添付書類に基づき、審査や事業所調査の図る。
手法についての実践的な研修を行った。

・さらに「中小企業定年引上げ等奨励金」について、10人未満規模の事業主については、就業規
則の作成・届出義務がないことから、定年制度等の実施状況をより厳格に確認するため、確認
の実施方法、手順、実施後の対応等について、チェックリストや確認の流れ図等を用いて実践
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的な研修を行った。また、この研修会での質疑内容を中心にＱ＆Ａ集をとりまとめ、受託法人
等に対しフィードバックすることにより、研修内容の共有化と審査能力の向上を図った。

○助成金
・６月24日から25日の２日間にわたって「助成金業務担当者全国会議」を開催し、助成金の適正

な支給のため担当者がより的確に業務を処理できるよう、助成金の支給業務の基礎を中心とし
た研修、審査における注意点及び疑義解釈など全体的事項についての説明・指示、実践的な審
査能力の向上を図るためのケーススタディを行った。

【審査点検に係るチェックリストの活用】
○給付金
・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」について、審査点検チェックリストを含む「審査

・点検マニュアル」を作成するとともに、改正された「中小企業定年引上げ等奨励金 「高年」、
齢者雇用モデル企業助成金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、制度改正
の内容や事業所の現況が申請内容に合致しているか調査を行う場合の確認方法を追加した「審
査・点検マニュアル」の改定版を作成し、受託法人等の給付金業務担当者に配付し、当該冊子
を随時参照、活用できるようにすることで厳密な審査点検の徹底を図った。

○助成金
・点検業務の効率化を図るために これまでに作成した作業施設設置等助成金 通勤対策助成金(住、 、

宅・駐車場賃借、住宅手当の支給）に係る助成金業務担当者点検業務チェックリスト及び平成2
2年度に新たに作成したグループ就労訓練（請負型）助成金支給請求書に係る点検チェックリス
トを活用した厳密な審査点検の徹底について指示した。

・事業主助成金の事前説明を含め認定申請及び支給請求のそれぞれの時点において「窓口対応時
に事業主に確認すべき事項 （事業主に対する事業実施の確認方法、障害者の雇用の確認等）」
を明確にするため 「不正受給防止事務実施チェックリスト」を活用し、不正受給防止に係る、
窓口確認を徹底するよう指示した。

・事業主が認定申請を行う際のチェックに漏れがないよう、助成金の事前相談の段階からチェッ
クが必要となる項目を明確化した。

評価の視点等 自己評価 Ｓ 評定 Ｓ

【評価項目１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立、業務 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
運営の効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害 した。当機構の自己評価（ 評価項目１中給付金及び助成金業務の 地域障害者職業センターの管理事務の集約化等管理業務の効率【
者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓 効率化以外の項目 【評価項目２中高年齢者等や障害者の雇用情報 化を図るとともに、経費削減、給付金及び助成金の平均処理期間】

】 、 。発の事業規模の配慮、給付金及び助成金業務の効率化】 等の提供等以外の項目 【評価項目17 予算、収支計画及び資金計 の短縮などいずれも目標を大きく上回っており 高く評価できる
画】及び【評価項目18 人事に関する計画、施設・設備に関する計 特に経費削減については、極めて高い努力が認められ、大きな
画】を除く）は、学識経験者からなる外部評価委員による評価結果 成果を上げている。
を記載したものである。 なお、給付金・助成金の平均処理期間の大幅短縮も評価できる

・平成22年度の取組としては、特に、 が、今後更なる努力を期待する。
① 業務運営の一層の効率化及び効果的実施等の観点から、

・平成21年度末に廃止した駐在事務所で行ってきた業務の本部実 （各委員の評定理由）
施（図書・パネルの貸出し及び点訳サービスは廃止） ・目標をすべて上回って達成し、そのレベルも極めて高いもので

・地域障害者職業センター管理事務の集約化（７地域において集 ある。
約化実施。北海道・沖縄を除く全国45か所の管理事務を11セン ・費用削減、業務効率化への極めて高い努力を評価する。

、 。ターへ集約化） ・給付金 助成金業務の効率化が順調に進んだことは評価できる
等の組織体制の見直しを行った。 ・出張事務所、センターの集約化によって、管理業務の効率化、

② 経費削減について 目標を上回る予算上の削減を行うとともに 経費に関する工夫がなされている。、 、
さらに予算執行の節減に取り組み、一般管理費では19.4％減、業 ・更なる効率化のフォローアップ調査事業を設けている。
務経費では20.0％の節減を実現した また 随意契約見直し計画 ・給付金等の効率化がみられる。。 「 」
に基づく取組により競争性のある契約への移行を着実に進め、随 ・経費削減、業務手続期間の平均処理期間の短縮等の実績は、目

上記内容を高く評価する。意契約は前年度比件数ベースで50.9％の減、金額ベースで86.8％ 標数値を大きく上回っている。
の減と大幅な減を実現した。 ・一般管理費等の経費削減で大きな成果を上げている。

、 。③ 平成19年度運用開始の経理システムを活用して、事項ごとの予 ・経費節減の成果が大きく 給付金の平均処理期間も大幅に短縮
算執行状況を常時把握するとともに、費用対効果について分析を ただし期間が40.5日はまだ長く、更なる努力が必要。
行い、高齢期雇用就業支援コーナーを廃止するとともに、高年齢 ・経費節減をはじめ、さまざまな面で改善がみられたのは高く評
者雇用開発コンテスト表彰式における受賞企業ビデオ作成等を取 価できる。
りやめた。

④ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓 （その他意見）
発の事業の執行については、障害者雇用調整金、報奨金及び障害 ・利用者にとってのサービス効果はまだ見えていない。
者雇用納付金制度に基づく助成金の支給状況を把握しつつ、これ ・チェック機構を利用している。
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らの支給に支障が生じないよう、事業規模を圧縮した。なお、実 ・給付金と助成金の平均処理期間が40.5日はまだ長い。更なる努
践的手法の開発については、平成23年４月１日障害者雇用促進法 力が必要。
施行規則の改正により、その財源を障害者雇用納付金から運営費
交付金に変更することとなった。

⑤ 中小企業定年引上げ等奨励金について係別担当制を廃止して柔
軟な対応で効率的審査体制を構築する、受託法人等における処理
期間15日以内ルールの徹底を図る等の効率化対策を実施する等に
より、平成24年度までの５年間で平均処理期間を５％短縮する目
標に対して、３年目で目標を大幅に上回る平均処理期間21.8％短
縮を達成した。

・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績：２の「(1)一般［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に 。
管理費及び業務経費の効率化目標 （Ｐ.１）参照）ついて、年度計画において設定した目標値 」

・一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分
等を除く ）については効率的な利用に努め、第２期中期 平成22年度 △7.1％（平成21年度比）。
目標期間中、毎年度平均で３％程度の額を節減すること。 平成21年度 △3.1％（平成20年度比）
一般管理費については、前年度と比べて３％程度の額を節 平成20年度 △3.1％（平成19年度比）
減すること。

・業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った 業務実績：２の (1)。（ 「
に追加される業務、拡充業務分等を除く ）については、 一般管理費及び業務経費の効率化目標 （Ｐ.１）参照）。 」
第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額1.9％程度の額を
節減すること。 平成22年度 △24.5％（平成21年度比）
業務経費については、前年度と比べ総額1.9%程度の額を節 平成21年度 △ 3.1％（平成20年度比）
減すること。 平成20年度 △ 2.4％（平成19年度比）

・高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講ずる事業主又は ・次のとおり、中期計画の目標に向けて短縮した （業務実績： ５。 「
その事業主団体に対する給付金及び障害者雇用納付金制度 給付金及び助成金業務の効率化（Ｐ.４）参照）
に基づく助成金の支給業務について、第２期中期目標の最 平均処理期間 短縮率
終年度には、１件当たりの平均処理期間（支給申請の受付
から支給決定までの期間）を５％短縮すること。 平成22年度 40.5日 21.8％

平成21年度 45.4日 12.4％
平成20年度 49.8日 3.9％
平成19年度 51.8日 ―

実績：○［評価の視点］
・機構の組織体制について、業務の効果的・効率的実施等の ・業務運営の一層の効率化及び効果的実施等の観点から、見直しを行
観点から、見直しを行っているか。 うとともに、機動的・弾力的な組織運営を行った。

・平成21年度末に廃止した５か所の駐在事務所で行ってきた業務のう
ち図書・パネルの貸出し及び点訳サービスの廃止を行うとともに、
平成22年４月から納付金等調査、就労支援機器の貸出し、障害者雇
用に関する相談・援助、雇用管理サポート事業及び障害者雇用に役
立つビデオ・ＤＶＤの貸出しは、本部において実施している。これ
に伴い、廃止した駐在事務所の定員については、納付金等調査業務
に振り替えた。

・平成22年４月からⅰ）石川・富山・福井、ⅱ）岡山・鳥取・島根・
広島、ⅲ）福岡・山口・佐賀・長崎・大分の各地域センターの管理

、 、業務をそれぞれ石川障害者職業センター 岡山障害者職業センター
、 、福岡障害者職業センターに集約化するとともに 平成22年度末には

ⅳ）群馬・埼玉・新潟・長野、ⅴ）東京・茨城・栃木・千葉・神奈
川・山梨、ⅵ）大阪・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山、ⅶ）鹿児
島・熊本・宮崎の各地域センターの管理業務をそれぞれ群馬障害者

、 、 、職業センター 東京障害者職業センター 大阪障害者職業センター
鹿児島障害者職業センターに集約化した。その結果、地域障害者職
業センターの管理事務については、北海道・沖縄を除く全国45か所
の地域センター事務処理の11センターへの集約化を実現した。

・集約化する地域センターの所長・担当者に対する事前研修において
は、平成21年度に集約化した地域センターの担当者を講師として、
集約化後の事務処理についてのポイントや留意事項等について実際
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の経験を踏まえた具体的な解説及び所長・担当者との意見交換を行
い、管理事務の集約化に係る事務処理についての疑問点を解消する
等、研修プログラムの充実を図った。

・平成23年４月27日に公布された「 独）雇用・能力開発機構法を廃（
止する法律」において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる
事務所を千葉県に置くこととされていることを受け、平成23年10月
１日の同法律の施行後、必要な改修作業を実施し、平成24年３月末
までに東京本部を幕張本部等へ移転することとしている。

（業務実績： １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 （Ｐ.１）「 」
参照）

・駐在事務所の廃止、せき髄損傷者職業センターの廃止、地 実績：○
域障害者職業センターの管理事務の集約化等を行うべく取 ・平成21年度末に廃止した５か所の駐在事務所で行ってきた業務のう
組を行っているか。 ち図書・パネルの貸出し及び点訳サービスの廃止を行うとともに、

平成22年４月から納付金等調査、就労支援機器の貸出し、障害者雇
用に関する相談・援助、雇用管理サポート事業及び障害者雇用に役
立つビデオ・ＤＶＤの貸出しは、本部において実施している。

・平成20年度末に廃止したせき髄損傷者職業センターから福岡障害者
職業センターにおいて引き継いだ業務について、平成21年４月１日
から、利用者ひとり一人の特性・ニーズ等に対応した職業リハビリ
テーションを実施し、その結果、平成22年度当初において、福岡障
害者職業センターの支援を希望していた14人のうち８人が就職（復
職を含む）した。
また、総合せき損センターからの要請に応じた訪問による職業評価
及び職業指導を的確に行うため、福岡障害者職業センター職員の総
合せき損センターへの派遣について、これまで現地相談・支援の曜
日と時間を固定していたものを、利用者と相談のうえ柔軟に設定す
ることとするとともに、新たに入通院患者向けのリーフレットを作
成、総合せき損センターの受付窓口等に備え付け、福岡障害者職業
センターによる現地相談・支援の周知を図った。

・平成22年４月からⅰ）石川・富山・福井、ⅱ）岡山・鳥取・島根・
広島、ⅲ）福岡・山口・佐賀・長崎・大分の各地域センターの管理

、 、業務をそれぞれ石川障害者職業センター 岡山障害者職業センター
、 、福岡障害者職業センターに集約化するとともに 平成22年度末には

ⅳ）群馬・埼玉・新潟・長野、ⅴ）東京・茨城・栃木・千葉・神奈
川・山梨、ⅵ）大阪・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山、ⅶ）鹿児
島・熊本・宮崎の各地域センターの管理業務をそれぞれ群馬障害者

、 、 、職業センター 東京障害者職業センター 大阪障害者職業センター
鹿児島障害者職業センターに集約化した。その結果、地域障害者職
業センターの管理事務については、北海道・沖縄を除く全国45か所
の地域センター事務処理の11センターへの集約化を実現した。

・集約化する地域センターの所長・担当者に対する事前研修において
は、平成21年度に集約化した地域センターの担当者を講師として、
集約化後の事務処理についてのポイントや留意事項等について実際
の経験を踏まえた具体的な解説及び所長・担当者との意見交換を行
い、管理事務の集約化に係る事務処理についての疑問点を解消する
等、研修プログラムの充実を図った。

（業務実績： １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 （Ｐ.１）「 」
参照）

・一般管理費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均 実績：○
で３％程度の額を節減するための取組を進めているか。 ・厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人の冗費

の節減について（要請 」に基づき、すべての事務・事業について、）
無駄削減・業務効率化に向けた職員の意識改革及び効率化等に関す
る取組を行った。

・一般管理費については、中期目標・中期計画を達成すべく、予算上
前年度比7.1％の節減を図った。

・さらに予算執行に係る経費節減の取組として、役職員に対して省資
源・省エネルギーに関する意識の徹底を図るため 「コスト意識・、
ムダ排除」を人事評価の基準項目に追加するとともに、平成21年度
のEサービス運動（機構独自の職場改善運動）における経費節減事例
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を示し、本部・施設での創意工夫を指示したところ、電気・ガス・
水道の節減（例えば障害者職業総合センターにおいて年間の電気使
用量が前年度比11.0％の節減、ガス使用量が前年度比9.1％の節減、
水道使用量が前年度比9.8％の節減 、エコ（省エネ）をテーマとし）
た職場改善運動の進展等、具体的な節減効果に結びついた。また、
一般競争入札の積極的な実施、タクシー乗車券の取扱いの厳正化、
竹芝本部管理会社との交渉による事務所賃借料の引下げ等を行った
ことにより、19.4％の経費節減を図った。

（業務実績：２の「(1)一般管理費及び業務経費の効率化目標 （Ｐ.」
１）参照）

・業務経費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均で 実績：○
総額１．９％程度の額を節減するための取組を進めている ・厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人の冗費
か。 の節減について（要請 」に基づき、すべての事務・事業について、）

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 無駄削減・業務効率化に向けた職員の意識改革及び効率化等に関す
る取組を行った。

・業務経費については、中期目標・中期計画を達成すべく、行政刷新
会議による事業仕分け等を踏まえた高齢期雇用就業支援コーナーの
廃止等地方委託業務の見直し等により、予算上前年度比24.5％の節
減を図った。

・さらに、事業実施の契約について、効率的執行及び経費節減の観点
から各部別、施設別にヒアリング等による調整を行い、一般競争入
札の積極的な実施、地域障害者職業センターの賃借料の引下げ、事
務用品の一括調達、公用車の小型車への車種変更等に努めるなど、
20.0％の経費節減を図った。

（業務実績：２の「(1)一般管理費及び業務経費の効率化目標 （Ｐ.」
１）参照）

・受託法人への業務の委託について、競争性のある契約形態 実績：○
への移行を実施するための取組を進めているか。 ・受託法人への平成22年度業務の委託については、以下のような経緯

を経て一般競争入札により実施した。
①平成21年11月９日に厚生労働大臣から「平成22年度の地方業務の

委託については、一般競争入札（最低価格落札方式）によること
とし、契約の透明化を図る 「平成23年度からは、地方業務の委」、
託方式は全廃する」という方針が示されたことから、平成22年１
月に一般競争入札（最低価格落札方式）の公告を行った。

公告に際し、業界団体への周知・広報の働きかけの拡大実施、
厚生労働省・各都道府県労働局の協力を得てのホームページでの
入札公告の周知を行うとともに、入札参加希望者に対して当機構
ホームページからのダウンロードや郵送の方法により仕様書等を
交付する、仕様説明会の内容を当機構ホームページで音声公開す
るなどの工夫を行った。

その結果、仕様説明会は57法人が参加し、48法人が入札した。
②３月31日に「入札参加資格について確認できていない事項がある

ので、厚生労働省内に契約調査委員会を設置して調査を行い、再
入札の実施も含めて対応を検討する」旨の厚生労働省からの連絡
があった。

③５月11日に厚生労働大臣から「厚生労働省内に契約調査委員会を
設置し、全47協会に対する立入調査を実施した結果、12協会につ
いては不適切な経理処理又は物品管理が確認され、地方委託業務
を委託することは適切ではないものと認可権者である大臣として
判断し、業務委託の際に必要となる認可は行わないこととした」
との方針が示された。

④③の12実施区域については、５月12日に再度入札公告（一般競争
入札）を行い、同月31日に開札した。

⑤以上のような経緯の中、平成22年４月１日から３か月間は47法人
と緊急避難的に従来の委託契約を延長し、厚生労働大臣から不適
切とされた以外の35法人及び５月の入札の結果、厚生労働大臣か
ら委託の認可を受けた法人（３区域実施）とは平成23年３月31日
までの契約を行い、５月の入札で応札がなかった９区域について
は９月30日まで委託契約を再延長し、10月１日から当機構が直接
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実施している。
・なお、10月１日から当機構が直接実施した９区域以外の38区域につ

いても、平成23年４月１日からは当機構が直接実施しているところ
である。

（業務実績：２の「(2)随意契約の見直し （Ｐ.３）参照）」

・契約について 「随意契約見直し計画」が計画どおり進む 実績：○、
など随意契約の適正化のための取組を進めているか （政 ・契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下。
・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画」と同 の取組により、随意契約の適正化を推進し、業務運営の一層の効率
趣旨） 化を図るとともに予算の適正な執行に努めた。

・ 随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向 ・ 随意契約見直し計画」に基づく取組として総合評価方式の拡充及「 「
けた具体的取組状況について、必要な評価が行われている び複数年度契約の拡大に努め、平成22年度に競争性のある契約へ移
か （政・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計 行することとしていた案件の移行を着実に進めたところ、平成22年。
画 ） 度の随意契約（少額随契を除く）は、件数で81件、金額で9.4億円と」

なり、前年度比については、件数ベースで50.9％の減、金額ベース
で86.8％の減と大幅な減少となった。
また、取組状況については、ホームページにて毎月、少額随契を除
く全ての契約案件について、契約内容、相手方及び契約金額等を一
件別に詳細に公表した。

・平成21年７月に「 １者応札・１者応募』に係る改善方策について」『
を策定・公表した。
特に前年度１者応札であった契約案件について当該改善策を推進す
ることにより十分な競争性及び透明性の確保に努めた。平成22年度
の１者応札・１者応募の件数は129件で、平成21年度（97件）と比べ
て増加しているが、平成22年度の特殊要因である地方委託業務の一
般競争における１者応札（37件）を除くと92件と5.2％の減となり、
１者応札・１者応募は着実に改善している。

・整理合理化計画に示された入札・契約の適正な実施については、監
事及び会計監査人による厳正な監査を受けた。 監事監査では、個々
の契約について契約方式別のチェックリストを活用して、①契約の
内容に応じた適切な競争的手続が適用されているか、②制限的な応
募条件等の設定により競争性の発現を阻害していないか、③随意契
約について法令等に照らし適正に執行されているか、等の観点から
合規性について点検が実施された。その結果、合規性を損なう事象
は発見されなかったとの評価を受けた。
会計監査人による監査においては、平成20年２月13日に日本公認会
計士協会より示された「独立行政法人の随意契約について」の見解
を踏まえて行われ、無限定適正意見を受けた。
監事及び外部有識者で構成する契約監視委員会を平成23年２月14日
に開催し、平成22年度に締結した競争性のない随意契約、１者応札
・１者応募となった契約等について審議を行った結果、全ての案件
について「適切である」との評価を得た。

（業務実績：２の「(2)随意契約の見直し （Ｐ.３）参照）」

・委託業務に係る会計監査の強化及び精算報告書等に係る審 実績：○
査の徹底を図るなど、事業の適正な執行に努めているか。 ・委託額の配賦状況を精査して無駄を排除した年間委託額の適正化及

び精算確定作業における精算報告書等の厳正な審査を行い、精算を
厳格化することにより、事業の適正な執行に努めた。

（業務実績：２の「(2)随意契約の見直し （Ｐ.３）参照）」

・ 障害者雇用支援システム」について、最適化計画に基づ 実績：○「
くシステム構成の見直しによりシステム経費の削減及び業 ・平成19年度に策定した最適化計画に基づき、障害者雇用支援システ
務処理の効率化・合理化を図ったか。 ムに関する経費及び業務処理時間について削減目標を達成したか検

証したところ、システム全体経費は最適化実施前の年間費用と比較
し48,140千円以上の削減目標に対して51,810千円の削減（平成22年
度実績 、システムの保守・運用費は平成19年度比38％以上の低減）
目標に対して40.1％低減（平成22年度実績 、システムでの業務処）
理時間は平成19年度比年間93,788時間以上の削減目標に対して94,23
2時間の処理時間削減となり、いずれの目標も達成した。

（業務実績：２の「 3）業務・システムの最適化 （Ｐ.４）参照）（ 」
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・業務改善の取組を適切に講じているか。 実績：○
・平成19年度運用開始の経理システムを活用して、事項ごとの予算執

、 。行状況を常時把握するとともに 費用対効果について分析を行った
その結果、高齢期雇用就業支援コーナーを廃止するとともに、高年
齢者雇用開発コンテスト表彰式における受賞企業ビデオ作成等を取
りやめた。

（業務実績： ３ 事業の費用対効果 （Ｐ.４）参照）「 」

・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効 実績：○
果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等 ・機構が行う事務・事業について、国民のニーズとずれているものが
の検証を行い その結果に基づき 見直しを図っているか ないか等について、厚生労働省省内事業仕分けなどを踏まえ検討を、 、 。

行い、以下の見直しを行った。
（平成22年度末）
・障害者雇用アドバイザーの廃止

（別添資料「項目７ 事務・事業の見直し等 ④その他事務・事業の
見直し」参照）

・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及 実績：○
び啓発の事業について、障害者雇用調整金、報奨金等及び ・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障が 事業の執行については、障害者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用
生じない事業規模となっているか。 納付金制度に基づく助成金の支給状況を把握しつつ、これらの支給

に支障が生じないよう、事業規模を圧縮した。なお、実践的手法の
開発については、平成23年４月１日障害者雇用促進法施行規則の改
正により、その財源を障害者雇用納付金から運営費交付金に変更す
ることとなった。

（業務実績： ４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、「
講習及び啓発の事業規模の配慮 （Ｐ.４）参照）」

・事業主等に対して、支給申請書等の記入方法等の教示など 実績：○
給付金十分な事前相談を行っているか。
・４月27日の給付金業務担当者全国会議において、申請書の記入方法

等について、よくある記入誤りや記載の確認ポイントを例示すると
ともに、各給付金ごとの趣旨や目的、受給に必要な手続、不適正受
給に該当する事例などについて、申請者の立場に立った十分な事前
説明を行うよう指示した。

助成金
・各種会議の場において次のとおり十分な事前説明を行うよう指示し

た。これにより、事業主から聞き取るべき事項についてのチェック
が容易となるとともに、事前説明の効率化が図られた。
・事前説明等に係る受託法人等の窓口対応等についての平成21年度

のアンケート調査の結果を資料として配付し、特に事業主から高
く評価されている事前説明の方法（申請書等の書き方についての
丁寧な説明等）について紹介するとともに、これを継続して徹底
するよう指示した。

・事前説明を的確に実施することを目的として、各種助成金ごとに
作成しているパンフレットの助成金の受給までの流れに係る記載
を充実させ、助成金の受給に当たって留意すべき事項を確実に説
明できるようにした。また、認定申請等に係る手続や支給額の算
定方法について図表を用いてわかりやすくする等改善し、事前説
明を容易に行えるようにした。

（業務実績：５の「(2)事業主等に分かりやすい資料の作成配布等によ
る申請方法の周知徹底 （Ｐ.７）参照）」

・給付金及び助成金の支給業務について、第２期中期目標の 実績：○
最終年度に、１件当たりの平均処理期間を５％短縮するた 【事務手続の効率化】

給付金め、事務手続の効率化、事業主等に対する申請方法の周知
徹底、受託法人における審査能力の向上等を図るための取 ・中小企業定年引上げ等奨励金について、平成19年度の新設当初の処
組を進めているか。 理日数(71.3日)を要していたものと、以下の効率化対策を実施する

ことにより、平成22年度における平均処理期間を当初の半分以下の3
2.8日まで短縮するなどにより、給付金全体の平均処理期間は47.5日
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と平成19年度実績（55.4日）比14.3％短縮を図ることができた。
、 、継続雇用定着促進助成金については 新規申請受付が終了しており

平成22年度においては支給受付件数の減少が見込まれたことから、
職員２名を削減した。

・機構本部では給付金システムを活用して、支給決定の都度、支給決
定件数及び処理期間、未審査件数がわかる帳票を出力し、処理の遅
滞や申請件数の増減の状況に対応して、遅滞が生じた場合はその理
由を速やかに解明し、必要な対応をするとともに、中小企業定年引
上げ等奨励金及び継続雇用定着促進助成金については、係別の担当
制を廃し、日々の申請件数の状況により全員が双方の給付金の審査
に当たることにより、年間を通じて処理の滞留の防止、迅速な審査
を実現した。

・また、機構受理日ごとに審査終了予定日を設定した上で、給付金シ
ステムにより毎日の処理の進捗状況を把握･確認することにより、確
実に当該予定日以前に審査が終了するように取り組んだ。

・給付金システムを活用して、毎月各受託法人等ごとの処理期間を把
握し、申請受付から機構本部送付までの15日以内の処理期間ルール
が徹底されていない受託法人等に対しては、原因の分析と、遅延を
生じさせないための処理体制の整備、スケジュール管理の徹底、労
働局との連携強化等について個別指導を実施した。

、 、・さらに 労働局に対する支給要件確認の照会業務の迅速化について
機構本部と厚生労働省で協議した結果、従来の週２回程度の労働局
への書類の持込みによる照会から、インターネットによる随時照会
に切り換えることが可能となり、平成23年度から実施することとし
た。

・平成21年度に給付金支給業務の効率化を図るため、受託法人等の給
付金業務担当者を対象としたヒアリングを実施し、事前相談、申請
書等の受理・点検及び事業所訪問による調査等に係る現状及び改善
課題についての意見を聴取した。

機構本部においては、これらの意見を踏まえ、以下の事項を実施
した。
・中小企業定年引上げ等奨励金について、給付金の支給金額に影響

を与えない場合の兼務役員の雇用保険被保険者資格確認書類の添
付を省略

・高年齢者等共同就業機会創出助成金について、事業主の社会保険
の加入確認書類の添付を廃止

・事業主が同時期に提出する複数の確認書等に係る様式の統合

助成金
・助成金の処理件数は27,518件と、平成21年度実績（27,278件）比0.9

％増加した中で、事前相談の徹底、十分な説明等の実施により、平
均処理期間を35.1日と平成21年度実績（36.6日）比4.1％短縮するこ
とができた。また、平成19年度実績（44.9日）との比較では、21.8
％と大幅な短縮となった。

・添付書類について、地域センターにおいて重度判定を受けた障害者
の雇入れ等に係る助成金の申請を行う事業主に対しては、確認書類
の提出を不要とし、申請手続に係る負担軽減を図った。

・申請書について、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支
給型と継続支給型といった助成金のパターンごとに様式の共通化を
図り、認定申請書については19種類を５種類に、支給請求書につい
ては24種類を７種類に簡素化した。

・受託法人等の助成金業務担当者を対象としたヒアリング等における
、 、改善意見等を踏まえ 審査・点検マニュアル類の体系的整理を進め

助成金の支給業務に係るＱ＆Ａ集については、新たな制度改正に伴
う疑義や最近の問い合わせの頻度が高い疑義に対応した形とするこ
とにより、既存の疑義解釈類の再編集及び項目を補充した上で、受
託法人等に配付した。

・機構本部においては、助成金ごとの申請書等の受理状況、当該月に
おける処理件数の目標及びその実績を部内に掲示し、担当部の職員
全員が常にリアルタイムで審査の状況に係る情報を共有化すること
により、進捗管理の徹底を図った。
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・申請書類等を到達日別にファイルし到達日順に並べる仕組みを全て
の助成金ごとに徹底することにより、常に進捗状況を漏れなく把握
するとともに、業務が滞っている場合は、臨機応変に審査応援体制
をとる等、進捗管理の徹底を図った。また、エクセルを活用するこ
とにより、効果的な進捗管理の実施を図った。

・申請書の内容等に係る疑義照会については、ファイル棚に受託法人
等に対する照会日別に並べ、担当職員が常に進捗状況を把握できる
ようにし、回答がない場合は、１週間単位で受託法人等に督促する
よう徹底した。

・支給請求書等の進捗管理のシステム化を目的とした障害者助成金電
算処理システムについては、申請書等の受理、審査、認定・支給決
定等の状況が一目でわかる一覧表（受理簿）を作成するなど、審査
担当者が進捗状況を常に把握できる機能等を導入することを内容と
する開発を行い平成23年３月から稼働している。

（業務実績：５の「(1)添付書類の簡素合理化、進捗管理の厳格化等に
よる事務手続の効率化 （Ｐ.５）参照）」

【申請方法の周知徹底】
給付金
・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」を含めすべての給付金

のパンフレットの作成に当たっては、支給額、申請手続の流れ、用
語の解説等について、書体や文字飾り、行間隔などにメリハリをつ
けるとともに、多色刷りやポンチ絵を用い見易さを工夫することに
よって、分かりやすいパンフレット等を作成し配布した。

・さらに 「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用確保、
充実奨励金」については、その更なる周知徹底を図るため、初めて
制度の説明を受ける事業主等向けに、制度の要点のみを分かりやす
くコンパクトに解説したチラシを新たに作成し、事業主団体等の協
力を得て、当該団体等の会合等の場で配付した。

・４月27日の給付金業務担当者全国会議において、申請書の記入方法
等について、よくある記入誤りや記載の確認ポイントを例示すると
ともに、各給付金ごとの趣旨や目的、受給に必要な手続、不適正受
給に該当する事例などについて、申請者の立場に立った十分な事前
説明を行うよう指示した。

助成金
・すべての助成金の概要を一覧にしたリーフレットについては、活用

事例を記載する等により、事業主の助成金の活用を促進するととも
に、受託法人等が当該活用事例を用いることにより、助成金をより
理解しやすく説明できるように改善した。また、短時間労働者を対
象とする助成金の改正が行われたことから、当該内容を反映したも
のとした。

、・助成金の種類ごとに作成している６種類のパンフレットについては
助成金の受給までの流れに係る記載を充実させ、助成金の受給に当
たって留意すべき事項を確実に記載するとともに、認定申請等に係
る手続や支給額の算定方法について図表を用いて分かりやすくする
等の改善を図った。

・各種会議の場において次のとおり十分な事前説明を行うよう指示し
た。これにより、事業主から聞き取るべき事項についてのチェック
が容易となるとともに、事前説明の効率化が図られた。
・事前説明等に係る受託法人等の窓口対応等についての平成21年度

のアンケート調査の結果を資料として配付し、特に事業主から高
く評価されている事前説明の方法（申請書等の書き方についての
丁寧な説明等）について紹介するとともに、これを継続して徹底
するよう指示した。

・事前説明を的確に実施することを目的として、各種助成金ごとに
作成しているパンフレットの助成金の受給までの流れに係る記載
を充実させ、助成金の受給に当たって留意すべき事項を確実に説
明できるようにした。また、認定申請等に係る手続や支給額の算
定方法について図表を用いてわかりやすくする等改善し、事前説
明を容易に行えるようにした。
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（業務実績：５の「(2)事業主等に分かりやすい資料の作成配布等によ
る申請方法の周知徹底 （Ｐ.７）参照）」

【審査能力の向上】
給付金
・４月27日に「給付金業務担当者全国会議」を開催し、受託法人等の

給付金業務担当者に対して、平成22年度の重点取組、改正された給
付金制度の内容、審査の手順、相談・審査等における留意事項や疑
義解釈及び不正受給防止対策の説明を行い、審査能力の向上を図っ
た。

・また、６月に「給付金調査業務担当者地区別研修会」をブロック別
に開催し、過去の不正受給事例とその防止対策をまとめた「高年齢

」 、者等共同就業機会創出助成金不正受給事例集 の改訂版を活用して
実際の不正受給に使用された申請書や添付書類に基づき、審査や事
業所調査の手法についての実践的な研修を行った。

・さらに「中小企業定年引上げ等奨励金」について、10人未満規模の
事業主については、就業規則の作成・届出義務がないことから、定
年制度等の実施状況をより厳格に確認するため、確認の実施方法、
手順、実施後の対応等について、チェックリストや確認の流れ図等
を用いて実践的な研修を行った。また、この研修会での質疑内容を
中心にＱ＆Ａ集をとりまとめ、受託法人等に対しフィードバックす
ることにより、研修内容の共有化と審査能力の向上を図った。

・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」について、審査点検チ
「 」 、ェックリストを含む 審査・点検マニュアル を作成するとともに

改正された「中小企業定年引上げ等奨励金 「高年齢者雇用モデル」、
」 「 」 、企業助成金 及び 高年齢者等共同就業機会創出助成金 について

制度改正の内容や事業所の現況が申請内容に合致しているか調査を
行う場合の確認方法を追加した「審査・点検マニュアル」の改定版
を作成し、受託法人等の給付金業務担当者に配付し、当該冊子を随
時参照、活用できるようにすることで厳密な審査点検の徹底を図っ
た。

助成金
「 」・６月24日から25日の２日間にわたって 助成金業務担当者全国会議

を開催し、助成金の適正な支給のため担当者がより的確に業務を処
理できるよう、助成金の支給業務の基礎を中心とした研修、審査に
おける注意点及び疑義解釈など全体的事項についての説明・指示、
実践的な審査能力の向上を図るためのケーススタディを行った。

・点検業務の効率化を図るために、これまでに作成した作業施設設置
等助成金、通勤対策助成金(住宅・駐車場賃借、住宅手当の支給）に
係る助成金業務担当者点検業務チェックリスト及び平成22年度に新
たに作成したグループ就労訓練（請負型）助成金支給請求書に係る
点検チェックリストを活用した厳密な審査点検の徹底について指示
した。

・事業主助成金の事前説明を含め認定申請及び支給請求のそれぞれの
時点において「窓口対応時に事業主に確認すべき事項 （事業主に」
対する事業実施の確認方法、障害者の雇用の確認等）を明確にする
ため 「不正受給防止事務実施チェックリスト」を活用し、不正受、
給防止に係る窓口確認を徹底するよう指示した。

（業務実績：５の「(3)受託法人等の業務担当者会議の開催等による審
査能力の向上等の取組 （Ｐ.７）参照）」

・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用 実績：○
の適切性等、必要な評価が行われているか。 ・機構の契約に係る規程類の整備状況については 「会計規程」にお、
契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・ いて指名競争の要件について国と同様の基準を定めており、また、
執行等の適切性等、必要な評価が行われているか。 「契約事務の実施に関する件」において会計規程に基づく予定価格
（政・独委評価の視点「５契約 (1)契約に係る規程類、体 の作成を省略できる国と同様の基準など契約事務手続の詳細を定め

制 ） ている。」
・さらに 「契約事務の実施に関する件」において複数年度契約に関、

する規定を定めており、総合評価方式については、的確に実施する
ための担当者マニュアルを定めている。
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・以上の規程を含む全ての規程に従い、運用の適切性を確保している
ところである。

・平成21年７月に「 １者応札・１者応募』に係る改善方策について」『
を策定・公表した。特に前年度１者応札であった契約案件について
当該改善策を推進することにより十分な競争性及び透明性の確保に
努めた。平成22年度の１者応札・１者応募の件数は129件で、平成21
年度（97件）と比べて増加しているが、平成22年度の特殊要因であ
る地方委託業務の一般競争における１者応札（37件）を除くと92件
と5.2％の減となり、１者応札・１者応募は着実に改善している。

・第三者への再委託については 「契約事務の実施に関する件」にお、
いて、原則禁止とし、再委託を行う場合は、あらかじめ申請を受け
て審査・承認を行うことを定めている。

・ 入札・契約手続運営委員会」を設置しており、一般競争について「
、 、は 競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無

随意契約によろうとする場合における随意契約理由及び契約相手方
の決定に関すること等の審議を行っている。

・契約に当たっては、実施部門が行う調達行為と契約部門が行う契約
行為による二重の手続によりけん制するなど契約事務手続の適切性
を確保している。

・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保されてい 実績：○
るか （政・独委評価の視点「５契約 (3)個々の契約」と ・ 入札・契約手続運営委員会」を設置し、一般競争については、競。 「
同趣旨） 争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の有無、随意

契約によろうとする場合における随意契約理由及び契約相手方の決
定に関すること等の審議を行っている。

・監事監査では、個々の契約について契約方式別のチェックリストを
活用して、契約の内容に応じた適切な競争的手続が適用されている
か等の観点から合規性について点検が実施された。その結果、合規
性を損なう事象は発見されなかったとの評価を受けた。
会計監査人による監査においては、無限定適正との評価を受けた。
監事監査結果及び会計監査人による監査結果についてはホームペー
ジにおいて公表している。

（業務実績：２の「 ２）随意契約の見直し（Ｐ.３)参照）（

・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（そ 実績：○
の後のフォローアップを含む 。 ・平成23年2月14日に契約監視委員会を開催し、平成22年度に締結した。）

競争性のない随意契約（80件 、１者応札・１者応募となった契約）
（107件）等について審議を行った結果、全ての案件について「適切
である」との評価を得た。

（別添資料「項目５ 契約 ①契約監視委員会からの主な指摘事項」
参照）

・法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人につい 実績：○
て、当該法人と関連法人との関係が具体的に明らかにされ ・機構業務のうち、高年齢者雇用関係給付金の支給業務、障害者雇用
ているか。 納付金の徴収業務等について 「独立行政法人高齢・障害者雇用支、
当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行わ 援機構法」に基づき、社団法人又は財団法人である各都道府県の雇
れているか。 用開発協会等に業務委託を行っている。

・関連法人に対する出資 出えん 負担金等 以下 出資等 当該業務の委託については、以下のような経緯を経て一般競争入札、 、 （ 「 」
という ）について、法人の政策目的を踏まえて適切な出 により実施した。。
資等行われているか。 ①平成21年11月９日に厚生労働大臣から「平成22年度の地方業務の
（政・独委評価の視点「７関連法人 ） 委託については、一般競争入札（最低価格落札方式）によること」

・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直 とし、契約の透明化を図る 「平成23年度からは、地方業務の委」、
しを図っているか。 託方式は全廃する」という方針が示されたことから、平成22年１

月に一般競争入札（最低価格落札方式）の公告を行った。
公告に際し、業界団体への周知・広報の働きかけの拡大実施、厚
生労働省・各都道府県労働局の協力を得てのホームページでの入
札公告の周知を行うとともに、入札参加希望者に対して当機構ホ
ームページからのダウンロードや郵送の方法により仕様書等を交
付する、仕様説明会の内容を当機構ホームページで音声公開する
などの工夫を行った。
その結果、仕様説明会は57法人が参加し、48法人が入札した。
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②３月31日に「入札参加資格について確認できていない事項がある
ので、厚生労働省内に契約調査委員会を設置して調査を行い、再
入札の実施も含めて対応を検討する」旨の厚生労働省からの連絡
があった。

③５月11日に厚生労働大臣から「厚生労働省内に契約調査委員会を
設置し、全47協会に対する立入調査を実施した結果、12協会につ
いては不適切な経理処理又は物品管理が確認され、地方委託業務
を委託することは適切ではないものと認可権者である大臣として
判断し、業務委託の際に必要となる認可は行わないこととした」
との方針が示された。

④③の12実施区域については、５月12日に再度入札公告（一般競争
入札）を行い、同月31日に開札した。

⑤以上のような経緯の中、平成22年４月１日から３か月間は47法人
と緊急避難的に従来の委託契約を延長し、厚生労働大臣から不適
切とされた以外の35法人及び５月の入札の結果、厚生労働大臣か
ら委託の認可を受けた法人（３区域実施）とは平成23年３月31日
までの契約を行い、５月の入札で応札がなかった９区域について
は９月30日まで委託契約を再延長し、10月１日から当機構が直接
実施している。
平成23年度からは、委託方式を全廃し、全47区域で当機構が直接

実施している。
・平成22年度重度障害者雇用拡大総合推進事業業務委託については、

平成22年２月に一般競争入札を実施し、社団法人全国重度障害者雇
用事業所協会と契約を締結した。なお、平成23年４月１日からは当
機構が直接実施しているところである。

・いずれの法人にも当機構の役職員は再就職していない。
・いずれの法人へも補助金の交付、出資等はない。
（業務実績：２の「 ２）随意契約の見直し（Ｐ.３)参照）（
（別添資料「項目７ 事務・事業の見直し等 ⑤公益法人等との関係

の透明性確保」参照）
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（２） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
べき措置その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置
に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 共通的事項１ 共通的事項 １ 共通的事項
(1)関係者のニーズ等の把握(1)関係者のニーズ等の把握 (1)関係者のニーズ等の把握
○評議員会の開催 （資料1）機構に対する関係者のニーズ等につ 使用者、労働者及び障害者を代表するもの
・使用者代表、労働者代表、障害者及び学識経験者からなる評議員会を開催し、関係者のニーズいて 以下の取組により幅広く把握し、 、 並びに学識経験を有する者により構成される

等を把握した。ニーズ等に即した業務運営を行うた 評議員会を開催し、情報交換を行うほか、機
・開催日 平成22年７月30日め、必要な措置を迅速に実施する。 構の業務に対する意見等を伺い、ニーズに即
・第２期中期計画の変更、平成22年度計画に基づく業務運営を説明し、機構の業務に対する要望事業主団体、障害者団体等と情報交 した業務運営を図る。

等について意見交換を行った。換を行うとともに、機構の業務に対す 利用者の意見、ニーズ等を把握し、その結
・参加者 評議員 17名る意見等を障害者、事業主、学識経験 果を業務運営に反映させるため、各種サービ

機構 役員等者等から聞く場を設定する。 ス終了時における有用度に関する調査やサー
・ 意見例とその対応）利用者に対するアンケートによる終 ビス実施後一定期間経過後における具体的な （

意見① 就労移行支援機関も拡大し、精神障害者の就職は進んできているが、実際には職了時の調査及び必要に応じ追跡調査を 課題改善効果に関する追跡調査等を積極的に
場に行っても仕事を与えられないという話も聞く。就職している精神障害者への支積極的に実施し、その結果から業務改 実施する。また、これらのアンケート調査結
援なども必要ではないか。善につなげるべき点を分析し、現場に 果を自由記述欄の内容を含め分析し、サービ

（対応） 就労支援機関の中には就職後の支援ノウハウがまだ十分ないところもある。このフィードバックする。 スを提供している施設、受託法人にフィード
ため、地域センターが支援機関を訪問して助言・援助を行ったり、支援機関で対応バックすることにより、現場レベルでの業務
が困難な場合は地域センターが企業に直接出向き支援を行っている。改善を促す。

意見② 平成23年度から障害者雇用納付金関係業務等地方委託業務を機構が直接実施する
ということであるが、受託法人が地域で今まで築いた人脈やノウハウを引き継ぐこ
とは難しく、サービスが低下するのではないか。また、かえってコスト高になるの
ではないか。

（対応） 受託法人が有する人脈やノウハウの着実な継承等により提供するサービスの質が
低下しないようにしたい。また、機構の直接指揮命令による業務の効率化、経理事
務の集約化、物品の一括調達などを通じたより合理的な業務遂行に努めることで、
総コストは削減できると考えている。

○各種調査の実施
・各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス実施後一定期間経過後における具

体的な課題改善効果に関する追跡調査等を以下のとおり実施した。

（有用度に関する調査）
・ジョブコーチ支援終了者に対するアンケート調査
・精神障害者総合雇用支援を受けた者に対するアンケート調査
・職業リハビリテーションに関する助言・援助等を受けた関係機関に対するアンケート調査
・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対するアンケート調

査
・職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者に対するアンケート調査
・指導技法等の開発成果についての障害者職業能力開発校等に対するアンケート調査
・障害者ワークフェア来場者に対するアンケート調査
・アビリンピック来場者に対するアンケート調査

（具体的な課題改善効果に関する追跡調査）
・高年齢者雇用アドバイザー及び70歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助の利用事業主等

に対する追跡調査
・事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対する追跡調査
・職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者に対する追跡調査
・職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者の所属長に対する追跡調査
・障害者雇用アドバイザーによる相談・援助を行った事業主等に対する追跡調査
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・これらの調査の結果については自由記述欄の内容を含めて分析を行い、広域・地域センター、
受託法人等にフィードバックし、今後の業務に活かすよう指導することにより、さらに事業の
効果を高めることとした。

（ 、 ）(2)業績評価の実施及び公表 (2)業績評価の実施及び公表 (2)業績評価の実施及び公表 資料2 3
・平成21年度の業務実績について外部評価委員会による評価を実施し、その評価結果と評価書を適正な業務の推進に資するため、外 平成２１年度業務実績については、外部の

機構内ＬＡＮにより全職員に直接周知するとともに、それぞれの職場、職務での業務の点検、部の学識経験者、リハビリテーション 学識経験者、リハビリテーションの専門家等
改善を図った。併せて、外部評価委員会における指摘事項については、機構としての具体的なの専門家等による業績評価を行い、そ により構成される外部評価委員会の評価を受
対応方針を作成し、確実に実行させるなどによりＰＤＣＡサイクルの徹底を図った。また、平の結果を業務運営に反映させ、機構に け、その結果を職員に周知するとともに業務
成22年度第３四半期までの業務実績の進捗状況、重点的取組及び上記指摘事項への対応を外部おけるＰＤＣＡサイクルの徹底を図 運営に反映させ、機構におけるＰＤＣＡサイ
評価委員会に報告した。る。 クルの徹底を図る。

・内部評価委員会において、平成22年度の業務全般の進捗状況を四半期単位に把握・分析するとまた、平成２２年度業務については、内部
、 、 （ ）評価委員会において、業務の進捗状況を定期 ともに 組織横断的な業務実績の進捗管理の強化を図るため 進捗管理重点テーマ 10テーマ

を設定し、当該重点テーマの業務進捗状況を点検し、進捗が遅れている業務の原因分析・改善的に把握するとともに、進捗管理重点テーマ
や業務実績の低調な施設等に対する指導の徹底に努めた。を設定して当該重点テーマに関する進捗状況

・平成22年度の重要課題については、個々のテーマごとに具体的取組内容、進捗状況、今後の見を点検し、その結果を踏まえて、各職員の年
通し等について理事長による各部署からのヒアリングを夏期に実施し（サマーレビュー 、目度計画の達成に向けた意識の向上と業務の改 ）
標達成に向けての意識の向上と効果的な業務の推進の徹底を図った。善を図る。

・業務内容の透明性を高めるため、ホームページにおいて、①業務ごとに取組内容、事業実績、さらに、業務内容の透明性を高め、 さらに、業務内容の透明性を高め、業務内
目標の達成状況を一覧にした外部評価書及び評価結果、②①の内容を分かりやすく、簡潔に説業務内容の充実を図る観点から、設定 容の充実を図る観点から、設定した目標の達
明した「平成21年度業績評価総括書」に加え、③中期目標、中期計画、年度計画及び事業報告した目標の達成状況、業績評価の結果 成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容
書等の機構の業務内容に関する資料を公表した。や機構の業務の内容について、ホーム について、ホームページ等において、積極的

かつ分かりやすく公表する。ページ等において、積極的かつ分かり
やすく公表する。

(3)内部統制の在り方(3)内部統制の在り方 (3)内部統制の在り方
○業務運営に関するコンプライアンスの確保機構における役職員の職務執行の在 ① 内部統制の更なる向上を図るため、平成
・内部統制の更なる向上を図るため、新たに以下のような取組を行った。り方をはじめとする内部統制につい ２２年度においては、平成２１年度に策定

①コンプライアンスの徹底のために取り組むべき事項を定めたコンプライアンス基本方針及びて、会計監査人等の指導を得つつ、向 した行動規範及びコンプライアンスに関す
コンプライアンス推進計画を策定した。上を図るものとし、講じた措置につい る推進規程を役職員全員に浸透させるため、

②日常の業務を行う上で実際に直面する事案及びその対応方法を取りまとめたＱ＆Ａ集を含むて積極的に公表する。 Ｑ＆Ａ集の作成及び職員研修を行うととも
コンプライアンスマニュアルを作成し役職員に配付するとともに、職員研修を実施し、コンに、各部・施設等における取組状況の点検
プライアンス意識の浸透を図った （職員研修15回実施、216人参加）及び職員の認識度調査を実施することによ 。

③各部・施設等におけるコンプライアンスに関する取組状況の点検及び嘱託職員を含む全役職り、コンプライアンスの推進に向けた取組
員を対象とした認識度調査を実施し、取組の進捗状況や役職員全員のコンプライアンス意識の進捗状況を検証する。
の浸透状況を検証した。その結果、コンプライアンス意識を更に浸透させるためには、具体また、新たに、業務運営に支障を来す事
的事例を用いた研修、事例の紹介等が必要であるとの意見が多数みられたため、平成23年度案等の発生を未然に防止するとともに発生
においては、職員研修、社内報等を活用し、新たに、民間企業等におけるコンプライアンスした場合に迅速かつ的確に対応するため、
違反の原因・内容とその対処方法に関する事例等の紹介を行うこととしている。リスクの調査、リスク管理に関する規程の

④機構の使命及び目標の達成を阻害する要因を把握するためリスクの調査を実施した。その結整備及びリスク管理に関する事項を審議す
果、重大なリスクとして、個人情報漏えい、利用者への不適切な対応などを指摘する意見がるための委員会の設置に取り組む。
多数みられた。この調査結果を踏まえ、特に機構の業務運営に重大な影響を及ぼすおそれの内部監査については、計画的かつ的確に
あるリスクについて、発生の防止又は発生した場合の損失の最小化を図るため、リスク対応実施する。
方針を策定し、リスク管理に取り組むこととしている。内部統制の向上のために講じた措置につ

⑤リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置する等リスク管理体制を整備した。いて積極的に公表する。

○内部監査の的確な実施
・理事会において、リスク管理、情報管理等について迅速な意思決定を図るとともに、理事長の

指示の下、コンプライアンスを担当する総務部と、コンプライアンスに関する厳正な監査をす
る独立した監査室による２元構造のコンプライアンス体制の下、内部監査を実施した。

・監査計画及び監査マニュアルを作成し、内部監査業務に携わる職員を対象とした研修を実施し
た（平成22年５月26日、対象者12名 。）
なお、研修に当たっては、平成21年度の内部監査における改善指摘事項を基に、監査の着眼点
を理解させ、担当職員の監査能力の向上を図った。

・内部統制の運用状況等の監査について、その対象をこれまでの地域センターに加え、本部及び
広域センターにも拡大して（平成21年度：17地域センター、平成22年度：本部３部署及び22広
域・地域センター）実施した。

、 。・内部監査の結果 地域センター等の事務処理方法の改善について直ちに理事長に報告を行った
これを受けて、当該部門において指摘事項の改善を検討し、平成22年度末までに措置した。

・行動規範の徹底状況・コンプライアンス推進責任者の業務の遂行状況等内部統制の向上につい
て、平成22年度から監査を実施した。
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○内部統制について講じた措置の公表
・ホームページの内部統制に関する情報のページに、行動規範、コンプライアンス推進規程、公

益通報規程等に加え、新たにコンプライアンス基本方針、コンプライアンス推進計画、コンプ
ライアンス推進委員会議事概要等を掲載した。

○モニター制度の実施ホームページを活用したモニター制 ② ホームページを活用した業務運営に関す
・機構の業務運営の参考となる意見等を広く募集し、業務運営の改善につなげるため平成20年度度を導入し、機構の業務運営に参考と るモニター制度により、モニターから機構

に導入したホームページを活用したモニター制度について、平成21年度からモニターを50名かなる意見等を広く募集する。 の業務運営に参考となる意見等を広く募集
ら100名に増やし本格実施した。モニターの委嘱に当たっては、ホームページ、新聞、定期刊行し、業務運営の改善につなげる。
誌を活用して幅広く募集を行い、過去最多の594名の応募があった中から、多様な世代、属性の
方を選考した。モニターから、機構業務について随時、意見・要望等を受け付け、①高齢者雇
用を促進するためには、企業と高齢者の賃金に関する意識を把握することが重要であるとの意
見を受け、昇給・賞与の実態及び意識に関する調査・分析を実施し、高年齢者雇用アドバイザ
ーの相談援助で活用する支援ツールの開発に着手したほか、②障害者を雇用しようとしても募
集選考のノウハウがない事業主も多いとの意見を受け、募集・選考・採用の実践的ノウハウを
とりまとめた調査研究報告書や採用面接の方法等を分かりやすく解説したＱ＆Ａ集等を作成し
事業主に配付するなどのサービス向上を図った。

・また、平成22年度は「高齢者の雇用確保のためのさらなる支援策について 「事業主・障害者」、
双方にとって働きやすい職場を作るには」及び「利用者窓口に望むこと」の３課題について報
告を求め、78件の提出があった。今後これらを取りまとめホームページで公開するとともに、
平成23年度の業務運営の改善につなげることとしている。

(4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によるサービスの充実(4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務 (4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携
によるサービスの充実の連携によるサービスの充実

○アドバイザーの連携高年齢者等及び障害者に係る各雇用 ① 高年齢者雇用アドバイザー及び障害者雇
・高年齢者雇用アドバイザー及び障害者雇用アドバイザーが、事業主相談における高年齢者等及支援業務について、相互に支援ノウハ 用アドバイザーが、相互の効果的な支援技

び障害者の雇用に関する基礎的事項について即時対応できるようにするため、受託法人等に対ウ、各種情報等の共有化を図ることに 法の習得を通じて資質や技術の向上を図る
して、非専門業務に係る研修の実施、情報共有化のための連携会議の定期開催、担当者への伝より、事業主相談における高齢者及び とともに、給付金・助成金、高齢・障害者
達と速やかな専門的対応の体制の確立、アドバイザー間の連携のための連絡様式の活用、連携障害者雇用に関する基礎的事項につい の雇用施策等の情報の共有化により、事業
状況の定期報告について再徹底した。ての即時対応、助成金・給付金の効果 主相談における高年齢者等及び障害者の雇

・さらに、高年齢者雇用アドバイザー研修及び障害者雇用アドバイザー研修を通じて、双方のア的な周知、実践的手法の開発・提供等 用に関する基礎的事項について即時対応で
ドバイザーに対して、①給付金・助成金、高齢・障害の雇用施策等の情報の共有化、②事業主のサービスにおける相乗効果を発揮す きるようにする。また、専門的支援を要す
相談における高年齢者等及び障害者の雇用に関する基礎的事項についての即時対応、③専門的る。 る相談案件についてはそれぞれの担当者に
支援を要する相談案件について、それぞれの担当者への確実な伝達、担当者による支援の実施確実に伝達し、伝達を受けたアドバイザー
等を指示した。は適切に対応する。

○給付金業務及び助成金業務の連携② 給付金業務及び助成金業務について、担
・給付金業務及び助成金業務の連携のための会議を４回（６月、９月、12月、３月）開催し、給当部署による連絡会議を定期的に開催し、

付金・助成金双方を簡潔に説明できるリーフレットの作成、効果的な周知・広報のための意見給付金及び助成金の活用例を掲載したパン
、 、 、 。フレットの作成等による効果的な周知・広 交換を行うとともに 不正受給事案 未然防止事案の情報を共有し 不正受給の防止を図った

・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応えられるよう、給付金・助成報並びに給付金及び助成金それぞれの審査
金双方の制度について、それぞれ代表的な活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリや調査実施により蓄積されたノウハウを相
ーフレットを作成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その他の機関にお互に活用するための情報の共有による不正
いても事業主に配布した。受給の防止等を図る。

○実践的手法の開発・提供の連携③ 高年齢者等及び障害者の雇用に関する実
・ 高齢者と障害者がともに働きやすい職場づくり」について企業に具体的な情報提供や提案を践的手法の開発・提供に係る検討連絡会議 「

行うことを目的として、平成21年度に設置された研究会において、引き続き高齢者と障害者のを開催し、開発手法・成果普及方策の共有
協働がうまく進んでいる企業の事例収集を行い（計８社 、高齢者雇用と障害者雇用の相乗効化により一層効果的な開発等を推進すると ）
果、双方に適用できる改善手法、共通する雇用管理面・コスト面の問題等について分析し、こともに、高齢者を雇用することが障害者の
れらの成果をもとに、職場における具体的な工夫例や高齢者と障害者がともに働きやすい職場雇用にも資する等の企業事例を収集・提供
づくりのためのチェックポイントを盛り込んだ企業向けパンフレットを作成し、高年齢者雇用する等により、実践的手法の開発・提供に
アドバイザー等が相談・援助の際に活用している。おける相乗効果の発揮を図る。

(5)高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供並びに広報の実施(5)高年齢者等及び障害者の雇用情報等 (5)高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供並
びに広報の実施の提供並びに広報の実施

○ホームページのコンテンツ（掲載情報）の充実高年齢者等及び障害者の雇用に関す 高年齢者等及び障害者の雇用に関する知識
・最新の情報を提供するため、週１回の定期更新のほか随時更新を行った（月平均更新回数6.1回る知識の普及を図るとともに事業主等 の普及を図るとともに事業主等による当該雇

（平成21年度実績5.7回 。による当該雇用の安定等に向けた自主 用の安定等に向けた自主的な取組を支援する ））
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・ 70歳いきいき企業100選（2010年版 、平成22年度高年齢者雇用開発コンテスト事例のパンフ的な取組を支援するため、高年齢者等 ため、高年齢者等や障害者の雇用に関する情 「 ）」
レット「70歳現役企業への道しるべ 、障害者雇用を進めるに当たり不安や悩みを抱える事業や障害者の雇用に関する情報を収集・ 報を収集・整備し、これらの情報を容易に利 」
主を対象とした「はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～」及び「障害者雇整備し、これらの情報を容易に利用で 用できるよう、ホームページ等を通じて提供
用のための企業用自己診断チェックシート」等の情報提供等を行うとともに 「アビリンピッきるよう、ホームページ等を通じて提 する。 、
ク技能競技」について動画形式によるコンテンツの拡充、地域センターにおいて実施する職業供する。
リハビリテーション推進フォーラム及び就業支援基礎研修の日程、カリキュラム、受講方法等また、機構が実施する高年齢者等及 また、機構が実施する高年齢者等及び障害
の案内、改正障害者雇用納付金制度の施行や地方業務の機構直接実施の周知、当機構に寄せらび障害者の雇用支援に係る業務の内 者の雇用支援に係る業務の内容、相談窓口の
れた国民の皆様の声の月次集計及び対応の具体例の公表など、ホームページのコンテンツの充容、相談窓口の紹介、各種セミナー・ 紹介、各種セミナー・講習会・研修等の開催
実を図り、コンテンツ数は8,476ファイルとなり、平成21年度と比べて20.3％増となった（平成講習会・研修等の開催案内等につい 案内等について、ホームページ等を通じて積
21年度実績7,047ファイル 。て、ホームページ等を通じて積極的に 極的に広報を行う。 ）

広報を行う。
○ホームページの利用しやすさの向上に向けた取組
・トップページについて、高年齢者等や障害者に関する助成金等関係情報に加え、障害者雇用に

係る支援者を対象としたセミナー開催情報などの最新情報を円滑に取得していただけるよう、
。新たにバナーを作成・表示することにより利用者が当該情報に直接アクセスできるようにした

・障害者の方へのページについては、知的障害者にとって分かりやすく使いやすいものとするた
め、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会の協力を得て、全体の表記については漢字に読み仮
名をつける、内容を要約する、画像を増加する等の工夫をするとともに、当機構の障害者職業
能力開発校における知的障害者が受講可能なコースや就労支援機器に関する情報を具体的に紹
介した。

・ロービジョン（視覚障害者）の方々が、音声ブラウザによる読み上げ機能を活用しやすくする
ため、文字の下線や色分け、注釈の多用等による説明を改め、内容を表中に書き下すなどの工
夫を行った。また、アビリンピックに係る動画の説明テキスト等を新たに27項目作成し､音声ブ
ラウザによるアクセシビリティの向上を図った。

・ 働く広場」については、新たに目次のページを設け、見出し部分をクリックすることにより、「
そこから読者が目的とする記事に直接アクセスできるように改善した。

・地域センターが開催する講座の案内ページにおいて、開催頻度が多い場合は、従来のスクロー
ル表示に加えて冒頭に開催月を表示しリンクすることにより、利用者の受講可能な月からの検
索を可能にした。

・給付金の制度改正に伴い、制度導入時期別のバナーに該当する内容のページをリンクして、利
用者が円滑に適切な情報を得られるようにした。

・地域センターの所在地地図について、目標物を多く表示する、施設入口への経路を表すコメン
トを記載するなど、利用者が訪問する上でより分かりやすいものとなるよう工夫を行った。

・アクセス件数については、実践的手法の開発成果に係る情報や障害者雇用納付金制度及びそれ
に基づく助成金に係る情報に対するアクセス件数が大幅に伸びたことにより、平成21年度実績
比45.2％増となった。

（ ）【 】参考 ホームページアクセス件数 資料4
平成22年度実績20,118,309件（平成21年度実績13,857,947件）

（ ）○問い合わせへの迅速・的確な対応 資料5
・ホームページに寄せられた問い合わせは、486件 （平成21年度実績544件）。
・他機関等への照会、再度の内容確認、機構内部署間での横断的調整といった対応を要するもの

を含め、すべての問い合わせについて、迅速な対応に努めたことにより、平均回答日数は前年
度より短縮することができた。
・平均回答日数 1.48日（平成21年度実績2.29日）

○ホームページ等を通じた積極的な広報の実施
・機構が実施する業務の内容、相談窓口の紹介、各種セミナー・講習会・研修等の開催案内等に

ついて、ホームページ及びパンフレット等を通じて積極的に広報を行った。
、 、 、 、 、特に 調査研究報告書 マニュアル等の業務に関する成果物 各種セミナー アビリンピック

高年齢者雇用開発コンテスト表彰式、障害者雇用優良事業所等表彰式、障害者雇用支援月間ポ
スター原画入賞作品展示会等の行事開催案内については、ホームページの「最新情報」コーナ
ーに掲載をすることにより迅速な情報提供と利用者による効率的なアクセスを図った。

・ エルダー 「働く広場」について、当機構が展開している事業や企業の高齢者・障害者雇用の「 」
取組について、より多くの事業主や国民へ周知するため厚生労働省独立行政法人評価委員会及
び外部評価委員会においても指摘のあった書店での試行販売を実施するとともに、ホームペー

、 、ジでも閲覧できることを記した周知用チラシを アビリンピック等の機構が開催する各種行事
研修・講習等や外部機関におけるイベント、会議において見本のバックナンバーとともに配布
した。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ
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【評価項目２ 関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及 ・以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由）
び公表、内部統制の在り方、高年齢者等及び障害者雇用支 ① 使用者代表、労働者代表、障害者及び学識経験者からなる評議 外部評価を積極的に活用した業績評価のシステムを評価する。
援業務の連携によるサービスの充実、高年齢者等や障害者 員会を開催し、関係者のニーズ等を把握し、ニーズに即した業務 また、内部統制の構築などにも、積極的に取り組んでいると評価
の雇用情報等の提供等】 運営を図った。さらに、各種サービス終了時における有用度に関 できる。

する調査やサービス実施後一定期間経過後における具体的な課題 情報提供の方法等についても、更なる工夫及びその成果が評価
改善効果に関する追跡調査等を実施し、調査結果については自由 できる。
記述欄の内容を含めて分析を行い、広域・地域センター、受託法 また、高年齢者と障害者の雇用支援の特性には共通性もあり、
人等にフィードバックし、今後の業務に活かすよう指導すること その点を巧みに活かした工夫は評価できる。
により、さらに事業の効果を高めることとした。

② 学識経験者、リハビリテーションの専門家等からなる外部評価 （各委員の評定理由）
委員により平成21年度の業務実績の評価を実施し、その評価結果 ・機構がこれまで蓄積してきた評価や内部統制への努力が引き続
と評価書を機構内ＬＡＮにより全職員に直接周知するとともに、 き高い水準で実現されている。
それぞれの職場、職務での業務の点検、改善を図った。併せて、 ・高齢・障害者というホームページに決して高い親和性をもたな
外部評価委員の指摘事項については具体的な対応方針を作成し、 い層への使いやすさの配慮は高く評価されるべきである。
確実に実行させるなどによりＰＤＣＡサイクルの徹底を図った。 ・内部統制の仕組み作りに積極的に取り組んできたことは評価で
また内部評価委員会において、進捗状況を四半期単位に把握・分 きる。
析するとともに、進捗管理重点テーマを設定し、当該重点テーマ ・業務評価についてのシステムが多面的に設置されている。
の業務進捗状況を点検し、進捗が遅れている業務の原因分析・改 ・情報提供の充実化、業績評価の実施等評価ができる。
善や業務実績の低調な施設等に対する指導の徹底に努めた。 ・業績評価・内部統制については着実に進行されている。

③ 理事会において、リスク管理、情報管理等について迅速な意思 ・情報提供（ＨＰ等）は前年より進展している。上回っている。
決定を図るとともに、理事長の指示の下、コンプライアンスを担 ・外部評価も含めた業績評価は優れたシステムである。また、コ
当する総務部と、コンプライアンスに関する厳正な監査をする独 ンプライアンスやリスク管理の新たな取り組み、情報提供の工夫
立した監査室による２元構造のコンプライアンス体制の下、内部 及びその成果など、非常に優れている。
統制の運用状況等の監査について、その対象をこれまでの地域セ ・高齢者と障害者の特性には共通性がある。その点を巧みに生か
ンターに加え、本部及び広域センターにも拡大して（平成21年度 した工夫は評価できる。
：17地域センター、平成22年度：本部３部署及び22広域・地域セ
ンター）実施した。 （その他意見）

内部統制の更なる向上を図るため、新たに以下のような取組を ・評議会へ当事者（障害者）代表が入っているが、高齢者の声は
行った。 どのように把握するのか。
・コンプライアンスの徹底のために取り組むべき事項を定めたコ ・担当領域を超えた連携ができるシステムの設置。

ンプライアンス基本方針及びコンプライアンス推進計画を策定 ・多くの障害者がアクセスできる情報提供の努力あり。障害者雇
した。 用情報のリソースとして重要である。

・日常の業務を行う上で実際に直面する事案及びその対応方法を ・障害者の高齢化とのリンクの可能性も高い。
取りまとめたＱ＆Ａ集を含むコンプライアンスマニュアルを作
成し役職員に配付するとともに、職員研修を実施し、コンプラ

。（ 、 ）イアンス意識の浸透を図った 職員研修15回実施 216人参加
・各部・施設等におけるコンプライアンスに関する取組状況の点

検及び嘱託職員を含む全役職員を対象とした認識度調査を実施
し、取組の進捗状況や役職員全員のコンプライアンス意識の浸
透状況を検証した。その結果、コンプライアンス意識を更に浸
透させるためには、具体的事例を用いた研修、事例の紹介等が
必要であるとの意見が多数みられたため、平成23年度において
は、職員研修、社内報等を活用し、新たに、民間企業等におけ
るコンプライアンス違反の原因・内容とその対処方法に関する
事例等の紹介を行うこととしている。

・機構の使命及び目標の達成を阻害する要因を把握するためリス
クの調査を実施した。その結果、重大なリスクとして、個人情
報漏えい、利用者への不適切な対応などを指摘する意見が多数
みられた。この調査結果を踏まえ、特に機構の業務運営に重大
な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、発生の防止又は
発生した場合の損失の最小化を図るため、リスク対応方針を策
定し、リスク管理に取り組むこととしている。

・リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置する等リス
ク管理体制を整備した。

④ ホームページの運営では、アクセス件数については、障害者雇
用への関心の高まり、当機構の掲載情報の充実などにより前年度
に比べ45.2％増と大幅に増加し2,012万件となった。また利用しや
すさの向上に向けて、知的障害者にとって分かりやすく使いやす
いものとするため、読み仮名をつける、内容を要約する、画像を
増加する等工夫するとともに、視覚障害者の方々が、音声ブラウ
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ザによる読み上げ機能を活用しやすくするため、文字の下線や色
分け、注釈の多用等による説明を改め、内容を表中に書き下すな
どの工夫を行った。

実績：○［評価の視点］
・関係者のニーズ等を事業主団体、障害者団体等との情報交 ・平成22年７月に評議員会を開催し、関係者のニーズ等を把握すると

換等により幅広く把握し、当該ニーズ等に即した業務運営 ともに、第２期中期計画、平成22年度計画に基づく業務運営を説明
を行っているか。 し、機構の業務に対する要望等について意見交換を行った。

・建築板金業団体から 「年齢による高所作業制限が高齢者の就業阻、
害要因となっている」との問題提起等を踏まえ 「70歳雇用実現プ、
ロジェクト会議」による提言（2011年３月）に、一律に年齢を基準
とするのではなく、一人ひとりの高齢労働者の健康や作業能力に基
づき作業の適否を判断する機能基準とするよう年齢により就労を制
約する業界慣行等の解消について盛り込んだ。

・農業事業者関係団体から 「農業分野における障害者の就業機会の、
拡大については雇用事例がまだ少なく、受入れに苦慮している」と
の意見を受けて、農村工学研究所との共同研究を実施し、小規模事
業所が多い、作業が季節や天候に左右される等の課題を明らかにす
るとともに、作業や経営上の工夫や農業における障害者雇用のメリ
ット等を調査研究報告書にとりまとめた。

・視覚障害者の雇用事例集の作成について、障害者団体から「事例を
掲載するにあたり、雇用に至るまでの経緯、プロセス等を分析した
ものを盛り込むことが望ましい」との要望を受け、視覚障害者の雇
用や職場復帰の各プロセスごとに事業主が受けられる支援内容をフ
ロー図で掲載した。

（業務実績：１の「(1)関係者のニーズ等の把握 （Ｐ.19）参照）」

・各種事業の効果や関係者のニーズを具体的に把握するため 実績：○
のアンケート調査等を積極的に実施し その結果を分析し ・各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス実施後、 、
現場にフィードバックしているか。 一定期間経過後における具体的な課題改善効果に関する追跡調査等

を計13本実施した（内訳：有用度調査８本、追跡調査５本 。）
・これらの調査の結果については自由記述欄の内容を含めて分析を行

い、広域・地域センター、受託法人等にフィードバックし、今後の
業務に活かすよう指導することにより、さらに事業の効果を高める
こととした。

（業務実績：１の「(1)関係者のニーズ等の把握 （Ｐ.19）参照）」

・機構が実施する業務に対して外部の学識経験者等による業 実績：○
、 、 、績評価を行い その結果を業務運営に反映させるとともに ・平成21年度の業務実績について外部評価委員会による評価を実施し

その結果や機構の業務内容をホームページ等において、分か その評価結果と評価書を機構内ＬＡＮにより全職員に直接周知する
りやすく公表しているか。 とともに、それぞれの職場、職務での業務の点検、改善を図った。

併せて、外部評価委員会における指摘事項については、機構として
の具体的な対応方針を作成し、確実に実行させるなどにより評価結
果を業務運営に反映させ、機構におけるＰＤＣＡサイクルの徹底を
図った。具体的には 「ホームページにおける知的障害者への配慮、
について検討してほしい」との意見を受けて、知的障害者にとって

、 、 、分かりやすいものとするため 読み仮名をつける 内容を要約する
画像を増加するなど工夫した。また、平成22年度第３四半期までの
業務実績の進捗状況、重点的取組及び上記指摘事項への対応を外部
評価委員会に報告した。

・内部評価委員会において、平成22年度の業務全般の進捗状況を四半
期単位に把握・分析するとともに、組織横断的な業務実績の進捗管
理の強化を図るため、進捗管理重点テーマ（10テーマ）を設定し、
当該重点テーマの業務進捗状況を点検し、進捗が遅れている業務の
原因分析・改善や業務実績の低調な施設等に対する指導の徹底に努
めた。

・平成22年度の重要課題については、個々のテーマごとに具体的取組
内容、進捗状況、今後の見通し等について理事長による各部署から
のヒアリングを夏期に実施し（サマーレビュー 、目標達成に向け）
ての意識の向上と効果的な業務の推進の徹底を図った。

・業務内容の透明性を高めるため、ホームページにおいて、①業務ご
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とに取組内容、事業実績、目標の達成状況を一覧にした外部評価書
及び評価結果、②①の内容を分かりやすく、簡潔に説明した「平成2
1年度業績評価総括書」に加え、③中期目標、中期計画、年度計画及
び事業報告書等の機構の業務内容に関する資料を公表した。

（業務実績：１の「(2)業績評価の実施及び公表 （Ｐ.20）参照）」

・コンプライアンス体制の整備のための取組を進めるととも 実績：○
に、講じた措置について公表しているか。 【内部監査の的確な実施】

（政・独委評価の視点「６内部統制」事項に該当） ・理事会において、リスク管理、情報管理等について迅速な意思決定
を図るとともに、理事長の指示の下、コンプライアンスを担当する
総務部と、コンプライアンスに関する厳正な監査をする独立した監
査室による２元構造のコンプライアンス体制の下、内部監査を実施
した。

・監査計画及び監査マニュアルを作成し、内部監査業務に携わる職員
を対象とした研修を実施した（平成22年５月26日、対象者12名 。）
なお、研修に当たっては、平成21年度の内部監査における改善指摘
事項を基に、監査の着眼点を理解させ、担当職員の監査能力の向上
を図った。

・内部統制の運用状況等の監査について、その対象をこれまでの地域
センターに加え、本部及び広域センターにも拡大して（平成21年度
：17地域センター、平成22年度：本部３部署及び22広域・地域セン
ター）実施した。

・内部監査の結果、地域センター等の事務処理方法の改善について直
ちに理事長に報告を行った。これを受けて、当該部門において指摘
事項の改善を検討し、平成22年度末までに措置した。

・平成21年４月策定の当機構行動規範の徹底状況・コンプライアンス
推進責任者の業務の遂行状況等、内部統制の向上について、平成22
年度から監査を実施した。

【内部統制の向上】
・内部統制の更なる向上を図るため、新たに以下のような取組を行っ

た。
①コンプライアンスの徹底のために取り組むべき事項を定めたコン

。プライアンス基本方針及びコンプライアンス推進計画を策定した
②日常の業務を行う上で実際に直面する事案及びその対応方法を取

りまとめたＱ＆Ａ集を含むコンプライアンスマニュアルを作成し
役職員に配付するとともに、職員研修を実施し、コンプライアン
ス意識の浸透を図った （職員研修15回実施、216人参加）。

③各部・施設等におけるコンプライアンスに関する取組状況の点検
及び嘱託職員を含む全役職員を対象とした認識度調査を実施し、
取組の進捗状況や役職員全員のコンプライアンス意識の浸透状況
を検証した。その結果、コンプライアンス意識を更に浸透させる
ためには、具体的事例を用いた研修、事例の紹介等が必要である
との意見が多数みられた。このため、平成23年度においては、職
員研修、社内報等を活用し、新たに、民間企業等におけるコンプ
ライアンス違反の原因・内容とその対処方法に関する事例等の紹
介を行うこととしている。

④機構の使命及び目標の達成を阻害する要因を把握するためリスク
の調査を実施した。その結果、重大なリスクとして、個人情報漏
えい、利用者への不適切な対応などを指摘する意見が多数みられ
た。この調査結果を踏まえ、特に機構の業務運営に重大な影響を
及ぼすおそれのあるリスクについて、発生の防止又は発生した場
合の損失の最小化を図るため、リスク対応方針を策定し、リスク
管理に取り組むこととしている。

⑤リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置する等リスク
管理体制を整備した。

・ホームページの内部統制に関する情報のページに、行動規範、コン
プライアンス推進規程、公益通報規程等に加え、新たに、コンプラ
イアンス基本方針、コンプライアンス推進計画、コンプライアンス
推進委員会議事概要等を掲載した。

（業務実績：１の「(3)内部統制の在り方 （Ｐ.20）参照）」
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【運営上の方針及び戦略の周知徹底】
・理事長から 部長会議 施設長会議 年初及び年度初めの社内報 メ、 、 、 （

ルマガ）等あらゆる場を活用して、使命の浸透、利用者本位のサー
ビス提供の徹底を図るとともに、全国の施設に理事長が直接出向い
て意見交換、指導を実施している。

・重要課題については、個々のテーマごとに具体的取組内容、進捗状
況、今後の見通し等について理事長による各部署からのヒアリング
を夏期に実施し（サマーレビュー 、目標達成に向けての意識の向）
上と効果的な業務の推進の徹底を図っている。

・理事長の方針を職員と共有するため、本部の中堅クラス（係長級）
との意見交換会を実施している。

・理事長以外の幹部の業務に対する方針や熱意も社内報（メルマガ）
を通じて職員に伝えることにより、本部・施設全体の意思疎通を図
っている。

【リスクの識別・評価・対応】
・企画部からの年度計画の提示を受け、各部は目標達成のための業務

遂行上の課題を洗い出すとともに、当該課題の人的、物的、制度的
な諸条件や困難度を担当部長及び理事が点検・評価した上で、各課
ごとの対応、部全体対応、他部署との連携による対応といった整理
を行い、計画的に各課題に対応している。

・３月11日に発生した東日本大震災時の対応については、理事長の指
示の下、被災地の施設に対して職員の安否及び施設の損壊状況につ
いて確認を行い、その後も職員の家屋及び家族等の被害状況、職員
の通勤状況等についての情報収集を行った。
また、竹芝本部及び幕張本部の職員については、交通機関の関係で
通常の勤務先に出勤できない場合に、いずれか出勤可能な事務所へ
出勤することとしたほか、それもできない場合は自宅待機とするな
どの指示を行った。
さらに、余震、停電、道路事情、ガソリン配給の滞り等から東北地
方の人事異動日を通常の４月１日から４月20日に例外的措置として
変更するなどの対応を図った。

【モニタリング】
・毎月第１及び第３水曜日に、理事長、総務担当理事、総務・企画担

当部課長に適宜必要な役職員を加えて、重要テーマの進捗状況を把
握・点検し、対応方針を決定・指示している。

・毎週木曜日に部長会議を開催し、上記による指示の対応方針の検討
・協議と過去の指示の進捗状況の点検を行い、これを受けて関係各
部においては、各部ごとの会議において具体的な対応を協議・検討
・実施している。

、 、 、・本部各課長から各年度の課題について 具体的取組内容 進捗状況
今後の見通し等について理事長によるヒアリングを夏期に実施し サ（
マーレビュー 、目標達成に向けての意識の向上と効果的な業務の）
推進の徹底を図っている。

・内部評価委員会（本部部長により構成）において、業務進捗状況を
四半期単位で把握・分析し、重点テーマの業務進捗状況を点検し、
評価結果については、理事長、理事会に報告し、進捗状況が遅れて
いる業務の原因分析・改善や業務実績の低調な施設等に対する指導
の徹底に努めている。

・このほか、地域センター業務、助成金の審査状況等については、機
構内ＬＡＮ等の情報システムを活用し、毎月又は毎日進捗状況を把
握し、機動的な対応に取り組んでいる。

・内部統制に関する独立的評価として、監事又は監査室による内部監
査を本部及び施設を対象として、定期及び臨時に行い、リスク把握
を行っている。

・監事監査では、①理事長や理事の統制環境に対する認識は適切か、
②業績評価のための目標設定が適切に設定されているか、③目標・
計画達成の障害となるリスク（課題）を適切に識別・評価し、対応
しているか、④リスク（課題）への対応が十分でない場合の原因分
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析等が適切に行われているか、⑤日常的モニタリングが業務活動に
適切に組み込まれているか、⑥モニタリングの結果を次の年度計画
等に反映させているか、また、予算や人事等に対する反映計画が立
てられているかの視点を持って行っている。
監査結果は、監事から理事長へ報告し、理事長は監事監査結果に基
づき、当該部門に対し必要な改善措置を命じ、その結果を報告させ
ている。

・厚生労働省独立行政法人評価委員会または政策評価・独立行政法人
、評価委員会で評価・指摘された統制環境における問題点等について

理事長をはじめとする役員が把握し、機構としての具体的な改善策
を指示する等により、統制環境の改善を図っている。

（別添資料「項目６ 内部統制」参照）

・ホームページを活用したモニター制度を導入し、業務運営 実績：○
に参考となる意見等を広く募集しているか。 ・機構の業務運営の参考となる意見等を広く募集し、業務運営の改善

につなげるため平成20年度に導入したホームページを活用したモニ
ター制度について、平成21年度からモニターを50名から100名に増や
し本格実施した。モニターの委嘱に当たっては、ホームページ、新
聞、定期刊行誌を活用して幅広く募集を行い、過去最多の594名の応
募があった中から、多様な世代、属性の方を選考した。モニターか
ら、機構業務について随時、意見・要望等を受け付け、①高齢者雇
用を促進するためには、企業と高齢者の賃金に関する意識を把握す
ることが重要であるとの意見を受け、昇給・賞与の実態及び意識に
関する調査・分析を実施し、高年齢者雇用アドバイザーの相談援助
で活用する支援ツールの開発に着手したほか、②障害者を雇用しよ

、うとしても募集選考のノウハウがない事業主も多いとの意見を受け
募集・選考・採用の実践的ノウハウをとりまとめた調査研究報告書
や採用面接の方法等を分かりやすく解説したＱ＆Ａ集等を作成し事
業主に配付するなどのサービス向上を図った。

・また、平成22年度は「高齢者の雇用確保のためのさらなる支援策に
」、「 」ついて 事業主・障害者双方にとって働きやすい職場を作るには

及び「利用者窓口に望むこと」の３課題について報告を求め、78件
の提出があった。今後これらを取りまとめホームページで公開する

、 。とともに 平成23年度の業務運営の改善につなげることとしている
（業務実績：１の「(3)内部統制の在り方 （Ｐ.20）参照）」

・高年齢者等及び障害者に係る各雇用支援業務について、相 実績：○
互に支援ノウハウ 各種情報等の共有化を図ることにより ・高年齢者雇用アドバイザー及び障害者雇用アドバイザーが、事業主、 、
サービスにおける相乗効果を発揮させるための取組を進め 相談における高年齢者等及び障害者の雇用に関する基礎的事項につ
ているか。 いて即時対応できるようにするため、受託法人等に対して、非専門

業務に係る研修の実施、情報共有化のための連携会議の定期開催、
担当者への伝達と速やかな専門的対応の体制の確立、アドバイザー
間の連携のための連絡様式の活用、連携状況の定期報告について再
徹底した。さらに、高年齢者雇用アドバイザー研修及び障害者雇用
アドバイザー研修を通じて、双方のアドバイザーに対して、①給付
金・助成金、高齢・障害の雇用施策等の情報の共有化、②事業主相
談における高年齢者等及び障害者の雇用に関する基礎的事項につい
ての即時対応、③専門的支援を要する相談案件について、それぞれ
の担当者への確実な伝達、担当者による支援の実施等を指示した。

（ 、 、・給付金業務及び助成金業務の連携のための会議を４回 ６月 ９月
12月、３月）開催し、給付金・助成金双方を簡潔に説明できるリー
フレットの作成、効果的な周知・広報のための意見交換を行うとと
もに、不正受給事案、未然防止事案の情報を共有し、不正受給の防
止を図った。

・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応え
られるよう、給付金・助成金双方の制度について、それぞれ代表的
な活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリーフレットを
作成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その
他の機関においても事業主に配布した。

・ 高齢者と障害者がともに働きやすい職場づくり」について企業に「
具体的な情報提供や提案を行うことを目的として、平成21年度に設
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置された研究会において、引き続き高齢者と障害者の協働がうまく
進んでいる企業の事例収集を行い（計８社 、高齢者雇用と障害者）
雇用の相乗効果、双方に適用できる改善手法、共通する雇用管理面
・コスト面の問題等について分析し、これらの成果をもとに、職場
における具体的な工夫例や高齢者と障害者がともに働きやすい職場
づくりのためのチェックポイントを盛り込んだ企業向けパンフレッ
トを作成し、高年齢者雇用アドバイザー等が相談・援助の際に活用
している。

（業務実績：１の「(4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によ
るサービスの充実 （Ｐ.21）参照）」

・機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情 実績：○
報及び機構の業務の内容、各種セミナー・講習会等の開催案 ・機構が実施する業務の内容、相談窓口の紹介、各種セミナー・講習
内等について、ホームページ等を通じて情報提供や広報を 会・研修等の開催案内等について、ホームページ及びパンフレット
行っているか。 等を通じて積極的に広報を行った。

特に、調査研究報告書、マニュアル等の業務に関する成果物、各種
セミナー、アビリンピック、高年齢者雇用開発コンテスト表彰式、
障害者雇用優良事業所等表彰式、障害者雇用支援月間ポスター原画
入賞作品展示会等の行事開催案内については、ホームページの「最
新情報」コーナーに掲載をすることにより、迅速な情報提供と利用
者による効率的なアクセスを図った。

・ホームページにおいて最新の情報を提供するため、週１回の定期更
新のほか随時更新を行った（月平均更新回数6.1回（平成21年度実績
5.7回 。））

・ 70歳いきいき企業100選（2010年版 、平成22年度高年齢者雇用開「 ）」
発コンテスト事例のパンフレット「70歳現役企業への道しるべ 、」
障害者雇用を進めるに当たり不安や悩みを抱える事業主を対象とし
た「はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～」及
び「障害者雇用のための企業用自己診断チェックシート」等の情報
提供等を行うとともに 「アビリンピック技能競技」について動画、
形式によるコンテンツの拡充、地域センターにおいて実施する職業
リハビリテーション推進フォーラム及び就業支援基礎研修の日程、
カリキュラム、受講方法等の案内、改正障害者雇用納付金制度の施
行や地方業務の機構直接実施の周知、当機構に寄せられた国民の皆
様の声の月次集計及び対応の具体例の公表など、ホームページのコ
ンテンツの充実を図り、コンテンツ数は8,476ファイルとなり、平成

（ ）。21年度と比べて20.3％増となった 平成21年度実績7,047ファイル
・トップページについて、高年齢者等や障害者に関する助成金等関係

情報に加え、障害者雇用に係る支援者を対象としたセミナー開催情
報などの最新情報を円滑に取得していただけるよう、新たにバナー
を作成・表示することにより利用者が当該情報に直接アクセスでき
るようにした。

・障害者の方へのページについては、知的障害者にとって分かりやす
く使いやすいものとするため、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成
会の協力を得て、全体の表記については漢字に読み仮名をつける、
内容を要約する、画像を増加する等の工夫をするとともに、当機構
の障害者職業能力開発校における知的障害者が受講可能なコースや
就労支援機器に関する情報を具体的に紹介した。

・ロービジョン（視覚障害者）の方々が、音声ブラウザによる読み上
げ機能を活用しやすくするため、文字の下線や色分け、注釈の多用
等による説明を改め、内容を表中に書き下すなどの工夫を行った。
また、アビリンピックに係る動画の説明テキスト等を新たに27項目
作成し､音声ブラウザによるアクセシビリティの向上を図った。

・ 働く広場」については、新たに目次のページを設け、見出し部分「
をクリックすることにより、そこから読者が目的とする記事に直接
アクセスできるように改善した。

・地域センターが開催する講座の案内ページにおいて、開催頻度が多
い場合は、従来のスクロール表示に加えて冒頭に開催月を表示しリ
ンクすることにより、利用者の受講可能な月からの検索を可能にし
た。

・給付金の制度改正に伴い、制度導入時期別のバナーに該当する内容
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のページをリンクして、利用者が円滑に適切な情報を得られるよう
にした。

・地域センターの所在地地図について、目標物を多く表示する、施設
入口への経路を表すコメントを記載するなど、利用者が訪問する上
でより分かりやすいものとなるよう工夫を行った。

・アクセス件数については、実践的手法の開発成果に係る情報や障害
者雇用納付金制度及びそれに基づく助成金に係る情報に対するアク
セス件数が大幅に伸びたことにより、平成21年度実績比45.2％増と
なった。

・ホームページに寄せられた問い合わせは、486件 （平成21年度実績。
544件）

・他機関等への照会、再度の内容確認、機構内部署間での横断的調整
といった対応を要するものを含め、すべての問い合わせについて、
迅速な対応に努めたことにより、平均回答日数は前年度より短縮す
ることができた。
・平均回答日数 1.48日（平成21年度実績2.29日）

・ エルダー 「働く広場」について、当機構が展開している事業や企「 」
業の高齢者・障害者雇用の取組について、より多くの事業主や国民
へ周知するため厚生労働省独立行政法人評価委員会及び外部評価委

、員会においても指摘のあった書店での試行販売を実施するとともに
ホームページでも閲覧できることを記した周知用チラシを、アビリ
ンピック等の機構が開催する各種行事、研修・講習等や外部機関に
おけるイベント、会議において見本のバックナンバーとともに配布
した。

（業務実績：１の「(5)高年齢者等や障害者の雇用情報等の提供並びに
広報の実施 （Ｐ.21）参照）」

・ホームページのアクセスログについては以下のとおりである。
・事業主の方へ（障害者雇用 （15.93％））
・資料・情報（高齢 （15.38％））
・障害者の方へ（13.62％）
・資料・情報（障害 （11.81％））
・機構について（8.20％）
・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構トップページ（5.71％）
・事業主の方へ（高齢者雇用 （5.64％））
・支援者の方へ（4.84％）
・情報公開・個人情報（2.10％）
・高齢者の方へ（0.53％）
・月間・大会（0.37％）
・その他（10.15％）

※（ ）内は、総アクセス件数におけるページ別アクセス割合
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（３） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事
項関する事項 関する事項
団塊の世代６８０万人全員が既に６０歳代

、となり２年後には６５歳に到達し始めること
「７０歳まで働ける企業」の割合２０％との
政府目標達成の最終年度であること等を踏ま
え、高年齢者雇用確保措置の完全実施 「７、

」 、０歳まで働ける企業 の普及・促進に向けて
その社会的重要性と企業にとっての必要性を
事業主に確実に理解してもらえるよう創意工
夫をこらし、積極性を持って業務に取り組む
とともに、必要に応じて職業安定機関との連
携の下、高齢者雇用をめぐる状況の変化に対
応した機動的な業務運営に努める。

(1)高年齢者等の雇用の機会の確保等に資する事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給(1)高年齢者等の雇用機会の確保等に資 (1)高年齢者等の雇用機会の確保等に資 (1)高年齢者等の雇用の機会の確保等に資する
することに関する事項する事業主又はその事業主の団体に対 する事業主又はその事業主の団体に対 事業主又はその事業主の団体に対して給付金

を支給することに関する事項して給付金を支給することに関する事 して給付金を支給することに関する事
項項

高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、① 高年齢者等の雇用の安定を図る観 高年齢者等の雇用の安定を図る観点
定年の廃止又は引上げ、継続雇用制度の導入点から、定年の廃止、６５歳以上 から、定年の廃止又は引上げ、継続雇
・定着等による高年齢者等の雇用の確保や再への定年の引上げ及び継続雇用制 用制度の導入・定着等による高年齢者
就職援助等を図るため、機構が実施する各種度の導入等による高年齢者等の雇 等の雇用の確保や再就職援助等を図る
給付金支給業務については、その政策目的に用の確保や再就職援助等を図るた ため、機構が実施する各種給付金支給
のっとり、適正かつ効率的な運営を図る。め、機構が実施する各種給付金支 業務については、その政策目的にのっ

給業務については、法律の目的に とり、適正かつ効率的な運営を図る。
のっとり、適正かつ効率的な運営
を図ること。

①給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報及び事務手続の簡素合理化ア 給付金の効果的活用の促進に向け ① 給付金の効果的活用の促進に向けた周知
・広報及び事務手続の簡素合理化た周知・広報及び事務手続の簡素合

理化

イ ホームページを活用した周知事業主等の利便性を図るため、各 イ ホームページに掲載している各種給付金
・ 定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の支給要件の変更につい種給付金の支給要件、助成額、申請 の支給要件、助成額、申請方法、申請書等 「

ては、平成22年４月１日改正分を６日後の４月７日にホームページで公開した。窓口の所在地等をホームページ等で の様式及び申請書等に添付する添付書類一
なお、この公開に先立ち、主な改正予定内容について、国会の予算成立を受けて３月26日にホ公開するとともに、支給要件等に変 覧表等の説明について、一層容易に理解で
ームページ上で事前の情報提供を行った。更があった場合は当該変更が確定し きるよう改善を行う。

・ 中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の改正に伴い、た日から７日以内にホームページ等 支給要件等に変更があった場合は当該変 「
定年制度等の導入時期や設立登記の時期により制度の適用、申請時期等が異なることによる混で公開する。 更が確定した日から７日以内にホームペー
乱を回避するため、ホームページ上の案内画面において新旧制度ごとに入口を分けて表示するジ等で公開する。
ことにより、ワンクリックで申請者に適用される制度のページへアクセスするよう設定した。

・平成23年６月末をもって廃止が予定されている「高年齢者等共同就業機会創出助成金」につい
ては、申請までに新たな法人の設立が要件となるなど十分な申請準備期間が必要となることか
ら、早期の周知を行うこととし23年１月に廃止に関する情報提供を掲載した。

・制度に初めて接する事業主等でも給付金の支給要件をより理解しやすくするため、中小企業定
年引上げ等奨励金について、受給が可能かどうかの判断を簡単に自己診断できる「支給要件チ

」 、 「 」ャート を作成するとともに 問い合わせの多い質問項目についての 給付金に関するＱ＆Ａ
を新たに掲載する等内容を改善した。
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ロ 給付金の効果的活用を促進するための職業安定機関等との連携による周知給付金の効果的活用を促進するた ロ 受託法人は職業安定機関、関係機関・団
、 、 。め、職業安定機関との連携を図り、 体等との連携の下、周知業務を積極的に行 ・定年引上げ等奨励金等の効果的な周知を図るため 受託法人等において 以下の取組を行った

・当該奨励金の受託法人等が実施する説明会を、全国で865回開催し、給付内容・受給手続等に様々な機会を通じて事業主等に対す う。
ついて周知した。(平成21年度実績703回)る積極的な周知・広報を行う。 また、受託法人は職業安定機関との間に

・高年齢者雇用アドバイザーの事業所訪問によるＰＲを全国で24,532回行った。(平成21年度実連絡会議を設け、相互の情報交換を密にす
績24,249回)る。機構本部は、上記の連絡会議における

・経済団体等の支部や小規模な業種団体まで含めた様々な団体が実施する各種会合に積極的に情報交換の状況を把握し、その結果につい
出席して制度案内資料の配付をするとともに、当該団体に協力を求め、説明機会や個別相談て全国の受託法人にフィードバックするこ
の場を得て、全国で987回の説明を行った （平成21年度実績1,181回）とにより、連携による給付金の効果的な活 。

・機構本部と厚生労働省が連携・協議して、給付金ごとの重点対象となる企業への個別の周知又用の更なる促進を図る。
はセミナー、会議等の場での集団的周知・広報の取組の方針を策定し、受託法人等に対し、給
付金ごとに重点対象とする企業規模や事業主団体の種類を指示するとともに、個別周知対象と
する企業等リストを提供した。

・給付金の周知に向けた受託法人等と職業安定機関との定期的な連絡会議の実施状況について、
、 、受託法人等から各四半期ごとに報告を求め その結果を全国の受託法人等にフィードバックし

両者の連携による給付金の活用促進が更に図られるよう指導した。
・高年齢者雇用アドバイザーや受託法人等担当者からの意見聴取等に基づき、高年齢者雇用アド

バイザーと給付金担当者のさらなる連携を図るため、高年齢者雇用アドバイザーが事業主への
相談・援助を行った際に得られた給付金に関する事業主のニーズや情報を効果的に伝達するた
めの仕組みの検討・構築を行い、平成23年度から実施することとした。

ハ 新聞広告等による幅広い周知重点的に周知・広報を行うべきと ハ 「定年引上げ等奨励金」について 「７、
、 、 、 、 、 、認められる給付金については、予算 ０歳まで働ける企業」の実現に向けた企業 ・新設又は拡充された給付金の内容について ４月 ７月 ８月 11月 12月及び３月に専門紙

10月に一般紙に広告を掲載して、広く周知を図った。この新聞広告に当たっては、注目度を高の範囲内で、新聞広告、一般誌の広 の取組を促進・支援するため、新制度の内
め、効果的な周知を図るため、10月の高年齢者雇用支援月間の特別企画広告の中で企業事例の告等を活用して周知を図る。 容を新聞広告等を活用して広く周知を図
紹介等と併せて掲載を行った。る。

・併せて、各受託法人等に対しては、地方公共団体や中小企業を傘下にもつ事業主団体等に重点このうち新設される「高年齢者雇用確保
をおいて、広報誌・機関紙等への無料掲載を積極的に依頼するなど、幅広くきめ細かな周知に充実奨励金」及び「高年齢者雇用モデル企
努めるよう指示した。業助成金」については、機構本部が作成す

は ・ 高年齢者雇用モデル企業助成金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、計る活用が見込まれる事業主団体又 企業 「
画書の受付時期に合わせそれぞれの給付金の制度内容及び受付期間について、専門紙に広告をのリストに基づき受託法人が直接訪問等に
掲載して広く周知を図った。より周知の徹底に努める。

・ 高年齢者雇用モデル企業助成金」及び新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」について「高年齢者等共同就業機会創出助成金」 「
は、４月に機構本部において活用が見込まれる企業及び事業主団体のリストを作成し、これにについて、創業を希望する高年齢者等の創
基づき、受託法人等による企業及び団体への直接訪問等を1,196事業所及び282団体に対して行業の取組を促進するため、新聞広告、一般
い、同助成金の周知を図った。誌の広告等を活用して広く周知を図る。ま

・また 「高年齢者雇用モデル企業助成金」を周知する際に効果的な活用の具体的な事例を事業た、受託法人から地方公共団体の創業支援 、
主に提示できるよう、当該助成金を活用して高齢者の職域拡大や作業環境の改善等の取組を実部署に対し、セミナー等の場でのＰＲ、パ
施し、70歳雇用等を図った事業所の実例紹介資料を作成し、受託法人等に提供した。ンフレットの配布や広報誌への周知記事の

・ 高年齢者雇用モデル企業助成金」については、平成22年度末をもって廃止され、平成23年１掲載など制度の周知についての協力を得 「
月の事業計画受付で申請期間が終了したことから、終了までに申請が行われるように留意してる。
周知をするよう指示した。

・ 高年齢者等共同就業機会創出助成金」については、受託法人等において、地方公共団体や地「
域の商工団体等の創業支援部門を直接訪問し、セミナー等の場での制度の説明や広報誌への無
料記事掲載、相談窓口での資料配付、相談者の受託法人等への紹介等についての協力依頼を行
った。

・ 高年齢者等共同就業機会創出助成金」については、機構本部から、創業希望者の相談支援窓「
口を全国に設置している日本政策金融公庫に制度の周知協力を依頼し、同公庫のホームページ
に機構のホームページへのリンクを張る等の協力を得て、同窓口での相談者等に対する周知を
図った。

・機構本部において、小規模企業が会員となっている全国商工会連合会や中小企業団体中央会等
全国規模の事業主団体、産業別ガイドラインの策定に取り組んでいる業種別団体等を個別に訪
問し、小規模企業向けの「中小企業定年引上げ等奨励金」や事業主団体向けの「高年齢者雇用
確保充実奨励金」の制度内容について説明し、その協力を得て会員企業を対象とする会合等の
場でのチラシを配付したり、団体の機関誌、メールマガジン等に記事や広告を掲載する等によ
り広く周知を図った （14団体）。

ニ 事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布等による周知・広報事業主にとって分かりやすい各種 ニ 事業主にとって分かりやすいパンフレッ
・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」を含めすべての給付金のパンフレットの作成に当給付金のパンフレットや支給申請の トや支給申請の手引等を作成し、受託法人

たっては、支給額、申請手続の流れ、用語の解説等について、書体や文字飾り、行間隔などに手引等を作成し、受託法人、職業安 の窓口において配布するとともに、職業安
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メリハリをつけるとともに、多色刷りやポンチ絵を用い見易さを工夫することによって、分か定機関等において事業主等に配布す 定機関その他の関係機関において配布す
りやすいパンフレット等を作成し配布した。る。 る。

・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応えられるよう給付金・助成金
双方の制度について、それぞれ代表的な活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリー
フレットを作成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その他の機関におい
ても事業主に配布した。

・さらに 「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用確保充実奨励金」については、、
その更なる周知徹底を図るため、初めて制度の説明を受ける事業主等向けに、制度の要点のみ
を分かりやすくコンパクトに解説したチラシを新たに作成し、事業主団体等の協力を得て、当
該団体等の会合等の場で配布した。

・定期刊行誌「エルダー」において 「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用確保、
充実奨励金」の制度内容について解説した記事や広告を掲載し、給付金制度の活用促進を図っ
た。

ホ 事務手続の簡素合理化適正支給に配慮しつつ、申請様式 ホ 適正支給に配慮しつつ、被保険者資格の
・添付書類の簡素合理化等による給付金支給業務の効率化を図るため、以下の事項を実施した。の簡略化、添付書類の簡素化等によ 確認書類を必要最小限にするなど添付書類

・中小企業定年引上げ等奨励金について、給付金の支給金額に影響を与えない場合の兼務役員る事務手続の簡素合理化を図る。 を簡素化するとともに、提出時期が共通す
の雇用保険被保険者資格確認書類の添付を省略る事業主の確認書等については様式を統合

・高年齢者等共同就業機会創出助成金について、事業主の社会保険の加入確認書類の添付を廃する等事務手続の簡素合理化を図る。
止

・事業主が同時期に提出する複数の確認書等に係る様式の統合

②適正な支給業務の実施② 高年齢者等の雇用に関する事業主 イ 適正な支給業務の実施 ② 適正な支給業務の実施
イ 厳正な確認及び調査の実施等への給付金支給については、職 厳正な審査と支給申請事業所に対 イ 支給申請事業所に対する計画的な調査を
・ 高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、新たに事業計画書提出時に全事業所に対す業安定機関と密接な連携を図る体 する計画的な調査を行い、疑義のあ 実施するため、受託法人ごとの調査実施件 「

、 、制を確保し、適切な情報提供等を るものについては電話での所在確認、 数の目標値を示し 各法人はこれに基づき、 、 る現場確認調査を行うこととし 支給申請受理後の全事業所に対する現況確認の調査と合わせ
２度にわたる実地での実態確認を徹底するとともに、必要な場合は無予告での事業所訪問を積図ることにより、適正な支給業務 無予告での事業所訪問、実地での従 調査を実施する。
極的に行うなど不正受給防止のための調査確認を徹底した。の実施を図ること。 業員の雇用確認等を行うことにより、 特に、高年齢者等共同就業機会創出助成

・さらに、申請時に事業主に対し労働保険の適用事業所台帳データを提出させ、従来から実施し不正受給防止対策を一層強化する。 金については、支給申請書提出時の現況確
ている事業所における従業員本人との面談や出勤簿、賃金台帳等による就業実態の現場確認と認のための調査に加え、新たに、事業計画
合わせ、申請時の従業員の在籍確認を厳正に実施した。提出時の事業所の活動や就業実態の確認の

・ 中小企業定年引上げ等奨励金」について、10人未満規模の事業主については、就業規則の作ための調査を全申請事業主に対して実施す 「
成・届出義務がないことから、定年制度等の実態確認をより厳格に行うこととし、確認の実施ることとし、２度にわたり全申請事業主の
方法、手順、実施後の対応等についてチェックリストや確認の流れ図等を用いて実践的な研修調査を実施する。また、電話での所在確認
を行い、厳正な事業所調査を実施した。及び無予告での事業所訪問を強化する。さ

・支給申請事業所に対する受託法人等ごとの調査実施件数の目標値を示し、各法人はこれに基づらに、申請時の従業員の在籍確認を徹底す
き、調査事業所の雇用保険被保険者数による抽出又は必須調査を実施した。るため、事業主に労働保険適用事業所台帳

・継続雇用定着促進助成金の２回目以降の申請における定年制度等の引下げの有無については、データの提出を求めるとともに、従業員本
引き続き就業規則等の原本確認を徹底し、定年制度等を引き下げていないことの確認をすべて人との面談や出勤簿、賃金台帳等により実
の申請事案について厳格に行った。地での従業員の雇用確認等を行うことによ

・機構本部が直接行う実地調査については、これまでに発覚した不正受給・不適正支給事例の内り、不正受給防止対策を一層強化する。
容や発生の経緯等を踏まえ、就業規則の監督署への届出状況、申請の経緯、支給対象経費等の
内容など不正受給につながりやすい項目を盛り込んだ給付金に係る訪問事業主選定基準を設定
し、この基準に該当する事業主の中から地域バランス等を考慮して対象を選定し調査・指導を
行った。

・受託法人等への業務指導：31件（平成21年度実績18件）
・機構本部による事業所訪問：45事業所（平成21年度実績38事業所）

（ ）・受託法人等による不正受給防止に係る事業所訪問：2,881事業所 うち抽出調査分2,361事業所

ロ 不正受給防止対策の強化不正受給が発生した場合は、再発 ロ 不正受給が発生した場合は、再発防止の
・これまでの不正の経緯や手口、その防止策等具体的な事例を記載した「高年齢者等共同就業機防止の観点からその原因を究明し、 観点からその原因を究明し、受託法人、厚

会創出助成金不正受給事例集」を活用し 「給付金調査業務担当者地区別研修会」において、受託法人その他関係機関に対して適 生労働省又は都道府県労働局等その他関係 、
不正受給事業所の申請内容の傾向や特徴及び個別事例ごとの手口や発覚の経緯を解説するなど切な情報提供を行うとともに、必要 機関に対して適切な情報提供を行うととも
して具体的な防止対策を指示し、不正受給防止対策の強化を図った。な不正受給防止対策を講ずる。 に、必要な不正受給防止対策を講ずる。

・また 「高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、障害者助成金の施設・設備関係の確、
認のノウハウを応用して対象経費の支払い状況の確認手法等を追加した「審査・点検マニュア
ル」の改訂版を作成し、担当者による審査点検がより厳正に行われるよう徹底した。特に、平
成22年度から新たに事業計画書提出時の全事業所に対する現場確認調査を行うこととし、従来
から実施している不正受給防止対策（高齢創業者全員との面接の徹底、電話や無予告を含む事
業所訪問による事業実態の確認等）と合わせ、不正受給防止対策の一層の強化に取り組んだ。

・加えて、高年齢者等共同就業機会創出助成金については、審査内容が複雑・多岐にわたること
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から、審査能力の習得・向上に時間や経験を要するため、実際の不認定・不支給等の審査事例
から、不認定等の理由と審査・確認の経緯の解説を付した審査事例集を作成し、受託法人等担
当者に定期的に提供することにより、審査能力の向上を図った。

・新設の「高年齢者雇用確保充実奨励金 、改正された「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高」
年齢者雇用モデル企業助成金」についても、不正受給防止のポイントを併せて記載した「審査
・点検マニュアル」を作成又は改訂し、審査点検時における不正受給防止策を強化した。

・障害者の助成金支給業務との連携、不正受給等に関する高齢・障害担当部局間の連携のための
会議を４回（６月、９月、12月、３月）開催した。

ハ 適正な支給業務のための会議等の開催適正な支給業務を実施するため、 ハ 適正な支給業務を実施するため、機構
・給付金業務担当者全国会議を４月27日に開催し、特に改正された給付金の適正な支給のための受託法人の給付金業務担当者会議を は、４月に給付金業務担当者会議、６月に

審査上の留意事項や疑義解釈等について説明を行った。開催し、支給業務に関する問題点等 給付金調査業務担当者地区別研修会を開催
・給付金調査業務担当者地区別研修会を６月に全国６地区（福島、東京、福井、大阪、愛媛、鹿について情報交換を行う。 し、高年齢者等共同就業機会創出助成金に

児島）で開催した。特に「高年齢者等共同就業機会創出助成金」については、これまでの不正ついて、機構本部が過去の不適正支給事例
の経緯や手口、その防止対策等の具体的な事例を記載した「不正受給事例集」等を活用し、過を分析し防止策をまとめた「不正受給事例
去の不正受給事案の検証による的確な調査方法の指導、事業所訪問による実態確認の徹底の指集」を活用し、受託法人に対して、不正受
示を行うとともに、機構本部が把握している問題事例等の情報提供を行うなどにより、効果的給の手口、傾向について具体的に説明し、
な給付金調査業務の実施を図った。防止するための確認方法を指導するととも

・また 「中小企業定年引上げ等奨励金」について、10人未満規模の事業主については、就業規に、他の給付金についても、申請事業所に 、
則の作成・届出義務がないことから、定年制度等の実施状況をより厳格に確認するため、新たおける定年引上げ等申請内容の実態確認の
な確認の実施方法、手順、実施後の対応等についてチェックリストや確認の流れ図等を用いて具体的な方法等を指示すること等により効
実践的な研修を行った。果的な給付金調査業務の実施を図る。

ニ 関係機関との密接な連携機構及び受託法人は、厚生労働省 ニ 機構及び受託法人は、厚生労働省又は都
・機構本部と厚生労働省との情報交換：40回又は都道府県労働局等その他関係機 道府県労働局等その他関係機関との間にお
・受託法人等と都道府県職業安定機関との情報交換：2,160回関との間において、支給業務の問題 いて、支給業務の問題点等に対する情報交

換等を定期的に行い、適切な支給業務の実点等に対する情報交換等を定期的に
施を図る。行い 適切な支給業務の実施を図る、 。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目３ 給付金の支給業務】 ・数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由）
① 「定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助 不正防止は短期間での活動では達成できず、不正受給が0件で

成金」の支給要件の変更については、平成22年４月１日改正分を あったことは、長年のノウハウの積み重ねの上に達成できたもの
６日後の４月７日にホームページで公開した。なお、この公開に であり、優れた成果であると評価できる。
先立ち、主な改正予定内容について、国会での予算成立を受けて
３月26日にホームページ上で事前の情報提供を行った。 （各委員の評定理由）

② 給付金のパンフレットの作成に当たっては、支給額、申請手続 ・給付金の周知、事務合理化、不正受給の防止について、新規の
の流れ、用語の解説等について、書体や文字飾り、行間隔などに 取組を多く取り入れて量的・質的目標の達成を実現している。
メリハリをつけるとともに、多色刷りやポンチ絵を用い見易さを ・不正受給に対する防止策の立案、実施の努力。
工夫することによって、分かりやすく作成し、受託法人等から配 ・不正受給件数0件も評価できる。
布するとともに、職業安定機関その他の関係機関を通じて配布す ・不正受給0件にした。
るなど周知を図り、積極的な活用につなげた。 ・不正防止対策に注力し、不正受給件数をゼロとしたのは優れた

「高年齢者雇用モデル企業助成金」及び新設された「高年齢者 成果である。
雇用確保充実奨励金」については、活用が見込まれる企業及び事 ・迅速な周知や助成金の不正の防止を強化したことは評価でき

。 、 。業主団体のリストを作成し、これに基づき、受託法人等による企 る 特に助成金の不正防止は 短期間での活動では達成できない
業及び団体への直接訪問等を行い、同助成金の周知を図った。 これは長年のノウハウの積み重ねの上に達成されたものと思われ

③ 支給申請事業所に対する受託法人等ごとの調査実施件数の目標 る。これは特筆すべき点である。
値を示し、各法人はこれに基づき、調査事業所の雇用保険被保険
者数による抽出又は必須調査を実施した。 （その他意見）

特に「高年齢者等共同就業機会創出助成金」については、新た
に事業計画書提出時に全事業所に対する現場確認調査を行うこと
とし、支給申請受理後の全事業所に対する現況確認の調査と合わ
せ、２度にわたる実地での実態確認を徹底するとともに、必要な
場合は無予告での事業所訪問を積極的に行うなど不正受給防止の
ための調査確認を徹底した。

６月に全国６地区で、給付金調査業務担当者地区別研修会を実
施し、不正受給事案の検証による的確な調査方法の指導、事業所
訪問による実態確認の徹底の指示を行う等により、効果的な給付
金調査業務の実施を図った。

④ これまでの不正の経緯や手口、その防止策等具体的な事例を記
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載した「高年齢者等共同就業機会創出助成金不正受給事例集」を
活用し 「給付金調査業務担当者地区別研修会」において、不正、
受給事業所の申請内容の傾向や特徴及び個別事例ごとの手口や発
覚の経緯を解説するなどして具体的な防止対策を指示し、不正受
給防止対策の強化を図った。

［数値目標］
・支給要件等の変更があった場合は当該変更が確定した日か ・次のとおり中期計画の目標を達成した （業務実績：①の「イ ホ。

ら７日以内にホームページ等で公開すること。 ームページを活用した周知 （Ｐ.30）参照）」

平成22年度 ６日後に公開
平成21年度 ６日後及び３日後（仕事始めの１月４日）に公開
平成20年度 変更日から２日以内に公開

［評価の視点］
第２ ２ (１) ① 給付金の効果的活用の促進に向けた周

知・広報及び事務手続の簡素合理化

・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を 実績：○
行っているか。 ・ 中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創「

出助成金」の改正に伴い、定年制度等の導入時期や設立登記の時期
により制度の適用、申請時期等が異なることによる混乱を回避する
ため、ホームページ上の案内画面において新旧制度ごとに入口を分
けて表示することにより、ワンクリックで申請者に適用される制度
のページへアクセスするよう設定した。

・平成23年６月末をもって廃止が予定されている「高年齢者等共同就
業機会創出助成金」については、申請までに新たな法人の設立が要
件となるなど十分な申請準備期間が必要となることから、早期の周
知を行うこととし23年１月に廃止に関する情報提供を掲載した。

・制度に初めて接する事業主等でも給付金の支給要件をより理解しや
すくするため、中小企業定年引上げ等奨励金について、受給が可能
かどうかの判断を簡単に自己診断できる「支給要件チャート」を作
成するとともに、問い合わせの多い質問項目についての「給付金に
関するＱ＆Ａ」を新たに掲載する等内容を改善した。

（ 「 」（ ） ）業務実績：①の イ ホームページを活用した周知 Ｐ.30 参照

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ 実績：○
等を修正しているか。 ・ 定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「

の支給要件の変更については、平成22年４月１日改正分を６日後の
４月７日にホームページで公開した。
なお、この公開に先立ち、主な改正予定内容について、国会の予算

。成立を受けて３月26日にホームページ上で事前の情報提供を行った
（ 「 」（ ） ）業務実績：①の イ ホームページを活用した周知 Ｐ.30 参照

・事業主等に対する積極的な周知・広報を行うため、職業安 実績：○
定機関との連携を図っているか。 ・定年引上げ等奨励金等の効果的な周知を図るため、受託法人等にお

いて、以下の取組を行った。
、 、・当該奨励金の受託法人等が実施する説明会を 全国で865回開催し

給付内容・受給手続等について周知した。(平成21年度実績703回)
・高年齢者雇用アドバイザーの事業所訪問によるＰＲを全国で24,53

2回行った。(平成21年度実績24,249回)
・経済団体等の支部や小規模な業種団体まで含めた様々な団体が実

施する各種会合に積極的に出席して制度案内資料の配付をすると
、 、 、ともに 当該団体に協力を求め 説明機会や個別相談の場を得て

全国で987回の説明を行った （平成21年度実績1,181回）。
・機構本部と厚生労働省が連携・協議して、給付金ごとの重点対象と

なる企業への個別の周知又はセミナー、会議等の場での集団的周知
・広報の取組の方針を策定し、受託法人等に対し、給付金ごとに重
点対象とする企業規模や事業主団体の種類を指示するとともに、個
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別周知対象とする企業等リストを提供した。
・給付金の周知に向けた受託法人等と職業安定機関との定期的な連絡

会議の実施状況について、受託法人等から各四半期ごとに報告を求
め、その結果を全国の受託法人等にフィードバックし、両者の連携
による給付金の活用促進が更に図られるよう指導した。

・高年齢者雇用アドバイザーや受託法人等担当者からの意見聴取等に
基づき、高年齢者雇用アドバイザーと給付金担当者のさらなる連携
を図るため、高年齢者雇用アドバイザーが事業主への相談・援助を
行った際に得られた給付金に関する事業主のニーズや情報を効果的
に伝達するための仕組みの検討・構築を行い、平成23年度から実施
することとした。
（業務実績：①の「ロ 給付金の効果的活用を促進するための職業

安定機関等との連携による周知 （Ｐ.31）参照）」

・事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレット等 実績：○
を作成し、事業主等に配布しているか。 ・新設された「高年齢者雇用確保充実奨励金」を含めすべての給付金

のパンフレットの作成に当たっては、支給額、申請手続の流れ、用
語の解説等について、書体や文字飾り、行間隔などにメリハリをつ
けるとともに、多色刷りやポンチ絵を用い見易さを工夫することに
よって、分かりやすいパンフレット等を作成し配布した。

・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応え
られるよう給付金・助成金双方の制度について、それぞれ代表的な
活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリーフレットを作
成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その他
の機関においても事業主に配布した。

・さらに 「中小企業定年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用確保、
充実奨励金」については、その更なる周知徹底を図るため、初めて
制度の説明を受ける事業主等向けに、制度の要点のみを分かりやす
くコンパクトに解説したチラシを新たに作成し、事業主団体等の協
力を得て、当該団体等の会合等の場で配布した。

・定期刊行誌「エルダー」において 「中小企業定年引上げ等奨励金」、
及び「高年齢者雇用確保充実奨励金」の制度内容について解説した
記事や広告を掲載し、給付金制度の活用促進を図った。

（業務実績：①の「ニ 事業主等にとって分かりやすい資料の作成配
布等による周知・広報 （Ｐ.31）参照）」

・事務手続の簡素合理化を図るため、申請様式の簡略化、添 実績：○
、付書類の簡素化等を図っているか。 ・添付書類の簡素合理化等による給付金支給業務の効率化を図るため

以下の事項を実施した。
・中小企業定年引上げ等奨励金について、給付金の支給金額に影響

を与えない場合の兼務役員の雇用保険被保険者資格確認書類の添
付を省略

・高年齢者共同就業機会創出助成金について、事業主の社会保険の
加入確認書類の添付を廃止

・事業主が同時期に提出する複数の確認書等に係る様式の統合
（業務実績：①の「ホ 事務手続の簡素合理化 （Ｐ.32）参照）」

第２ ２ (１) ② 適正な支給業務の実施

・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に 実績：○
対する計画的な調査を行っているか。 ・支給申請事業所に対する受託法人等ごとの調査実施件数の目標値（2

392事業所）を示し、各法人はこれに基づき、調査事業所の雇用保険
被保険者数による抽出又は必須調査を2,881事業所実施した。
また、機構本部でも45事業所の事業所訪問を実施した （平成21年。
度38事業所 ））

・ 高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、新たに事業計画「
書提出時に全事業所に対する現場確認調査を行うこととし、支給申
請受理後の全事業所に対する現況確認の調査と合わせ、２度にわた
る実地での実態確認を徹底するとともに、必要な場合は無予告での
事業所訪問を積極的に行うなど不正受給防止のための調査確認を徹
底した。
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・さらに、申請時に事業主に対し労働保険の適用事業所台帳データを
提出させ、従来から実施している事業所における従業員本人との面
談や出勤簿、賃金台帳等による就業実態の現場確認と合わせ、申請
時の従業員の在籍確認を厳正に実施した。

・ 中小企業定年引上げ等奨励金」について、10人未満規模の事業主「
については、就業規則の作成・届出義務がないことから、定年制度
等の実態確認をより厳格に行うこととし、確認の実施方法、手順、
実施後の対応等についてチェックリストや確認の流れ図等を用いて
実践的な研修を行い、厳正な事業所調査を実施した。

・継続雇用定着促進助成金の２回目以降の申請における定年制度等の
、 、引下げの有無については 引き続き就業規則等の原本確認を徹底し

定年制度等を引き下げていないことの確認をすべての申請事案につ
いて厳格に行った。

・機構本部が直接行う実地調査については、これまでに発覚した不正
受給・不適正支給事例の内容や発生の経緯等を踏まえ、就業規則の
監督署への届出状況、申請の経緯、支給対象経費等の内容など不正
受給につながりやすい項目を盛り込んだ給付金に係る訪問事業主選
定基準を設定し、この基準に該当する事業主の中から地域バランス
等を考慮して対象を選定し調査・指導を行った。

（業務実績：②の「イ 厳正な確認及び調査の実施 （Ｐ.32）参照）」

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な 実績：○
不正受給防止対策を講じているか。 ・これまでの不正の経緯や手口、その防止策等具体的な事例を記載し

「 」 、た 高年齢者等共同就業機会創出助成金不正受給事例集 を活用し
「給付金調査業務担当者地区別研修会」において、不正受給事業所
の申請内容の傾向や特徴及び個別事例ごとの手口や発覚の経緯を解
説するなどして具体的な防止対策を指示し、不正受給防止対策の強
化を図った。

・また 「高年齢者等共同就業機会創出助成金」について、障害者助、
成金の施設・設備関係の確認のノウハウを応用して対象経費の支払
い状況の確認手法等を追加した「審査・点検マニュアル」の改訂版
を作成し、担当者による審査点検がより厳正に行われるよう徹底し
た。特に、平成22年度から新たに事業計画書提出時の全事業所に対
する現場確認調査を行うこととし、従来から実施している不正受給
防止対策（高齢創業者全員との面接の徹底、電話や無予告を含む事
業所訪問による事業実態の確認等）と合わせ、不正受給防止対策の
一層の強化に取り組んだ。

・加えて、高年齢者等共同就業機会創出助成金については、審査内容
が複雑・多岐にわたることから、審査能力の習得・向上に時間や経
験を要するため、実際の不認定・不支給等の審査事例から、不認定
等の理由と審査・確認の経緯の解説を付した審査事例集を作成し、
受託法人等担当者に定期的に提供することにより、審査能力の向上
を図った。

・新設の「高年齢者雇用確保充実奨励金 、改正された「中小企業定」
年引上げ等奨励金」及び「高年齢者雇用モデル企業助成金」につい
ても、不正受給防止のポイントを併せて記載した「審査・点検マニ
ュアル」を作成又は改訂し、審査点検時における不正受給防止策を
強化した。

・障害者の助成金支給業務との連携、不正受給等に関する高齢・障害
担当部局間の連携のための会議を４回（６月、９月、12月、３月）
開催した。

・給付金調査業務担当者地区別研修会を６月に全国６地区（福島、東
京、福井、大阪、愛媛、鹿児島）で開催した。特に「高年齢者等共

」 、 、同就業機会創出助成金 については これまでの不正の経緯や手口
その防止対策等の具体的な事例を記載した「不正受給事例集」等を
活用し、過去の不正受給事案の検証による的確な調査方法の指導、
事業所訪問による実態確認の徹底の指示を行うとともに、機構本部
が把握している問題事例等の情報提供を行うなどにより、効果的な
給付金調査業務の実施を図った。

（業務実績：②の「ロ 不正受給防止対策の強化 （Ｐ.32 、②の「ハ」 ）
適正な支給業務のための会議等の開催 （Ｐ.33）参照）」
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・機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等と 実績：○
の間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を ・受託法人等においては、各都道府県労働局等との連絡会議（全国2,1
定期的に行っているか。 60回）を計画的に実施し、情報交換等を行った。

・機構本部においては、厚生労働省との情報交換のための打合せ等を
年間40回行った。

（業務実績：②の「ニ 関係機関との密接な連携 （Ｐ.33）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（４） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に
項関する事項 関する事項

(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項につ
援助を行うことに関する事項項について、事業主その他の関係者に 項について、事業主その他の関係者に いて、事業主その他の関係者に対して相談そ

の他の援助を行うことに関する事項対して相談その他の援助を行うことに 対して相談その他の援助を行うことに
関する事項関する事項

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導高年齢者等の安定した雇用の確保、 高年齢者雇用確保措置に関する事業
入 「７０歳まで働ける企業」の実現、小規雇用管理改善等の実施、高年齢者等の 主の取組、高年齢者等の雇用管理改善 、
模企業における６５歳までの雇用確保措置の多様な就業ニーズに応じた就業機会の 等、高年齢者等の職業の安定を図るた
完全実施等の重点課題に資するため、高年齢確保を図るために、職業安定機関と連 めの多様な就業機会の確保に関して、
者雇用確保措置に関する事業主の取組、高年携しつつ、事業主等に対して必要な支 事業主等に対する支援を職業安定機関
齢者等の雇用管理改善等、高年齢者等の職業援を実施すること。 と十分に連携しつつ、効果的に実施す
の安定を図るための多様な就業機会の確保にる。
関して、相談・援助、実践的手法の開発、啓
発広報活動等を職業安定機関と十分に連携し
つつ、効果的に実施する。

①高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助等の実施① 高年齢者雇用アドバイザー等によ ア 高年齢者雇用アドバイザー等によ ① 高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇
・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、高年齢者雇用確保措置の未実施企業、特に実施がる相談・援助等の実施 る相談・援助等の実施 用支援アドバイザーによる相談・援助等の

遅れている小規模企業における同確保措置の実施・定着が確実なものとなるよう取り組んだ。実施
「31人以上50人以下規模企業」のうち制度の導入や改善効果が見込まれる企業を重点的に個別「希望者全員を対象とする継続雇 希望者全員を対象とする継続雇用 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・
訪問するべく、労働局と受託法人等が協議のうえ個別訪問計画を策定し、リストアップした企用制度の導入 「７０歳まで働ける 制度の導入 ７０歳まで働ける企業」、 、「 」 援助は、６５歳までの安定した雇用を確保
業に対して、公共職業安定所の担当職員との同行訪問を実施するほか、公共職業安定所が行う企業の実現 「小規模企業における の実現、小規模企業における６５歳」、 するため、雇用管理改善に取り組もうとす
集団指導とタイアップして高年齢者雇用アドバイザーの相談・助言を実施するなど公共職業安６５歳までの雇用確保措置の完全実 までの雇用確保措置の完全実施等の る又は取り組む必要がある事業主に対して
定所との連携を図りながら、計画的な相談・援助を実施した。施」等に資するため、高年齢者雇用 重点課題に資するため、高年齢者雇 実施する。

・さらに、四半期に一回、受託法人総括責任者等と労働局職業対策課長との間で行う取組の進捗アドバイザー等を活用して、執行の 用アドバイザー及び７０歳雇用支援 その実施に当たっては、６５歳までの高
状況についての相互検証の結果を機構本部に報告させることにより、進捗状況に遅れが見られ効率化を図りつつ、機構の蓄積する アドバイザーが 事業主等に対して、 、 年齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわ
る地域については、その要因分析と改善策を求めるなど、効果的な対応を図るよう指示を行っ専門的知見を基に事業主等に対する 企業診断システムを活用して対象企 け小規模企業に対する高年齢者雇用確保措
た。高年齢者等の雇用の技術的問題全般 業の課題等を把握する等により、毎 置の実施・定着を図るための相談・援助及

・また、受託法人等から四半期ごとに相談・援助の成功事例を報告させ、その中から小規模企業に関する相談・援助を行い、相談・ 年度延べ３０，０００件の相談・援 び希望者全員を対象とする制度を導入する
に対する相談・援助の参考となる事例等（教育訓練の推進、人事制度の再構築、賃金制度の見援助を実施した事業主等に対して追 助を計画的かつきめ細かく実施する。 ための相談・援助に重点を置いて実施する。
直し等）を選別し、他の受託法人等へフィードバックし、高年齢者雇用アドバイザー連絡会議跡調査を実施し、７０％以上の利用 実施後は、相談・援助を行った事業 小規模企業に対する６５歳までの高年齢
等を通じて提供することにより、効果的な相談・援助の実施に役立てた。事業主等において、具体的な課題改 主等に対して追跡調査を実施し、有 者雇用確保措置の実施・定着を図るための

・継続雇用制度の対象者に係る基準を就業規則等により定めている企業（300人以下規模企業）に善効果が見られるようにすること。 効回答のうち７０％以上の事業主等 相談・援助については、職業安定機関が重
対しては、平成22年度末をもって就業規則等により定めることができる経過措置期間が終了すまた、当該調査結果を分析し、高 において、具体的な課題改善効果が 点的に行う集団指導・個別指導との一体的
ることを周知するとともに、各企業の実情に応じ、労使協定による適切な基準を定めるための年齢者雇用アドバイザー等の業務の 見られるようにする。 取組として、３１人以上５０人以下規模企
専門的、実務的な相談・援助を実施した。質の向上を図ること。 高年齢者雇用アドバイザーによる 業に対して実施する。

・継続雇用制度の年齢を段階的に引き上げることとしている企業に対しては、平成22年４月より相談・援助は、６５歳までの高年齢 また、継続雇用制度の年齢を義務年齢に
義務年齢が64歳へ引き上げられていることを確認するとともに、64歳までの雇用確保措置にと者雇用確保措置の未実施企業、とり 合わせて段階的に引き上げることとしてい
どまらず、定年の廃止又は65歳以上への定年の引上げ若しくは希望者全員65歳以上への継続雇わけ小規模な企業に対する高年齢者 る企業に対しては、平成２２年４月１日か
用制度の導入が図られるよう、改正高齢法の趣旨・内容を正確に理解してもらい、それぞれの雇用確保措置の実施・定着を図るた ら義務年齢が６４歳へ引き上げられたこと
企業で実施可能な取組を促すほか、制度導入の支障となっている課題について解決策を提案すめの相談・援助、希望者全員を対象 を周知するとともに、６５歳までの引上げ
るなどの相談・援助を実施した。とする制度を導入するための相談・ 及び希望者全員が働ける制度への変更を促

す。援助及び継続雇用制度の対象者を就
さらに平成２２年度末で継続雇用制度の業規則等により定めることができる

対象者を就業規則等により定めることがで経過措置期間の終了後において、労
きる経過措置期間が終了する予定であるこ使協定による適切な基準を定めるた
とから、該当する企業に対し、労使協定にめの相談・援助に重点を置いて実施
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（31人～50人規模企業に対する相談・助言実施件数）する。 よる適切な基準を定めるための相談・援助

22年度 21年度を積極的に実施する。
31人～50人 4,811件 5,423件

（相談・助言の内容）
22年度 21年度

制度導入支援 38.9％ 44.0％
61.1％ 56.0％定着支援（希望者全員継続雇用含む)

・今後「70歳まで働ける企業」の普及・促進をさらに積極的に行う必要があることから、新たに７０歳雇用支援アドバイザーによ ７０歳雇用支援アドバイザーによる相談
研修により養成した92名を加え、総勢381名の70歳雇用支援アドバイザー体制としたこと、70歳る相談・援助は 「 ７０歳まで働け、「 ・援助は 「７０歳まで働ける企業」の実現、
雇用の検討の意向を示すなど制度導入が見込まれる企業を重点に個別訪問し、効率的な相談・る企業」の実現に向けた提言」を踏 に向けた提言を踏まえ 「７０歳まで働ける、
援助を行ったこと等により、70歳雇用支援アドバイザーが行う「70歳まで働ける企業」の普及まえ、６５歳までの高年齢者雇用確 企業」の普及促進のため、６５歳までの高
促進に係る相談・援助件数は16,050件（平成21年度実績14,098件）と平成21年度に比べ13.8％保措置の実施企業を中心に、６５歳 年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、
増加した。を超える定年延長等の企業の自主的 ６５歳を超える定年延長等の企業の自主的

・また、事業主に対する相談・援助の好事例を四半期ごとに受託法人等にフィードバックし、よな取組を支援する。 な取組を支援する。
り効果的な相談業務の促進を図った。

・平成21年度をもって廃止した職場活性化研修により行ってきた事業主に対するサービスについ平成２１年度をもって廃止した職場活性
てのニーズに応えるため、高年齢者雇用アドバイザー等が行う高齢者等の雇用に関する事業主化研修により行ってきた事業主に対するサ
等への相談・援助として、平成22年８月より当該企業の職場管理者又は中高年従業員等に対すービスについてのニーズに応えるため、高
る研修を実施した。年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支

援アドバイザー（以下「高年齢者雇用アド
バイザー等」という ）が行う高齢者等の雇。

、用に関する事業主等への相談・援助として
企業等を会場として当該企業の職場管理者

。又は中高年従業員に対する研修を実施する

イ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の実施イ 高年齢者雇用確保措置等については、
・平成22年度の相談・援助実績は33,702件 平成21年度実績32,893件 であり 目標達成度は112.事業主が取り組む際に課題となる賃金・退 （ ） 、

3％となった。職金制度又は人事管理制度等の見直し等に
・平成22年度末を目途に「希望者全員が65歳まで働ける企業の割合50％ 「70歳まで働ける企業対して、高年齢者雇用アドバイザー等が３ 」、

の割合20％」とするという国の政策目標の最終年度であることを踏まえ、事業主に対する相談０，０００件以上の相談・援助を実施する
・援助を次のとおり効果的・積極的に行った。ことにより、高年齢者等の雇用管理の改善
・労働局と受託法人等が協議し作成した個別訪問計画に基づき、高年齢者雇用アドバイザー等に関する事業主の取組を支援する。

が公共職業安定所と同行訪問するなど職業安定機関と密接に連携して効果的な相談・援助を特に７０歳雇用支援アドバイザーによる
実施した。相談・援助は、都道府県労働局が策定する

・60歳以降における新たな賃金制度や雇用形態、短時間勤務等の多様な労働時間制度などを取国の目標（ ７０歳まで働ける企業」の割「
り入れ、コスト増を招くことなく希望者全員の継続雇用制度が導入できた事例等を具体的に合を平成２２年度末を目途に２０％とす
説明しつつ、各企業の実情に応じた制度の導入方法について相談・助言を重ねるなど、積極る）の達成に向けた取組を着実に実行する
的な活動に取り組んだ。ための年度別目標と具体的な取組等の戦略

・70歳雇用支援アドバイザーは、70歳雇用に抵抗感を持っている事業主に対して、同業種・同に基づき、支援効果が見込まれる企業のリ
規模で70歳雇用を実現している企業事例を紹介するほか、65歳を超えても優秀な技能を持っスト等を活用し、訪問対象企業を労働局と
ている者を雇用することは企業にメリットがあることなどを説明し、職場環境の改善や若年共同して選定するなど、職業安定機関と密
者とのペア就労による技能伝承を提案するなど、企業の実情に応じた相談・援助を行うこと接な連携を図りながら 計画的に実施する、 。
により、事業主の理解を得るよう工夫を行った。また、企業診断システム及び仕事能力把

握ツール（以下「企業診断システム等」と
○企業診断システムの活用及び仕事能力把握ツールの本格運用いう ）を積極的に活用して対象企業の能。
・企業診断システムに加え、70歳雇用支援アドバイザーのツールとして、中高年従業員の能力特力開発、職場環境整備、人事管理制度及び

性を把握・分析し、高齢者が意欲と能力を十分発揮できる環境づくりに資する具体的な改善策健康・安全管理等に係る課題を把握するこ
を提案する仕事能力把握ツールの本格運用を平成22年４月から開始するとともに、その効果的とにより、具体的な解決案を提案する相談
な活用に資するため、表示結果の分析方法や具体的な提案への展開手法及びその事例について・援助につなげることとし 運用件数は２、 ，
まとめた「活用マニュアル」を作成し、各70歳雇用支援アドバイザーへ配付した。６００件以上とする。

・企業診断システム及び仕事能力把握ツール（以下「企業診断システム等」という ）の平成22。
年度の運用件数は3,150件（平成21年度実績2,795件 、達成度は121.2％となった。）

・システムのより一層の活用を図るために、運用件数の多い受託法人等と低調な受託法人等につ
いてその要因を聴取し、低調な受託法人等に対してはその要因に合わせ運用件数の多い受託法
人等の取組の工夫について情報提供を行い積極的活用を促した。

（ ）相談・援助実施後は、利用事業主等に対 ○追跡調査の実施 資料6
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・平成22年10月に高年齢者雇用アドバイザー等が相談・援助を実施した事業主等に対して平成23して追跡調査を実施し、有効回答のうち７
年２月に、具体的な課題改善効果について追跡調査を実施した。その結果 「具体的な課題改０％以上の事業主等において、具体的な課 、
善効果があった」との回答が82.3％であった。題改善効果が見られるようにする。また、

「 、 、効果がなかった旨の評価に対しては、自由 ・自由記述では アドバイザーの助言により 高齢者が作業をしやすい職場レイアウトへの変更
再雇用者の増加に対応した業務・職務の再編成等の改善を行うことができた 「年齢に従って回答欄の記載を分析し、その原因等を把握 」
段階的に給与を切り替えるなどの賃金制度の見直しを進めることとした」等の肯定的な評価をする等により、より利用者の満足が得られ
得た。る内容となるよう随時見直しを図る。

、 、 、・なお 追跡調査の結果については分析の上 高年齢者雇用アドバイザー等にフィードバックし
今後の相談・援助に活かすよう指導することにより、さらに事業の効果を高めることとしてい
る。

ロ 企業ニーズによる研修の実施ロ 高年齢者雇用アドバイザー等が、企業
・高年齢者雇用アドバイザー等が企業に対して相談・援助を行う過程で把握したニーズに応じ、に対する相談・援助の過程で、中高年従業

アドバイザー等の相談・助言活動の一環として、当該企業の事業主や職場管理者を対象に、能員の活用方法等や職業意欲の向上等の支援
力向上及び意識改革を図るため 「高齢の部下とのコミュニケーション 「高齢の部下に対すのニーズを把握した場合には、企業の職場 、 」、
る仕事の指示の仕方の改善」などのテーマで、また、中高年従業員を対象に、自己啓発促進等管理者の能力向上及び意識改革、中高年従
による職務遂行能力の向上を図るため 「会社に必要な人材となるための仕事意識 「高齢期業員の自己啓発促進等による職務遂行能力 、 」、
にいきいき働くための健康管理 「自己の職業能力の特性の理解」などのテーマで研修を実施の向上を図るための研修（以下「企業ニー 」、
した。ズによる研修」という ）を効果的に実施。

する。

ハ 企画立案サービスの実施高年齢者雇用アドバイザー等は、 ハ 高年齢者雇用アドバイザー等は、企業診
・高年齢者雇用アドバイザー等の相談・援助件数のうち、企業からの要請に基づき具体的な改善相談・援助によって明らかになった 断システム等の活用や相談・援助によって

案を提案する企画立案を523件（平成21年度実績519件）行った。高年齢者の継続雇用に当たっての条 明らかになった課題に対して、その解決に
・高年齢者雇用アドバイザー実務研修において、企業診断システム等を利用した事業主に対し課件整備に関する具体的な解決案を提 向けた助言を行い、自力で解決することが

題解決のために企画立案サービスの活用を提案した結果、当該課題が解決し高齢者雇用が実現案するなど企画立案サービスを積極 できない事業主に対して具体的な解決案を
した事例に基づき実践的な演習を行い、より有効な企画立案サービスの活用の促進を図った。的に実施する。 提案する企画立案サービスを積極的に実施

・他の都道府県で行われた様々な企画立案の事例について受託法人等にフィードバックし、多様する。
な事業主のニーズに対応した情報を共有することで、改善提案の幅を広げることを図った。

（ ）高年齢者雇用アドバイザー等によ ニ 高年齢者雇用アドバイザー等によるサー 二 高年齢者雇用アドバイザー等の質的向上の取組 資料7
・全国６ブロックにおいて、高年齢者雇用アドバイザー等の活動実態の把握及び事例発表・意見るサービスの一層の質の向上を図る ビスの一層の質の向上を図るため、活動実

交換等を行う高年齢者雇用アドバイザー等ブロック別経験交流会を開催した。平成22年度におため 相談・援助等の好事例の提供、 、 態の把握を行うとともに、継続雇用制度等
いては、参加した高年齢者雇用アドバイザーから、特に「70歳まで働ける企業」の制度化への事例検討会 実務研修等を実施する、 。 を導入した企業等の賃金・退職金制度、人
アプローチ手法等を重点に相談・援助の事例を発表させ、活動実態の把握を行うとともに、企事管理制度等について、事例発表・意見交
業において大きな課題となっている「賃金・退職金制度 「人事管理制度」等の具体的提案を換等を行う事例検討会を行う。 」、
テーマとするほか、各ブロックにおいて自主的にテーマを設定して意見交換を行うことによりまた、事例検討会で出された好事例を収
相談・援助のスキルアップを図った（平成22年10月～11月 。集・整理し、事例集等を作成し、高年齢者 ）

・さらに、経験交流会において発表された事例等から今後の相談・援助の参考となる好事例を収雇用アドバイザー等に提供する。
集・整理した上で 「50人以下の小規模企業における継続雇用に向けた問題点の解消」等の事、
例を中心に活動事例集を作成し、受託法人等を通じて高年齢者雇用アドバイザー等に配付し、
他の都道府県で行われた多様な活動手法を紹介することで、活動の質の向上を図った。

・厚生労働省独立行政法人評価委員会などから高年齢者雇用アドバイザー等の人選、より効果的
な活動などについての改善の必要性が指摘されたことを受け、受託法人による委嘱を改め、機
構本部において直接高年齢者雇用アドバイザー等を委嘱することにより、より適切な人選、活
動状況の一元的把握、活動方針・内容の全国共通性の確保など、より効果的な高年齢者雇用ア
ドバイザー等の活動の実現を図った。

・この一環として、高年齢者雇用アドバイザー等の再委嘱に係る具体的基準（過去の相談・助言
及び企画立案サービス等に係る活動実績が一定以上あること等）を設け、平成21年度から当該
基準による再委嘱を行った。

ホ 高年齢者雇用アドバイザー等に対する実務研修等の実施ホ 社会の変化や事業主の経営環境の状態等
○企業診断システムの効果的活用のための実務研修の実施に対応した相談・援助の技術の向上を図る
・新任の高年齢者雇用アドバイザーに対し、企業診断システムを効果的に活用した各種の課題解ため、高年齢者雇用アドバイザー等に対し

決のための相談・助言方法について、実践事例に重点をおいた研修を実施した（平成22年５月1て、企業診断システム等の効果的な活用や
2日～14日、17日～19日 出席者計54名 。企画立案サービス、企業ニーズによる研修 ）

・高年齢者雇用アドバイザー等に対し、雇用管理診断システムの操作方法及び活用についての研の効果的実施に資する実務研修等を実施す
修を実施した。実施にあたっては、実際に診断結果を分析する演習や、経験豊富な高年齢者雇る。
用アドバイザーからの活用事例の紹介を取り入れ、実践的な内容とした（平成22年７月15日～1なお、実施に当たっては、企業等に対す
6日 出席者32名 。る高年齢者雇用に係る人事・労務管理上の ）

・人件費・賃金分析診断システム研修については、高年齢者雇用アドバイザー等を対象に、その諸問題の具体的な解決策の提案や「７０歳
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修得度に応じて「基礎編（企業財務の知識及び賃金人件費の分析方法等 「応用編（企画立案まで働ける企業」の実現に向けた企業の実 ）」
等の具体的提案を行うためのノウハウ等 」に分けて、賃金制度の企業収益への影響のシミュ情に合わせた提案を行う資質や技術を高め ）
レーション、人件費分析診断のポイント、企業への報告・提案の技術等の技法・ノウハウにつるため、事例発表、グループ討議を中心と
いての演習を効果的に取り入れた実践的な研修を行うとともに、研修修了後は各受講者が同僚した研修内容とする。
の高年齢者雇用アドバイザーへの伝達研修を行った（基礎編：平成22年７月12日～14日 出席
者31名、応用編：平成22年９月７日～10日 出席者31名 。）

○高年齢者雇用アドバイザー等に対するスキルアップのための研修
、 、・委嘱後１～２年目の高年齢者雇用アドバイザーを中心に 企画立案のスキルアップを図るため

企業へのアプローチ手法、企画立案の働きかけ、企業診断システム等の活用により明確になっ
た課題に対する解決の手段としての企画立案の実施などについて、事例発表やグループ討議を
中心に実践的な高年齢者雇用アドバイザー実務研修を行った（平成22年９月１日～３日 出席
者39名 。）

○７０歳雇用支援アドバイザーの育成
・ 70歳まで働ける企業」の普及・促進に係る活動について、企業に専門的、技術的な支援を行「

う70歳雇用支援アドバイザーを認定するため、高年齢者雇用アドバイザーとして一定の経験を
積んだ者を対象に認定講習を行った（平成22年５月19日～21日、26日～28日 出席者計92名 。）

・さらに、実践的研修として、70歳雇用支援アドバイザーが自ら手掛けた企画立案サービスや企
業診断システム等を活用した提案型相談・援助に係る事例発表と討議、企業の人事担当者との
相談・助言を想定したグループワークでのロールプレイング、各受講者による特定企業に対す
る具体的な相談・援助計画の作成・発表など、受講者参加型の多様なカリキュラムを設定し、
企業に対する提案力を一層高めるための研修を実施した（平成22年12月８日～10日、15日～17
日 出席者計91名 。）

ヘ 高年齢者雇用アドバイザー等の自主的な資質向上に係る取組への支援等ヘ 機構は、高年齢者雇用アドバイザー等が
○アドバイザーの自主的勉強会等への支援実施する勉強会など自主的な資質向上への
・アドバイザーの相互研鑽や自己啓発が活発化するよう、各地域の高年齢者雇用アドバイザー等取組を支援するため、研修会、勉強会等へ

が自主的に開催する資質向上のための勉強会等を奨励するとともに、機構本部担当職員を派遣の機構職員の参加やメールマガジンの発行
し、業務の重点取組や制度の変更点についての説明を行う等により支援を行い、併せてアドバを行う。
イザーの活動状況や要望等を直接把握した。

○メールマガジンの発行
、 、・アドバイザー活動の円滑な実施と更なる質的向上を図ることを目的として 平成22年６月より

機構の取組方針や活動の参考となる雇用統計資料、政策・制度の動き、アドバイザーからの実
践事例報告等を内容とする「ＡＤメールマガジン」を全国のアドバイザー及び受託法人等に対
して毎月配信し、アドバイザーからの意見・投稿も募り、双方向のコミュニケーションを強化
した。

(3)労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助(3)労働者に対して、その高齢期におけ (3)労働者に対して、その高齢期におけ (3)労働者に対して、その高齢期における職業
言又は指導を行うことに関する事項る職業生活の設計を行うことを容易に る職業生活の設計を行うことを容易に 生活の設計を行うことを容易にするために必

要な助言又は指導を行うことに関する事項するために必要な助言又は指導を行う するために必要な助言又は指導を行う
ことに関する事項ことに関する事項

○企業ニーズによる相談会の実施高年齢者雇用確保措置の実施状況や 高年齢者雇用確保措置の実施状況や 高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の
・高年齢者雇用アドバイザー等が企業に対して相談・援助を行う過程で把握したニーズに応じ、団塊の世代が６０歳に到達しつつある 団塊の世代が６０歳に到達しつつある 世代の全員が６０歳に到達し、さらに平成２

アドバイザー等の相談・助言活動の一環として、当該企業の中高年従業員等を対象に、早い段ことを踏まえ、６５歳以降を視野に入 ことを踏まえ、６５歳以降を視野に入 ４年には６５歳に到達しはじめることを踏ま
階から自らのキャリア設計を含めた職業生活の設計を行い、65歳以降まで多様な働き方を選択れた職業生活設計に重点を移し、労働 れた職業生活設計に重点を移し、労働 え、労働者が早い段階から自らのキャリア設
し、自らの希望と能力に応じて働くことができるようにするため、退職後の年金、雇用保険や者が早い段階から自らの希望と能力に 者が早い段階から自らの希望と能力に 計を含めた職業生活の設計を行い、６５歳以
セカンドライフの生活設計と働き方などについて相談会（セミナー及び個別相談会）を実施し応じた多様な働き方を選択し、実現で 応じた多様な働き方を選択し、実現で 降まで多様な働き方を選択し、自らの希望と
た。きるようにするため、職業安定機関等 きるようにするため、職業安定機関等 能力に応じて働くことができるようにするた

め、職業安定機関等と密接な連携を図りながと密接な連携を図りながら、高齢期に と密接な連携を図りながら、高齢期に
ら、高齢期における職業生活の設計のためのおける職業生活の設計のための助言、 おける職業生活の設計のための助言、
助言、援助を行う。援助を行うこと。 援助を行う。
実施に当たっては、高齢者雇用アドバイザ

ー等が企業に対する相談・援助を行う過程で
把握したニーズに応じ、企業等を会場として
研修又は相談会により行う。

(4)６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規模企業に重点をおいた支援を行うことに(4)６５歳までの雇用確保措置の導入・ (4)６５歳までの雇用確保措置の導入・ (4)６５歳までの雇用確保措置の導入・定着の
関する事項定着のための小規模企業に重点をおい 定着のための小規模企業に重点をおい ための小規模企業に重点をおいた支援を行う



- 42 -

ことに関する事項た支援を行うことに関する事項 た支援を行うことに関する事項

・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、高年齢者雇用確保措置の未実施企業、小規模企業小規模な企業において雇用確保措置 小規模な企業において雇用確保措置 小規模な企業において雇用確保措置の導入
における同確保措置の導入・定着が確実なものとなるよう取り組んだ。の導入・定着が遅れている状況を踏ま の導入・定着が遅れている状況を踏ま ・定着が遅れている状況を踏まえ、支援対象
また、職業安定機関が重点的に行う小規模企業に対する集団指導・個別指導との一体的取組とえ、支援対象を小規模な企業に重点化 え、支援対象を小規模な企業に重点化 を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特
して、高年齢者雇用アドバイザーによる継続雇用に関する具体的事例の説明、当該個別指導へし、小規模企業の特性を踏まえた、よ し、小規模企業の特性を踏まえた、よ 性を踏まえた、より効果的かつ効率的な事業
のフォローアップの相談・援助、職業安定機関職員と同行した企業訪問を実施した （行政とり効果的かつ効率的な事業手法を検討 り効果的かつ効率的な事業手法を検討 手法を検討し、その結果に基づき効果的かつ 。
の同行訪問件数 2,152件）し、その結果に基づき効果的かつ効率 し、その結果に基づき効果的かつ効率 効率的な運営を図る。

・10月の高年齢者雇用支援月間を中心に、小規模企業が会員企業となっている中央・地方レベル的な業務運営を図ること。 的な運営を図る。
の業種別団体等（13団体）を訪問し、同団体等を通じて会員企業に対する雇用確保措置の導入
・促進を支援する給付金制度やアドバイザー等による相談・援助等の説明を行い、当該団体の
協力により、傘下企業に対する各種支援の情報提供を行った。

(5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関する事項(5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を (5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を (5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据え
た見直しに関する事項見据えた見直しに関する事項 見据えた見直しに関する事項

・現行中期計画終了時までに検討し結果が得られるよう、厚生労働省と機構において必要な連携機構による高年齢者雇用支援業務 機構による高年齢者雇用支援業務 機構による高年齢者雇用支援業務は、６５
を図っている。は、６５歳までの雇用確保に係る相談 は、６５歳までの雇用確保措置に係る 歳までの雇用確保措置に係る相談援助等の対

象企業の重点化・縮小や、新たな課題として援助等の対象企業の重点化・縮小や、 相談援助等の対象企業の重点化・縮小
６５歳以上の雇用確保に係る業務が見込まれ新たな課題として６５歳以上の雇用確 や、新たな課題として６５歳以上の雇
る一方、社会経済情勢や法施行の状況等の関保に係る業務が見込まれる一方、社会 用確保に係る業務が見込まれる一方、
連諸施策の動向に影響を受けることなどを勘経済情勢や法施行の状況等の関連諸施 社会経済情勢や法施行の状況等の関連
案し、平成２５年度以降の高年齢者雇用支援策の動向に影響を受けることなどを勘 諸施策の動向に影響を受けることなど
業務の実施体制・実施方法については、引き案し、平成２５年度以降の高年齢者雇 を勘案し、平成２５年度以降の高年齢
続き現行の枠組みで実施することが合理的か用支援業務の実施体制・実施方法につ 者雇用支援業務の実施体制・実施方法
つ効果的・効率的かについて、第２期中期目いては、引き続き現行の枠組みで実施 については、引き続き現行の枠組みで
標期間終了時までに検討し、結論を得ることすることが合理的かつ効果的・効率的 実施することが合理的かつ効果的・効
としているので、厚生労働省の検討に資するかについて、第２期中期目標期間終了 率的かについて、第２期中期目標期間
ように必要な連携を図る。時までに検討し、結論を得ることとし 終了時までに検討し、結論を得ること

ているので、厚生労働省の検討に資す としているので、厚生労働省の検討に
るように必要な連携を図ること。 資するように必要な連携を図る。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目４ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
助及び小規模企業に重点を置いた６５歳までの雇用確保措 した。 アドバイザー業務の果たす役割が非常に大きい中で、質的向上
置の導入・定着支援】 ① 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助は33,702件と目 の努力や課題改善に係る追跡調査結果、相談・援助件数を増加さ

標（30,000件）を上回るとともに、追跡調査による課題改善効果 せた実績は評価できる。
は82.3％と目標（70％）を上回った。

② 高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、高年齢者雇用確保 （各委員の評定理由）
措置の未実施企業、特に実施が遅れている小規模企業における同 ・アドバイザー業務の向上に資するツールを新たに開発するなど
確保措置の実施・定着が確実なものとなるよう取り組んだ 「31 不断の努力は高く評価される。。
人以上50人以下規模企業」のうち制度の導入や改善効果が見込ま ・直接委嘱をはじめとするアドバイザーの質的向上の努力も高く
れる企業を重点的に個別訪問するべく、労働局と受託法人等が協 評価される。
議のうえ個別訪問計画を策定し リストアップした企業に対して ・アドバイザーの役割は大きいので、相談、援助件数を増加する、 、
公共職業安定所の担当職員との同行訪問を実施するほか、公共職 取り組みは評価できる。また、業務実績をチェックしていること
業安定所が行う集団指導とタイアップして高年齢者雇用アドバイ は評価できる。
ザーの相談・助言を実施するなど公共職業安定所との連携を図り ・高齢者の雇用機会の確保のために具体的方策スキルとして相談
ながら、計画的な相談・援助を実施した。 援助が提供される基盤も充実している。

③ 70歳雇用支援アドバイザーの体制強化及び70歳雇用の検討の意 ・課題改善効果に係る追跡調査結果も特に評価できる。
向を示すなど制度導入が見込まれる企業を重点とした個別訪問に ・新規の取組も積極的に行っている。
よる効率的な相談・援助の実施等により、70歳雇用支援アドバイ ・相談件数とその追跡調査結果でいい実績を上げている。
ザーが行う「70歳まで働ける企業」の普及促進に係る相談・援助 ・すべての数値目標を上回る成果。
件数は16,050件（平成21年度実績14,098件）と平成21年度に比べ1 ・これも高障機構が長年にわたって積み上げてきた事業をさら
3.8％増加した。 に、一歩改善したものであると考える。その努力は評価できる。

④ 企業診断システムに加え、70歳雇用支援アドバイザーのツール
として、中高年従業員の能力特性を把握・分析し、高齢者が意欲 （その他意見）
と能力を十分発揮できる環境づくりに資する具体的な改善策を提
案する仕事能力把握ツールの本格運用を平成22年４月から開始す
るとともに、その効果的な活用に資するため、表示結果の分析方
法や具体的な提案への展開手法及びその事例についてまとめた 活「



- 43 -

用マニュアル」を作成し、各70歳雇用支援アドバイザーへ配付し
た。これらの取組により、企業診断システム及び仕事能力把握ツ
ールの運用件数は3,150件と目標（2,600件）を大幅に上回った。

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に
ついて、年度計画において設定した目標値

・高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザ ・次のとおり中期計画の目標を上回った （業務実績：①の「イ 高。
」（ ） ）ーが、事業主等に対して、毎年度延べ３０，０００件の相 年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の実施 Ｐ.43 参照

談・援助を計画的かつきめ細かく実施すること。
平成22年度 33,702件
平成21年度 32,893件
平成20年度 32,456件

・企業診断システム及び仕事能力把握ツールの運用件数は２ ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績：①の「イ， 。
６００件以上とすること。 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の実施 （Ｐ.43）」

参照）

平成22年度 3,150件（平成22年度目標：2,600件）
平成21年度 2,795件（平成21年度目標：2,100件）
平成20年度 2,791件（平成20年度目標：1,800件）

・相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、 ・次のとおり中期目標の目標を上回った （業務実績：①の「イ 高。
」（ ） ）有効回答のうち７０％以上の事業主等において、具体的な 年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の実施 Ｐ.39 参照

課題改善効果が見られるようにすること。
平成22年度 82.3％
平成21年度 83.0％
平成20年度 86.9％

［評価の視点］
第２ ２ (2) ① 高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇

用支援アドバイザーによる相談・援助等の実施

・高年齢者雇用アドバイザー等が、事業主等に対して、毎年 実績：○
度延べ３０，０００件の相談・援助を計画的かつきめ細か ・高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助を33,702件（平成21
く実施しているか。 年度実績32,893件）実施した。

・実施に当たっては、平成22年度末を目途に「希望者全員が65歳まで
働ける企業の割合50％ 「70歳まで働ける企業の割合20％」とする」、
という国の政策目標の最終年度であることを踏まえ、次のとおり効
果的・積極的に行った。
・労働局と受託法人等が協議し作成した個別訪問計画に基づき、高

年齢者雇用アドバイザー等が公共職業安定所と同行訪問するなど
職業安定機関と密接に連携して効果的な相談・援助を実施した。

・60歳以降における新たな賃金制度や雇用形態、短時間勤務等の多
様な労働時間制度などを取り入れ、コスト増を招くことなく希望

、者全員の継続雇用制度が導入できた事例等を具体的に説明しつつ
各企業の実情に応じた制度の導入方法について相談・助言を重ね
るなど、積極的な活動に取り組んだ。

・70歳雇用支援アドバイザーは、70歳雇用に抵抗感を持っている事
業主に対して、同業種・同規模で70歳雇用を実現している企業事
例を紹介するほか、65歳を超えても優秀な技能を持っている者を
雇用することは企業にメリットがあることなどを説明し、職場環
境の改善や若年者とのペア就労による技能伝承を提案するなど、
企業の実情に応じた相談・援助を行うことにより、事業主の理解
を得るよう工夫を行った。

・70歳雇用支援アドバイザーにより、70歳までの雇用機会が確保され
るよう、16,050件と平成21年度（14,098件）を上回る相談・援助を
実施した。
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・実施に当たっては、70歳雇用支援アドバイザーの相談・援助を積極
的・効率的に行うために、新たに研修により養成した92名を加え、
総勢381名の70歳雇用支援アドバイザー体制とするとともに、70歳雇
用の検討の意向を示すなど制度導入が見込まれる企業を重点に個別
訪問を行った。

・事業主に対する相談・援助の好事例を四半期ごとに受託法人等にフ
ィードバックし、より効果的な相談業務の促進を図った。

（業務実績：①の「イ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援
助の実施 （Ｐ.39）参照）」

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 実績：○
効果が見られた旨の評価が得られたか。 ・平成22年10月に高年齢者雇用アドバイザー等が相談・援助を実施し

た事業主等に対して平成23年2月に、具体的な課題改善効果について
追跡調査を実施した。その結果 「具体的な課題改善効果があった」、
との回答が82.3％であった。

・自由記述では「アドバイザーの助言により、高齢者が作業をしやす
い職場レイアウトへの変更、再雇用者の増加に対応した業務・職務
の再編成等の改善を行うことができた 「年齢に従って段階的に給」
与を切り替えるなどの賃金制度の見直しを進めることとした」等の
肯定的な評価を得た。

・なお、追跡調査の結果については分析の上、高年齢者雇用アドバイ
ザー等にフィードバックし、今後の相談・援助に活かすよう指導す
ることにより、さらに事業の効果を高めることとしている。

（業務実績：①の「イ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援
助の実施 （Ｐ.39）参照）」

・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、６５歳ま 実績：○
での高年齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわけ小規模 ・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、高年齢者雇用確保措置
な企業に対する相談・援助、希望者全員を対象とする制度 の未実施企業、特に実施が遅れている小規模企業における同確保措
を導入するための相談・援助及び継続雇用制度の対象者の 置の実施・定着が確実なものとなるよう取り組んだ。特に「31人以
基準を労使協定により定めるための相談・援助に重点を置 上50人以下規模企業」のうち制度の導入や改善効果が見込まれる企
いて実施しているか。 業を重点的に個別訪問するべく、労働局と受託法人等が協議のうえ

個別訪問計画を策定し、リストアップした企業に対して、公共職業
安定所の担当職員との同行訪問を実施するほか、公共職業安定所が
行う集団指導とタイアップして高年齢者雇用アドバイザーの相談・
助言を実施するなど公共職業安定所との連携を図りながら、計画的
な相談・援助を実施した。

・さらに、四半期に一回、受託法人総括責任者等と労働局職業対策課
長との間で行う取組の進捗状況についての相互検証の結果を機構本
部に報告させることにより、進捗状況に遅れが見られる地域につい
ては、その要因分析と改善策を求めるなど、効果的な対応を図るよ
う指示を行った。

・また、受託法人等から四半期ごとに相談・援助の成功事例を報告さ
せ、その中から小規模企業に対する相談・援助の参考となる事例等
（教育訓練の推進、人事制度の再構築、賃金制度の見直し等）を選
別し、他の受託法人等へフィードバックし、高年齢者雇用アドバイ
ザー連絡会議等を通じて提供することにより、効果的な相談・援助
の実施に役立てた。

・継続雇用制度の対象者に係る基準を就業規則等により定めている企
業（300人以下規模企業）に対しては、平成22年度末をもって就業規
則等により定めることができる経過措置期間が終了することを周知
するとともに、各企業の実情に応じ、労使協定による適切な基準を
定めるための専門的、実務的な相談・援助を実施した。

・継続雇用制度の年齢を段階的に引き上げることとしている企業に対
しては、平成22年４月より義務年齢が64歳へ引き上げられているこ
とを確認するとともに、64歳までの雇用確保措置にとどまらず、定
年の廃止又は65歳以上への定年の引上げ若しくは希望者全員65歳以
上への継続雇用制度の導入が図られるよう、改正高齢法の趣旨・内
容を正確に理解してもらい、それぞれの企業で実施可能な取組を促
すほか、制度導入の支障となっている課題について解決策を提案す
るなどの相談・援助を実施した。
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（業務実績： ① 高年齢者雇用アドバイザー及び70歳雇用支援アド「
バイザーによる相談・援助等の実施 （Ｐ.38）参照）」

・７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助は、６５歳 実績：○
までの高年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、６５歳 ・今後「70歳まで働ける企業」の普及・促進をさらに積極的に行う必
を超える定年延長等の企業の自主的な取組を支援している 要があることから、新たに研修により養成した92名を加え、総勢381
か。 名の70歳雇用支援アドバイザー体制としたこと、また、70歳雇用の

検討の意向を示すなど制度導入が見込まれる企業を重点に個別訪問
し、効率的な相談・援助を行ったこと等により、70歳雇用支援アド
バイザーが行う「70歳まで働ける企業」の普及促進に係る相談・援
助件数は16,050件（平成21年度実績14,098件）と平成21年度に比べ1
3.8％増加した。

・また、事業主に対する相談・援助の好事例を四半期ごとに受託法人
等にフィードバックし、より効果的な相談業務の促進を図った。

（業務実績： ① 高年齢者雇用アドバイザー及び70歳雇用支援アド「
バイザーによる相談・援助等の実施 （Ｐ.38）参照）」

・高年齢者雇用アドバイザー等は、企画立案サービスを積極 実績：○
的に実施しているか。 ・高年齢者雇用アドバイザー等の相談・援助件数のうち、企業からの

要請に基づき具体的な改善案を提案する企画立案を523件（平成21年
度実績519件）行った。

・高年齢者雇用アドバイザー実務研修において、企業診断システム等
を利用した事業主に対し課題解決のために企画立案サービスの活用
を提案した結果、当該課題が解決し高齢者雇用が実現した事例に基
づき実践的な演習を行い、より有効な企画立案サービスの活用の促
進を図った。

・他の都道府県で行われた様々な企画立案の事例について受託法人等
にフィードバックし、多様な事業主のニーズに対応した情報を共有
することで、改善提案の幅を広げることを図った。

（業務実績：①の「ハ 企画立案サービスの実施 （Ｐ.40）参照）」

・高年齢者雇用アドバイザー等によるサービスの一層の質の 実績：○
向上を図るため、相談・援助等の好事例の提供、事例検討 ・事業主に対する相談・援助の好事例を四半期ごとに受託法人等にフ
会、実務研修等を実施しているか。 ィードバックし、より効果的な相談業務の促進を図った。

・全国６ブロックにおいて、高年齢者雇用アドバイザー等の活動実態
の把握及び事例発表・意見交換等を行う高年齢者雇用アドバイザー
等ブロック別経験交流会を開催した。平成22年度においては、参加
した高年齢者雇用アドバイザーから、特に「70歳まで働ける企業」
の制度化へのアプローチ手法等を重点に相談・援助の事例を発表さ
せ、活動実態の把握を行うとともに、企業において大きな課題とな
っている「賃金・退職金制度 「人事管理制度」等の具体的提案を」、
テーマとするほか、各ブロックにおいて自主的にテーマを設定して
意見交換を行うことにより相談・援助のスキルアップを図った（平
成22年10月～11月 。）

・さらに、経験交流会において発表された事例等から今後の相談・援
助の参考となる好事例を収集・整理した上で 「50人以下の小規模、
企業における継続雇用に向けた問題点の解消」等の事例を中心に活
動事例集を作成し、受託法人等を通じて高年齢者雇用アドバイザー
等に配付し、他の都道府県で行われた多様な活動手法を紹介するこ
とで、活動の質の向上を図った。

・厚生労働省独立行政法人評価委員会などから高年齢者雇用アドバイ
ザー等の人選、より効果的な活動などについての改善の必要性が指
摘されたことを受け、受託法人による委嘱を改め、機構本部におい
て直接高年齢者雇用アドバイザー等を委嘱することにより、より適
切な人選、活動状況の一元的把握、活動方針・内容の全国共通性の
確保など、より効果的な高年齢者雇用アドバイザー等の活動の実現
を図った。

・この一環として、高年齢者雇用アドバイザー等の再委嘱に係る具体
的基準（過去の相談・助言及び企画立案サービス等に係る活動実績
が一定以上あること等）を設け、平成21年度から当該基準による再
委嘱を行った。
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・新任の高年齢者雇用アドバイザーに対し、企業診断システムを効果
的に活用した各種の課題解決のための相談・助言方法について、実
践事例に重点をおいた研修を実施した（平成22年５月12日～14日、1
7日～19日 出席者計54名 。）

・高年齢者雇用アドバイザー等に対し、雇用管理診断システムの操作
方法及び活用についての研修を実施した。実施にあたっては、実際
に診断結果を分析する演習や、経験豊富な高年齢者雇用アドバイザ
ーからの活用事例の紹介を取り入れ、実践的な内容とした（平成22
年７月15日～16日 出席者32名 。）

・人件費・賃金分析診断システム研修については、高年齢者雇用アド
バイザー等を対象に、その修得度に応じて「基礎編（企業財務の知
識及び賃金人件費の分析方法等 「応用編（企画立案等の具体的提）」
案を行うためのノウハウ等 」に分けて、賃金制度の企業収益への）
影響のシミュレーション、人件費分析診断のポイント、企業への報
告・提案の技術等の技法・ノウハウについての演習を効果的に取り
入れた実践的な研修を行うとともに、研修修了後は各受講者が同僚
の高年齢者雇用アドバイザーへの伝達研修を行った（基礎編：平成2
2年７月12日～14日 出席者31名、応用編：平成22年９月７日～10日

出席者31名 。）
・委嘱後１～２年目の高年齢者雇用アドバイザーを中心に、企画立案

のスキルアップを図るため、企業へのアプローチ手法、企画立案の
働きかけ、企業診断システム等の活用により明確になった課題に対
する解決の手段としての企画立案の実施などについて、事例発表や
グループ討議を中心に実践的な高年齢者雇用アドバイザー実務研修
を行った（平成22年９月１日～３日 出席者39名 。）

・ 70歳まで働ける企業」の普及・促進に係る活動について、企業に「
専門的、技術的な支援を行う70歳雇用支援アドバイザーを認定する
ため、高年齢者雇用アドバイザーとして一定の経験を積んだ者を対
象に講習を行った（平成22年５月19日～21日、26日～28日 出席者
計92名 。）

・さらに、実践的研修として、70歳雇用支援アドバイザーが自ら手掛
けた企画立案サービスや企業診断システム等を活用した提案型相談
・援助に係る事例発表と討議、企業の人事担当者との相談・助言を
想定したグループワークでのロールプレイング、各受講者による特
定企業に対する具体的な相談・援助計画の作成・発表など、受講者
参加型の多様なカリキュラムを設定し、企業に対する提案力を一層
高めるための研修を実施した（平成22年12月８日～10日、15日～17
日 出席者計91名 。）

（業務実績：①の「ニ 高年齢者雇用アドバイザー等の質的向上の取
」、「 」組 ホ 高年齢者雇用アドバイザー等に対する実務研修等の実施

（Ｐ.40）参照）

第２ ２ (4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のた
めの小規模企業に重点をおいた支援を行うことに関する事
項

・支援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を 実績：○
踏まえた、より効果的かつ効率的な事業手法を検討し、そ ・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、高年齢者雇用確保措置
の結果に基づく効果的かつ効率的な運営に取り組んでいる の未実施企業、とりわけ小規模企業に対する同確保措置の導入・定
か。 着への支援を重点として取り組んだ。また、職業安定機関が重点的

に行う小規模企業に対する集団指導・個別指導との一体的取組とし
て、高年齢者雇用アドバイザーによる継続雇用に関する具体的事例
の説明、当該個別指導へのフォローアップの相談・援助、職業安定
機関職員と同行した企業訪問を実施した （行政との同行訪問件数。

2,152件）
・10月の高年齢者雇用支援月間を中心に、小規模企業が会員企業とな

っている中央・地方レベルの業種別団体等（13団体）を訪問し、同
団体等を通じて会員企業に対する雇用確保措置の導入・促進を支援

、する給付金制度やアドバイザー等による相談・援助等の説明を行い
当該団体の協力により、傘下企業に対する各種支援の情報提供を行
った。
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（業務実績： (4)65歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規「
」（ ） ）模企業に重点をおいた支援を行うことに関する事項 Ｐ.41 参照

第２ ２ (5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた
見直しに関する事項

・平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体制・実 実績：○
施方法に関する厚生労働省の検討に資するよう、必要な連 ・現行中期計画終了時までに検討し結論が得られるよう、厚生労働省
携を図っているか。 と機構において必要な連携を図っている。

（業務実績： (5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直し「
に関する事項 （Ｐ.42）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（５） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に
項関する事項 関する事項

(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項につ
援助を行うことに関する事項項について、事業主その他の関係者に 項について、事業主その他の関係者に いて、事業主その他の関係者に対して相談そ

の他の援助を行うことに関する事項対して相談その他の援助を行うことに 対して相談その他の援助を行うことに
関する事項関する事項

②実践的手法の開発・提供② 実践的手法の開発・提供 イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供
・希望者全員を対象とする雇用確保措置の導入及び65歳を超えても社会の支え手として活躍でき高年齢者等の安定した雇用の確保 企業における高年齢者等の雇用に 企業における高年齢者等の雇用に係る問

る社会の実現に向けて、高齢者が意欲と能力を十分発揮できる雇用環境の構築を図るための事の促進を図るため、賃金、人事処遇 係る問題の解決、雇用管理の改善等 題の解決 雇用管理の改善等に資するため、 、
業主ニーズ及び就業現場の実情を踏まえた実践的手法を開発するための調査研究、企業との共制度等高年齢者等の雇用を進めてい に資するため、事業主のニーズに配 事業主のニーズに配慮しつつ、高年齢者等
同研究、産業別高齢者雇用推進事業等を実施した。く上での課題解決に資する実践的手 慮しつつ、高年齢者等の雇用に関す の雇用に関する必要な実践的手法を開発し、

・高年齢者雇用アドバイザー等が行う相談・援助活動への活用を図るとともに、報告書の作成配法を開発し、また、事業主等と共同 る必要な実践的手法を開発し、高年 高年齢者雇用アドバイザー等が行う相談・
布、ホームページへの掲載等を通じて事業所への情報提供を行った。研究を行うことにより、これらの成 齢者雇用アドバイザー等が行う相談 援助への活用を図るとともに、開発成果を

ホームページ等を通じて提供することによ果について高年齢者雇用アドバイザ ・援助への活用を図るとともに、開
り、事業主等の自主的な取組を支援する。ー等が行う相談・援助への活用を図 発成果をホームページ等を通じて提

るとともに、開発成果を事業主の利 供することにより、事業主等の自主
用しやすい報告書、マニュアル等の 的な取組を支援する。
成果物として事業主等に提供し、そ
の自主的な取組を支援すること。

（ 、 ）① 事業主支援手法等の開発 イ 事業主支援手法等の開発 イ 事業主支援手法等の開発 資料8 資料9
○「70歳まで働ける企業」基盤作り推進のための調査研究高年齢者雇用アドバイザー等に 「７０歳まで働ける企業」の普及・促進
・アドバイザー活動において賃金管理に関する相談・助言の充実を求められることから、平成22よる相談・援助の効果的な実施に 等を進めていく上での課題となる要因を明

～23年度を研究期間として、学識経験者、人事労務管理の企業実務家、70歳雇用支援アドバイ資するため、事業主支援手法等を らかにし、その解決を図るため、賃金・人
ザーを委員とする研究会を開催し（７回 、70歳雇用に向けた賃金管理のあり方について検討開発する。 事処遇制度等に関する調査研究等を行い、 ）
している。平成22年度は企業における継続雇用者の賃金管理の実態を把握するための企業調査事業主支援手法等を開発し、併せてその研
に向けて、現状の課題抽出を行った。究成果を高年齢者雇用アドバイザー等の行

・平成21年度に運用版を作成した70歳雇用力評価チェックリストについて、機構ネットワーク上う相談・援助業務等への活用を図る。
でアドバイザーが活用できるシステムを構築した。また 「７０歳まで働ける企業」の普及、

を加速するため、高年齢者雇用アドバイザ
○団塊世代の就業と生活に関する意識調査ー等が相談・援助を行う際にどのような情
・60歳を超えた団塊の世代を対象に、現在、仕事や生活がどのような状況にあり、どのように自報が必要か、また、どのような手法が効果

己評価しているか、今後についてどのように考えているか、また、現在及び将来的にどのよう的かなどについてアドバイザー等からニー
な不安を抱いているのかについて ＷＥＢアンケートによるパネル調査 ５年目 を実施し 回ズ把握を行い、それをもとに新たな相談手 、 （ ） （
答数2,155名 、速報分析結果を10月に開催した「高年齢者雇用開発コンテスト表彰式」におい法や企業への情報提供のあり方について検 ）
て展示した。また、学識経験者で構成する研究会を設置し（開催６回 、これまでの時系列デ討を行う。 ）
ータ等の詳細分析を行い、①ホワイトカラーとブルーカラーでは、仕事に対する意識や組織に
対する考え方等の点で違いがみられること、②高齢期の就労においては仕事満足度やコミュニ
ケーション能力が重要になってくること、③団塊の世代の仕事と社会貢献における意識は画一
化できない多様なものであること等を明らかにし、報告書に取りまとめた。

○人事制度と雇用慣行の現状と変化に関する調査研究
・学識経験者、企業経営者、人事労務管理の企業実務家で構成する委員会を開催し（８回 、継）

続雇用者の就業意欲向上という観点から継続雇用制度の質的充実を図ることを目的として、平
成22年度は高齢者の職場適応やモチベーションの維持・向上に係る支援策の整備状況とその具
体策を解明するため、企業及び個人を対象にヒアリング調査及びアンケート調査を実施した。
その結果について詳細な分析を進め、①企業にとっては60歳代前半層の戦力化が必要な状況に
なってきているという認識が高まっていること、②企業が60歳代前半層に期待する役割が現役
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時代に比べて不明確になりがちであり、さらに労働時間と賃金のバランスなど処遇のあり方が
確立していないこと、③60歳代前半層の活用のためには 「期待する役割」を明確にし、それ、
を本人に的確に伝えるとともに、継続的なフォローアップ体制を構築するなどのより具体的な
支援が必要であることを明らかにし、総論編、事例編、アンケート編からなる報告書に取りま
とめた。

○地域(首都圏)におけるエイジフリー社会の実現に向けた就労等に関する調査研究
・地域特性を踏まえた高年齢者雇用施策の推進に資するため、学識経験者、人材派遣企業、ＮＰ

Ｏ法人関係者で構成する研究会を開催し（７回 、雇用労働者比率が高く、地域での絆が薄い）
サラリーマン世帯が大半を占める首都圏における高齢者の労働市場の状況について、企業、シ
ルバー人材センター、ＮＰＯなどを対象に幅広く把握し、就業の場の拡大に向けた方策等を検
討した。平成22年度は、平成21年度末に実施したアンケート調査の詳細分析を行うとともに、
首都圏在住の60歳以上の高齢者を対象とするインターネット調査（約4,000人）を実施し、これ
らの結果を基に首都圏における高齢者の今後の就業可能性等について分析を進め、①高齢者の
就労に対する志向性は多様化していること、②就業の場では継続雇用制度の定着に伴って、働

、く人々のモチベーション対策や処遇改善等の質的な充実が問われるようになってきていること
③ＮＰＯやシルバー人材センターは継続雇用が終了した者やされなかった者にとって重要な就
労の場となっており、各々の組織の実情に即したガバナンススタイルを見出していくことが重
要であること等を明らかにし、報告書に取りまとめた。

○「高齢者と障害者がともに働きやすい職場」推進に関する調査研究
・ 高齢者と障害者がともに働きやすい職場づくり」について企業に具体的な情報提供や提案を「

行うことを目的に、高齢者雇用分野・障害者雇用分野の学識経験者及び企業関係者で構成する
研究会を開催した（４回 。平成22年度は、平成21年度から引き続き高齢者と障害者の協働が）
うまく進んでいる企業の事例収集を行い（計８社 、高齢者雇用と障害者雇用の相乗効果、双）
方に適用できる改善手法、共通する雇用管理面・コスト面の問題等について分析し、これらの
成果をもとに、職場における具体的な工夫例や高齢者と障害者がともに働きやすい職場づくり
のためのチェックポイントを盛り込んだ企業向けパンフレットを作成した。

○高齢期の能力とその活用に関する調査研究
・65歳以上の高年齢者の体力等の変化と70歳以上までの就業に際して職場で必要な健康管理面で

の配慮やサポートを明らかにするための資料を整備することを目的として、平成22～23年度を
研究期間として産業保健の研究機関に委託し、平成21年度に実施した「70歳雇用に向けた高年
齢者の体力等に関する調査研究」の結果も活用しつつ、更に詳細な分析を進めている。

・平成22年度は、調査対象としての高齢従業員のデータの増加を図るとともに、疲労に関する測
定項目を追加した体力測定データの収集を進め、平成23年度に予定している70歳雇用に向けた
エイジマネジメント等を中心とする企業における取組方策の検討の基礎資料を整備した。

○「70歳雇用実現プロジェクト会議」の開催
・2012年には団塊の世代が65歳に到達しはじめ、人口の減少の本格化と一層の高齢化が同時進行

する中で、70歳まで働ける社会を実現することが切実な課題となっていることから、2010年11
月に「70歳雇用実現プロジェクト会議 （座長：清家篤慶応義塾長）を設置し、2025年までを」
見据えた企業、個人、社会の対応の方向について議論を重ね、検討結果を2011年3月に「 70歳「
まで働ける企業」の取組の進展・拡大を目指して （2011年提言）として取りまとめた。内容」
としては、自然体で70歳雇用を実現し、制度として定着させていくこと、企業だけでなく個人
や社会全体としての取組が重要であること、機構においては、企業のニーズにきめ細かく応え
るサービスの充実が必要であることなどを幅広く提言している。提言の内容に基づき、企業向
けの啓発リーフレットを作成し、70歳雇用支援アドバイザー等が相談・援助で活用する。

（ ）○70歳まで働ける企業の実現に向けたシンポジウムの開催 資料10
・ 70歳まで働ける企業」について、企業や国民の理解を深め、機運の醸成を図るために、広く「

高齢労働者を始めとする国民全般及び企業の人事労務担当者を対象としたシンポジウムを東京
（平成23年１月11日、来場者261名）及び大阪（平成23年１月19日、来場者207名）において開
催した。東京会場の当日の模様は、ＮＨＫニュースで全国に報道された。両会場でアンケート
調査を実施した結果 「非常に満足している 「満足している」との回答が88.4％であった。、 」

ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集・提供② 共同研究の実施及び先進企業の事 ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集
（ ）例の収集・提供 ・提供 ○共同研究 資料11

・７府県の10事業所において、事業主と機構（外部の専門的知識を有する学識経験者等を含む）高年齢者等の雇用確保のための 高年齢者等の能力の有効活用 職域開発、 、
と共同で先駆的事例の構築に向けた10件の研究を行った。研究テーマは、高年齢者等の能力の条件整備に必要な調査研究を事業 モチベーション向上等に必要な調査研究を
有効活用 職域開発 モチベーションの向上等の観点から 作業負荷の低減と職域の拡大 生主等と共同で実施する。また、高 行おうとしている事業主等と共同して 職、「 、 、 、「 」「



- 50 -

産商品の多様化に対応できる高齢者の能力開発 「高齢者の在宅勤務」等事業主のニーズに応年齢者等の意欲、能力を活用した 務再設計 「人事・賃金 「能力開発 「健」 」 」 」
じて設定した。多様な就業形態の開発等を支援す 康管理」をテーマとし、７０歳まで働ける

企業への取組を中心とした共同研究を１０るとともに、高年齢者等の雇用を
（ ）推進している先進企業の事例の収 件以上実施する。 ○高年齢者ワークシェアリング推進事業 資料12

・高年齢者等についてワークシェアリングの導入により、就業機会の確保・拡大の取組を行って集・提供を行う。 また 「７０歳まで働ける企業」を実現、
いる企業事例を収集するとともに、導入の検討・試行を行う企業に対し専門家の参画を含む支するためには、多様な働き方を考慮する必
援を行った。要があることから、高齢者のニーズに応じ

・平成22年度に収集した事例及び平成21年度に検討・試行が終了した支援事業の成果を取りまとた様々な就業形態を取り入れている企業の
「 」 、 。事例を収集・提供するとともに、多様な就 めた 高年齢者の多様な働き方事例集 を作成 配布するとともにホームページ上に公開した

業形態の開発等に取り組む企業を支援す
○高年齢者雇用開発コンテスト表彰式の実施る。
・高齢者がいきいきと働くことができる雇用環境を実現するために創意工夫した事例及び70歳まさらに、高年齢者等の雇用を推進してい

で働ける場を確保している先進事例の募集を行い、全国から72編の応募を得た。学識経験者等る先進企業の事例を収集・提供するため、
からなる審査委員会で審査の上、厚生労働大臣表彰５編、高齢・障害者雇用支援機構理事長表高齢者雇用に創意工夫を行っている先進的
彰27編を決定し、これらの事例についてはパンフレット及び定期刊行誌エルダーで紹介するほ企業等を表彰する「高年齢者雇用開発コン
か、ホームページ上の高年齢者雇用開発コンテスト企業事例情報提供システムに掲載し、広くテスト」の実施、７０歳までいきいきと働
参考に供した。ける企業事例を内容とする「７０歳いきい

き企業１００選（２０１０年版 」の作成）
○「70歳いきいき企業100選」選定事業の実施を行う。
・70歳までいきいきと働くことができる企業の先進事例を全国から239事例収集し、70歳雇用への

取組に参考となる約100事例を選定して 「70歳いきいき企業100選（2010年版 」を作成した。、 ）
2010年度版では、今後70歳雇用の進展が見込まれる「卸売業・小売業」や「医療・福祉」につ
いて多く取り上げたほか、70歳従業員の多様な働き方や働き続けるための工夫・アイディアの
中から、高齢者を中心とした組織構成、残業ゼロの時間管理、健康管理の強化など、多くの企
業に参考となる内容についてできるだけ詳しく紹介するなどの充実を図るとともに、掲載企業

、 。の産業分類別索引を設ける等 アドバイザーや企業等が活用しやすい冊子となるよう配慮した
また、各受託法人等においても、100選の作成過程で収集した事例を元に全都道府県で地域版事
例集を作成した。

・さらに、100選の中から70歳雇用に係る目的、雇用形態、就業分野、活躍ぶり等の面で先進的な
20事例を選定し、これらの状況を詳しくまとめた「70歳雇用先進事例集（2010年版 」を作成）
した。2010年版では、より多角的な構成とすべく、高齢者の賃金、就業時間等の実態を詳しく
紹介している事例を掲載したほか、70歳以上従業員のインタビューなど、働く高齢者の側の視
点も盛り込んだ。

・上記の「70歳いきいき企業100選（2010年版 」及び「70歳雇用先進事例集（2010年版 」は経） ）
済団体、業種団体及び各地域の企業等に広く配布するとともに、70歳雇用支援アドバイザーの
必携資料として事業主に対する相談・援助活動に活用した。

ハ 産業別ガイドライン策定支援③ 産業別ガイドライン策定支援 ハ 産業別ガイドライン策定支援
（ ）産業団体が学識経験者、産業団 産業団体が学識経験者、産業団体代表者 ○産業別高齢者雇用推進事業 資料13

・平成22年度から事業を開始した５産業団体（水産煉製品製造業、葬儀業、医療業、添乗サービ体代表者等から構成する産業別高 等から構成する産業別高年齢者雇用推進委
ス業、とび・土工工事業）及び平成21年度から活動を続けている警備業等５団体の計10団体に年齢者雇用推進委員会を開催し、 員会を開催し、高年齢者等の雇用促進のた
対して、産業別高齢者雇用推進ガイドラインの策定に係る効果的な取組を促すため、以下の支高年齢者等の雇用促進のために解 めに解決すべき課題等について検討を行
援を行った。決すべき課題等について検討を行 い、その結果に基づき高年齢者等の雇用を
・本事業を中心となって運営する推進担当者の設置及びガイドラインの策定についての助言、い、その結果に基づき高年齢者等 より一層促進するために必要なガイドライ

援助 (各団体とも１～２名の推進担当者を設置）の雇用をより一層促進するために ンを自主的に策定することを支援する。
・高齢者雇用推進委員会の設置及び運営に関する助言、援助(各団体とも会員企業委員等７～８必要なガイドラインを自主的に策 平成２２年度は、新たに５団体（水産煉

名程度で構成される委員会を設置）定することを支援する。 製品製造業、葬儀業、医療業、添乗サービ
・団体が実施するアンケート、ヒアリング等に関する必要な助言、援助ス業 とび・土工工事業 について設置し、 ） 、

平成２１年度から活動を続けている警備業
等５団体と併せて、計１０団体について取
組を支援する。

ニ 開発成果の普及・活用の促進④ 開発成果の普及・活用の促進 ニ 開発成果の普及・活用の促進
○事業主支援手法等の開発成果の普及等上記①から③までによる実践的 上記イからハまでによる実践的手法の開
・調査研究等の成果について、報告書やパンフレット等を作成し、高年齢者雇用アドバイザー等手法の開発により得られた成果に 発等により得られた成果については、７０

が事業主等に対する相談・援助に活用するほか、以下のような国内外の企業団体等からの研究ついては、冊子等を作成し、事業 歳雇用実現に向けた企業の取組事例、産業
成果及び高齢者雇用に関する情報提供の依頼に対して、十分な対応を行った。主等に配布するほか、常に情報の 別ガイドライン等を簡潔にとりまとめた冊
【国内】抽出・整理ができるようデータベ 子等を作成し、事業主等に配布するほか、
新聞社(日本経済新聞社、北海道新聞社、上毛新聞社、京都新聞社、全国地方新聞社連合会)、ースを構築し、当該開発成果に係 常に情報の抽出・整理ができるようデータ
出版社等（サンデー毎日、週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、日本金融通信社 、テレビ局（Ｎる情報を蓄積・管理した上で、事 ベースを構築し、当該開発成果に係る情報 ）

、 、 ）、 （ 、（ ） ）業主等が有効に活用できるようホ を蓄積・管理した上で、事業主等が有効に ＨＫ ＴＢＳ テレビ朝日 研究機関 労働政策研究・研修機構 財 ひろぎん経済研究所
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【海外】ームページで公開する。 活用できるようホームページで公開する。
韓国：団体等（ 50+シニア起業海外先進制度調査団 、韓国職業能力開発院、韓国老人人力開「 」

発院、韓国労働研究院、富川市社会福祉協議会 、新聞社（朝鮮日報 、テレビ局（京仁） ）
テレビ（ＯＢＳ 、シルバーテレビ、文化放送（ＭＢＣ 、大学（城南大学校、ソウル大） ）
学、昌原大学校）

台湾：行政院労工委員会老工保険局、台北県政府労工局
アメリカ：インディアナ大学
フランス：大使館経済部

○共同研究の成果の普及等
・平成21年度共同研究年報を作成し、各受託法人等、経営者団体、研究機関等に配布し、併せて

ホームページ上にも公開（平成22年度アクセス件数234,793件（平成21年度実績185,931件 ））
するとともに、平成21年度の共同研究における改善事例34事例（計758事例）を「職場改善支援
システム」のページに追加した。また、過去４年の取組企業のうち９社の研究事例について課
題・取組内容・成果をとりまとめて紹介・普及するとともに共同研究への応募を促進するため
にコンパクトなパンフレットを作成し、高年齢者雇用アドバイザー等の相談・援助資料として
配付した。

・さらに平成21年度共同研究の研究成果のうち２件について、審査委員会委員を対象とする成果
発表会 平成22年６月開催 を また １件について 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式 平（ ） 、 、 、 （
成22年10月開催）の場での事例発表を、いずれも実施企業により行った。

○産業別ガイドラインの成果の普及等
・事業の最終年度に当たる５団体（警備業、豆腐油揚製造業、自動車リサイクル業、在宅介護サ

ービス業、労働者派遣事業）については、産業別ガイドライン及び関連資料をとりまとめた冊
、 。子を普及啓発セミナー等を通じて会員企業に配布し 業界内の高齢者の雇用の促進に活用した

・平成22年度中に、ホームページ上へ新たに５件（延べ50件）の産業別ガイドラインを登録し公
開した （平成22年度アクセス件数181,134件（平成21年度実績101,291件 ）。 ）

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

評価項目５ 高年齢者雇用に関する実践的手法の開発・提 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）【
供】 した。 「70歳雇用実現プロジェクト会議」を設置し2011年提言をとり

、 。① 希望者全員を対象とする雇用確保措置の導入及び65歳を超えて まとめ 今後広く普及活動を展開していく取組について評価する
も社会の支え手として活躍できる社会の実現に向けて 「 70歳ま また、シンポジウムにおける参加者からの高い満足度、事例提、「
で働ける企業」基盤作り推進のための調査研究 「人事制度と雇 供等についても評価できるものである。」
用慣行の現状と変化に関する調査研究」等、高齢者が意欲と能力 今後は障害者も高齢化するため、高齢者雇用支援との連携など
を十分発揮できる雇用環境の構築を図るための事業主ニーズ及び 新しい視点からの取組に期待する。
就業現場の実情を踏まえた実践的手法を開発するための調査研究
を行った。 （各委員の評定理由）

② 70歳雇用への取組に参考となる先進事例を全国規模で収集し、 ・シンポジウムと各種研究報告書とをリンクしながら「70歳まで
「70歳いきいき企業100選（2010年版 」を作成するとともに、10 働ける企業」という分かりやすいキーワードによる高齢者雇用の）
0選の中から目的、雇用形態、就業分野等の面で先進的な20事例を 実現のための戦略は高く評価される。但し、より密度の濃いコミ
選定し「70歳雇用先進事例集（2010年版 」を作成した。これら ットメントを企業からとりつけるかは、さらなる課題である。）
は70歳雇用支援アドバイザーの必携資料として事業主に対する相 ・具体的作業工程の工夫を含めて経済力としての難しい課題に取
談・援助活動に活用した。 り組む先行的役割を担っている。

③ 共同研究（10件 、産業別ガイドラインの策定（５件）の成果 ・提言取りまとめ、シンポジウムの満足度結果、100選の作成、）
について、事例発表、ホームページへの掲載、企業への配布等に 事例の情報提供等特に評価できる。
よりその普及・活用の促進を図った。 ・価値ある事例研究などを行っている。

・すべての数値目標を達成。
・70歳雇用の実現は、世界に例を見ない試みであり、高齢化の先［数値目標］

・高年齢者等の能力の有効活用等に必要な調査研究を行おう ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ロ 共同研究 進国たるに相応しい政策である。高く評価できる。ただし、その。 「
としている事業主等と共同して、７０歳まで働ける企業へ の実施及び先進企業事例の収集・提供 （Ｐ.49）参照） 実施に当たっては、さまざまな面を考慮し、慎重に行うべきだと」
の取組を中心とした共同研究を１０件以上実施すること。 思う。

平成22年度 10件
平成21年度 11件 （その他意見）
平成20年度 11件 ・障害者も高齢化するため、高齢者雇用とどのようにリンクし

ていくか。

・新たに５団体（水産煉製品製造業、葬儀業、医療業、添乗 ・次のとおり年度計画の目標を達成した （業務実績： ハ 産業別ガ。 「
サービス業、とび・土工工事業）について産業別高年齢者 イドライン策定支援 （Ｐ.50）参照）」
雇用推進委員会を設置すること。
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平成22年度 ５団体
平成21年度 ５団体
平成20年度 ５団体

・平成２１年度から活動を続けている警備業等５団体と併せ ・次のとおり年度計画の目標を達成した （業務実績： ハ 産業別ガ。 「
て、計１０団体について高年齢者等の雇用をより一層促進 イドライン策定支援 （Ｐ.50）参照）」
するために必要なガイドラインを自主的に策定することを
支援すること。 平成22年度 10団体（新規５、継続５）

平成21年度 15団体（新規５、継続10）
平成20年度 16団体（新規５、継続11）

［評価の視点］
第２ ２ (2) ② イ 事業主支援手法等の開発

・高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な 実績：○
実施の観点から調査研究のテーマを設定しているか。 ・希望者全員を対象とする雇用確保措置の導入及び65歳を超えても社

会の支え手として活躍できる社会の実現に向けて、高齢者が意欲と
能力を十分発揮できる雇用環境の構築を図るための事業主ニーズ及
び就業現場の実情を踏まえた実践的手法を開発するため、高年齢者
雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な実施の観点から次
のテーマを設定し、調査研究を実施した。
・ 70歳まで働ける企業」基盤作り推進のための調査研究「
・団塊世代の就業と生活に関する意識調査
・人事制度と雇用慣行の現状と変化に関する調査研究
・地域（首都圏）におけるエイジフリー社会の実現に向けた就労等

に関する調査研究
・ 高齢者と障害者がともに働きやすい職場」推進に関する調査研「

究
・高齢期の能力とその活用に関する調査研究

・2012年には団塊の世代が65歳に到達しはじめ、人口減少の本格化と
一層の高齢化が同時進行する中で、70歳まで働ける社会を実現する
ことが切実な課題となっていることから、2010年11月に「70歳雇用
実現プロジェクト会議」を設置し、2011年3月に「 70歳まで働ける「
企業」の取組の進展・拡大を目指して （2011年提言）を取りまと」
めた。

（業務実績： ② 実践的手法の開発・提供 （Ｐ.48）参照）「 」

・研究成果を相談・援助業務等に活用しているか。 実績：○
・研究成果について報告書やパンフレット等を作成し、高年齢者雇用

アドバイザー等が事業主等に対する相談･援助に活用した。
・特に「70歳いきいき企業100選（2010年版 」及び「70歳雇用先進事）

例集（2010年版 」は70歳雇用支援アドバイザーの必携資料として）
事業主に対する相談・援助活動に活用した。

（業務実績： イ 事業主支援手法等の開発 （Ｐ.48 「ニ 開発成「 」 ）、
果の普及・活用の促進 （Ｐ.50）参照）」

第２ ２ (2) ② ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の
収集・提供

・高年齢者等の雇用確保のための条件整備に必要な調査研究 実績：○
を事業主等と共同で実施しているか。 ・共同研究は10件（平成21年度実績11件）実施した。研究テーマは、

高年齢者等の能力の有効活用、職域開発、モチベーションの向上等
の観点から 「作業負荷の低減と職域の拡大 「生産商品の多様化に、 」
対応できる高齢者の能力開発 「高齢者の在宅勤務」等事業主のニ」
ーズに応じて設定した。

（業務実績： ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集・提供」「
（Ｐ.49）参照）
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・高年齢者等の雇用を推進している先進企業の事例の収集・ 実績：○
提供を行っているか。 ・高年齢者ワークシェアリング推進事業において、平成22年度に収集

した事例及び平成21年度に検討・試行が終了した支援事業の成果を
取りまとめた「高年齢者の多様な働き方事例集」を作成、配布する
とともにホームページ上に公開した。

・高年齢者雇用開発コンテスト表彰式において、高齢者が生き生きと
働くことができる雇用環境を実現するために創意工夫した事例及び7
0歳まで働ける場を確保している先進事例の募集を行い、全国から72
編の応募を得た。学識経験者等からなる審査委員会で審査の上、厚
生労働大臣表彰５編、高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰27編を
決定し、これらの事例についてはパンフレット及び定期刊行誌エル
ダーで紹介するほか、ホームページ上の高年齢者雇用開発コンテス
ト企業事例情報提供システムに掲載し、広く参考に供した。

・ 70歳いきいき企業100選」選定事業において、「
・70歳までいきいきと働くことができる企業の先進事例を全国から2

39事例収集し、70歳雇用への取組に参考となる約100事例を選定し
て 「70歳いきいき企業100選（2010年版 」を作成した。2010年、 ）
度版では、今後70歳雇用の進展が見込まれる「卸売業・小売業」
や「医療・福祉」について多く取り上げたほか、70歳従業員の多
様な働き方や働き続けるための工夫・アイディアの中から、高齢
者を中心とした組織構成、残業ゼロの時間管理、健康管理の強化
など、多くの企業に参考となる内容についてできるだけ詳しく紹
介するなどの充実を図るとともに、掲載企業の産業分類別索引を
設ける等、アドバイザーや企業等が活用しやすい冊子となるよう
配慮した。

・また、各受託法人等においても、100選の作成過程で収集した事例
を元に全都道府県で地域版事例集を作成した。

、 、 、 、・さらに 100選の中から70歳雇用に係る目的 雇用形態 就業分野
活躍ぶり等の面で先進的な20事例を選定し、これらの状況を詳し
くまとめた「70歳雇用先進事例集（2010年版 」を作成した。201）
0年版では、より多角的な構成とすべく、高齢者の賃金、就業時間
等の実態を詳しく紹介している事例を掲載したほか、70歳以上従
業員のインタビューなど、働く高齢者の側の視点も盛り込んだ。

・上記の「70歳いきいき企業100選（2010年版 」及び「70歳雇用先）
進事例集（2010年版 」は経済団体、業種団体及び各地域の企業）
等に広く配布するとともに、70歳雇用支援アドバイザーの必携資
料として事業主に対する相談・援助活動に活用した。

（業務実績： ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集・提供」「
（Ｐ.49）参照）

第２ ２ (2) ② ハ 産業別ガイドライン策定支援

・産業別高年齢者雇用推進委員会において、高年齢者等の雇 実績：○
用促進のために解決すべき課題等について検討を行ってい ・新たに産業別高齢者雇用推進委員会を設置した５団体を含めた10産
るか。 業団体について、それぞれ２～５回委員会を開催し、各産業におけ

る高齢者雇用の現状を分析・整理し、明らかになった課題及び問題
点の検討を行った。

（業務実績： ハ 産業別ガイドライン策定支援 （Ｐ.50）参照）「 」

・産業団体がガイドラインを自主的に策定することについて 実績：○
支援を行っているか。 ・10産業団体について、ガイドラインを自主的に策定できるよう①団

体が行う検討に対して助言、②団体が設置する検討会に出席し機構
が有する情報・ノウハウ等の提供、③ガイドライン策定に要する経
費の負担などにより支援を行った。

・その結果、平成22年度は警備業、在宅介護サービス業等５団体でガ
イドラインが策定された。

（業務実績： ハ 産業別ガイドライン策定支援 （Ｐ.50）参照）「 」

第２ ２ (2) ② 二 開発成果の普及・活用の促進

・実践的手法の開発により得られた成果について、冊子等を 実績：○
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作成し、事業主等に配布するほか、事業主等が有効に活用 ・調査研究等の成果について、報告書やパンフレット等を作成し、高
できるようホームページで情報提供を行っているか。 年齢者雇用アドバイザー等が事業主等に対する相談・援助に活用す

るほか、国内外の企業団体等からの研究成果及び高齢者雇用に関す
る情報提供の依頼に対して、十分な対応を行った。

・平成21年度共同研究年報を作成し、各受託法人等、経営者団体、研
究機関等に配布し、併せてホームページ上にも公開（平成22年度ア
クセス件数234,793件（平成21年度実績185,931件 ）するとともに、）
平成21年度の共同研究における改善事例34事例（計758事例）を「職
場改善支援システム」のページに追加した。また、過去４年の取組
企業のうち９社の研究事例について課題・取組内容・成果をとりま
とめて紹介・普及するとともに共同研究への応募を促進するために
コンパクトなパンフレットを作成し、高年齢者雇用アドバイザー等
の相談・援助資料として配付した。

・産業別ガイドラインを策定した５団体（警備業、豆腐油揚製造業、
自動車リサイクル業、在宅介護サービス業、労働者派遣事業）につ
いては、当該ガイドライン及び関連資料をとりまとめた冊子を普及
啓発セミナー等を通じて会員企業に配布し、業界内の高齢者の雇用
の促進に活用した。

・ホームページ上へ新たに５件（延べ50件）の産業別ガイドラインを
登録し公開した （平成22年度アクセス件数181,134件（平成21年度。
実績101,291件 ））

（業務実績： ニ 開発成果の普及・活用の促進 （Ｐ.50）参照）「 」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（６） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に
項関する事項 関する事項

(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項につ(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事
いて、事業主その他の関係者に対して相談そ項について、事業主その他の関係者に 項について、事業主その他の関係者に
の他の援助を行うことに関する事項対して相談その他の援助を行うことに 対して相談その他の援助を行うことに

関する事項関する事項

③啓発広報活動等の実施③ 啓発広報活動等の実施 ウ 啓発広報活動等の実施 ③ 啓発広報活動等の実施
「 」 （ ）高年齢者等の雇用問題に関する情 希望者全員を対象とする継続雇用 希望者全員を対象とする継続雇用制度の ○ 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式・記念講演・トークセッション の開催 資料14

・高年齢者雇用支援月間における啓発広報を効果的・効率的に行うため、高年齢者雇用開発コン報の効率的な活用と国民の理解の促 制度の導入 ７０歳まで働ける企業、「 」 導入 「７０歳まで働ける企業」の実現、６、
テスト表彰式と併せて記念講演、事例発表、トークセッションを開催し、高齢者がいきいきと進を図るため、高年齢者雇用確保措 の実現、６５歳までの高年齢者雇用 ５歳までの高年齢者雇用確保措置の完全実

（ 、置及び高年齢者等の雇用に関する情 確保措置の完全実施など、意欲と能 施など、意欲と能力がある限り年齢に関わ 働ける職場の実現に向けた今後の取組を来場者とともに考える行事とした 平成22年10月７日
ニューピアホール 。報及び資料の収集を計画的かつ効果 力がある限り年齢に関わりなく働き りなく働き続けることができる社会の実現 ）
当日は、以下のように多彩なメニューを提供することを通じて効果的な啓発を行った。的に実施するとともに、事業主等に 続けることができる社会の実現に向 に向け、事業主をはじめ社会全体の意識を
・高年齢者雇用開発コンテスト表彰式において、厚生労働大臣表彰最優秀賞を受賞した四国交対する情報の提供については、高齢 け、事業主をはじめ社会全体の意識 醸成するため、１０月の高年齢者雇用支援

通㈱をはじめ、32社の表彰者雇用を支援する月間を設け、各種 を醸成するため、高齢者雇用を支援 月間に高年齢者雇用開発フォーラムを開催
・清家篤慶應義塾大学教授による記念講演「70歳雇用時代への展望」行事の開催、刊行誌の発行、ホーム する月間を設け、企業等が高齢者等 する。
・コンテスト表彰式入賞企業の四国交通㈱及び㈲松活、機構との共同研究による職場改善によページへの掲載、マスメディア等の にとって働きやすい雇用環境にする 高年齢者雇用開発フォーラムは、高年齢

り70歳定年を実現した㈲春日井金属塗装所、きめ細かな再雇用コースを設計している㈱高島活用により啓発広報活動を効果的か ために創意工夫を行った改善の事例 者雇用開発コンテスト入賞企業の表彰、入
屋の創意工夫を紹介する事例発表つ積極的に展開すること。 の発表等を内容とする行事を開催す 賞企業等が創意工夫を行った改善事例の発

・上記４社とコーディネーター北浦正行日本生産性本部参事によるトークセッションる。 表及び意見・情報交換、機構が開発した実
・東京労働局、全国シルバー人材センター事業協会、高齢社会ＮＧＯ連携協議会等と協力して践的手法及び共同研究等の成果の公開等を

相談コーナーを設置し、来場者の個別相談や問い合わせに対応効果的に組み合わせて実施する。
・入賞企業の取組事例、団塊世代の就業と生活に関する意識調査結果、高年齢者雇用アドバイ

ザー制度、高齢者助成金制度を紹介するパネル・ポスターの展示
・共同研究等、機構の事業を紹介する各種資料配布

・企業の経営者・役員、人事担当者、労働行政関係者を中心に256人の来場があった。
・来場者を対象としたアンケート調査では、83.3％の回答者から「内容に満足した」との評価を

得た。具体的には 「自社で検討している高年齢者雇用・就業の課題のヒントが得られた（32.、
2％ 「高年齢者の雇用・就業について理解が深まった（26.6％ 」等の割合が高く、さらに）」、 ）
自由記述においては 「企業前線での現実味ある事例は迫力があった 「同テーマでの異業種、 」、
における多種多様な見解・議論が聞けて勉強になった 「大企業から中小企業までの事例があ」、
り参考になった」等の回答もあった。また今後期待する項目として 「先進的な考え方や研究、
成果の発表（29.7％ 「専門家の意見をじっくり聞きたい（25.4％ 「もっと多くの企業事）」、 ）」、
例を取り上げてほしい（24.6％ 」等の回答を得た（複数回答による結果 。） ）

「 」 （ 、 ）高齢化対策、高年齢者等の雇用 また、高齢化対策、高年齢者等の雇用問 ○定期刊行誌 エルダー の発行 資料15 資料16
・企業の人事、労務担当者及び高齢者雇用問題に関心を持っている者等を対象に毎月60,000部発問題について、その具体的対応事 題について、その具体的対応事例等を掲載

行した。例等を掲載した定期刊行誌を毎月 した定期刊行誌「エルダー」を月６０，０
・読者アンケートでは、86.0％（４月号 （平成21年度実績92.6％ 、87.9％（10月号 （平成21発行する。また、ホームページを ００部作成・発行し 事業主等に配布する、 。 ） ） ）

年度実績90.0％）から「非常に役に立っている 「参考になっている」との評価を得た。活用した情報提供、新聞・テレビ なお、作成に当たっては、読者アンケート 」、
や編集委員会等の意見を踏まえ誌面の一層といったマスメディア等の活用等

○編集委員会の助言・指摘、アンケートにより把握した読者ニーズ等を踏まえた誌面の充実による啓発広報活動を実施する。 の充実を図る。
・団塊の世代の全員が60歳代となり2012年には65歳に到達し始める中、70歳まで働ける職場の実さらに、高齢化・高齢者雇用に関連する

現に向けた国民のコンセンサスを高めるため 「70歳まで働く」ということの意義や効果につ統計データを取りまとめた冊子を作成し、 、
いて改めて考え理解を深める契機となる特集を掲載した。事業主等に配布するほか、ホームページを

・70歳までの雇用に関係のある社会保障（年金）制度の現状と課題について学者による解説及び活用した情報提供及びマスメディア等を活
団塊の世代の働き方と公的年金との関わりについて専門家による実務的解説を掲載した。用した啓発広報活動を行う。

・職場における上司と部下の人間関係を始めとする職場のメンタルヘルスについて具体的な対策
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を解説する連載（全６回）を開始した。
・団塊世代の高い就業意欲を生かし、その経験や技能・技術を次世代に伝承し社会の担い手とし

て活躍することができる職場をつくるために、高齢者の技を受け継いでいる企業事例を特集で
掲載した。

・読者からのニーズが高かった人事・賃金制度について、高年齢者雇用問題に直結する課題であ
ることから、学者による賃金論、専門家による70歳まで働く賃金制度を作るためのＱ＆Ａ方式
の解説 「同一労働同一賃金」の人事制度を導入した企業事例を特集として掲載した。、
また、中高年齢者の能力開発については日本及び諸外国の現状、資格制度、伝統的技能・技術
の伝承等といった視点から解説した連載（全10回）を新たに開始した。

・ 既存の専門知識をわかりやすく提供すること」との指摘を踏まえ、４月に施行された改正労「
働基準法についてＱ＆Ａ方式で解説した「知っておきたい実務講座 改正労働基準法のポイン
トＱ＆Ａ」を連載（全３回）した。

○ホームページでの誌面公開、冊子の作成
・より多くの事業主等に読んでもらうため、閲覧の利便性を図ることを目的に分割ダウンロード

ファイルに加えて、一括ダウンロードファイルを作成し、発行日の翌々週までにそれぞれＰＤ
Ｆ版及びテキスト版（視覚障害者対応）によりホームページに掲載した。なお、過去２年分の
バックナンバーも閲覧できるようにしている。

・広く一般の購読を促進するため、厚生労働省独立行政法人評価委員会及び外部評価委員会にお
いて指摘のあった書店での試行販売（全国12か所）を実施するとともに、エルダーの趣旨が一
目でわかるように表紙のサブタイトルを新たに「高齢者雇用の総合誌」とするとともに文字サ
イズを拡大し、目立ちやすい配色とした。

・読者層を拡大するため、機構が開催する各種行事や外部機関のイベントにおいて、講読勧誘の
チラシと見本のバックナンバーの周知配布を行った。

・高年齢者の雇用ととりまく高齢化社会の実態と見通しの要点をまとめた、国際比較を含む関係
統計の要覧「高齢社会統計要覧（2011年度版 」を作成し、職業安定機関、研究機関等に配布）
するとともに、高年齢者雇用アドバイザー等の相談・援助において活用した。

○マスメディア等を活用した啓発広報活動
・ 70歳まで働ける企業」の実現に向けて、学識者による提言 「高年齢者雇用開発コンテスト表「 、

彰式」厚生労働大臣表彰優秀賞２社の企業事例等の記事広告を高年齢者雇用支援月間に関する
新聞広告と併せて掲載した。掲載した新聞社が実施した読者モニター調査で、広告の印象度、
理解度、興味・関心度、共感度について回答者の７～８割から高い評価を得た。

・高齢者雇用に関する実践的手法の開発・共同研究の成果、収集している先進的な企業事例等に
ついてマスコミへ積極的な情報提供等を行い、その内容が報道されることによって広く社会一

（ 、 、 、 、般の高齢者雇用についての理解を促進した ＮＨＫ 朝日新聞 日本経済新聞 サンデー毎日
週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド等 。）

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目６ 啓発事業（高齢者関係 】 ・数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由））
① 高年齢者雇用支援月間の中核行事として、高年齢者雇用開発コ 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式の実施や企業による事例発

ンテスト表彰式と併せて、記念講演、高年齢者雇用に積極的な企 表など計画通りに実施されていると評価できる。
業による事例発表、それらの内容を踏まえたトークセッションを また、定期刊行誌「エルダー」についても専門性が高い内容の
複合的に実施し 「70歳まで働ける企業」実現に向けた理解を図 書籍ではあるが、読者からの評価は高く、ホームページでの誌上、
った。 公開といった工夫がなされていることは評価できる。

② 定期刊行誌 エルダー については 編集委員会の助言・指摘 今後は、販路の拡大や、配布場所の見直しなど、更なる活用に「 」 、 、
アンケートにより把握した読者ニーズ等を踏まえ、70歳までの雇 向けた取組を期待する。
用に関係のある社会保障制度についての実務的解説、高齢者の技
を受け継いでいる企業事例の特集、70歳まで働く賃金制度を作る （各委員の評定理由）
ためのＱ＆Ａ方式の解説、中高年齢者の職業能力開発の現状や資 ・満足度の高いイベント、情報誌の発行などによる啓発は十分に
格制度等に関する連載等により誌面の充実を図った。読者アンケ 評価される。但し、これもさらなる利害関係者のコミットメント
ートでは、86.0％（４月号 、87.9％（10月号）から「非常に役 を具体的に引き出すかは、今後の課題として残る。）
に立っている 「参考になっている」との評価を得た。 ・エルダーをホームページで公開するのは、普及の効果を上げる」、

うえで良いことである。
・コンテスト表彰式、企業の事例発表等計画通りに実行されてい［数値目標］

・高齢化対策、高年齢者等の雇用問題について、その具体的 ・次のとおり年度計画の目標を達成した （業務実績： ③ 啓発広報 ると評価できる。。 「
対応事例等を掲載した定期刊行誌「エルダー」を月６０， 活動等の実施 （Ｐ.55）参照） ・数値目標を達成。個人向けの販路を広げるなど、エルダーの更」
０００部作成・発行し、事業主等に配布すること。 なる活用策の検討を期待する。

平成22年度 月60,000部 ・雑誌の発行、コンテストなど、いずれも世界に類をみないユニ
平成21年度 月60,000部 ークな事業であり、評価できる。
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平成20年度 月60,000部 （その他意見）
・専門誌をより地域の身近なところで接することが出来る努力あ
るいは 「雇用につながらない高齢者」との接点への配慮もあっ、
てよいのではないか。［評価の視点］

第２ ２ (2) ③ 啓発広報活動等の実施

・高齢者雇用を支援する月間における事例発表等について、 実績：○
高年齢者等の雇用の確保の重要性を参加者に理解させるよ ・高年齢者雇用開発コンテスト表彰式と併せて、高齢者をどう活かせ
うな内容になっているか。 ば「70歳現役雇用」を実現できるのか展望した記念講演、70歳代を

含む高齢者を積極雇用している企業による事例発表、それらの内容
を踏まえたトークセッションを複合的に実施するとともに、来場者
の関心・ニーズに応えるため、団塊世代の就業と生活に関する意識
調査結果等のパネル展示、東京労働局、全国シルバー人材センター
事業協会等と協力した就業・年金・労務相談コーナーにおける個別
相談等を行い、高年齢者等の雇用の確保の重要性を参加者に理解し
てもらえる内容とした。

（業務実績： ③ 啓発広報活動等の実施 （Ｐ.55）参照）「 」

・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 実績：○
・編集委員会の助言・指摘、読者からのアンケートにより把握した読

者ニーズ等を踏まえ、①70歳まで働く意義や効果について改めて理
解を深める契機となる特集、②70歳までの雇用に関係のある社会保
障（年金）制度の現状と課題及び団塊の世代の働き方と公的年金と
の関わりについての実務的解説の掲載、③上司と部下の人間関係を
始めとする職場のメンタルヘルスについて具体的な対策を解説する
連載（全６回 、④高齢者の技を受け継いでいる企業事例の特集、）
⑤70歳まで働く賃金制度を作るためのＱ＆Ａ方式の解説 「同一労、
働同一賃金」の人事制度を導入した企業事例の特集、⑥中高年齢者
の職業能力開発の現状や資格制度等に関する連載（全10回 、⑦改）
正労働基準法についてＱ＆Ａ方式で解説した連載（全３回）を行っ
た。

（業務実績： ③ 啓発広報活動等の実施 （Ｐ.55）参照）「 」

・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといった 実績：○
「 」 、マスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施してい ・定期刊行誌 エルダー をより多くの事業主等に読んでもらうため

るか。 閲覧の利便性を図ることを目的に分割ダウンロードファイルに加え
て、一括ダウンロードファイルを作成し、発行日の翌々週までにそ
れぞれＰＤＦ版及びテキスト版（視覚障害者対応）によりホームペ
ージに掲載した。なお、過去２年分のバックナンバーも閲覧できる
ようにしている。

・広く一般の購読を促進するため、厚生労働省独立行政法人評価委員
会及び外部評価委員会において指摘のあった書店での試行販売（全
国12か所）を実施するとともに、エルダーの趣旨が一目でわかるよ
うに表紙のサブタイトルを新たに「高齢者雇用の総合誌」とすると
ともに文字サイズを拡大し、目立ちやすい配色とした。

・読者層を拡大するため、機構が開催する各種行事や外部機関のイベ
ントにおいて、講読勧誘のチラシと見本のバックナンバーの周知配
布を行った。

・ 70歳まで働ける企業」の実現に向けて、学識者による提言 「高年「 、
齢者雇用開発コンテスト表彰式」厚生労働大臣表彰優秀賞２社の企
業事例等の記事広告を高年齢者雇用支援月間に関する新聞広告と併
せて掲載した。掲載した新聞社が実施した読者モニター調査で、広
告の印象度、理解度、興味・関心度、共感度について回答者の７～
８割から高い評価を得た。

・高齢者雇用に関する実践的手法の開発・共同研究の成果、収集して
いる先進的な企業事例等についてマスコミへ積極的な情報提供等を
行い、その内容が報道されることによって広く社会一般の高齢者雇
用についての理解を促進した（ＮＨＫ、朝日新聞、日本経済新聞、
サンデー毎日、週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド等 。）

（業務実績： ③ 啓発広報活動等の実施 （Ｐ.55）参照）「 」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（７） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項る事項

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務の実施
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

障害者職業センターにおける職業リハビリ障害者職業センターにおける職業リ 障害者職業センターにおける職業リ
テーション関係業務については、障害者雇用ハビリテーションについては、障害者 ハビリテーション関係業務について
納付金関係業務等と有機的な連携を図るとと各人の障害の種類及び程度並びに希 は、障害者雇用納付金関係業務等と有
もに、サービスを希望する者の就労支援ニー望、適性、職業経験等の条件に応じ、 機的な連携を図るとともに、サービス
ズをできる限り的確に把握しつつ、職業安定総合的かつ効果的に実施すること。そ を希望する者の就労支援ニーズをでき
機関を始め、福祉、教育、医療機関等の関係のために、各関係機関との連携を図る る限り的確に把握しつつ、職業安定機
機関との密接な連携の下、適正かつ効果的にとともに、職業リハビリテーションの 関を始め、福祉、教育、医療機関等の
業務を実施する。実施に係る目標を設定し、厳格な外部 関係機関との密接な連携の下、適正か
また、効率的かつ効果的な業務の実施に資評価を実施すること。 つ効果的に業務を実施する。

するため、外部のリハビリテーション専門家また、効率的かつ効果的な業務の実
から構成する職業リハビリテーション専門部・ 障害者職業総合センター 以下 総 施に資するため、外部のリハビリテー（ 「
会において厳格な評価を実施する。合センター」という ）については、 ション専門家による厳格な評価を実施。

職業リハビリテーションの中核的機 する。
関としての機能を最大限発揮するこ
と。

・ 広域障害者職業センター 以下 広（ 「
域センター」という ）については、。
全国の広範な地域から職業的重度障
害者を受け入れるとともに、地域セ
ンターについては、各都道府県にお
ける中核的な職業リハビリテーショ
ン機関として、職業安定機関、障害
者就業・生活支援センター、就労移
行支援事業者等とのネットワークを
構築し、連携の強化や各種情報の共
有化を図り、職業リハビリテーショ
ンに係る人材の育成や関係機関に対
する助言・援助に取り組むこと。

①職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施

イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門 イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援
の実施的支援の実施 的支援の実施

○支援を必要としている障害者の積極的な受入れの推進 （資料17）・ 地域センターについては、サー ・ 地域センターにおいては、発達 ・ 地域センターにおいては、発達障害者
・障害者の就労支援ニーズの高まりを踏まえ、公共職業安定所、地域の関係機関との連携を通じビスを希望する者の就労支援ニー 障害者等に対する専門的支援を始 等に対する専門的支援を始め、地域にお

て、どの地域においても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにしたズをできる限り的確に把握し、第 め、地域における就労支援機関の ける就労支援機関の整備状況等を踏まえ、
上で、地域センターの専門的支援を必要とする障害者を積極的に受け入れた。受入れに当たっ２期中期目標期間中に延べ１２ 整備状況等を踏まえ、どの地域に どの地域においても適切な職業リハビリ
ては、産業保健推進センターや精神科医師等が開催する研修会への協力等を通じて、メンタル５ ０００人以上の障害者に対し おいても適切な職業リハビリテー， 、 テーションを均等・公平に受けられるよ

、 、 、より就職・職場定着に結びつく効 ションサービスを均等・公平に受 うにした上で、他の機関では支援が困難 ヘルス分野等における医療機関と積極的に連携し また 発達障害者支援センターや教育機関
公共職業安定所の若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム、地域若者サポートス果的な職業リハビリテーションサ けられるようにした上で、他の機 な障害者に対する職業リハビリテーショ
テーションにおける連絡会議への参加等を通じて、発達障害者支援に係る関係機関との連携をービスを実施すること。 関では支援が困難な障害者に対す ンサービスを重点的に実施することとし、
図った。特に、地域における障害者就業・生活支援センター等の関係機関に対する技術的事項各地域における就労支援機関の る職業リハビリテーションサービ ２５，０００人以上の障害者に対し、効
の助言・援助を充実・強化する中で、地域センターに対する理解・認識が高まり、連携関係を状況を踏まえ、どの地域において スを重点的に実施することとし、 果的な職業リハビリテーションサービス
より効果的なものとすることにより、関係機関利用者で、地域センターの専門的支援を必要とも、適切な職業リハビリテーショ 第２期中期目標期間中に延べ１２ を実施する。
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。 、 、ンを均等・公平に受けられるよう ５ ０００人以上の障害者に対し， 、 なお、メンタルヘルス分野等における する者の円滑な受入れを促進した その結果 特に就職等の困難性の高い発達障害者が25.5％
精神障害者が14.1％平成21年度に比べ増加し、全体の実施対象者の総数も29,864人と平成21年にした上で、就職等の困難性の高 効果的な職業リハビリテーション 医療機関と積極的に連携し、精神障害者

。 、 、い障害者（精神障害者、発達障害 サービスを実施する。なお、メン の復職支援（リワーク支援 ・再就職支援） 度に比べ5.1％増加した 特に 精神障害者及び発達障害者等のその他の障害者の占める比率は
新規の利用者については56.6％と2.3ポイント高まり、全体の実施対象者については52.0％と初者、難病者等）に対する専門的支 タルヘルス分野等における医療機 を効果的に行うとともに、ニート等の自
めて５割を超えた。援を重点的に実施すること。 関との連携による精神障害者に対 立支援機関や教育機関との連携を強化し、

発達障害を有するより多くの若者に対しなお、メンタルヘルス分野にお する復職（リワーク ・再就職支）
て、的確かつ幅広い職業リハビリテーシける医療機関との連携による精神 援を行うとともに、ニート等の自

合 計 身 体 知 的 精 神 その他障害者に対するリワーク・再就職 立支援機関や教育機関との連携に ョンサービスを実施する。
（人） 障害者 障害者 障害者支援を行うとともに、ニート等の よる、発達障害を有する若者に対

自立支援機関や教育機関との連携 する支援の充実を図る。
平成22年度 29,864 2,076 12,258 9,481 6,049による、発達障害を有する若者に

〈100.0%> <7.0％> <41.0％> <31.7％> <20.3％>対する支援の充実に努めること。
<構成比>

(105.1%） (92.4%) (97.9%) (114.1%） (113.1%）(平成21年度比)

うち新規利用者 15,997 1,099 5,851 5,512 3,535
〈100.0%> <6.9％> <36.6％> <34.5％> <22.1％><構成比>

平成21年度 28,428 2,246 12,519 8,313 5,350
〈100.0%〉 <7.9％> <44.0％> <29.2％> <18.8％><構成比>

うち新規利用者 15,140 1,255 5,660 4,955 3,270
<8.3％> <37.4％> <32.7％> <21.6％><構成比> <100.0％>

※主たる障害による分類であり、発達障害が主たる者の場合は 「その他」として計上。主たる、
障害が「身体障害 「知的障害」又は「精神障害」であって、併せて発達障害を有する者を加」、
えると、発達障害者の数は3,955人（平成21年度実績3,152人、平成21年度比125.5％ （発達障）
害者数の算出方法は以下同様 。）

・職業リハビリテーションサービスの実施対象者の障害特性やニーズが多様化する中、平成21年
度に策定した「インフォームドコンセントの徹底等による苦情やトラブルのない効果的な職業
リハビリテーションサービスの提供のための留意事項」について、地域センター職員に対する
機構本部による研修において、苦情やトラブルの具体例を挙げて詳細な解説を行う、各地域セ
ンターにおいて苦情等の未然防止や発生した際の組織的対応が図られるよう職員研修を行うな
ど、職員の一層の理解を促進した。

・平成20年度末に廃止したせき髄損傷者職業センターから福岡障害者職業センターにおいて引き福岡障害者職業センターにおいては、
継いだ業務について、利用者ひとり一人の特性・ニーズ等に対応した職業リハビリテーション平成２０年度末に廃止したせき髄損傷者
を実施し、その結果、平成22年度当初において、福岡障害者職業センターの支援を希望してい職業センターから引き継いだ業務につい
た14人のうち８人が就職（復職を含む）した。また、総合せき損センターからの要請に応じたて、利用者一人一人の特性・ニーズ等に
訪問による職業評価及び職業指導を的確に行うため、福岡障害者職業センター職員の総合せき対応した職業リハビリテーションを実施
損センターへの派遣について、これまで現地相談・支援の曜日と時間を固定していたものを、するとともに、総合せき損センターから
利用者と相談のうえ柔軟に設定することとするとともに、新たに入通院患者向けのリーフレッの要請に応じて、訪問による職業評価及
トを作成、総合せき損センターの受付窓口等に備え付け、福岡障害者職業センターによる現地び職業指導を行う。
相談・支援の周知を図った。

○きめ細かな職業リハビリテーション計画の策定・ 的確な職業評価とインフォーム ・ 効果的な職業リハビリテーションサー
・実際の作業場面を活用した職業評価の実施及びそれに基づく職業リハビリテーション計画の策ドコンセント（説明と同意）に基 ビスを実施するため、的確な職業評価と

定を推進した。職業評価については、実際の作業場面における、複数の作業行程を並行して行づいて、個々の障害者の特性に応 インフォームドコンセント 説明と同意（ ）
う課題、納期の前倒し、急な作業分担の変更等臨機応変な対応が求められる課題等を増やすこじた職業リハビリテーション計画 に基づいて、個々の障害者の特性に応じ
とにより、様々な作業場面を体験する機会を通じて、自己理解が促進されるようにした。を策定することとし、第２期中期 た職業リハビリテーション計画を１７，

・障害者自身が自己決定し、主体的に取り組むことが重要であるため、支援の各段階において支目標期間中に当該計画を延べ８ ０００件以上策定する。
援の状況、本人の意思等を踏まえて、職業リハビリテーション計画をきめ細かに策定し、支援５，０００件以上策定する。
を実施することを徹底した。

・また、厳しい雇用情勢が続いていることを踏まえ、個々の障害者について就職実現のためのタ
イムリーな支援を推進すべく、支援期間の中間時点においても、職業リハビリテーション計画
に定めたセンター内での職業準備支援等の支援や求職活動に対する支援の内容や実施方法、実
施期間等の見直しを積極的に行った。

・その結果、職業リハビリテーション計画の策定件数は、24,493件となり、平成21年度実績の5.6
％増となった。また、精神障害者、発達障害者等のその他の障害者に対する職業指導及び職業
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評価の１人当たりの実施回数は、身体障害者、知的障害者の場合を大きく上回っている。

（職業リハビリテーション計画策定件数）

（件） 職リハ計画策定件数

平成22年度 24,493
（平成21年度比） （105.6％）

平成21年度 23,204

（障害別対象者１人当たりの職業指導等の実施回数）

身 体 知 的 精 神 その他
（回） 障害者 障害者 障害者

職 業 指 導 2.06 2.25 3.87 3.60

職 業 評 価 2.33 1.77 4.47 3.21

（ ）・アンケート調査 職リハ計画内容（ ） 資料18
「大変満足している 「満足している」との回答：87.4％（平成21年度実績84.6％）」

・アンケート結果において、不足や不満等のあった地域センターに対し、その分析と改善策の実
施を指示することとしている（アンケート結果の取扱いは以下同様 。）

・平成22年度においては、平成21年度アンケート結果を踏まえ、機構本部において分析の上、各
地域センターにフィードバックし、的確な支援の実施に活用するよう指導するとともに、不足
や不満等の評価については、地域センターに対し、その分析を行い、改善策を講じるよう指示
した。具体的には、職業リハビリテーション計画の説明を受ける際に自分の意見や考えを十分
に伝えることができなかったとの意見のあった地域センターにおいて、利用者のコミュニケー
ション能力等を踏まえ、実施可能な複数のパターンの支援内容を提示しながら職業リハビリテ
ーション計画に関する相談を進めるなどの対応を図った。

（ ）・ 障害者の就労の可能性を高め ・ 個々の障害者の特性を踏まえ作 ・ 個々の障害者の特性を踏まえ作成した ○就職等に向かう次の段階への移行の促進 資料19
・他の地域の関係機関では支援が困難な障害者に対し、個々の障害者の支援ニーズに対応した個るため、地域センターにおける職 成した指導カリキュラムに基づ 指導カリキュラムに基づき、基本的労働

別指導方式での支援を推進した。業準備訓練、職業講習の実施によ き、職業準備訓練及び職業講習を 習慣の獲得、職業に関する知識の習得、
・特に発達障害者等の利用者の増加に対応して、①全ての地域センターにおいて、作業支援プロり、第２期中期目標期間中におい 的確かつ効果的に実施することに 社会生活技能の向上等を図る職業準備支

グラムのカリキュラムとして、他者とのコミュニケーションを要する集団作業を導入するととて７５％以上の対象者が就職等に より、障害者の就労の可能性を高 援(※)を的確かつ効果的に実施すること
もに、発達障害者に対する専門的支援の試行実施に至っていない地域センターにおいては、職向かう次の段階（職業紹介、ジョ め、第２期中期目標期間中に７５ により、障害者の就労の可能性を高め、
業準備講習カリキュラムに、試行の支援プログラムのうちで非試行センターが実施可能な発達ブコーチ支援事業、職業訓練、職 ％以上の対象者が就職等に向かう ７５％以上の対象者が就職等に向かう次
障害者向け対人技能講習や問題解決技能講習を新たに追加する、②うつ病等の気分障害のある場実習等）に移行できるようにす 次の段階（職業紹介、ジョブコー の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事
利用者が増加する中、利用者の要望を受けリワーク支援で行っているストレス対処等に関するること。 チ支援事業、職業訓練、職場実習 業、職業訓練、職場実習等）へ移行でき
講習を地域センターにおける精神障害者自立支援カリキュラムに新たに追加する、③機構内Ｌまた、経済・雇用失業情勢を踏 等）へ移行できるようにするとと るようにするとともに、職業紹介等の業
ＡＮに掲載した全国の地域センターが考案・作成した新たな支援カリキュラム、教材、支援ツまえつつ、職業紹介等の業務を担 もに、職業紹介等の業務を担当す 務を担当する職業安定機関との緊密な連
ール等を活用する等、それぞれの利用者の状況等に応じた創意工夫を行いながら支援を実施し当する職業安定機関との緊密な連 る職業安定機関との緊密な連携を 携を図り、その修了者の就職率が５０％
た。携を図り、第２期中期目標期間中 図り、その修了者の就職率が５０ 以上となることに資するため、その内容

・地域における関係機関の整備状況を踏まえ、どの地域においても適切な職業リハビリテーショにおいてその修了者の就職率が５ ％以上となることに資するため、 の充実を図る。
ンサービスを均等・公平に受けられるようにした上で、関係機関に身体障害者、知的障害者等０％以上となることに資するた その内容の充実を図る。なお、Ｏ さらに、発達障害者に対しては、総合
への支援方法に係る専門的援助を行うことにより、他機関における支援を促進するとともに、め、その内容の充実を図ること。 Ａ講習は、地域センターの専門的 センター職業センターで開発された「ワ
必要に応じて支援技法の活用に係る他機関への助言等を行った。なお、ＯＡ講習は、地域センタ 支援への重点化、民間機関におけ ークシステム・サポートプログラム」の

・職業準備支援については、障害者就業・生活支援センター等の地域の支援機関で行う職業リハーの専門的支援への重点化、民間 る訓練機会の拡大及び障害者委託 技法を活用し、東京など７か所の地域セ
ビリテーション事業が、当機構の助言・援助等もあり、より効果的に行われるようになってき機関における訓練機会の拡大及び 訓練の拡大状況も踏まえ、廃止す ンターにおいて実施している「発達障害
ていることや、これらの機関数が増加していることに伴い、地域の関係機関からの連絡、斡旋障害者委託訓練の拡大状況も踏ま る。 者に対する専門的支援」の試行実施を、
による就職希望の発達障害者等その他の障害者の利用が増加した一方で、身体障害者及び知的え、廃止すること。 宮城、岡山及び福岡に拡大して実施し、
障害者の受講者が大幅に減少し、全体では2,058人と平成21年度実績を下回っている。支援ノウハウのさらなる蓄積を図るとと
なお、より多くの支援回数を必要とする精神障害者及びその他の障害者の全体に占める割合が6もに、実施方法等の効果の検証を行う。
7.8％（平成21年度実績63.3％）と高まった。また、当該専門的支援を実施する地域

センターのカウンセラー、総合センター
の研究員等による「発達障害者に対する

」 、専門的支援プロジェクト委員会 を設け



- 61 -

（職業準備支援の障害別対象者数）試行センターのバックアップを行うとと
もに、効果的な支援技法の検証を行う。

合計 身 体 知 的 精 神 その他
（人） 障害者 障害者 障害者（※ 「職業準備支援」は、職業準備訓練）

若しくは職業講習又はこれらの組み合
平成22年度 2,058 79 583 589 807わせにより行う、就職等に向かう次の

（ ）段階へ着実に移行させるための支援で (平成21年度比) (99.5％) （82.3%） （87.9%） （99.3%） 112.7%
ある。具体的には、職業準備訓練又は

平成21年度 2,068 96 663 593 716職業講習を組み合わせ、地域センター
内での作業支援、職業準備講習カリキ
ュラム又は精神障害者自立支援カリキ

※職業準備支援対象者のうち 発達障害者の数は598人 平成21年度実績585人 平成21年度比102.ュラムの方式により、個々の対象者の 、 （ 、
2％）特性を踏まえて実施している。

（障害別対象者１人当たりの職業準備支援における平均支援回数）

身 体 知 的 精 神 その他
（回） 障害者 障害者 障害者

平均支援回数 32.8 30.0 46.9 46.3

・厳しい雇用情勢が続く中、職業準備支援対象者の就職実現に向け、以下の取組を実施した。
・地域センターにおいては、公共職業安定所の出席を要請し具体的な求人情報に基づいたケー

ス会議等を積極的に実施するとともに、所長を中心とした経営者団体や個別企業を訪問して
の求人要請、ジョブコーチによる職場適応指導実施と併せた求人要請等を実施。特に、未就
職の修了者に対しては、就職のための相談や励ましを引き続き行いながら、個々の修了者の
希望条件に沿った求人開拓や求人情報の提供、採用面接への同行等を実施。

・機構本部においては、各地域センターによる就職実現のため、障害名や障害等級のみでは企
業が理解できない対象者の特性等について対象者自身が自己紹介シートを作成し採用面接で
活用する、未就職の修了者に定期的に来所してもらい就職活動の報告会を実施し就職活動へ
の意欲の維持・向上を図る等、就職に結びつけるうえで効果のあった取組について、四半期
ごとに取りまとめ、全国の地域センター等で共有。

・その結果、職業準備支援等修了者については、就職等に向かう次の段階への移行率88.1％、就
職率67.5％と、いずれも過去最高となった。

（％） 移行率 就職率

平成22年度 88.1％ 67.5％

平成21年度 83.6％ 56.7％

（資料20）・アンケート調査（職業準備支援）
「大変効果があった 「効果があった」との回答：97.0％（平成21年度実績95.1％）」
効果があった支援内容としては 「色々な作業を体験する （62.6％ 「生活リズムを整える」、 」 ）、
（ ）、「 」（ ）、「 」（ ）61.3％ 職場の人との接し方を身につける 59.3％ 作業の仕方を覚える 55. 4％
が多かった。

・平成21年度アンケートで、なかなか就職できず就職意欲が低下しがちで困っているとの意見の
あった地域センターにおいて、支援修了後も未就職状態が続いている受講者が就職活動に関す
る体験を互いに報告し合ったり、求人等の情報を共有するとともに、地域センターからも助言
・励ましを行う機会を設けるなどの取組により、就職意欲の維持を図った。

○発達障害者に対する専門的支援の試行実施
・発達障害者に対し、総合センター職業センターで開発した「ワークシステム・サポートプログ

ラム」による「発達障害者に対する専門的支援」の試行を新潟、東京、愛知、大阪、滋賀、宮
崎及び沖縄センターに加え、新たに、宮城、岡山及び福岡センターにおいて開始した。

・平成22年度は、これまで主な対象として試行を行ってきた知的障害を伴わない自閉症及びアス
ペルガー症候群に加え、新たに注意欠陥多動性障害を対象とし、試行センターにおいて、総合
センター職業センターが平成21年度に開発し「ワークシステム・サポートプログラム」に新た
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に追加した障害の特性や課題を整理するためのアセスメントシート等のツールを活用した。
・発達障害者120人を対象に実施した（修了者93人のうち、就職57人、職場実習中１人、求職活動

中27人（うち職業紹介有り12人 、職業訓練受講中５人、療養３人（平成23年４月末現在 。） ））
・試行地域センターの担当者、総合センターの研究員、総合センター職業センターのカウンセラ

ー等から構成する「発達障害者に対する専門的支援プロジェクト委員会」を設置し、当該地域
センターにおける試行を円滑に実施するためのバックアップを行うとともに、支援を通じて蓄
積された支援ノウハウを活用し、その効果の検証と支援方法の改善を図った。

○精神障害者、発達障害者等に対する支援ノウハウの共有
・全国の地域センター等から参加したカウンセラー、職業訓練指導員等（109人）による職業リハ

ビリテーション業務研究会を開催し、地域センターで実施するリワーク支援については、うつ
病以外の強迫性障害やパニック障害等のある利用者を対象とした段階的な自信の付与や疾病起

、 、因行動への対処方法の習得支援 広域センターで実施する高次脳機能障害者の支援については
復職後の職務再設計や職務遂行補完手段の習得支援の実践状況報告等を行うとともに、各セン
ター等の取組状況について意見交換を行った。

・キャリアプランの再構築を行いながら支援する必要がある精神障害者や自己の障害への理解を
促進しつつ支援する必要がある発達障害者の利用増に対応して、個々の特性に応じたきめ細か
な相談や効果的な支援を行うため、カウンセリング技法や障害特性に応じた実践的な支援技法
の演習等による研修を実施し、全国の地域センター等における支援技法の向上を図った（７月2
1日～７月23日実施。カウンセラー20人、職業訓練指導員２人 。）

・また、地域センターの主任カウンセラー等による東西ブロック別支援事例分析会議を開催し、
精神障害者や発達障害者、高次脳機能障害者に対する職業評価から職業準備支援、就職活動支
援、ジョブコーチ支援までの一連の支援サービスについて効果のあった具体的取組を報告し、
ノウハウの共有を図った。

・新たに、職業評価や職業準備支援において作業や講習の実施に携わる評価アシスタントを対象
とした経験交流会を開催し、先進的な取組や困難を克服した事例等の情報を相互に発表すると
ともに、総合センター職業センターのカウンセラーを講師とした講義、対象者の特性に応じた
コミュニケーション方法に関する演習等を行い、精神障害者及び発達障害者に対する支援のス
キルアップ、ノウハウの共有を図った（48人 。）

・ 発達障害者に対する専門的支援プロジェクト委員会」において試行を実施している地域セン「
ターでの効果的な支援技法、実施体制、関係機関との連携について取りまとめた報告書を作成

、 。 ）し 各地域センターに配付した （資料21
・各地域センターの支援カリキュラム、教材、ツール等の新たな作成例や工夫例を機構本部で収

集し、機構内ＬＡＮにより広く共有（平成22年度新たに135件を追加）し、全国の地域センター
においてそれらを活用することにより効果的な支援の実施に努めた。

・さらに、就職等の困難性の高い精神障害者、発達障害者等に対する支援ノウハウの蓄積及び共
有化を図るため、作業種目や講習・グループミーティングのテーマを多く設定し、支援内容の
全体像を利用者に提示した上で、本人が主体的に選択できるようにすることにより、自主性を
尊重した個別性の高い支援を実施した事例や地域センター内の作業支援のみならず、希望職種
での事業所実習を積極的に取り入れ、その適性等について自己検討できるようにした事例、対
人関係や職場におけるマナーに課題のある精神障害者について、ジョブコーチ支援により特性
に配慮した職場の指導体制を構築することで職場定着が図られた事例（新規）等の好事例を、
機構内ＬＡＮに登載した。

○地域センターにおけるジョブコーチ支援の推進及び福祉施設等によるジョブコーチ支援の促進・ ジョブコーチ支援事業について ・ 職場適応援助者 ジョブコーチ（ ） ・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）によ
（資料22）は、社会福祉法人等に配置される による障害者、事業主等への支援 る障害者 事業主等への支援については、 、

・福祉から雇用への流れを踏まえ、地域センターのジョブコーチ支援については他の機関では支ジョブコーチの活動領域の拡大を については、社会福祉法人等に配 社会福祉法人等に配置されるジョブコー
援が困難な障害者に対する支援を重点的に実施することとし、知的障害者等について他の地域図ること等を踏まえ、第２期中期 置されるジョブコーチの活動領域 チの活動領域の拡大を図ること等を踏ま
の関係機関でも支援が可能なケースは、地域センターと福祉施設等のジョブコーチの協同支援目標期間中において１０，５００ の拡大を図ること等を踏まえ、第 え、他の機関では支援が困難な障害者に
やジョブコーチ支援事業推進協議会におけるケース検討の実施等により、福祉施設等のジョブ人以上の障害者を対象に支援を実 ２期中期目標期間中に１０，５０ 対する支援を重点的に実施する。これに
コーチに対して、支援方法に係る専門的援助を行い、福祉施設等のジョブコーチのみによる支施し、８０％以上の定着率を達成 ０人以上の障害者を対象に的確に より、２，１００人以上の障害者を対象
援の拡充とその効果的な実施を図った。協同支援における専門的援助の実施に当たり、これますること。 実施し、支援終了者の職場への定 に支援を的確に実施し、支援終了者の職
では、事業所内支援が中心であったが、新たに、支援計画書の作成の取組にまで範囲を広げる着率が８０％以上となるようにす 場への定着率が８０％以上となるように
ことで、福祉施設等のジョブコーチによる支援計画作成から事業所内支援に至る一貫した単独る。 する。
での支援が可能となるよう取り組んだ。また、ジョブコーチ支援事業推進協議

・地域センターのジョブコーチによる支援については、知的障害者への支援の減少及び福祉施設会の開催等により、地域センターのジョ
等のジョブコーチでは支援が困難な精神障害者、発達障害者等への支援の増加に対応して、個ブコーチ及び社会福祉法人等に配置され
々の対象者の態様に対応した充実した内容の支援を行った。さらに、支援終了後のフォローアるジョブコーチが、それぞれ又は協同し
ップの効果的・計画的な実施及び事業所内のナチュラルサポート体制の構築を推進した。て行う支援が効果的に実施されるよう、

・ジョブコーチ支援については、増加する発達障害者により的確な支援を行えるよう、実際の就当該支援事案についてのケーススタディ、
労の前に行う職業準備支援の段階からジョブコーチが関わり、個々の対象者の障害特性や状態支援技法等に関する情報交換・提供、連
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を把握する取組を導入した。携方法の協議等を行う。
・地域センターにおける精神障害者及び発達障害者への的確なジョブコーチ支援の実施や福祉施

設等のジョブコーチへの効果的な専門的援助を行うため、機構本部において実務経験が２年以
上の地域センターのジョブコーチを対象に、精神障害者、発達障害者等に関するケーススタデ
ィ、経験の少ないジョブコーチに対する指導技法等の研修を実施し、受講者が地域センターに
おいて伝達研修を行った（51人受講 。）

・その結果、地域センターのジョブコーチ支援対象者については、福祉施設等のジョブコーチの
みによる支援の進展等により知的障害者が減少する一方で、精神障害者及び発達障害者等のそ
の他の障害者が増加したことにより、平成21年度実績を上回った。また、精神障害者及び発達
障害者等のその他の障害者の占める割合は40.9％（平成21年度実績33.8％）と高まった。

・地域センターのジョブコーチ支援終了後の職場適応指導対象者数は、対象者及び事業主のニー
ズを踏まえた計画的なフォローアップを積極的に実施したことにより増加した。

、 、 、・また 精神障害者 発達障害者等のその他の障害者の職場適応指導の１人当たりの実施回数は
身体障害者、知的障害者の場合を大きく上回った。

（ジョブコーチ支援の障害別対象者数）

合計 身 体 知 的 精 神 その他
（人） 障害者 障害者 障害者

平成22年度 3,302 192 1,761 698 651

〈100.0%〉 <5.8％> <53.3％> <21.1％> <19.7％>〈構成比〉

(107.0%) (84.2%) (97.0%) (113.9%） (151.0%）(平成21年度比)

平成21年度 3,087 228 1,815 613 431

〈100.0%〉 <7.4％> <58.8％> <19.9％> <14.0％>〈構成比〉

※発達障害者の数は、513人（平成21年度実績409人、平成21年度比125.4％）

（職場適応指導対象者数）

（人） 平成22年度 平成21年度

職場適応指導対象 5,876 5,375
）者数 （109.3％(平成21年度比)

（障害別対象者１人当たりの職場適応指導実施回数）

対象者 身 体 知 的 精 神 その他
（回） 全 体 障害者 障害者 障害者

4.55 3.70 4.19 5.62 6.50職場適応指導
実施回数

・地域センターのジョブコーチ支援終了者の６か月後定着率は87.6％と過去最高となった。

平成22年度 平成21年度

定着率 87.6％ 84.8％

（ ）・アンケート調査 ジョブコーチ支援（ ） 資料23
「大変効果があった 「効果があった」との回答94.0％（平成21年度実績91.4％ 。」 ）
効果があった内容としては 「困ったとき・悩んだときに、仕事のアドバイスをしてもらう」、
（52.3％ 「仕事の仕方を覚える （45.9％ 「働くペースをつかむ （43.2％）が多かった。）、 」 ）、 」

・平成21年度アンケートの結果において、対象者から地域センターが事業主に対してどのような
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支援をしているのか分かれば安心してジョブコーチ支援が受けられるとの意見があった地域セ
ンターでは、事業主への支援の目的と内容、効果等について、事前に対象者に説明することに
より、事業主の理解や姿勢を認識し、積極的にジョブコーチ支援を受けてもらえるように改善
を図った。

・ジョブコーチ支援事業推進協議会については、ケーススタディ、知識の習得のための講習等を
積極的に行い、支援方法に係る専門的援助を推進した。

ジョブコーチ支援事業推進協議会

実施回数 延参加者

平成22年度 502回 4,713人
（平成21年度比） （103.3％） （101.6％）

平成21年度 486回 4,639人

・地域センターと福祉施設等のジョブコーチとの協同支援は増加し、福祉施設等のジョブコーチ
のみによる支援も増大した。

（福祉施設等のジョブコーチ支援の内訳）

地域センターと福祉施設等の 福祉施設等のジョブコーチ
ジョブコーチとの協同支援(人 のみによる支援（人））

平成22年度 1,810 918
（105.2％） （127.3％）(平成21年度比)

平成21年度 1,721 721

○精神障害者雇用支援ネットワークの充実・強化、復職支援（リワーク支援）の積極的周知及び・ 精神障害者の新規雇入れ、復職 ・ 精神障害者の新規雇入れ、復職 ・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇
（ ）及び雇用継続を促進するため、地 及び雇用継続を促進するため、地 用継続を促進するため、精神障害者雇用 支援ノウハウの蓄積・共有 資料24

・精神障害者総合雇用支援を効果的に実施するためには、医療機関、事業所との連携が不可欠で域における支援ネットワークを構 域における精神障害者雇用支援ネ 支援連絡協議会の効果的な運営等を通じ
あり、精神障害者雇用支援連絡協議会、他の関係機関が開催する連絡会議等の場を活用した周築して、主治医等関係者との密接 ットワークを構築・整備しつつ、 地域における精神障害者雇用支援ネット
知活動を通じて、関係機関への積極的働きかけを実施(3,721機関：平成21年度実績より286機関な連携を図り、障害者に対する職 主治医、事業主、家族等関係者と ワークを構築・整備しつつ、主治医、事
増)した。業指導及び作業支援、事業主に対 の緊密な連携を図り、障害者に対 業主、家族等関係者との緊密な連携を図

・精神障害者雇用支援連絡協議会において、連携に係る関係機関の役割分担等について協議を行する雇用管理の助言・援助等を総 する職業指導及び作業支援、事業 り、障害者に対する職業指導及び作業支
う等によりネットワークの充実・強化を図った。合的に実施すること。 主に対する雇用管理の助言・援助 援、事業主に対する雇用管理の助言・援

・また、メンタルヘルス分野等における医療機関等との連携体制の強化として、メンタルヘルスまた、最近におけるうつ病等の 等を総合的に行う精神障害者総合 助等を総合的に行う精神障害者総合雇用
対策支援センターと、互いのパンフレットを備え置く等による利用者へのそれぞれが行うサー精神障害による休職者の大幅な増 雇用支援を実施する。 支援を実施する。
ビスの周知を図るとともに、メンタルヘルス対策支援センターがリワーク支援希望者を把握し加や休職と復職を繰り返す、休職 また、最近におけるうつ病等の また、最近におけるうつ病等の精神障
た場合には地域センターを紹介するなど相互に紹介をすることにより、より多くの精神障害者期間が長期化するといった復職支 精神障害による休職者の大幅な増 害による休職者の大幅な増加及び休職と
に効果的な支援を行うよう取り組んだ。援の困難な事案の割合の高まりに 加や休職と復職を繰り返す、休職 復職を繰り返す、休職期間が長期化する

・さらに、地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対し、障害者就業・生活支援センタ対応するため、総合センターが中 期間が長期化するといった復職支 といった復職支援の困難な事案の割合の
ー等地域の関係機関と連携して、当該機関への地域センター職員の訪問によるリワーク支援を心となって開発した最新の支援技 援の困難な事案の割合の高まりに 高まりに対応するため、総合センターが
実施し、幅広い対象者への支援を行った。法を導入した個別実践型リワーク 対応するため、総合センターが中 中心となって開発した最新の支援技法を

・離転職を繰り返す、休職期間が長期化するといった困難事案の割合の高まりに対応し、個々のプログラムにより、多様な精神障 心となって開発した最新の支援技 導入した個別実践型リワークプログラム
対象者の状況に応じて復帰後の新たな職務や環境に対する対応力の向上に関する支援やキャリ害者を対象に個別状況に応じたよ 法を導入した個別実践型リワーク により、多様な精神障害者を対象に復帰
アプランの再構築に関する支援を加えた、個別実践型リワークプログラムを全国の地域センタり効果的な復職支援を行うこと。 プログラムにより、多様な精神障 後の環境への適応にも重点を置きつつ個
ーで実施した。当該プログラムの実施に当たっては、支援効果をさらに高めるべく、対象者のこれらにより、第２期中期目標 害者を対象に復帰後の環境への適 別状況に応じたより効果的な復職支援を
主体的取組を促進できるよう新たに、対象者が自らの復職に向けた課題に応じて必要な講習等期間中において、精神障害者９， 応にも重点を置きつつ個別状況に 実施する。支援に当たっては、事業主、
を選択する、社会生活リズム確立のために講習等のない時間帯も一律に地域センターに通所す０００人以上を対象に専門的な支 応じたより効果的な復職支援を行 主治医等に対する積極的な周知活動を行
る方法から自ら通所以外の活動も計画し、実行する手法を取り入れる工夫をした。援を行い、復職支援及び雇用継続 う。 い、より多くの精神障害者が復職支援を

・事業主、主治医等との密接な連携を図り、より多くの精神障害者がリワーク支援を受けられる支援終了者の７５％以上が復職又 これらにより、第２期中期目標 受けられるようにするとともに、個別の
よう、経営者協会や商工会議所、労働基準協会等の事業主団体の協力を得て医療機関・事業所は雇用継続できるようにするこ 期間中に精神障害者９，０００人 支援に際しては、これら関係者との十分
向けのリワーク支援の活用を呼びかけるパンフレット(好事例等）を配布したほか、地域の実情と。 以上を対象に積極的かつ効果的に な連携を行い 効果的な支援を実施する、 。
に応じて、企業や医療機関に対し、リワーク支援へのニーズ等を把握する調査を実施するとと実施し、復職支援及び雇用継続支 これらにより、精神障害者１，９５０
もに、ニーズがある企業等に対しては個別訪問等を行うなどにより、リワーク支援の周知及び援終了者の復職・雇用継続率が７ 人以上を対象に積極的かつ効果的に支援
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（ ）５％以上となるようにする。 を実施する。 活用促進を図った。 資料25
・各地域センターにおいて、自治体の広報誌や事業主団体機関誌へのリワーク支援紹介記事の掲また、復職支援及び雇用継続支援終了

載を要請したり、地元紙等の取材に積極的に応じるなど、支援を必要とする人達ができる限り者について、復職・雇用継続率が７５％
多く利用できるよう、一層の周知に取り組んだ。以上となるようにする。

・その結果、精神障害者総合雇用支援の対象者数は平成21年度よりも大幅に増加した。
精神障害者総合雇用支援において連携を図った医療機関は1,572機関と平成21年度実績（1,531・ 地域センターからジョブコーチ ・ 地域センターからジョブコーチによる
機関）より増加した。による支援又は精神障害者総合雇 支援又は精神障害者総合雇用支援を受け
復職・雇用継続率は82.0％であり、過去最高となった。用支援を受けた障害者に対してア た障害者に対してアンケート調査を実施

し、有効回答のうち８０％以上の障害者ンケート調査を実施し、有効回答
（支援対象精神障害者数）のうち８０％以上の障害者から効 から効果があった旨の評価が得られるよ

うにする。果があった旨の評価を得られるよ
（人） 支援精神障害者数うにする。

平成22年度 2,459
(平成21年度比） （121.6％）

平成21年度 2,023

（復職・雇用継続率）

平成22年度 平成21年度

復職・雇用継続率 82.0％ 80.8％

（ ）・アンケート調査 精神障害者総合雇用支援（ ） 資料26
「大変効果があった 「効果があった」との回答：99.1％（平成21年度実績96.7％ 。」 ）
効果があった内容としては、リワーク支援については 「生活リズムの構築 （92.6％ 「ス、 」 ）、
トレス場面での気分・体調の自己管理 （74.0％）が多かった。ジョブコーチ支援については、」

困ったとき・悩んだときに仕事のアドバイスをもらう 66.7％ 働くペースをつかむ 5「 」（ ）、「 」（
1.1％）が多かった。

・平成21年度アンケートの結果において、リワーク支援の効果に対しては 「効果があった 、、 」
「復職できた」などいずれも評価する回答が寄せられ、不足や不満等は見られなかったことか
ら、引き続き的確な支援の実施に努めた。

※評価シート10に別記・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下 ・ 広域障害者職業センター（以下「広域
センター」という ）については、全国のの広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ 。
広範な地域から職業的重度障害者を受け者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職
入れるという本来の役割を十分に果たすを十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい
よう、職業安定機関、地域センター及びーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ
その他関係機関との積極的な連携によりを行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ
対象者の把握・支援等を行う。ーと連携して対象者の把握・支援

等を行う。

ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施イ 障害者の雇用管理に関する専門的 ② 障害者の雇用管理に関する専門的 ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援
の実施な支援の実施 な支援の実施

（ 、 ）地域センターにおいて、職業リ 地域センターにおいて、障害者 地域センターにおいて、職業安定機関が ○事業主ニーズを踏まえた専門的支援の積極的実施 資料27 資料28
・障害者雇用のノウハウが不足している企業への職業安定機関との同行訪問など、職業安定機関ハビリテーション専門機関の立場 の雇用管理に関する事項について、 実施する雇用率達成指導等と連携しつつ、

が行う雇用率達成指導への協力、事業主のニーズに応じたジョブコーチ支援の積極的な実施、から、事業主に対する雇用管理に 職業リハビリテーション専門機関 障害者の雇用管理に関する事項について、
事業主支援ワークショップの実施、事業主支援計画に基づく体系的支援の実施など、障害者の関する助言その他の援助を事業主 の立場から、事業主に対する的確 職業リハビリテーション専門機関の立場か
雇用管理に関する事項について事業主への相談・援助に積極的に取り組んだ。実施に当たってのニーズに応じて的確に実施し、 な支援を実施し、障害者の就職又 ら、事業主に対する的確な支援を実施し、

、 、障害者の就職又は職場適応を促進 は職場適応を促進する。 障害者の就職又は職場適応を促進する。 は あと１人の雇用で雇用率達成となる事業所に職業安定機関が行う雇用率達成指導に同行し
地域センター利用者の求職情報提供と雇用に向けた具体的な職務内容の提案を行うなど積極的すること。 また、採用、職場定着等の各段階での事
に協力するとともに、指導対象企業のリストの提供を受け、当該企業を重点対象とした事業主業主の障害者雇用の取組に応じた支援を推
支援ワークショップを実施した。進するため 共通の課題を有する事業主が、 、

・企業同士がグループワーク方式により障害者雇用管理上の課題を発見し、その解決の糸口をつグループワーク方式で事例発表、意見交換
かむための事業主支援ワークショップを障害者雇用率未達成企業を重点として実施し、障害者等を行うことにより雇用管理上の課題や解
雇用率達成に向けた取組を始めるきっかけとなるよう先行企業の事例発表やそれを踏まえた意決の糸口をつかむ機会を設けるとともに、
見交換等を行い、個々の企業の課題やニーズを把握したうえで、必要に応じ、地域センターの課題解決のための助言・援助を行う事業主
ジョブコーチ支援など個別支援に障害者の雇用促進のための助成金や就労支援機器の貸出し措支援ワークショップを実施し、自主的な取
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置を結びつけることにより、効果的に事業主支援を展開した。また、地域の企業のニーズに応組を促進する。
じて精神障害者の職場復帰に取り組もうとしている企業を対象に同様な手法により事業主支援
ワークショップを実施し、職場復帰の取組のきっかけ作りを行い、職場復帰に取り組むことと的確な支援を実施するため、事 的確な支援を実施するため、事業主のニ
なった企業に対してはリワーク支援を実施した。業主のニーズに応じた事業主支援 ーズに応じた事業主支援計画に基づく支援

・事業主の個々のニーズ等を把握し、企業の実情を踏まえた専門的な支援を実施するために具体計画に基づく支援を積極的に実施 を積極的に実施することとし、当該計画を
的な事業主支援計画の策定に努力した。することとし、第２期中期目標期 ５，５００件以上策定する。また、当該計

・厳しい雇用情勢への対応としての職業準備支援修了者等の就職促進対策の強化の取組の一環と間中に事業主支援計画を延べ２７， 画に基づく支援を受けた事業主に対して追
して、相談が寄せられた事業主に対する継続的なフォローアップを通じて、助成金を活用した５００件以上策定する。また、当 跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以
障害者の雇入れ等事業主への提案型の助言・援助と、事業主支援計画の策定を推進した。該計画に基づく支援を受けた事業 上の事業主から具体的な課題改善効果が見

・その結果、対象事業所数は平成21年度とほぼ同水準となっており、事業主支援計画策定件数は1主に対して追跡調査を実施し、有 られた旨の評価が得られるようにする。
0.6％増加した。効回答のうち７０％以上の事業主

・また、職業安定機関が実施する雇用率達成指導と連携した事業主支援の実施企業数は、667社とにおいて具体的な課題改善効果が
なり、平成21年度比で4.2％増となった（平成21年度640社 。見られるようにする。 ）

（対象事業所数、事業主支援ワークショップ実施回数、事業主支援計画策定件数）

対象 事業主支援ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 事業主支援計画
事業所数 実施回数 策定件数

平成22年度 15,766所 152回 10,874件
（102.0%） （118.8%） （110.6%）(平成21年度比）

平成21年度 15,462所 128回 9,831件

（資料29）・追跡調査（事業主支援）
「大変効果があった 「効果があった」との回答：92.1％（平成21年度実績91.5％ 。」 ）
効果があった支援内容としては 「障害特性の理解と障害に応じた対応方法 （70.5％ 「対象、 」 ）、
者に応じた指導方法 （68.0％ 「リワーク支援を受けた社員自身の適応力が向上した」」 ）、

（66.7％）が多かった。
・平成21年度に実施した事業主支援の有用度に係る追跡調査の結果を踏まえ、採用時にジョブコ

ーチ支援を実施した事業所より、障害者の指導担当者が人事異動のため交替する際にどんなこ
とに留意して引き継いだらよいか教えて欲しいという要望のあった地域センターにおいて、速
やかに事業主の実情を確認し、引継ぎのための情報整理、資料作成等へのアドバイスを行うと
ともに、雇用開始時のみならず障害者が就業している限りは、いつでも支援が可能である旨を
説明した。

評価の視点等 自己評価 Ｓ 評定 Ｓ

【評価項目７ 地域障害者職業センターにおける障害者及び ・全ての数値目標を達成するとともに、全指標で平成21年度実績を上 （委員会としての評定理由）
事業主に対する専門的支援】 回り、10指標で過去最高の実績となり、以下の「評価の視点」に対 12指標すべてで平成21年度実績を上回り、このうち、職業準備

応した。 支援修了者の就職率や精神障害者総合雇用支援の復職・雇用継続
① 過去最多の29,864人に対し職リハサービスを提供。また、公共 率など10指標で過去最高の実績となっており、障害者への支援に

職業安定所、地域の就労支援機関等との連携を通じて、どの地域 大幅な貢献を果たしていると高く評価できる。
においても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けら また、精神障害者の職場復帰支援などの意欲的取組は高い公共
れるようにした上で、他の就労支援機関では支援が困難な障害者 性を持ち、民間では実施が難しい事業を着実に実行していること
に対する支援を積極的に実施 平成21年度比精神障害者14.1％増 も高く評価できる。さらに利用者からの評価も高く、障害者雇用（ 、
発達障害者25.5％増 。職業リハビリテーション計画の策定件数 支援のきめ細かな充実への努力が認められる。）
は24,493件となり、平成21年度実績の5.6％増となった。

② 職業準備支援は、個々の障害者の支援ニーズに対応した個別指 （各委員の評定理由）
導方式での支援を推進し、精神障害者、発達障害者への支援に重 ・過去最高の目標達成をするなど障害者への支援に大幅な貢献を
点を置いて実施。厳しい雇用情勢が続く中、就職等に向かう次の 果たしている。また、障害者側からの評価も高く、内容のきめ細
段階への移行率（88.1％ 、就職率（67.5％）ともに過去最高と かな充実への努力は高く評価される。）
なった また OA講習は中期計画に則り平成20年度末に廃止した ・障害者の横のつながり、支援者とのつながりなどリレーショナ。 、 。

③ 発達障害者に対する専門的支援は、総合センター職業センター ルなしくみの構築は高く評価される。
が開発した「ワークシステム・サポートプログラム」による専門 ・ 不満」への対応もなされている点は評価できる。「
的支援の試行実施を新潟、東京、愛知、大阪、滋賀、宮崎及び沖 ・ジョブコーチを活用し定着支援にも対応できている。
縄に加え、宮城、岡山及び福岡に拡大するとともに 「発達障害 ・全指標で21年度実績を上回り、10指標で過去最高であることは、
者に対する専門的支援プロジェクト委員会」において試行センタ かなり評価できる。
ーでの効果的な支援技法、実施体制、関係機関との連携について ・全12指標で目標を達成している。
報告書を作成し、各地域センターに配付した。さらに、大幅な利 ・実際の雇用へと繋げている。
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用増が続く発達障害者に対する個々の特性に応じたきめ細かな相 ・多くの指標が過去最高となるなど、大きな成果を上げている。
談や効果的な支援を行うための研修を実施し、総合センター職業 非常に重要な業務であり、今後の更なる努力を期待する。
センターが開発した作業支援や個別相談に関する最新の支援技法 ・リワーク・プログラムなど意欲的な取り組みは、高い公共性を
について演習等を行うことにより、全国の地域センター等におけ 持つものである。民間にはできにくい事業を着実に遂行している
る支援技法の向上を図った。 ことは高く評価すべきである。しかし、事業所との関連でリワー

④ 福祉から雇用への流れを踏まえ、地域センターのジョブコーチ ク・プログラムが必ずしも有効でない点もあり、障害者個人のサ
支援については他の機関では支援が困難な障害者に対する支援を ポートという観点から、更なる検討が求められる。
重点的に実施することとし、知的障害者等について他の就労支援
機関でも支援が可能なケースは、地域センターと福祉施設等のジ （その他意見）
ョブコーチの協同支援やジョブコーチ支援事業推進協議会におけ ・地域障害者職業センターのノウハウを地域の就労支援センター
るケース検討の実施等により、福祉施設等のジョブコーチに対し に広げていくことに、より積極的に取り組むべきである。
て、支援方法に係る専門的援助を行い、福祉施設等のジョブコー ・支援困難な障害のある人への個別的支援に特化した機能は評価
チのみによる支援の拡充とその効果的な実施を図った その結果 できる。特に個別実践型リワークプログラムの拡がりへの貢献に。 、
地域センターのジョブコーチ支援対象者については、福祉施設等 期待したい。
のジョブコーチのみによる支援の進展等により知的障害者が減少

、 、する一方で 精神障害者及び発達障害者等が増加したことにより
平成21年度実績を上回るとともに、精神障害者及び発達障害者等
の占める割合は40.9％（平成21年度33.8％）と高まり、合計3,302
人（目標2,100人）の障害者に支援を実施した。
支援終了者の６か月後定着率は87.6％と過去最高となった。

⑤ 精神障害者総合雇用支援は、目標（1,950人）を上回る2,459人
（平成21年度2,023人)に対して実施した。精神障害者総合雇用支
援を受けた障害者に対するアンケート調査では 「大変効果があ、
った 「効果があった」との回答が99.1％と、目標（80％）を大」
幅に上回る過去最高の評価を得た。

⑥ 事業主支援業務は 目標 5,500件 を大幅に上回る10,874件 平、 （ ） （
成21年度9,831件）の支援計画を策定し、その計画に基づく体系的
支援を実施した。事業主に対する追跡調査における課題改善効果
は目標（70％）を大幅に上回る92.1％と過去最高の評価を得た。

［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に※
ついて、年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： イ 障害者の。 「
者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リ 個々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
ハビリテーションサービスを実施すること。
２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビ 平成22年度 29,864人
リテーションサービスを実施すること。 平成21年度 28,428人

平成20年度 27,435人

・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： イ 障。 「
べ８５，０００件以上策定すること。 害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画
を１７，０００件以上策定すること。 平成22年度 24,493件

平成21年度 23,204件
平成20年度 19,823件

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： イ 障害者の。 「
かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓 個々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
練、職場実習等）へ移行できるようにすること。
７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階 職業紹介 平成22年度 88.1％（ 、
ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行で 平成21年度 83.6％
きるようにすること。 平成20年度 80.1％

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： イ 障。 「
の修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、 害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
その内容の充実を図ること。
職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上 平成22年度 67.5％
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となることに資するため、その内容の充実を図ること。 平成21年度 56.7％
平成20年度 52.2％

・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中 ・次のとおり対象者数は年度計画の目標を大幅に上回り、定着率は年
において１０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施 度計画の目標を上回った （業務実績： イ 障害者の個々の特性に。 「
し、８０％以上の定着率を達成すること。 応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、
２，１００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、 【対象者数】 【定着率】
支援終了者の職場への定着率が８０％以上となるようにす
ること。 平成22年度 3,302人 平成22年度 87.6％

平成21年度 3,087人 平成21年度 84.8％
平成20年度 3,064人 平成20年度 84.5％

・第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人 ・次のとおり対象者数は年度計画の目標を大幅に上回り、復職・雇用
以上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続 継続率は年度計画の目標を上回った （業務実績： イ 障害者の個。 「
支援終了者の７５％以上が復職又は雇用継続できるように 々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
すること。
精神障害者総合雇用支援を精神障害者１，９５０人以上を 【対象者数】 【復職・雇用継続率】
対象に積極的かつ効果的に実施する。また、復職支援及び
雇用継続支援終了者について、復職・雇用継続率が７５％ 平成22年度 2,459人 平成22年度 82.0％
以上となるようにすること。 平成21年度 2,023人 平成21年度 80.8％

平成20年度 1,467人 平成20年度 80.2％

・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者 ・次のとおりジョブコーチ支援は中期計画の目標を上回り、精神障害
総合雇用支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実 者総合雇用支援は中期計画の目標を大幅に上回った 業務実績： イ。（ 「
施し、有効回答のうち８０％以上の障害者から効果があっ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 （Ｐ.58）参照）」
た旨の評価が得られるようにすること。

【ジョブコーチ支援】 【精神障害者総合雇用支援】

平成22年度 94.0％ 平成22年度 99.1％
平成21年度 91.4％ 平成21年度 96.7％
平成20年度 92.7％ 平成20年度 96.3％

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ロ 障。 「
０件以上策定すること。 害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 （Ｐ.65）参照）」
事業主のニーズに応じた事業主支援計画を５，５００件以
上策定すること。 平成22年度 10,874件

平成21年度 9,831件
平成20年度 7,120件

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ロ 障。 「
けた事業主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７ 害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 （Ｐ.65）参照）」
０％以上の事業主において具体的な課題改善効果が見られ
るようにする。 平成22年度 92.1％
事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡 平成21年度 91.5％
調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具 平成20年度 90.3％
体的な課題改善効果が見られた旨の評価が得られるように
すること。

［評価の視点］
第２ ３ (1) ① イ 障害者の個々の特性に応じた専門的

支援の実施

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 実績：○
者に対し、効果的な職業リハビリテーションサービスを実 ・障害者の就労支援ニーズの高まりを踏まえ、公共職業安定所、地域
施するための取組を進めているか。 の関係機関との連携を通じて、どの地域においても適切な職業リハ
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ビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、地域セ
ンターの専門的支援を必要とする障害者を積極的に受け入れた。受
入れに当たっては、産業保健推進センターや精神科医師等が開催す
る研修会への協力等を通じて、メンタルヘルス分野等における医療

、 、 、機関と積極的に連携し また 発達障害者支援センターや教育機関
公共職業安定所の若年コミュニケーション能力要支援者就職プログ
ラム、地域若者サポートステーションにおける連絡会議への参加等
を通じて、発達障害者支援に係る関係機関との連携を図った。
特に、地域における障害者就業・生活支援センター等の関係機関に
対する技術的事項の助言・援助を充実・強化する中で、地域センタ
ーに対する理解・認識が高まり、連携関係をより効果的なものとす
ることにより、関係機関利用者で、地域センターの専門的支援を必
要とする者の円滑な受入れを促進した。
その結果、特に就職等の困難性の高い発達障害者が25.5％、精神障
害者が14.1％平成21年度に比べ増加し、全体の実施対象者の総数も2
9,864人と平成21年度に比べ5.1％増加した。また、精神障害者及び
発達障害者等の占める比率は、新規の利用者については56.6％と2.3
ポイント高まり、全体の実施対象者については52.0％と初めて５割
を超えた。

（業務実績：イの「支援を必要としている障害者の積極的な受入れの
推進 （Ｐ.58）参照）」

・的確な職業評価とインフォームドコンセント 説明と同意 実績：○（ ）
に基づいて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件 ・実際の作業場面を活用した職業評価の実施及びそれに基づく職業リ
以上の職業リハビリテーション計画を策定するための取組 ハビリテーション計画の策定を推進した。職業評価については、実
を進めているか。 際の作業場面における、複数の作業行程を並行して行う課題、納期

の前倒し、急な作業分担の変更等臨機応変な対応が求められる課題
等を増やすことにより、様々な作業場面を体験する機会を通じて、
自己理解が促進されるようにした。

、 、・障害者自身が自己決定し 主体的に取り組むことが重要であるため
支援の各段階において支援の状況、本人の意思等を踏まえて、職業
リハビリテーション計画をきめ細かに策定し、支援を実施すること
を徹底した。

・厳しい雇用情勢が続いていることを踏まえ、個々の障害者について
就職実現のためのタイムリーな支援を推進すべく、支援期間の中間
時点においても、職業リハビリテーション計画に定めたセンター内
での職業準備支援等の支援や求職活動に対する支援の内容や実施方
法、実施期間等の見直しを積極的に行った。

・その結果、職業リハビリテーション計画の策定件数は、24,493件と
なり、平成21年度実績の5.6％増となった。

・アンケート調査で、職業リハビリテーション計画については87.4％
から「大変満足している 「満足している」との評価を得た（平成2」
1年度実績84.6％）

・平成21年度アンケート結果を踏まえ、機構本部において分析の上、
各地域センターにフィードバックし、的確な支援の実施に活用する
よう指導するとともに、不足や不満等の評価については、地域セン
ターに対し、その分析を行い、改善策を講じるよう指示した。具体
的には、職業リハビリテーション計画の説明を受ける際に自分の意
見や考えを十分に伝えることができなかったとの意見のあった地域
センターにおいて、利用者のコミュニケーション能力等を踏まえ、
実施可能な複数のパターンの支援内容を提示しながら職業リハビリ
テーション計画に関する相談を進めるなどの対応を図った。

（業務実績：イの「きめ細かな職業リハビリテーション計画の策定」
（Ｐ.59）参照）

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 実績：○
かう次の段階に移行できるための取組を進めているか。 ・職業準備支援については、障害者就業・生活支援センター等の地域

の支援機関で行う職業リハビリテーション事業が、当機構の助言・
、 、援助等もあり より効果的に行われるようになってきていることや

これらの機関数が増加していることに伴い、地域の関係機関からの
連絡、斡旋による就職希望の発達障害者等その他の障害者の利用が
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増加した一方で、身体障害者及び知的障害者の受講者が大幅に減少
し、全体では2,058人と平成21年度実績を下回っている。なお、より
多くの支援回数を必要とする精神障害者及びその他の障害者の全体
に占める割合が67.8％（平成21年度実績63.3％）と高まった。

・職業準備支援等修了者の就職等に向かう次の段階への移行率は88.1
％と過去最高となった。

・アンケート調査で、職業準備支援について97.0％から「大変効果が
」「 」 （ ）。あった 効果があった との評価を得た 平成21年度実績95.1％

具体的には 「色々な作業を体験する （62.6％ 「生活リズムを整、 」 ）、
える 61.3％ 職場の人との接し方を身につける 59.3％ 作」（ ）、「 」（ ）、「
業の仕方を覚える （55.4％）等の回答を得た。」

・平成21年度アンケートで、なかなか就職できず就職意欲が低下しが
ちで困っているとの意見のあった地域センターにおいて、支援修了
後も未就職状態が続いている受講者が就職活動に関する体験を互い
に報告し合ったり、求人等の情報を共有するとともに、地域センタ
ーからも助言・励ましを行う機会を設けるなどの取組により、就職
意欲の維持を図った。

（ 「 」（ ）業務実績：イの 就職等に向かう次の段階への移行の促進 Ｐ.60
参照）

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の 実績：○
修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、内 ・他の地域の関係機関では支援が困難な障害者に対し、個々の障害者

、容の充実を図っているか。 の支援ニーズに対応した個別指導方式での支援を推進するとともに
各地域センターの支援カリキュラム、教材、ツール等の新たな作成
例や工夫例を機構内ＬＡＮにより広く共有し、全国の地域センター
においてそれらを活用することにより効果的な支援の実施に努め、
公共職業安定所、福祉機関、医療機関等の関係機関とも密接な連携
を図り、特に公共職業安定所の参加を得ての具体的求人情報に基づ
くケース会議を踏まえて、当該障害者が求人事業所への職場適応能
力を身に付けられるよう職業準備訓練・職業講習の個別のカリキュ
ラムの見直しを積極的に行ったことにより、厳しい雇用情勢が続く
中で、就職率は67.5％と過去最高となった。

（ 「 」（ ）業務実績：イの 就職等に向かう次の段階への移行の促進 Ｐ.60
参照）

・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。 実績：○
・民間機関のＯＡ機器操作技能習得のための訓練実施状況等について

の調査の実施により、当機構のＯＡ講習を廃止しても障害者のＯＡ
機器操作技能習得について全地域で必要かつ十分な訓練機会が確保
されていることが明らかになったことから、中期計画に則り平成20
年度末に廃止した。

・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０， 実績：○
５００人以上、定着率８０％以上となるための取組を進め ・地域センターのジョブコーチによる支援については、福祉施設等の
ているか。 ジョブコーチでは支援が困難な精神障害者、発達障害者等への支援

の増加に対応して、個々の対象者の態様に対応した充実した内容の
支援を3,302人の対象者に実施した。さらに、支援終了後のフォロー
アップの効果的・計画的な実施及び事業所内のナチュラルサポート
体制の構築を推進した。

・こうした取組を的確に実施するため、機構本部において実務経験が
２年以上の地域センターのジョブコーチを対象に、精神障害者、発
達障害者等に関するケーススタディ、経験の少ないジョブコーチに
対する指導技法等の研修を実施し、受講者が地域センターにおいて
伝達研修を行った。

・その結果、地域センターのジョブコーチ支援対象者については、福
祉施設等のジョブコーチのみによる支援の進展等により知的障害者
が減少する一方で、精神障害者及び発達障害者等が増加したことに
より、平成21年度実績を上回るとともに、精神障害者及び発達障害
者等のその他の障害者の占める割合は40.9％（平成21年度実績33.8
％）と高まった。

、・地域センターのジョブコーチ支援終了後の職場適応指導対象者数は
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5,876人と平成21年度比9.3％増加した。特に、精神障害者、発達障
、害者等のその他の障害者の職場適応指導の１人当たりの実施回数は

身体障害者、知的障害者の場合を大きく上回った。
・これらにより、定着率は87.6％と目標値を上回り、過去最高となっ

た。
（業務実績：イの「地域センターにおけるジョブコーチ支援の推進及

び福祉施設等によるジョブコーチ支援の促進 （Ｐ.62）参照）」

・第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上、復 実績：○
職支援及び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％ ・精神障害者総合雇用支援を効果的に実施するためには、医療機関、
以上となるための取組を進めているか。 事業所との連携が不可欠であり、精神障害者雇用支援連絡協議会、

他の関係機関が開催する連絡会議等の場を活用した周知活動を通じ
て、関係機関への積極的働きかけを実施(3,721機関：平成21年度実
績より286機関増)した。

・精神障害者雇用支援連絡協議会において、連携に係る関係機関の役
割分担等について協議を行う等によりネットワークの充実・強化を
図った。

・また、メンタルヘルス分野等における医療機関等との連携体制の強
化として、メンタルヘルス対策支援センターと、互いのパンフレッ
トを備え置く等による利用者へのそれぞれが行うサービスの周知を
図るとともに、メンタルヘルス対策支援センターがリワーク支援希
望者を把握した場合には地域センターを紹介するなど相互に紹介を
することにより、より多くの精神障害者に効果的な支援を行うよう
取り組んだ。

・さらに、地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対し、障
害者就業・生活支援センター等地域の関係機関と連携して、当該機
関への地域センター職員の訪問によるリワーク支援を実施し、幅広
い対象者への支援を行った。

・離転職を繰り返す、休職期間が長期化するといった困難事案の割合
の高まりに対応し、個々の対象者の状況に応じて復帰後の新たな職
務や環境に対する対応力の向上に関する支援やキャリアプランの再
構築に関する支援を加えた、個別実践型リワークプログラムを全国
の地域センターで実施した。当該プログラムの実施に当たっては、
支援効果をさらに高めるべく、対象者の主体的取組を促進できるよ
う新たに、対象者が自らの復職に向けた課題に応じて必要な講習等
を選択する、社会生活リズム確立のために講習等のない時間帯も一

、律に地域センターに通所する方法から自ら通所以外の活動も計画し
実行する手法を取り入れるなどの工夫をした。

・事業主、主治医等との密接な連携を図り、より多くの精神障害者が
リワーク支援を受けられるよう、経営者協会や商工会議所、労働基
準協会等の事業主団体の協力を得て医療機関・事業所向けのリワー

） 、ク支援の活用を呼びかけるパンフレット(好事例等 を配布したほか
地域の実情に応じて、企業や医療機関に対し、リワーク支援へのニ
ーズ等を把握する調査を実施するとともに、ニーズがある企業等に
対しては個別訪問等を行うなどにより、リワーク支援の周知及び活
用促進を図った。

・各地域センターにおいて、自治体の広報誌や事業主団体機関誌への
リワーク支援紹介記事の掲載を要請したり、地元紙等の取材に積極
的に応じるなど、支援を必要とする人達ができる限り多く利用でき
るよう、一層の周知に取り組んだ。

・その結果、精神障害者総合雇用支援の対象者数は2,459人と平成21年
度実績（2,023人）よりも大幅に増加した。
精神障害者総合雇用支援において連携を図った医療機関は1,572機関
と平成21年度実績（1,531機関）より増加した。
復職・雇用継続率は82.0％と目標値を上回り、過去最高となった。

（業務実績：イの「精神障害者雇用支援ネットワークの充実・強化、
復職支援（リワーク支援）の積極的周知及び支援ノウハウの蓄積・
共有 （Ｐ.64）参照）」

・アンケート調査において回答者のうち８０％以上の障害者 実績：○
、 、から効果があった旨の評価が得られたか。 ・アンケート調査で ジョブコーチによる支援については94.0％から
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また、精神障害者総合雇用支援については99.1％から「大変効果が
あった 「効果があった」との評価を得た。」

・ジョブコーチ支援について具体的には 「困ったとき・悩んだとき、
に、仕事のアドバイスをしてもらう （52.3％ 「仕事の仕方を覚」 ）、

」（ ）、「 」（ ） 。える 45.9％ 働くペースをつかむ 43.2％ 等の回答を得た
・精神障害者総合雇用支援のうちリワーク支援について具体的には、

「生活リズムの構築 （92.6％ 「ストレス場面での気分・体調の」 ）、
自己管理 （74.0％）等の回答を得た。精神障害者総合雇用支援の」
うちジョブコーチ支援について具体的には 「困ったとき・悩んだ、
ときに仕事のアドバイスをもらう （66.7％ 「働くペースをつか」 ）、
む （51.1％）等の回答を得た。」

・平成21年度アンケートの結果において、対象者から地域センターが
事業主に対してどのような支援をしているのか分かれば安心してジ
ョブコーチ支援が受けられるとの意見があったことから、事業主へ
の支援の目的と内容、効果等について、事前に対象者に説明するこ
とにより、事業主の理解や姿勢を認識し、積極的にジョブコーチ支
援を受けてもらえるように改善を図った。

・なお、リワーク支援については 「効果があった 「復職できた」、 」、
などいずれも評価する回答が寄せられ、不足や不満等は見られなか
ったことから、引き続き的確な支援の実施に努めた。

（業務実績：イの「地域センターにおけるジョブコーチ支援の推進及
び福祉施設等によるジョブコーチ支援の促進 （Ｐ.62 「精神障害」 ）、
者雇用支援ネットワークの充実・強化、復職支援（リワーク支援）
の積極的周知及び支援ノウハウの蓄積・共有 （Ｐ.64）参照）」

・広域障害者職業センターについて、全国の広範な地域から 実績：○
職業的重度障害者を受け入れることができるよう、職業安 ・機構本部及び中央校・吉備校の連絡・調整会議において検討し、決
定機関及び地域障害者職業センターと連携して対象者の把 定した方針に基づき、中央校及び吉備校が協力連携し、公共職業安
握・支援等を行っているか。 定所、福祉機関等の関係機関への訪問、要請を全国展開するととも

に、地域センターによる積極的な訓練対象者の把握及び両校への情
報提供に積極的に取り組んだ。

・吉備校においては、新たに、精神障害者について、入寮による受入
れを開始した。

・中央校においては、新たに、国立障害者リハビリテーションセンタ
ー（以下「障リハ」という ）の入所者で職業訓練の受講希望者が。
円滑に訓練を受講できるよう、障リハ職員との間で、受講を希望す
る者や訓練科目、カリキュラム、受入れ時期等の情報の交換を行う
ための会議を開催し、協力関係を強化した。

・その結果、埼玉県、東京都（中央校）及び岡山県（吉備校）外から
の受入れ者は109人（平成21年度実績107人）となり、障リハ設置の
宿舎への入所資格の無い者以外の者に占める割合は47.2％と平成21
年度実績46.0％を上回った。

（業務実績： 評価シート10 ○広範な地域からの職業的重度障害者「
の受入れ （Ｐ.93）参照）」

２ ３ (1) ① ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支
援の実施

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ 実績：○
０件以上策定するための取組を進めているか。 ・障害者雇用のノウハウが不足している企業への職業安定機関との同

行訪問など、職業安定機関が行う雇用率達成指導への協力、事業主
のニーズに応じたジョブコーチ支援の積極的な実施、事業主支援ワ
ークショップの実施、事業主支援計画に基づく体系的支援の実施な
ど、障害者の雇用管理に関する事項について事業主への相談・援助
に積極的に取り組んだ。実施に当たっては、あと１人の雇用で雇用

、率達成となる事業所に職業安定機関が行う雇用率達成指導に同行し
地域センター利用者の求職情報提供と雇用に向けた具体的な職務内
容の提案等を行うとともに、指導対象企業のリストの提供を受け、
当該企業を重点対象とした事業主支援ワークショップを実施した。

・企業同士がグループワーク方式により障害者雇用管理上の課題を発
見し、その解決の糸口をつかむための事業主支援ワークショップを
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障害者雇用率未達成企業を重点として実施し、障害者雇用率達成に
向けた取組を始めるきっかけとなるよう先行企業の事例発表やそれ
を踏まえた意見交換等を行い、個々の企業の課題やニーズを把握し
たうえで、必要に応じ、地域センターのジョブコーチ支援など個別
支援に障害者の雇用促進のための助成金や就労支援機器の貸出し措

、 。 、置を結びつけることにより 効果的に事業主支援を展開した また
地域の企業のニーズに応じて精神障害者の職場復帰に取り組もうと
している企業を対象に同様な手法により事業主支援ワークショップ
を実施し、職場復帰の取組のきっかけ作りを行い、職場復帰に取り
組むこととなった企業に対してはリワーク支援を実施した。

・事業主の個々のニーズ等を把握し、企業の実情を踏まえた専門的な
支援を実施するために具体的な事業主支援計画の策定に努力した。

・厳しい雇用情勢への対応としての職業準備支援修了者等の就職促進
対策の強化の取組の一環として、相談が寄せられた事業主に対する
継続的なフォローアップを通じて、助成金を活用した障害者の雇入
れ等事業主への提案型の助言・援助と、事業主支援計画の策定を推
進した。

・その結果、事業主支援計画策定件数は10,874件となり、平成21年度
実績（9,831件）より10.6％増加した。

・また、職業安定機関が実施する雇用率達成指導と連携した事業主支
援の実施企業数は、667社となり、平成21年度比で4.2％増となった
（平成21年度実績640社 。）

（ 「 」業務実績：ロの 事業主ニーズを踏まえた専門的支援の積極的実施
（Ｐ.65）参照）

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 実績：○
効果が見られた旨の評価が得られたか。 ・具体的な課題改善効果を評価するため支援対象事業主に対する追跡

調査（支援終了３か月後時点）を実施した。
・追跡調査で、92.1％（平成21年度実績91.5％）の事業所から「大変

効果があった 「効果があった」との評価を得た。」
・具体的には 「障害特性の理解と障害に応じた対応方法 （70.5％ 、、 」 ）

「対象者に応じた指導方法 （68.0％ 「リワーク支援を受けた社」 ）、
員自身の適応力が向上した （66.7％）等の回答を得た。」

・平成21年度に実施した事業主支援の有用度に係る追跡調査の結果を
踏まえ、採用時にジョブコーチ支援を実施した事業所より、障害者
の指導担当者が人事異動のため交替する際にどんなことに留意して
引き継いだらよいか教えて欲しいという要望のあったことから、速
やかに事業主の実情を確認し、引継ぎのための情報整理、資料作成
等へのアドバイスを行うとともに、雇用開始時のみならず障害者が
就業している限りは、いつでも支援が可能である旨を説明すること
とした。
（業務実績：ロの「事業主ニーズを踏まえた専門的支援の積極的実
施 （Ｐ.65）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（８） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

①職業リハビリテーションの総合的・効果的① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施

ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施ウ 地域の関係機関に対する職業リ ③ 地域の関係機関に対する職業リ ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテ
ーションに関する助言・援助等の実施ハビリテーションに関する助言・ ハビリテーションに関する助言・

援助等の実施援助等の実施
○地域の関係機関に対する効果的な職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言各地域における障害者就業・生 各地域における障害者就業・生 各地域における障害者就業・生活支援セ

・援助の実施活支援センター、就労移行支援事 活支援センター、就労移行支援事 ンター、就労移行支援事業者その他の関係
・地域の関係機関において就職に結びつく効果的な支援が行われるよう、各地域センターにおい業者その他の関係機関がより効果 業者その他の関係機関がより効果 機関がより効果的な職業リハビリテーショ

て、次のとおり技術的事項についての助言・援助を実施した。的な職業リハビリテーションサー 的な職業リハビリテーションサー ンサービスの事業を実施することができる
・地域の関係機関が実施する個別の支援に係るケース相談、ケース会議等において、職業評価ビスを実施することができるよう ビスの事業を実施することができ、 よう、地域センターにおいて、これらの関

の結果や職業リハビリテーション計画の策定内容を説明する中での具体的な支援方法等につ地域センターにおいて、これらの るよう、地域センターにおいて、 係機関に対する職業リハビリテーションに
いてのアドバイス：17,615回（平成21年度実績15,151回 16.3％の増）実施関係機関に対する職業リハビリテ これらの関係機関に対する職業リ 関する技術的事項についての助言その他の

・地域の関係機関から要請された職業前訓練などの職業リハビリテーションサービスの見直しーションに関する技術的事項につ ハビリテーションに関する技術的 援助を行うとともに、総合センターとの共
や、支援ツールの利用方法などの職業リハビリテーションに関する技術的事項についての提いての助言その他の援助を行うと 事項についての助言その他の援助 同によりこれらの関係機関の職員等への職
案、解説：1,543機関（平成21年度実績838機関 84.1％の増 、延べ3,808回（平成21年度実ともに、総合センターとの共同に を行うとともに、総合センターと 業リハビリテーションに関する実践的な知 ）
績2,265回 68.1％の増）実施よりこれらの関係機関の職員等へ の共同によりこれらの関係機関の 識・技術等の向上のためのマニュアル・教

・地域の関係機関の職員とカウンセラーによる実際の協同支援の場面を通しての支援の実施方の職業リハビリテーションに関す 職員等への職業リハビリテーショ 材の作成及び提供並びに実務的研修を実施
法等についての説明、解説：582機関（平成21年度実績579機関 0.5％の増 、延べ2,282件る実践的な知識・技術等の向上の ンに関する実践的な知識・技術等 する。 ）
（平成21年度実績2,129件 7.2％の増）実施ためのマニュアル・教材の作成及 の向上のためのマニュアル・教材 実務的研修については、次により実施す

・地域センターが行う職業準備支援等の支援場面を活用して地域の関係機関職員を実習生としび提供並びに実務的研修を実施す の作成及び提供並びに実務的研修 る。
、 （ ）、ること。 を実施する。 て受け入れての支援ノウハウの説明 解説：106機関 平成21年度実績45機関 135.6％の増

延べ163件（平成21年度実績82件 98.8％の増）実施実施後は、助言・援助等を受け
・新たに、地域の関係機関の職業リハビリテーションの実施状況等の情報を収集して、職業リハた関係機関及びマニュアル・教材

ビリテーションの実施に意欲的な機関に対し、地域センターからの提案による助言・援助を行の提供を受けた者又は研修受講者
った。の在籍する所属長に対してアンケ

・各地域センターのカウンセラーを集めた助言・援助業務担当者会議において、平成21年度に各ート調査を実施し、有効回答のう
地域センターで行った事例の中から、助言・援助を受けた地域の関係機関の評価が高かった事ち８０％以上の関係機関等から有
例、助言・援助の実施に当たって都道府県の障害福祉主管課及び地域自立支援協議会就労部会用であった旨の評価を得られるよ
との連携・協力体制を構築した事例について報告し、意見交換を行った。うにする。

、 、・各地域センターにおいて 助言・援助を行った関係機関に対しその後の状況を把握したところ
職業リハビリテーションの内容や実施方法を見直した機関数、職業評価やジョブコーチ支援等
を自ら実施するようになった機関数及び以上の双方を実施した機関数を合計した割合は、86.7
％となった。

・また、関係機関に対する助言・援助に係る支援ノウハウの蓄積及び共有化を図るため、就業支
援基礎研修の機会を効果的に活用し受講機関の課題やニーズを把握し的確な助言・援助を実施
した事例、新たに就労支援に取り組み始めた支援機関等重点的に助言・援助を実施する機関を
抽出し、就労支援の方法等について助言した事例、関係機関を対象とした集合型の実習のフォ

、ローアップにおいて当該機関のニーズを把握し個別の助言・援助につなげた事例等の好事例を
（ ）機構内ＬＡＮに登載した。 資料30

○職業リハビリテーションに関する実践的な知識・技術等の向上のための実務的研修等の実施
＜マニュアル・教材の作成等＞
・平成21年度初作成の地域の関係機関の職員等への職業リハビリテーションに関する実践的な知

識・技術等の向上のためのマニュアル･教材を改訂し、就業支援基礎研修の受講者、就業支援基
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礎研修と全部又は一部が同様の研修を自ら実施する関係機関、当該研修を受講する職員及び支
援方法に係る援助を受ける関係機関の職員に対して提供した。

・改訂に当たっては、平成21年度初作成のマニュアル・教材の提供を受けた地域の関係機関や研
修講師としてマニュアル・教材を使った地域センターのカウンセラー等から改善・追加の意見
・要望を聞き ①関連する各項目に分散して記述していた就業支援の基本にかかわる事項を 就、 「
業支援の基本的な考え方」として一項目にまとめ、支援の初心者の便を図る、②地域の関係機
関では知識や経験することが少ない「トータルパッケージ（※）の活用方法」や「就労移行に
向けたチェックリストの活用方法」などの項目をより詳細な内容とする、③図表、写真、イラ
スト等を追加し、より理解しやすいものとする、などの改良を図った。

・併せて、各地域センターにおいては、マニュアル中に、地域独自の障害別支援事例、労働施策
と福祉施策との連携状況、労働市場データ等新たな情報を盛り込むなど、地域の現状を踏まえ
た関係機関にとってより有益なものとなるよう改善を図った。

（※）トータルパッケージとは、ストレス・疲労アセスメントシート、情報整理スキル獲得のた
めのメモリーノート、パソコンデータ入力作業などのワークサンプル等により構成され、障害
者が自己の障害状況を的確に把握し、必要なスキルを身に付けることにより、作業遂行力の向
上を図る支援ツール。

＜就業支援基礎研修＞・ 地域センターにおける就労移行支援事
・障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者等の地域の関係機関において就業支援を業者の就労支援員等に対する職業リハビ

担当する者を対象として、全国の地域センターにおいて概ね３日間にわたり合計61回実施したリテーションに関する実践的な知識・技
（受講者数1,962人 。術等の向上のための実務的研修（年４７ ）

・実施に当たっては、受講者のニーズと利便性を配慮し、受講しやすいよう開催日を連続でなく回）
分散させる、受講希望者が定員を大きく上回る場合には、曜日や時期の希望を予め聞いた上で
モジュール形式を導入するなどして、複数回の実施とするなどの工夫を行った。また、研修内
容については、平成21年度の受講者アンケートで要望の多かった、受講者参加型の意見交換、
演習等の割合を高めるとともに 各地域センターにおいて関係機関の希望に応じて 新たに 課、 、 「

」、「 」 。題分析 ビジネスマナー 等といった講座の追加や講義時間の延長等の更なる工夫を行った
、 、 、・なお 研修日程等については 自治体主催の行事等の日程と重ならないよう調整するとともに

関係機関の担当者がより受講しやすい設定とすべく、平成22年度下半期より、アンケートを活
用して開催の時期、時間帯等に係る要望の把握を行った。

＜ジョブコーチ支援スキル向上研修＞・ 総合センターにおける第１号又は第２
・実務経験が３年以上の第１号ジョブコーチ及び実務経験が１年以上の第２号ジョブコーチをそ号ジョブコーチの支援スキル向上のため

れぞれ対象として、総合センターにおいて２日間の日程で各１回実施した（受講者数44人 。の実務的研修（各年１回） ）
実施に当たっては、平成22年度は、新たに、職場適応援助者助成金の対象となっていない者で
あってジョブコーチとして同等の経験が認められる者についても対象に追加した。

・第１号ジョブコーチ支援スキル向上研修については、自ら支援計画を策定するとともに、経験
の少ないジョブコーチへの指導・助言、事業主との調整・助言を行うために必要な知識・スキ
ルを修得するため 「アセスメントと支援計画の策定」の科目や「支援の現状と課題」につい、
ての意見交換等を組み入れたカリキュラムを設定した。

・第２号ジョブコーチ支援スキル向上研修については、事業所内での障害者の雇用管理、職務の
切り出し等の業務を行うために必要な知識・スキルを修得するため 「障害特性とナチュラル、
サポート 「職務の再設計と作業改善」等の科目を組み入れたカリキュラムを設定した。」、

・これらの研修の実施に当たっては、実際に支援計画を策定する、職務再設計や作業改善のため
の提案書を作成するなど演習形式を中心とした内容とし、実践的な能力を身に付けることに重
点を置いた。
初めて実施した平成21年度における受講者アンケートの状況を踏まえ、実際に作業改善に取り
組んでいる企業の担当者や経験豊富なジョブコーチを講師とした講義を新たに導入し、より実
践的な内容となるよう工夫した。

＜その他の援助の実施＞
・各地域センターにおいては、多くの関係機関がより効果的な職業リハビリテーションを実施で

きるよう、発達障害者の障害特性に関する勉強会や総合センター研究部門で開発した「トータ
ルパッケージ」の効果的な活用方法に関する講習会等（53回、延べ328機関参加）を開催すると
ともに、県教育庁が主催する特別支援学校教員に対する就業支援に関する研修等他機関主催の
研修、講習会への講師派遣協力（306機関、延べ373回）を行った。

○アンケート調査の実施実施後は、助言・援助等を受けた関係機
・助言・援助等を受けた関係機関へのアンケート調査関及びマニュアル・教材の提供を受けた者

「大変有用であった 「有用であった」との回答：99.3％（平成21年度実績97.8％）又は研修受講者の在籍する所属長に対して 」
・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対するアンケート調査アンケート調査を実施し、有効回答のうち
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「大変有用であった 「有用であった」との回答：93.9％（平成21年度実績90.8％）８０％以上の関係機関等から有用であった 」
旨の評価を得られるようにする。なお、こ
れらのアンケート結果を踏まえ、助言・援
助等及びマニュアル・教材の内容、研修カ
リキュラム等の充実を図る。

○就労移行支援事業者等との職業リハビリテーションネットワークの形成、整備また、地域センターにおいて、障害者の
・平成22年度の地域職業リハビリテーション推進フォーラムについては、助言・援助業務の更な就業支援に関する関係機関等の共通認識を

る推進に向け、就労移行支援事業者等の地域の関係機関のうち、主に新たに設置された機関や形成するための職業リハビリテーション推
就労支援の実施が十分でない機関等とのネットワークの形成、整備等を目的に実施した。実施進フォーラムを開催する。
に当たっては、より密度の濃いグループワークや意見交換ができることとなるよう、受講者を
同種の機関に片寄らないグループ分けをして、小集団による意見交換、事例発表等の時間を多
く取るなどの工夫をした。なお、精神障害者や発達障害者の職業リハビリテーションネットワ
ークの形成が必要な地域においては、当該障害者の就労支援についてテーマ設定し、地域の関
係機関の役割分担、連携のあり方等について、参加関係機関の共通認識の形成を図った。

・その結果、実施回数は56回と前年とほぼ同数となり（平成21年度実績54回 、受講者数はこれ）
まで一部の地域センターが行っていた200ないし400人規模のものを受講者の意見等を踏まえ小
規模開催に改めたことから、3,820人（平成21年度実績4,461人）となった。
アンケートの結果については、88.8％（平成21年度実績87.2％）が「有用であった」と回答し
た。

・関係機関を集めた就労支援における役割分担に関する連絡会議の開催（275回、延べ914機関参
加）や他機関が主催する各種会議等への参加（1,260回）を通じて役割分担を調整する等関係機
関との連携関係の形成を図った。

・また、これまで連携が十分形成されていない関係機関を重点に個別訪問等により事業内容、専
門性、事業実績等について情報収集、現状や動向の把握・分析を行い、対象者への支援を通じ
た連携体制の構築等に努めた（589機関、延べ900回 。）

ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成エ 職業リハビリテーションの専門的 ④ 職業リハビリテーションの専門的 ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材
の育成な人材の育成 な人材の育成
職業リハビリテーション専門職である障職業リハビリテーションの発展 職業リハビリテーション専門職

害者職業カウンセラーの養成及び研修を実及び円滑な推進に資するため、総 である障害者職業カウンセラーの
施するとともに、医療・福祉等の分野の職合センターにおいて、障害者職業 養成及び研修を実施するとともに、
員等を対象に、職業リハビリテーションにカウンセラーの養成及び研修を実 医療・福祉等の分野の職員等を対
関する次の専門的、技術的研修を職種別・施するとともに、障害者就業・生 象に、職業リハビリテーションに
課題別に実施する等により、職業リハビリ活支援センターの職員や医療・福 関する次の専門的、技術的研修を
テーションの専門的な人材の育成を図る。祉等の分野の支援担当者等を対象 職種別・課題別に実施する等によ

に、職業リハビリテーションに関 り、職業リハビリテーションの専
する専門的・技術的研修を実施し 門的な人材の育成を図る。、

（資料31、資料32）職業リハビリテーション人材の育
※（ ）内は平成21年度実績成を図ること。 【実施状況】

○障害者就業・生活支援センター職員研修・ 障害者就業・生活支援センター ・ 障害者就業・生活支援センターの就業
・新任就業支援担当者研修：実施３回（３回）受講者141人（150人）の就業支援担当者を養成するため 支援担当者を養成するための研修（年７
・新任主任就業支援担当者研修：実施３回（３回 、受講者68人（76人）の研修 回） ）
・スキルアップ研修：実施１回（１回）受講者25人（24人）

○職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修・ 職場適応援助者 ジョブコーチ（ ） ・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）を養
・第１号ジョブコーチ養成研修：実施４回（４回）受講者108人（136人）を養成するための研修 成するための研修（年７回）
・第２号ジョブコーチ養成研修：実施３回（３回）受講者23人（10人）

○発達障害者就業支援セミナー・ 発達障害者支援センターや発達障害者
・実施２回（２回） 受講者306人（262人）の支援をしている機関において就業支援

を担当する職員を養成するための研修 年（
就業・生活支援センター等32.4％、福祉機関23.9％、教育機関9.2％、事業主8.5％、２回）
発達障害者支援センター6.5％、地域若年サポートステーション4.9％、職業能力開
発施設4.6％、医療機関2.3％、若者自立塾0.7％、その他7.2％

○職業リハビリテーション実践セミナー・ 医療・福祉等の分野における職 ・ 医療・福祉等の分野における職業リハ
・実施２回(２回）受講者416人（452人）業リハビリテーション実務者を養 ビリテーション実務者を養成するための
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研修（年２回）成するための研修
知的障害コース165人、精神障害コース165人、
高次脳機能障害コース86人

【アンケートの結果等を踏まえた研修内容の見直し】
・平成21年度及び平成22年度に実施した研修の直後、追跡、所属長各アンケート調査による個々

の講座に対する意見、要望等を踏まえ、研修講師の選定やカリキュラム構成の再検討、講座内
容に関する講師との調整等研修の改善・充実に向けた取組を実施した。
・ 障害者就業・生活支援センター職員研修」について、もっと詳しく知りたいとの要望が多「

かった「労働法規の基礎知識」の講義時間を延長するとともに、より多くの実例を交えて説
明して欲しいとの要望があった「障害特性と職業的課題」では、障害特性に関して受講者自
身が日常の支援の中で苦慮している事項を事前アンケートにより把握し、講師と調整するこ

、 。とにより 当該事項について実例付きの分かりやすい内容にしてもらうなどの改善を図った
・ 発達障害者就業支援セミナー」について、カリキュラムを再構成し、内容のレベルを落と「

、 、 。 、すことなく より多くの人が受講しやすいよう 期間を４日間から３日間に短縮した また
様々な職種の人達と意見交換をしたいとの意見が見られたことから、職種と就業支援の経験
年数が片寄らないグループ構成とするとともに、メンバー構成を毎日変更した。さらに、講
義内容について、発達障害者の職場定着に向けた取組について詳しく知りたいとの意見を踏
まえ、職場全体で発達障害者の定着支援を行っている企業の人事労務担当者を講師とした講
義を追加した。

・ 職業リハビリテーション実践セミナー」について 「支援技法の活用」の講座において、支「 、
援技法や支援ツールに関する演習の要望が多いことから、講義に加え、障害別コースごとに
障害特性に応じた技法やツールを実際に体験する演習の時間を取り入れるとともに、上記の
「発達障害者就業支援セミナー」と同様に、職種と就業支援の経験年数が片寄らないグルー
プ編成とするとともに、メンバー構成を毎日変更した。

【 】 （ 、 ）研修修了後は、研修受講者に対するアン 研修効果の把握及び結果 資料33 資料34
※（ ）内は平成21年度実績ケート調査を実施し、有効回答のうち８５

・研修受講者の満足度のみならず、研修が職業リハビリテーションの現場での実務に役立ってい％以上の受講者から有用であった旨の評価
るか等について把握するため、追跡調査、所属長アンケートの実施により、研修効果の測定をが得られるようにする。また、研修受講者
実施した。に対する追跡調査を実施し、有効回答のう

・新たに、平成22年度下半期より、研修内容の更なる充実を図るため、アンケート様式に自由回ち８０％以上の受講者から実務において研
答欄を設けて、当機構が実施していないものも含めて、今後受講してみたい研修内容に関する修が役立っている旨の評価が得られるよう
ニーズ把握を行った。にする。併せて、研修受講者の在籍する所

属長に対する追跡調査を実施し、有効回答
○受講直後アンケートの結果のうち６０％以上の所属長から実務におい
・研修受講者に対し、研修受講直後にアンケート調査を実施した。その結果 「有用であった」て研修が役立っている旨の評価が得られる 、

との回答が98.3％（98.4％）であった。ようにする。なお、これらのアンケート結
・研修別に見ると、障害者就業・生活支援センター職員研修においては98.6％（99.1％ 、ジョ果を踏まえ、研修カリキュラム等の充実を ）

ブコーチ養成研修においては100.0％（100.0％ 、発達障害者就業支援セミナーにおいては98.図る。 ）
6％（98.2％ 、職業リハビリテーション実践セミナーにおいては97.4％（97.4％）が「有用で）
あった」と回答した。

○追跡調査の結果
・研修受講者に対し、研修終了６か月後に追跡調査を実施した。その結果 「実務に役立ってい、

る」との回答が90.3％（91.1％）であった。
・研修別に見ると、障害者就業・生活支援センター職員研修においては95.4％（94.4％ 、ジョ）

ブコーチ養成研修においては100.0％（95.9％ 、発達障害者就業支援セミナーにおいては85.2）
％（90.9％ 、職業リハビリテーション実践セミナーにおいては86.4％（85.5％）が 「実務に） 、
役立っている」と回答した。

・具体的活用状況としては 「利用者に対する支援や情報提供に役立った」が回答の８～９割と、
高い割合を占めた。

○所属長アンケートの結果
・受講者の所属長に対し、研修終了２か月後に実務への有用度や具体的効果等のアンケート調査

を実施した。その結果 「実務に役立っている」との回答が92.8％（92.6％）であった。、
・研修別に見ると、障害者就業・生活支援センター職員研修においては89.8％（93.1％ 、ジョ）

ブコーチ養成研修においては98.3％（98.3％ 、発達障害者就業支援セミナーにおいては93.9）
％（86.0％ 、職業リハビリテーション実践セミナーにおいては92.3％（94.5％）が 「実務に） 、
役立っている」と回答した。
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・具体的効果としては 「就業支援の専門的知識や技能が深まった」が回答の８～９割 「法定雇、 、
用率・助成金制度など障害者雇用についての理解が深まった」が回答の７～８割見られた。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目８ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
業リハビリテーションの専門的な人材の育成】 した。 長年のノウハウの蓄積を活かした地域の関係機関に対する助言

① 地域の関係機関において就職に結びつく効果的な支援が行われ ･援助、研修等を積極的に実施し目標等を上回る実績をあげると
るよう、各地域センターにおいて、次のとおり技術的事項につい ともに、助言･援助等を受けた関係機関に対する有用度アンケー
ての助言・援助を実施した。 トの結果は目標値を大きく上回っており、評価できる。今後、発
・地域の関係機関が実施するケース相談、ケース会議等に参画し 達障害者等他の就労支援機関では対応が困難な障害者の就業支援

ての具体的な支援方法についての説明、アドバイス：17,615回 について、職業リハビリテーションネットワーク体制を形成し、
実施 ニーズに応えることを期待する。

・地域の関係機関から要請された職業リハビリテーションサービ また、専門性の取得だけでなく、異なった組織へも柔軟に対応
スの見直しなどの技術的事項についての提案 解説：1,543機関 できるようなトレーニングを取り入れることや企業側の核となる、 、
延べ3,808回実施 人材の育成にも期待する。

・地域の関係機関の職員とカウンセラーによる実際の協同支援の
場面を通しての支援の実施方法等についての説明、解説：582機 （各委員の評定理由）
関、延べ2,282件実施 ・地域の職リハ実施へのネットワーク作りに関する努力は、目標

・地域センターが行う職業準備支援等の支援場面を活用して地域 を顕著に上回っている。
の関係機関職員を実習生として受け入れての支援ノウハウの説 ・発達障害又は疑われるケースに対する支援者に対して、専門的
明、解説：106機関、延べ163件実施 立場で助言、援助、リハビリをする人材は極めて重要である。育

② 平成21年度初作成の地域の関係機関の職員等への職業リハビリ 成すると同時に地域にネットワーク体制を作り、ニーズに応える
テーションに関する実践的な知識・技術等の向上のためのマニュ べきである。
アル･教材を改訂し、就業支援基礎研修の受講者、就業支援基礎研 ・研修に実践的に参加できるよう日程、規模の工夫するなど配慮
修と全部又は一部が同様の研修を自ら実施する関係機関、当該研 されている。
修を受講する職員及び支援方法に係る援助を受ける関係機関の職 ・アンケート結果（有用度）等の指標も目標値を大きく上回って
員に対して提供した。 いる。

③ 就業支援基礎研修については、全国の地域センターにおいて、 ・全ての事項でおおむね前年実績と目標を上回っている。
障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者等の地域の ・すべての数値目標を達成。
関係機関において就業支援を担当する者を対象として、概ね３日 ・長年のノウハウの蓄積を生かした高度に公共的な事業であり、
間にわたり合計61回実施した（受講者数1,962人 。また、多くの 評価できる。今後も着実な成果を期待する。）
関係機関がより効果的な職業リハビリテーションを実施できるよ
う、発達障害者の障害特性に関する勉強会や総合センター研究部 （その他意見）
門で開発した「トータルパッケージ」の効果的な活用方法に関す ・専門性の向上は、もちろん重要であるが専門人材のスキルとし
る講習会等（53回、延べ328機関参加）を開催するとともに、県教 て異なった組織への柔軟な対応のためのトレーニングも入れるべ
育庁が主催する特別支援学校教員に対する就業支援に関する研修 きではないか。
等他機関主催の研修、講習会への講師派遣協力（306機関、延べ37 ・企業側の核になる人材の育成にもより力を入れていただきた
3回）を行った。 い。

④ 助言・援助等を受けた関係機関へのアンケート調査では、目標 ・今後職リハの専門的な人材の活躍の場が拡大すると予想される
を大幅に上回る99.3％から「大変有用であった 「有用であった」 中で、ジョブコーチ養成研修などの受講者が減少傾向にあること」
との評価を得た。また、マニュアル・教材の提供を受けた者又は への配慮が必要であろう。
研修受講者の在籍する所属長に対するアンケート調査では、目標
を上回る93.9％から「大変有用であった 「有用であった」との」
評価を得た。また、各地域センターにおいて、助言・援助を行っ
た関係機関に対しその後の状況を把握したところ、職業リハビリ
テーションの内容や実施方法を見直した機関数、職業評価やジョ
ブコーチ支援等を自ら実施するようになった機関数及びその双方
を実施した機関数を合計した割合は、86.7％となった。

⑤ 平成22年度の地域職業リハビリテーション推進フォーラムにつ
いては、助言・援助業務の更なる推進に向け、就労移行支援事業
者等の地域の関係機関のうち、主に新たに設置された機関や就労
支援の実施が十分でない機関等とのネットワークの形成、整備等
を目的に実施した。実施に当たっては、より密度の濃いグループ
ワークや意見交換ができるよう、受講者を同種の機関に片寄らな
いグループに分け、小集団による意見交換、事例発表等の時間を
多く取るなどの工夫をした。なお、精神障害者や発達障害者の職
業リハビリテーションネットワークの形成が必要な地域において
は、こうした障害者の就労支援と地域の関係機関の役割分担、連
携のあり方等をテーマとし、参加関係機関の共通認識の形成を図
った。その結果、実施回数は56回と前年を上回ったが（平成21年
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度実績54回 、これまでの受講者アンケートにおける意見等を踏）
まえ小規模開催に改めたことから、受講者数はやや減少し3,820人
（平成21年度実績4,461人）となった。
アンケートの結果では、前年を上回る88.8％（平成21年度実績87.
2％）の受講者が「有用であった」と回答した。

⑥ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成については、必
要な知識・スキル等の明確化、専門性の向上を図るべく、発達障
害者就業支援セミナーにおいて職場全体で発達障害者の定着支援
を行っている企業の人事労務担当者を講師とした講義を追加する
など研修内容を見直すとともに、アンケート調査による意見、要
望等を踏まえ、職業リハビリテーション実践セミナーにおいて障
害特性に応じた技法やツールを実際に体験する演習の時間を取り
入れる、職種と就業支援の経験年数が片寄らないグループ編成と
し、メンバー構成を毎日変更するなど研修の改善・充実に向けた
取組を推進した。

⑦ すべての職業リハビリテーションに関する専門的、技術的研修
について、受講直後アンケート、追跡調査、所属長アンケートを
実施。結果は、受講直後アンケート有用度98.3％（目標85％ 、）
追跡調査有用度90.3％（目標80％ 、所属長アンケート有用度92.）
8％（目標60％）といずれも目標を大きく上回る高い評価を得た。

［数値目標］

・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ハ 地。 「
に対する職業リハビリテーションに関する実務的研修を年 域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助
４７回実施すること。 等の実施 （Ｐ.74）参照）」

平成22年度 61回
平成21年度 66回

・総合センターにおける第１号又は第２号ジョブコーチの支 ・各１回実施し、年度計画の目標を達成した （業務実績： ハ 地域。 「
援スキル向上のための実務的研修を各年１回実施すること の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等。

の実施 （Ｐ.74）参照）」

・助言・援助等を受けた関係機関に対してアンケート調査を ・次のとおり中期計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ハ 地。 「
実施し、有効回答のうち８０％以上の関係機関から有用で 域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助
あった旨の評価が得られるようにすること。 等の実施 （Ｐ.74）参照）」

平成22年度 99.3％
平成21年度 97.8％

・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍 ・次のとおり中期計画の目標を上回った （業務実績： ハ 地域の関。 「
する所属長に対してアンケート調査を実施し、有効回答の 係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実
うち８０％以上の所属長から有用であった旨の評価が得ら 施 （Ｐ.74）参照）」
れるようにすること。

平成22年度 93.9％
平成21年度 90.8％

・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成す ・合計７回実施し、年度計画の目標を達成した （業務実績： ニ 職。 「
るための研修を年７回実施すること。 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」

・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を ・合計７回実施し、年度計画の目標を達成した （業務実績： ニ 職。 「
年７回実施すること。 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」

・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機 ・合計２回実施し、年度計画の目標を達成した （業務実績： ニ 職。 「
関において就業支援を担当する職員を養成するための研修 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」
を年２回実施すること。
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・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務 ・合計２回実施し、年度計画の目標を達成した （業務実績： ニ 職。 「
者を養成するための研修を年２回実施すること。 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」

・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ニ 職。 「
し、有効回答のうち８５％以上の受講者から有用であった 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」
旨の評価が得られるようにすること。

平成22年度 98.3％
平成21年度 98.4％
平成20年度 97.8％

・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８ ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ニ 職業リハ。 「
０％以上の受講者から実務において研修が役立っている旨 ビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」
の評価が得られるようにすること。

平成22年度 90.3％
平成21年度 91.1％
平成20年度 93.8％

・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ニ 職。 「
有効回答のうち６０％以上の所属長から実務において研修 業リハビリテーションの専門的な人材の育成 （Ｐ.76）参照）」
が役立っている旨の評価が得られるようにすること。

平成22年度 92.8％
平成21年度 92.6％
平成20年度 93.3％

［評価の視点］

第２ ３ (1) ① ハ 地域の関係機関に対する職業リハビ
リテーションに関する助言・援助等の実施

・地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する 実績：○
助言・援助を行うとともに、マニュアル・教材の作成、提 ・地域の関係機関において就職に結びつく効果的な支援が行われるよ
供及び実務的研修を実施しているか。 う、各地域センターにおいて、次のとおり技術的事項についての助

言・援助を実施した。
・地域の関係機関が実施する個別の支援に係るケース相談、ケース

会議等において、職業評価の結果や職業リハビリテーション計画
の策定内容を説明する中での具体的な支援方法等についてのアド
バイス：17,615回（平成21年度実績15,151回 16.3％の増）実施

・地域の関係機関から要請された職業前訓練などの職業リハビリテ
ーションサービスの見直しや、支援ツールの利用方法などの職業
リハビリテーションに関する技術的事項についての提案 解説：1,、
543機関 平成21年度実績838機関 84.1％の増 延べ3,808回 平（ ）、 （
成21年度実績2,265回 68.1％の増）実施

・地域の関係機関の職員とカウンセラーによる実際の協同支援の場
面を通しての支援の実施方法等についての説明 解説：582機関 平、 （
成21年度実績579機関 0.5％の増 、延べ2,282件（平成21年度実）
績2,129件 7.2％の増）実施

・地域センターが行う職業準備支援等の支援場面を活用して地域の
関係機関職員を実習生として受け入れての支援ノウハウの説明、
解説：106機関（平成21年度実績45機関 135.6％の増 、延べ163）
件（平成21年度実績82件 98.8％の増）実施

・各地域センターのカウンセラーを集めた助言・援助業務担当者会議
において、平成21年度に各地域センターで行った事例の中から、助
言・援助を受けた地域の関係機関の評価が高かった事例、助言・援
助の実施に当たって都道府県の障害福祉主管課及び地域自立支援協
議会就労部会との連携・協力体制を構築した事例について報告し、
意見交換を行った。

・各地域センターにおいて、助言・援助を行った関係機関に対しその
後の状況を把握したところ、職業リハビリテーションの内容や実施
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方法を見直した機関数、職業評価やジョブコーチ支援等を自ら実施
するようになった機関数、及びその双方を実施した機関数を合計し
た割合は、86.7％となった。

・マニュアル・教材の作成等は、
・平成21年度初作成の地域の関係機関の職員等への職業リハビリテ

ーションに関する実践的な知識・技術等の向上のためのマニュア
ル･教材を改訂し、就業支援基礎研修の受講者、就業支援基礎研修
と全部又は一部が同様の研修を自ら実施する関係機関及び当該研
修を受講する職員及び支援方法に係る援助を受ける関係機関の職
員に対して提供した。

・各地域センターにおいては、マニュアル中に、地域独自の障害別
支援事例、労働施策と福祉施策との連携状況、労働市場データ等
新たな情報を盛り込むなど、地域の現状を踏まえた関係機関にと
ってより有益なものとなるよう改善を図った。

・就業支援基礎研修は、
・障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者等の地域の

関係機関において就業支援を担当する者を対象として、全国の地
域センターにおいて概ね３日間にわたり合計61回実施した（受講
者数1,962人 。）

・実施に当たっては、受講者のニーズと利便性を配慮し、受講しや
すいよう開催日を連続でなく分散させる、受講希望者が定員を大
きく上回る場合には、曜日や時期の希望を予め聞いた上でモジュ
ール形式を導入するなどして、複数回の実施とするなどの工夫を
行った。また、研修内容については、平成21年度の受講者アンケ
ートで要望の多かった、受講者参加型の意見交換、演習等の割合
を高めるとともに、各地域センターにおいて関係機関の希望に応
じて、新たに「課題分析 「ビジネスマナー」等といった講座の」、
追加や講義時間の延長等の更なる工夫を行った。

・なお、研修日程等については、自治体主催の行事等の日程と重な
らないよう調整するとともに、関係機関の担当者がより受講しや
すい設定とすべく、平成22年度下半期より、アンケートを活用し
て開催の時期、時間帯等に係る要望の把握を行った。

・ジョブコーチ支援スキル向上研修は、
・実務経験が３年以上の第１号ジョブコーチ及び実務経験が１年以

上の第２号ジョブコーチをそれぞれ対象として、総合センターに
おいて２日間の日程で各１回実施した（受講者数44人 。実施に）
当たっては、平成22年度は、新たに、職場適応援助者助成金の対
象となっていない者であってジョブコーチとして同等の経験が認
められる者を対象に追加した。

・第１号ジョブコーチ支援スキル向上研修については、自ら支援計
画を策定するとともに、経験の少ないジョブコーチへの指導・助
言、事業主との調整・助言を行うために必要な知識・スキルを修
得するため 「アセスメントと支援計画の策定」の科目や「支援、
の現状と課題」についての意見交換等を組み入れたカリキュラム
を設定した。

・第２号ジョブコーチ支援スキル向上研修については、事業所内で
の障害者の雇用管理、職務の切り出し等の業務を行うために必要
な知識・スキルを修得するため 「障害特性とナチュラルサポー、
ト 「職務の再設計と作業改善」等の科目を組み入れたカリキュ」、
ラムを設定した。

・これらの研修の実施に当たっては、実際に支援計画を策定する、
職務再設計や作業改善のための提案書を作成するなど演習形式を
中心とした内容とし、実践的な能力を身に付けることに重点を置
いた。
初めて実施した平成21年度における受講者アンケートの状況を踏
まえ、実際に作業改善に取り組んでいる企業の担当者や経験豊富
なジョブコーチを講師とした講義を新たに導入し、より実践的な
内容となるよう工夫した。
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・各地域センターにおいては、多くの関係機関がより効果的な職業リ
ハビリテーションを実施できるよう、発達障害者の障害特性に関す

「 」る勉強会や総合センター研究部門で開発した トータルパッケージ
の効果的な活用方法に関する講習会等（53回、延べ328機関参加）を
開催するとともに、県教育庁が主催する特別支援学校教員に対する
就業支援に関する研修等他機関主催の研修、講習会への講師派遣協
力（306機関、延べ373回）を行った。

・地域職業リハビリテーション推進フォーラムについては、
・助言・援助業務の更なる推進に向け、就労移行支援事業者等の地

域の関係機関のうち、主に新たに設置された機関や就労支援の実
。施が十分でない機関等とのネットワーク形成等を目的に実施した

実施に当たっては、より密度の濃いグループワークや意見交換が
できるよう、受講者を同種の機関に片寄らないグループ分けをし
て、小集団による意見交換、事例発表等の時間を多く取るなどの
工夫をした。なお、精神障害者や発達障害者の職業リハビリテー
ションネットワークの形成が必要な地域においては、こうした障
害者の就労支援と地域の関係機関の役割分担、連携のあり方等を
テーマとし、参加関係機関の共通認識の形成を図った。

・その結果、実施回数は56回と前年を上回ったが（平成21年度実績5
4回 、これまでの受講者アンケートにおける意見等を踏まえ小規）
模開催に改めたことから、受講者数はやや減少し3,820人（平成21
年度実績4,461人）となった。

・アンケートの結果では、前年を上回る88.8％（平成21年度実績87.
2％）の受講者が「有用であった」と回答した。

・関係機関を集めた就労支援における役割分担に関する連絡会議の開
催（275回、延べ914機関参加）や他機関が主催する各種会議等への
参加（1,260回）を通じて役割分担を調整する等関係機関との連携関
係の形成を図った。

・また、これまで連携が十分形成されていない関係機関を重点に個別
訪問等により事業内容、専門性、事業実績等について情報収集、現
状や動向の把握・分析を行い、対象者への支援を通じた連携体制の
構築等に努めた（589機関、延べ900回 。）
（業務実績： ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーショ「

ンに関する助言・援助等の実施 （Ｐ.74）参照）」

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の関係機関等か 実績：○
ら有用であった旨の評価が得られたか。 ・アンケート調査で、助言・援助等を受けた関係機関については、99.

3％から「大変有用であった 「有用であった」との評価を得た。」
自由記述では「面接同行のやり方など、助言後すぐに実践として役
立った」等の肯定的な評価を得た。
また、マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍す
る所属長については、93.9％から「大変有用であった 「有用であ」
った」との評価を得た。
自由記述では「研修により、個々の障害者に応じた支援が可能とな
り、施設内でも研修内容を共有し役立てている」等の肯定的な評価
を得た。

（業務実績： ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーション「
に関する助言・援助等の実施 （Ｐ.74）参照）」

第２ ３ (1) ① ニ 職業リハビリテーションの専門的な
人材の育成

・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措 実績：○
置を計画的に行っているか。 ・障害者就業・生活支援センター職員研修は、

・年間７回実施した（新任就業支援担当者研修３回、新任主任就業
支援担当者研修３回、スキルアップ研修１回 。）

・アンケート調査結果等を踏まえ、もっと詳しく知りたいとの要望
が多かった「労働法規の基礎知識」の講義時間を延長するととも



- 83 -

に より多くの実例を交えて説明して欲しいとの要望があった 障、 「
害特性と職業的課題」では、障害特性に関して受講者自身が日常
の支援の中で苦慮している事項を事前アンケートにより把握し、
講師と調整することにより、当該事項について実例付きの分かり
やすい内容にしてもらうなどの改善を図った。

「 」 、・受講直後アンケートでは98.6％から 有用であった との評価を
追跡調査では95.4％から「実務に役立っている」との評価を、所
属長アンケートでは89.8％から「実務に役立っている」との評価
を、それぞれ得た。

・ジョブコーチ養成研修は、
・平成21年度実施したアンケート調査による有用度が100.0％と高評

価であったことから、同様のカリキュラム構成等により年７回実
施した。

・受講直後アンケートでは100.0％（平成21年度100.0％）から「有
用であった」との評価を、追跡調査では100.0％（平成21年度95.9
％）から「実務に役立っている」との評価を、所属長アンケート
では98.3％（平成21年度98.3％）から「実務に役立っている」と
の評価を、それぞれ得た。

・発達障害者就業支援セミナーは、
・年間２回実施した。
・アンケート調査結果等を踏まえ、カリキュラムを再構成し、内容

のレベルを落とすことなく、より多くの人が受講しやすいよう、
期間を４日間から３日間に短縮した。また、様々な職種の人達と
意見交換をしたいとの意見が見られたことから、職種と就業支援
の経験年数が片寄らないグループ構成とするとともに、メンバー
構成を毎日変更した。さらに、講義内容について、発達障害者の

、職場定着に向けた取組について詳しく知りたいとの意見を踏まえ
職場全体で発達障害者の定着支援を行っている企業の人事労務担
当者を講師とした講義を追加した。

「 」 、・受講直後アンケートでは98.6％から 有用であった との評価を
追跡調査では85.2％から「実務に役立っている」との評価を、所
属長アンケートでは93.9％から「実務に役立っている」との評価
を、それぞれ得た。

・職業リハビリテーション実践セミナーは、
・年間２回実施した。
・アンケート調査結果等を踏まえ 「支援技法の活用」の講座にお、

、 、いて 支援技法や支援ツールに関する演習の要望が多いことから
講義に加え、障害別コースごとに障害特性に応じた技法やツール
を実際に体験する演習の時間を取り入れるとともに、職種と就業
支援の経験年数が片寄らないグループ編成とするとともに、メン
バー構成を毎日変更した。

「 」 、・受講直後アンケートでは97.4％から 有用であった との評価を
追跡調査では86.4％から「実務に役立っている」との評価を、所
属長アンケートでは92.3％から「実務に役立っている」との評価
を、それぞれ得た。

（業務実績： ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成」「
（Ｐ.76）参照）
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（９） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

②職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とその普及・活用の推② 職業リハビリテーションに係る調 イ 職業リハビリテーションに係る調 ② 職業リハビリテーションに係る調査・研
進査・研究及び新たな技法の開発の実 査・研究及び新たな技法の開発の実 究及び新たな技法の開発の実施とその普及

・活用の推進施とその普及・活用の推進 施とその普及・活用の推進

総合センターにおいて、福祉から
雇用への流れを踏まえ、障害者雇用

、対策の対象者の拡大を図る観点から
新たな職業リハビリテーション技術
や支援ツールの開発を行い、その成
果の機構内外への普及を積極的に行
うとともに、成果の具体的な活用状
況を把握し、それを関係機関で共有
化し、さらなる活用を図ること。

（ ）ア 職業リハビリテーションに関する ① 職業リハビリテーションに関する イ 職業リハビリテーションに関する調査・ イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 資料35
研究の実施調査・研究の実施 調査・研究の実施

・次の４点を重点とし、年度計画に掲げる13の研究テーマ（新規６テーマ、継続７テーマ。この職業リハビリテーションの充実 障害者の職業リハビリテーショ、 障害者の職業リハビリテーションに関す
うち、プロジェクト方式による「特別研究」は３テーマ ）について調査・研究を実施した。向上に資するため、職業リハビリ ンに関する施策の充実及び障害者 る施策の充実及び障害者職業センター等に 。

・このうち、農業分野の研究においては、多様な就労形態を持つ農業の最新の動向を踏まえた研テーションに関する調査・研究を 職業センター等における関係業務 おける関係業務の推進に資するため、中期
究の必要性から、外部の研究機関（農村工学研究所）との共同研究として、農業の特性を活か実施すること。 の推進に資するため、次の事項に 計画に掲げる事項に重点を置いて調査・研

。また、各研究テーマについて、 重点を置いて職業リハビリテーシ 究を実施する。平成２２年度に終了する下 した障害者の雇用促進のための職業リハビリテーション手法を活用した支援策を取りまとめた
・また、就労支援機関のニーズに応え活用できる支援ツールの開発、精神障害者に対する雇用施研究の質を評価することが可能な ョンに関する調査・研究を実施す 記の（ｲ）のａからｇまでの７テーマにつ

策の推進に資する資料の作成等、その他の調査・研究を実施した（９テーマ 。このうち、１指標を設定すること。 る。 いては、研究評価委員による評価を行い、 ）
テーマについては、新たに国立特別支援教育総合研究所との共同研究として実施している。中期計画に掲げる評価結果が得られるよう

にする。
（研究の重点）なお、通常の研究のほか、総合 なお、総合的な研究テーマである下記の
ⅰ 発達障害、精神障害、高次脳機能障害及び難病者等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研究テーマについてプロジェ （ｲ）のｅ並びに（ﾛ）のｃ及びｄについて

的研究クト方式による研究を実施する。 は、プロジェクト方式による研究を実施す
ⅱ 職業リハビリテーション業務を行う地域センター等の現場の課題解決に資するための研究る。
ⅲ 地域の就労支援機関向けの有効な支援ツール等の開発のための研究・ 発達障害、精神障害、高次脳機
ⅳ 国の政策立案に資する研究能障害及び難病者等の職業リハビ (ｲ) 継続テーマ

ａ 発達障害者の企業における就労・定リテーションに関する先駆的な研
（ ） （ ）究 着支援の現状と課題に関する基礎的研 ○外部の研究評価委員による評価 ７テーマ 資料36

・平成22年度に終了した７テーマについて、外部の研究評価委員による評価を受けた結果、７テ・ 職業リハビリテーション業務を 究
ーマとも中期計画に掲げる目標に達する評価を得た。このうち 「発達障害者の企業における行う地域センター等の現場の課題 ｂ 失語症のある高次脳機能障害者に対 、
就労・定着支援の現状と課題に関する基礎的研究 「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支解決に資するための研究 する就労支援のあり方に関する基礎的 」
援のあり方に関する研究」の２テーマについては、全ての研究評価委員から「優れている」と・ 地域の就労支援機関向けの有効 研究
の最高評価を得た。な支援ツール等の開発のための研 ｃ 難病のある人の雇用管理の課題と雇

用支援のあり方に関する研究究
○職リハ関係機関への配付等・ 国の政策立案に資する研究 ｄ 農業分野の特性を活かした障害者の
①職リハ関係機関への効果的な周知・配付（配付先の改善）職域拡大のための具体的方策に関する
・平成22年度は、配付先の大幅な見直しを行い、研究成果を必要とする人に確実に届くようにそ第２期中期目標期間中に終了し 調査研究

の周知と調査研究報告書等の配付を次のように改めた。た調査・研究について外部評価を ｅ 障害者の自立支援と就業支援の効果
・各機関、企業において、必要とする研究成果を的確に見つけ出し、そのうえで、必要な調査行い、各調査・研究について、３ 的連携のための実証的研究

研究報告書等本体が確実に読まれ、活用されるようにするため、研究の成果を紹介するパン分の２以上の評価委員から、４段 ｆ 高次脳機能障害・発達障害のある者
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フレットを新たに作成し、職リハ関係機関、企業に幅広く配付した。階中上から２段階以上の評価が得 の職業生活における支援の必要性に応
・パンフレット配付のほか、職リハ関係機関、企業に対する調査研究報告書等の配付意向確認られるようにする。 じた障害認定のあり方に関する基礎的

、 、研究 調査の結果 調査研究報告書等の送付を希望すると回答した障害者就業・生活支援センター
特別支援学校等の機関には調査研究報告書等一式を送付する一方、報告書までは送付を希望ｇ 雇用関係における障害者の均等待遇
しないと回答した企業、更生相談所等の機関には、調査研究の概要をまとめたサマリーを送を実現するための諸方策に関する研究
付した。

・サマリー、研究部門ホームページ等を見て調査研究報告書等の配付要請があった機関等には(ﾛ) 新規テーマ
個別に調査研究報告書等を送付するなど、ニーズを踏まえた普及に努めた。ａ 精神障害者の常用雇用への移行のた

めの支援に関する研究
②サマリーの中身の改善・工夫（わかりやすさの充実）ｂ 若年性認知症者の就労継続に関する
・サマリーについては、実務担当者も念頭において、研究についての大まかな理解をいただき、研究－事業所における対応の現状と支

関心を持ってもらい、報告書本体を読み、活用したいとの動機づけとなるよう、表現は平易で援のあり方の検討－
、 、ｃ 中小企業における障害者雇用促進の わかりやすいものとし サマリーそのものが一つの完結した読み物となるようにするとともに

研究成果の活用状況調査結果を踏まえて、好評を得ているキーワードと活用のポイントを研究方策に関する研究
ごとに記載した。また、図表を多用するとともに、わかりやすくするため、４色刷りにする等ｄ 障害の多様化に応じたキャリア形成
工夫を行った。支援のあり方に関する研究

ｅ 欧米の障害者雇用法制及び施策に関
する調査研究

ｆ 障害のある労働者の職業サイクルに
関する調査研究（第２期）

ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発イ 職業リハビリテーションに係る技 ② 職業リハビリテーションに係る技 ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開
発法の開発 法の開発

、 、 、 、福祉から雇用への流れを踏まえ 福祉から雇用への流れを踏まえ、 、 福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者 ・発達障害 精神障害 高次脳機能障害の３障害について新たな技法の開発を行い 実践報告書
マニュアルの作成、研究発表、研究部門ホームページにおける開発成果の公開等により、その障害者雇用対策の対象者の拡大に 障害者雇用対策の対象者の拡大に 雇用対策の対象者の拡大に資するため、発
成果の普及に努めた。資するため、先駆的な職業リハビ 資するため、発達障害者や精神障 達障害者や精神障害者等これまでの支援技

、 、リテーション技法の開発を行い、 害者等これまでの支援技法では効 法では効果の現れにくい障害者に対して、 ・開発した技法は職業センターが行うプログラムとして採用し その有効性を検証するとともに
必要な改良を加えた。これまで開発した支援技法のニー 果の現れにくい障害者に対して、 イで行う調査研究とあいまって、以下の３

テーマについて障害特性及び事業主ニーズズに応じた改良を行うこと。 ①で行う調査・研究とあいまって、
に応じた先駆的な職業リハビリテーション障害特性及び事業主のニーズに応
技法の開発を行い、実践報告書、研究発表じた先駆的な職業リハビリテーシ
等を通じて、その普及に努める。また、職ョン技法を開発する。
業センターにおいて新たに開発した技法を新たに開発した技法を活用した
活用したプログラムを実施するなどによ職業準備訓練等を実施するなどに
り、多様な障害者に対し効果的な職業リハより、多様な障害者に対し効果的
ビリテーションサービスを提供するとともな職業リハビリテーションを実施
に、開発した技法に改良を加える。するとともに、必要に応じ開発し

た技法に改良を加える。

(ｲ)発達障害者の就労支援に関し、個々人の多様な職業的課題に対応したアセスメント技法や事業(ｲ) 発達障害者の就労支援に関し、個々人
主支援技法の開発の多様な職業的課題に対応したアセスメ

・ ワークシステム・サポートプログラム（WSSP)」の開発をさらに進め、ⅰ)発達障害の多様性ント技法や事業主支援技法の開発 「
に対応した事例の蓄積及びそれによるプログラム内容の改良、ⅱ）注意欠陥多動性障害者のア
セスメント技法、ⅲ）事業主や家族に対する支援技法について検討と検証を行い、職場対人技
能トレーニングに関するマニュアルを作成した。

(ﾛ)在職精神障害者の職場復帰に関し、障害特性に対応した効果的な支援技法の開発(ﾛ) 在職精神障害者の職場復帰に関し、障
・ ジョブデザイン・サポートプログラム」の開発をさらに進め、復帰後の職場定着を確実にす害特性に対応した効果的な支援技法の開 「

るための支援技法の開発を行っている。平成22年度は、同プログラム対象者の障害特性を踏ま発
えて対人コミュニケーションスキルの向上のための技法に関する検討と検証を行い、実践報告
書を作成した。

(ﾊ)高次脳機能障害者の就労支援に関し、地域の実情に即した少人数グループでの受講に使用可能(ﾊ) 高次脳機能障害者の就労支援に関し、
な支援技法の開発地域の実情に即した少人数グループでの

・ 職場復帰支援プログラム」の開発をさらに進め、平成22年度は、失語症のある高次脳機能障受講に使用可能な支援技法の開発 「
害者を対象とした少人数グループで行う支援技法について検討と試行を行い、事例発表を職業
リハビリテーション研究発表会で行った。

ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用ウ 研究・開発成果の積極的な普及・ ③ 研究・開発成果の積極的な普及・ ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用
活用活用

（ ）事業主や関係機関に対して、研 研究・開発成果の普及・活用を (ｲ) 職業リハビリテーション研究発表会の (ｲ)職業リハビリテーション研究発表会の開催 資料37



- 86 -

開催究・開発の成果の普及を図るため 図るため、研究発表会の開催、学
○第18回職業リハビリテーション研究発表会の開催の場を設けるとともに、職業リハ 会等での発表 各種研修での講義、 、 職業リハビリテーションに関する調査
・開催日：平成22年11月29日(月 ・30日（火）ビリテーションに関して職業リハ インターネット等を活用した情報 ・研究、実践活動の成果を発表し、成果 ）
・参加者：1,010名と平成21年度（969名）を上回る過去最多の参加者を得た。ビリテーションの関係者や事業主 提供等を行うとともに、職業リハ の普及を図り、我が国における職業リハ
・研究発表の題数：101題（平成21年度100題）にとって利用しやすいマニュアル ビリテーションの関係者や事業主 ビリテーションの質的向上に資するため、
・分科会数：16分科会（平成21年度16分科会）や教材等を作成・公開すること。 にとって利用しやすいマニュアル、 職業リハビリテーションの研究及び実践
・特別講演： アルペンの障がい者雇用の実際と今後」また、成果を関係機関で共有化す 教材、ツール等を第２期中期目標 に携わる関係者の参加を得て職業リハビ 「
・パネル・ディスカッション： 企業の視点から障害者の雇用を考える」るため、具体的な活用状況を把握 期間中に２０件以上作成する。 リテーション研究発表会を障害者職業総 「
・ワークショップ：Ⅰ「学校教育から就労への円滑な移行を考える 、Ⅱ「発達障害者の雇用支し、さらなる活用を図ること。 合センター及び地方会場（２か所以上） 」

援の課題 、Ⅲ「精神障害者の職場定着を進めるために」において開催する。 」
・統一的なテーマとして「障害者の雇用拡大のために－いま、企業、就労支援機関に求められる

もの－」を設定し、障害者雇用を取り巻く様々な環境の変化の中で、企業と就労支援機関が障
害者の雇用促進や相互の協力体制作りにどう取り組んでいくべきかについて、特別講演、パネ
ル・ディスカッション及びワークショップを実施した。

、 、 「 」、・分科会のテーマについては アンケート調査の要望を踏まえて 新たに 企業が望む就労支援
「企業における発達障害者雇用の取組 「職域拡大：農業分野における障害者雇用の取組」を」、
設定するなどして、より多くの参加者の問題意識に応えられるようにした。

・参加者アンケート調査： 大変参考になった 「参考になった」との回答は、研究発表会全体で「 」
過去最高となる98.8％（平成21年度97.4％）であった。
自由記述からは 「職場定着の具体的な好事例や失敗例を踏まえた説明が大変参考になった 、、 」
「企業の障害者雇用への意欲の高さが伝わった」などプログラムの内容に評価が得られた。

・なお、中小企業の取組や個人では情報入手しにくい様々な就労支援の事例を参考にしたいとい
う要望が多く、今後の企画において改善を図ることとする。

（ ）○地域における研究成果の発表 資料38
・各種アンケート調査等から要望の多かった「地域における研究成果の発表」については、３地

域（秋田、大阪、愛媛）で実施した。
・平成22年度は、新たな取組として、愛媛において、研究成果の発表の後、研究テーマに関して

地域関係機関による取組の発表と参加者による意見交換を行ってもらい、地域的な特性を踏ま
えた上で研究成果の有効な活用を考える研究発表会を開催した。

・参加者アンケート調査：研究成果の今後の活用について 「大いに活用したい 「活用したい」、 」、
が３地域平均で97.6％であった。自由記述からは 「就労支援事業を始めたので、今後どのよ、
うな取組をしたらよいのかわかった（支援機関 「発達障害者に関する知識を社員に伝える）」、
のに効果があるツールであり、社員育成に活用したい（企業 」等の意見があった。）

(ﾛ)学会等での発表、各種研修での講義 （資料39）(ﾛ) 学会等での発表、各種研修での講義
・ 日本職業リハビリテーション学会」を始め関係学会等での発表（24件）のほか、研究員・職研究成果について、関係学会等で２０ 「

業センター職員が計160件の研修等の講義（機構が実施する研修での講義113件、外部機関が実件以上発表するとともに、各種研修、講
施する研修等の講義47件）を担当した。演会等において講義等を行う。

(ﾊ)インターネット等による研究成果の情報発信 （資料40）(ﾊ) インターネット等による研究成果の情
・研究部門ホームページへのアクセス件数は、4,344,611件（平成21年度実績3,955,739件 。う報発信 ）

ち調査研究報告書等の研究成果物に対するものは、4,161,465件（95.8％）であった。職業リハビリテーションに関する調査
・新たに作成する研究成果紹介のためのリーフレットについては、その内容を、研究部門ホーム・研究及び支援技法の開発の成果を研究

ページにおいても、掲載した。部門ホームページにおいて公開する。
・研究成果の情報発信活動として、職業リハビリテーションに関連する７学会(日本職業リハビリ

テーション学会、日本精神障害者リハビリテーション学会、日本特殊教育学会、日本高次脳機
能障害学会、日本発達障害学会、日本ロービジョン学会及び日本自閉症スペクトラム学会）の
大会等において、成果物の展示、サマリーの配布等を行った。さらに、社会福祉系大学院や社
会福祉士を養成する大学、専門学校に対し、サマリーを送付した。

・発達障害者の雇用支援に係るこれまでの研究成果については、日本発達障害学会の協力を得て
同学会機関誌「発達障害研究」への掲載が実現した。また、全国普通科高等学校長会にアプロ
ーチした結果 「進路指導 （(財)日本進路指導協会発行）にも掲載されるなど周知を図ったほ、 」
か 「高等学校における発達障害支援モデル事業」実施校にも配付した。また、高次脳機能障、
害者の雇用支援に係る研究成果については、全国のリハビリテーション専門病院に最新の研究
報告書等と過去の研究成果一覧を送付した。

・障害者権利条約の批准に向けての厚生労働省における準備のため、厚生労働省からの要請に応
じ、諸外国における障害者雇用法制、施策に関する資料提供を行い、同省において研究成果の
活用がなされた。

、 「 」 、・加えて 研究員が厚生労働省 精神障害者雇用促進モデル事業推進委員会 委員として参加し
研究成果から得られた知見及び成果に基づき、モデル企業への助言・指導を行った。また、厚



- 87 -

生労働省「障害者専門支援員経験交流会議」において研究員が、精神障害者の就労支援に係る
研究成果の講義を行った。さらに、内閣府「アメリカ等における差別に関する裁判例及び行政
救済機関の仲裁例等研究会」では研究員が主要諸外国における判例等を解説した。

(ﾆ)マニュアル、教材、ツール等の作成(ﾆ) マニュアル、教材、ツール等の作成
・職業リハビリテーションに係る調査・研究及び職業リハビリテーション技法の開発の成果を踏職業リハビリテーションの関係者や事

まえ、より現場のニーズに即した活用しやすいものを目指し、業主にとって利用しやすいマニュアル、
①認知に障害のある人に対する相談補助シート教材、ツール等を４件以上作成する。
②マニュアル「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム 発達障害者のための職場

対人技能トレーニング（ＪＳＴ 」）
③マニュアル「精神障害者職場再適応支援プログラム ＳＳＴを活用した支援の実際」
④教材用ＤＶＤ「職場適応促進のためのトータルパッケージの理解と活用のために」
⑤マニュアル「難病のある人の就労支援のために」
⑥リーフレット「失語症のある人の雇用支援のために」
を作成した。

(ﾎ)研究・開発成果の共有化研究・開発成果を関係機関で共 (ﾎ) 研究・開発成果の共有化
○広域･地域センターにおける研究成果の活用状況の把握・分析 （資料41）有化するため、広域センター、地 広域センター、地域センター、障害者
・広域・地域センター27所に対して、研究成果の活用状況把握のためのアンケート調査を12月か域センター及び障害者就業・生活 就業・生活支援センター及び障害者雇用

ら１月までの間に実施した。支援センター等における研究・開 支援センターを対象に、アンケート調査
・調査研究報告書・資料シリーズの利用件数は858件（平成21年度実績807件）で、利用内訳では発成果の活用状況を把握し、研究 により研究・開発成果の活用状況を把握

障害者支援業務33.2％、自己研鑽21.7％、他機関が主催する研究会、シンポジウム等での活用1・開発成果の更なる普及・活用を し、十分に活用していない旨の回答に対
4.2％、事業主支援業務13.4％等であった。図る。 しては、自由回答欄の記載を分析し、そ

・マニュアル、教材、ツール等の利用件数は892件（平成21年度実績763件）で、利用内訳では障の原因等を把握する等により、一層利用
害者支援業務46.9％、関係機関への情報提供16.0％、自己研鑽12.1％等であった。しやすいマニュアル、教材、ツール等と

・研究成果の活用性については 「非常にわかりやすい 「わかりやすい」を併せた回答は、調査なるよう見直しを行い、研究・開発成果 、 」
研究報告書・資料シリーズが85.8％、マニュアル、教材、ツール等が96.0％であった。活用のの更なる普及・活用を図る。
効果については 「非常に有用である 「有用である」を併せた回答は、調査研究報告書・資料、 」
シリーズが95.0％、マニュアル、教材、ツール等が97.3％であった。

○障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センターにおける研究成果の活用状況の把握
・分析

・障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター239所に対して、研究成果の活用状況
把握のためのアンケート調査を12月から１月に実施した。

・研究成果の活用性については 「非常にわかりやすい 「わかりやすい」を併せた回答は、調査、 」
研究報告書・資料シリーズが77.5％、マニュアル、教材、ツール等が77.6％であった。活用の
効果については 「非常に有用である 「有用である」を併せた回答は、調査研究報告書・資料、 」
シリーズが79.2％、マニュアル、教材、ツール等が91.4％であった。

・具体的な研究成果の活用として「個別支援計画の策定、職業相談、職場定着支援でアセスメ
ントツールとして活用している 「初歩的なことから幅広い内容の記述があり利用しやすい」」
「バイブル的な資料として参考にしている」等の回答を得た。

○研究成果の活用状況の把握・分析を踏まえた改善
・アンケートの自由記述からは、書籍だけでなく視覚教材、映像ツールの作成を希望する声があ

ったことから、平成22年度は、視覚に訴えないと理解しづらいトータルパッケージについて、
検査場面での具体的な使い方等を映像とともに解説したＤＶＤを作成した。

・研究成果をより簡潔に紹介してほしいとの要望を踏まえ、調査研究報告書をそれぞれ１頁に集
約しとりまとめたパンフレットを新たに作成し、職リハ関係機関等に幅広く配付した。

・調査研究報告書のサマリーについては、好評を得たキーワードと活用のポイントを研究ごとに
記載した。また、図表を多用するとともに、わかりやすくするため、４色刷りにする等工夫を
行った。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目９ 職業リハビリテーションに係る調査・研究】 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
した。 すべてのテーマについて、上位２段階の評価を得たことは評価
① 職業リハビリテーションに係る調査・研究では、13テーマを実 できる。今後は調査・研究の成果や支援技法の普及を更に拡大・

施、終了７テーマ全てが、外部の研究評価委員による評価におい 進展することを期待する。
て中期計画に掲げる目標を達成するとともに、うち２テーマにつ
いては、全ての研究評価委員から「優れている」との最高評価を （各委員の評定理由）
得た。 ・すべてのテーマについて、上位2段階の評価を得たことは高く
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② 職業リハビリテーションに係る技法の開発では、発達障害（注 評価される。
意欠陥多動性障害者のアセスメント技法の改良とマニュアル化 、 ・発達障害、精神障害者の就労支援は、試行錯誤の状態で、支援）
精神障害（対人コミュニケーションスキル向上のための支援技法 団体は苦労している。その状況を十分に念頭に置いて研究に取り
の改良 、高次脳機能障害（失語症者を対象とした支援技法の開 組むべきである。また、研究の成果は速やかにホームページに全）
発）に関する３テーマについて技法開発を行った。 文を掲載すべきである。

③ 職業リハビリテーション研究発表会のほか、アンケート調査等 ・現場の支援に反映できることを努力している。
での要望が多かった研究成果の地域における発表を秋田、大阪、 ・先駆的研究に取り組む姿勢がある。
愛媛の３地域（目標２地域）で実施した。 ・調査、研究の実施方法、職業リハビリ技法の開発状況も一定の

④ 関係学会等での発表（24件）のほか、研究員・職業センター職 評価ができる。
員が計160件の研修等の講義を担当した。 ・開発成果の積極的な普及・活用の実績も特に評価できる。

⑤ 研究成果の情報発信活動として、職業リハビリテーションに関 ・調査・研究の質並びにその普及活用において指標を上回ってい
連する７学会(日本職業リハビリテーション学会、日本精神障害者 る。
リハビリテーション学会、日本特殊教育学会、日本高次脳機能障 ・すべての数値目標を上回る成果。研究結果に対する専門家の評
害学会、日本発達障害学会、日本ロービジョン学会及び日本自閉 価の高さや学会報告などが優れた研究であることを証明してい
症スペクトラム学会）の大会等において、成果物の展示、サマリ る。
ーの配布等を行った。さらに、社会福祉系大学院や社会福祉士を ・活発な調査研究が成果を上げていることが伺われる。
養成する大学、専門学校計約300校に対し、サマリーを送付した。

⑥ 調査・研究及び技法の開発の成果について、より現場のニーズ （その他意見）
に即した活用しやすいマニュアル 教材 ツール等を目標 ４件 ・以前から指摘されていることだが、民間非営利の支援組織など、 、 （ ）
を上回る６件作成した。 に職リハのノウハウをどう普及していくかは引き続き大きな課題

⑦ 研究成果物の活用状況アンケートでは、広域・地域センターの ではないか。
約９割、障害者就業・生活支援センター・障害者雇用支援センタ ・先端分野での研究とその普及を更に拡大・進展されることを期
ーの約８割から「非常にわかりやすい 「わかりやすい」との回 待する。また、そのための研究環境の整備や研究者の育成等に配」
答を得るなど職リハ現場で有効に活用された。 慮されたい。

⑧ 研究成果をより簡潔に紹介してほしいとの要望を踏まえ、調査
研究報告書をそれぞれ１頁に集約しとりまとめたパンフレットを
新たに作成し、職リハ関係機関等に幅広く配付した。

［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に※
ついて、年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部 ・次のとおり中期目標期間中の目標である評価を得た。終了した調査
評価を行い、各調査・研究について、３分の２以上の評価 ・研究のテーマは以下のとおり （業務実績： イ 職業リハビリテ。 「
委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られるよ ーションに関する調査・研究の実施 （Ｐ.84）参照）」
うにすること。
平成２２年度に終了する７テーマについて、研究評価委員 平成22年度終了した７テーマについて３分の２以上の評価委員から、
による評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られる ４段階中上から２段階以上の評価を得た。
ようにすること。 ・発達障害者の企業における就労・定着支援の現状と課題に関する

基礎的研究
・難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究

他５テーマ

・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリ ・次のとおり年度計画の目標を達成した （業務実績： ロ 職業リハ。 「
テーション技法の開発を３テーマ実施すること。 ビリテーションに係る技法の開発 （Ｐ.85）参照）」

平成22年度 ３テーマ
平成21年度 ３テーマ
平成20年度 ３テーマ

・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合セン ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ハの(ｲ)職業。 「
ター及び地方会場２か所以上で開催すること。 リハビリテーション研究発表会の開催 （Ｐ.85）参照）」

平成22年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（秋田・大阪・愛媛）

平成21年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（宮城・香川・鹿児島）

平成20年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（北海道、愛知、宮崎）
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・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。 ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ハの(ﾛ)学会。 「
等での発表、各種研修での講義 （Ｐ.86）参照）」

平成22年度 24件
平成21年度 28件
平成20年度 21件

・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しや ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ハの(ﾆ)マニ。 「
すいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中 ュアル、教材、ツール等の作成 （Ｐ.87）参照）」
に２０件以上作成すること。
職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し 平成22年度 ６件
やすいマニュアル、教材、ツール等を４件以上作成するこ 平成21年度 ５件
と。 平成20年度 ７件

［評価の視点］
第２ ３ (1) ② イ 職業リハビリテーションに関する調

査・研究の実施

・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研 実績：○
究、職業リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に ・広域・地域センター、障害者就業・生活支援センター等へのアンケ
資するための研究等に重点をおいて職業リハビリテーショ ート調査、厚生労働省との意見交換会等によって研究ニーズを把握
ンに関する調査・研究を実施しているか。 した上で、発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な

研究、職業リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に資する
ための研究等に重点をおいて、13の研究テーマについて調査・研究
を実施した。そのうち終了した７テーマについて調査研究報告書を
作成し、研究の過程で得られた知見等をマニュアル、教材、ツール
等としてまとめた。

・さらに、地域センター等の現場の課題解決に資する資料の作成、就
労支援機関で活用できる支援ツールの開発等、その他の調査・研究
を実施し、資料シリーズ等としてまとめた(９テーマ 。）

（ 「 」業務実績 イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施
（Ｐ.84）参照）

・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の 実績：○
２以上の評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価 ・平成22年度に終了した７テーマについて、外部の研究評価委員によ
が得られたか。 る評価を受けた結果、７テーマとも全ての評価委員から4段階中上か

ら2段階以上の評価が得られ、目標を超える評価が得られた。
・特に、これら７テーマのうち 「発達障害者の企業における就労・、

定着支援の現状と課題に関する基礎的研究 「難病のある人の雇用」
管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」の２テーマについて
は、全ての研究評価委員から「優れている」との最高評価を得た。

（ 「 」業務実績 イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施
（Ｐ.84）参照）

第２ ３ (1) ② ロ 職業リハビリテーションに係る技法
の開発

・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者 実績：○
の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技 ・これまでの支援技法では効果の現れにくい発達障害、精神障害、高
法の開発や開発した技法の改良を行っているか。 次脳機能障害に関して３テーマを設定し、技法開発を行った。

・発達障害については 「ワークシステム・サポートプログラム（WSS、
P)」の開発をさらに進め、ⅰ)発達障害の多様性に対応した事例の蓄
積及びそれによるプログラム内容の改良、ⅱ）注意欠陥多動性障害
者のアセスメント技法、ⅲ）事業主や家族に対する支援技法につい
て検討と検証を行い、職場対人技能トレーニングに関するマニュア
ルを作成した。

・精神障害については 「ジョブデザイン・サポートプログラム」の、
開発をさらに進め、復帰後の職場定着を確実にするための支援技法
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の開発を行っている。平成22年度は、同プログラム対象者の障害特
性を踏まえて対人コミュニケーションスキルの向上のための技法に
関する検討と検証を行い、実践報告書を作成した。

・高次脳機能障害については 「職場復帰支援プログラム」の開発を、
さらに進め、平成22年度は、失語症のある高次脳機能障害者を対象
とした少人数グループで行う支援技法について検討と試行を行い、
事例発表を職業リハビリテーション研究発表会で行った。

（ 「 」（ ）業務実績 ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発 Ｐ.85
参照）

第２ ３ (1) ② ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活
用

・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、 実績：○
インターネット等を活用した情報提供等を行っているか。 ・職業リハビリテーション研究発表会の内容の充実については、統一

的なテーマとして「障害者の雇用拡大のために－いま、企業、就労
支援機関に求められるもの－」を設定し、障害者雇用を取り巻く様
々な環境の変化の中で、企業と就労支援機関が障害者の雇用促進や
相互の協力体制作りにどう取り組んでいくべきかについて、特別講
演、パネル・ディスカッション及びワークショップを実施した。

・各種のアンケート調査での要望や意見を踏まえ、参加者の関心の高
いテーマでの発表や討議がなされるよう、上記の特別講演、パネル
・ディスカッション及びワークショップのほか、新たに「企業が望
む就労支援 「企業における発達障害者雇用の取組 「職域拡大：」、 」、
農業分野における障害者雇用の取組」をテーマに設定するなどして

、 （ ） 。の16分科会 口頭及びポスターによる研究発表 101題 で構成した
・さらに、各種アンケート調査等から要望の多かった「地域における

研究成果の発表」については、秋田、大阪、愛媛の３地域で実施し
た。そして平成22年度は、新たな取組として、愛媛において、研究
成果の発表の後、研究テーマに関して地域関係機関による取組の発
表と参加者による意見交換を行ってもらい、地域的な特性を踏まえ
た上で研究成果の有効な活用を考える研究発表会を開催した。

（ 「 」（ ．業務実績 ハの(ｲ)職業リハビリテーション研究発表会の開催 Ｐ
85）参照）

・ 日本職業リハビリテーション学会」を始め関係学会等での発表（2「
4件）のほか、研究員・職業センター職員が計160件の研修等の講義
（機構が実施する研修での講義113件、外部機関が実施する研修等の
講義47件）を担当した。

（業務実績「ハの(ﾛ)学会等での発表、各種研修での講義 （Ｐ.86）」
参照）

・研究部門ホームページへのアクセス件数は、4,344,611件（平成21年
度実績3,955,739件 。うち調査研究報告書等の研究成果物に対する）
ものは、4,161,465件（95.8％）であった。

・新たに作成する研究成果紹介のためのリーフレットについては、そ
の内容を、研究部門ホームページにおいても、掲載した。

・研究成果の情報発信活動として、職業リハビリテーションに関連す
る７学会(日本職業リハビリテーション学会、日本精神障害者リハビ
リテーション学会、日本特殊教育学会、日本高次脳機能障害学会、
日本発達障害学会、日本ロービジョン学会及び日本自閉症スペクト
ラム学会）の大会等において、成果物の展示、サマリーの配布等を
行った。さらに、社会福祉系大学院や社会福祉士を養成する大学、
専門学校計約300校に対し、サマリーを送付した。

・発達障害者の雇用支援に係るこれまでの研究成果については、日本
発達障害学会の協力を得て同学会機関誌「発達障害研究」への掲載

。 、 、が実現した また 全国普通科高等学校長会にアプローチした結果
「進路指導 （(財)日本進路指導協会発行）にも掲載されるなど周」
知を図ったほか 「高等学校における発達障害支援モデル事業」実、
施校にも配付した。また、高次脳機能障害者の雇用支援に係る研究
成果については、全国のリハビリテーション専門病院に最新の研究
報告書等と過去の研究成果一覧を送付した。

・障害者権利条約の批准に向けての厚生労働省における準備のため、
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厚生労働省からの要請に応じ、諸外国における障害者雇用法制、施
策に関する資料提供を行い、同省において研究成果の活用がなされ
た。

・加えて、研究員が厚生労働省「精神障害者雇用促進モデル事業推進
委員会」委員として参加し、研究成果から得られた知見及び成果に
基づき モデル企業への助言・指導を行った また 厚生労働省 障、 。 、 「
害者専門支援員経験交流会議」において研究員が、精神障害者の就
労支援に係る研究成果の講義を行った。さらに、内閣府「アメリカ

」等における差別に関する裁判例及び行政救済機関の仲裁例等研究会
では研究員が主要諸外国における判例等を解説した。
業務実績 ハの(ﾊ)インターネット等による研究成果の情報発信 Ｐ.（ 「 」（
86）参照）

・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し 実績：○
やすいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間 ・職業リハビリテーションに係る調査・研究及び職業リハビリテーシ
中に２０件以上作成するための取組を進めているか。 ョン技法の開発の成果を踏まえ、より現場のニーズに即した活用し

やすいものを目指し 「難病のある人の就労支援のために 「失語症、 」
のある人の雇用支援のために」等６件のマニュアル、教材、ツール
等を作成した(平成22年度計画：目標４件以上 。）

（業務実績「ハの(ﾆ)マニュアル、教材、ツール等の作成 （Ｐ.87）」
参照）

・広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障 実績：○
害者就業・生活支援センター等における研究・開発成果の ・広域・地域センター27所に対して、研究成果の活用状況把握のため
活用状況を把握し、研究・開発成果の更なる普及・活用を のアンケート調査を実施した。その結果 「非常に有用である 「有、 」
図っているか。 用である」を併せた回答が、調査研究報告書・資料シリーズが95.0

％、マニュアル、教材、ツール等が97.3％であった。
・障害者就業・生活支援センター、障害者雇用支援センター239所に対

、 。して 研究成果の活用状況把握のためのアンケート調査を実施した
その結果 「非常に有用である 「有用である」を併せた回答が、調、 」
査研究報告書・資料シリーズが79.2％、マニュアル、教材、ツール
等が91.4％であった。

・具体的な研究成果の活用として「個別支援計画の策定、職業相談、
職場定着支援でアセスメントツールとして活用している 「初歩的」
なことから幅広い内容の記述があり利用しやすい 「バイブル的な」
資料として参考にしている」等の回答を得た。

・アンケートの自由記述からは、書籍だけでなく視覚教材、映像ツー
ルの作成を希望する声があったことから、平成22年度は、視覚に訴
えないと理解しづらいトータルパッケージについて、検査場面での
具体的な使い方等を映像とともに解説したＤＶＤを作成した。

・研究成果をより簡潔に紹介してほしいとの要望を踏まえ、調査研究
報告書をそれぞれ１頁に集約しとりまとめたパンフレットを新たに
作成し、職リハ関係機関等に幅広く配付した。

・調査研究報告書のサマリーについては、好評を得たキーワードと活
用のポイントを研究ごとに記載した。また、図表を多用するととも
に、わかりやすくするため、４色刷りにする等工夫を行った。

（業務実績「ハの(ﾎ)研究・開発成果の共有化 （Ｐ.87）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１０） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(2)障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項(2)障害者職業能力開発校の運営業務の (2)障害者職業能力開発校の運営業務の (2)障害者職業能力開発校の運営業務の実施に
・機構本部において中央校及び吉備校（以下「両校」という ）の毎月の業務実績の把握・分析実施に関する事項 実施に関する事項 関する事項 。

を行うとともに、関係機関等との協力・調整を要する事項を報告させることにより、機動的に機構が運営業務を行う障害者職業能 機構が運営業務を行う障害者職業能 機構が運営業務を行う障害者職業能力開
業務運営方策の見直し・検討をすすめている。機構本部及び両校（以下「三者」という ）に力開発校に関しては、職業的重度障害 力開発校に関しては、広域センターと 発校に関しては、広域センターとの密接な 。
より定期的に開催する連絡・調整会議において、機構本部が見直し・検討した業務運営方策を者に対して、個々の訓練生の障害の程 の密接な連携の下、職業的重度障害者 連携の下、職業的重度障害者に対して、個

、 、 。 、度、態様等を十分考慮し、弾力的な運 に対して 個々の訓練生の障害の程度、 、 々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考 ベースに検討を行い 三者の連携又は両校による具体的取組について決定し 実施した 特に
厳しい雇用情勢が続いている状況に対応すべく、訓練受講者に対する訓練受講中からの就職支営を図るほか、個々の訓練生に適した 態様等を十分考慮し、弾力的な運営を 慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓
援、事業主団体への求人確保等への協力依頼、公共職業安定所及び地域センターとの連携によ訓練内容を定めるなど、障害者の障害 図るほか、個々の訓練生に適した訓練 練生に適した訓練内容を定めるなど、障害
る個別企業への採用検討の働きかけの実施等就職促進対策の一層の強化に取り組んだ。また、の特性に応じたよりきめ細かな配慮を 内容を定めるなど、障害者の障害の特 者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配
導入２年目を迎えた職業訓練上特別な支援を要する障害者（以下「特別支援障害者」という ）加えた先導的な職業訓練を実施するこ 性に応じたよりきめ細かな配慮を加 慮を加え、他の障害者職業能力開発校等に 。
に対する特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のためのフォローアップとの一と。 え、他の障害者職業能力開発校等に成 成果を提供できるような先導的な職業訓練
体的実施による先導的職業訓練（以下「特注型企業連携訓練」という ）については、平成21果を提供できるような先導的な職業訓 を実施する。 。
年度に実施した精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者に加え、新たに肢体不自由者や練を実施する。
視覚障害者を対象とするとともに、実施に当たっては、導入初年度であった平成21年度では、
作業の量とスピードが求められる企業内訓練で自信を失い、当該企業への就職が不調に終わっ
た事例が見られたことから、平成22年度は、新たに、施設内訓練の段階から、できるだけ早期
に実施目標水準を設定し、対象者の達成状況を見ながら段階的にこれを引き上げていく手法を
導入した。また、事業主団体のほか、障害者雇用に理解や関心がある個別企業を重点対象とし
た説明・働きかけなどにより受入れ企業の拡大を図った。

①職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実① 職業訓練上特別な支援を要する障 ア 職業訓練上特別な支援を要する障 ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に
（ ）害者に対する職業訓練の充実 害者に対する職業訓練の充実 対する職業訓練の充実 ○特別支援障害者の受講機会の拡大 資料42

・両校において、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の訓練受講希望者が募集枠を大福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者
幅に上回ったことに対応して、年間複数回ある入所機会のいずれにおいても、募集枠を超えた受講者の拡大を図る観点から、関係 受講者の拡大を図る観点から、関係 の拡大を図る観点から、職業安定機関、地
受入れを実施した。また、一般訓練科における受入れについて、既に実施していた中央校に加機関との一層緊密な連携を図り、職 機関との一層緊密な連携を図り、職 域センター及びその他関係機関との一層緊
え、平成22年度には吉備校においても開始した。業的重度障害者、とりわけ精神障害 業的重度障害者、とりわけ精神障害 密な連携を図り、職業的重度障害者、とり

・受入れに当たっては、精神障害者等の増加に対応して訓練生の職業生活指導が的確に行われる者や発達障害者を含む職業訓練上特 者や発達障害者を含む職業訓練上特 わけ精神障害者、発達障害者を含む職業訓
よう臨時講師の増配置や教室の追加的確保等により指導体制を強化するとともに、精神障害者別な支援を要する障害者を重点的に 別な支援を要する障害者を積極的に 練上特別な支援を要する障害者を積極的に
等の訓練に携わる一般訓練科職業訓練指導員に対し、障害者職業カウンセラーによる支援時の受け入れること。 受け入れ、定員充足率が毎年度９５ 受け入れ、その受講者に占める割合が平成
配慮事項、職域開発科職業訓練指導員による個々の訓練生の特性に応じた指導技法及び精神科％以上となるようにする。 ２１年度を上回るようにするとともに、定
の医師による精神疾患や発達障害等の特性等についての研修を行い、より的確な指導を行うた員充足率が９５％以上となるようにする。
めの知識を付与した。特に、精神障害者及び発達障害者に対す

る職業訓練を積極的に実施する。
定員と受入れの状況また、企業ニーズに的確に対応す 企業ニーズに的確に対応するとと 障害者雇用アドバイザーが事業主等に対
精神障害者るとともに、障害者の職域拡大を念 もに、障害者の職域拡大を念頭にお して行う相談・援助を通じて、あるいは、

中央校：平成22年度定員20人のところ、頭において、より就職に結びつく職 いて、より就職に結びつく職業訓練 企業を対象として行う訓練見学会や受入講
32人を受入れ業訓練の実施に努めること。このた の実施に努める。このため、企業に 座の機会等を活用して、企業の訓練ニーズ

吉備校：同５人のところ５人を受入れめ、企業による採用や職場適応につ よる採用や職場適応についてのノウ の広範な把握をし、企業ニーズに的確に対
発達障害者いてのノウハウが確立されていない ハウが確立されていない職業訓練上 応するとともに、障害者の職域拡大を念頭

中央校：同10人のところ15人を受入れ職業訓練上特別な支援を要する障害 特別な支援を要する障害者について、 において、個別カリキュラムによる個別訓
吉備校：同10人のところ17人を受入れ者について、雇入れ可能性のある企 雇入れ可能性のある企業の協力・連 練など、より就職に結びつく職業訓練の実

高次脳機能障害者業の協力・連携の下に、特注型の訓 携の下に、特注型の訓練メニューに 施に努める。このため、企業による採用や
中央校：同25人のところ28人を受入れ練メニューに基づく企業内訓練と就 基づく企業内訓練と就業継続のため 職場適応についてのノウハウが確立されて
吉備校：同５人のところ７人を受入れ業継続のための技術的支援の一体的 の技術的支援の一体的実施による先 いない職業訓練上特別な支援を要する障害

者について、雇入れ可能性のある企業の協実施による先導的職業訓練に取り組 導的職業訓練に取り組む。
・定員充足に向けて、三者の密接な連携のもと、厚生労働省の協力を得て、都道府県労働局及びむこと。 力・連携の下に、特注型の訓練メニューに

都道府県の職業能力開発主管課に対して、両校における特別支援障害者の職業訓練の受入れに基づく企業内訓練と就業継続のための技術
ついての周知及び受講希望者の円滑な情報提供を依頼した。的支援の一体的実施による先導的職業訓練
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・また、両校の協力連携による公共職業安定所、福祉機関等の関係機関への訪問、地域センターに取り組む。
による積極的な訓練対象者の把握及び両校への情報提供等を引き続き積極的に実施した。また、経済・雇用失業情勢を踏ま また、経済・雇用失業情勢を踏ま また、引き続き厳しい経済・雇用失業情

・平成21年度に作成した訓練実施方法や内容等を理解しやすい動画による受講者募集用のＤＶＤえつつ、職業紹介等の業務を担当す えつつ、職業紹介等の業務を担当す 勢に対応して、訓練受講者に対するより早
について、広範な周知が図られるよう、両校の訓練受講希望者、企業の人事担当者、施設見学る職業安定機関との緊密な連携を図 る職業安定機関との緊密な連携を図 期からの就職支援及び事業主に対する訓練
者等のほか、地域センターの利用者で職業訓練の受講希望者等に対する説明の際に活用し、当り、第２期中期目標期間中において り、訓練修了者等の就職率が８０％ 受講者の職業能力の情報提供等を実施する
機構が主催する障害者ワークフェア（10月）等イベントの際に放映するとともに、両校のホー修了者等の就職率が８０％以上とな 以上となることに資するため、指導 とともに、職業紹介等の業務を担当する職
ムページでも視聴できるようにした。ることに資するため、カリキュラム 技法の開発、訓練カリキュラムの見 業安定機関との緊密な連携を図り訓練修了

・さらに、特別支援障害者の積極的な受入れに向け、発達障害者支援センターなど特別支援障害の見直し等による訓練内容の充実を 直し等によりその内容の充実を図る。 者等の就職率が８０％以上となることに資
者に係る施設を対象とした見学会を開催するとともに、特に、重度上肢障害者、重度視覚障害図ること。 するため、指導技法の開発、訓練カリキュ
者の受入れの促進に向けて、①中央校においては、肢体不自由者及び視覚障害者が在籍する教ラムの見直し等によりその内容の充実を図
育機関への訪問地域を拡大（平成21年度13校→平成22年度36校 、肢体不自由者及び視覚障害る。 ）
者が在籍する福祉機関への訪問を新たに実施（37機関）し、新規に作成した特別支援障害者の
支援事例等を盛り込んだリーフレットの活用により重度上肢障害者、重度視覚障害者の訓練実
績を紹介しつつ受講希望者の情報提供を要請するとともに、②吉備校においては、リハビリテ
ーション科を有する病院（182か所）に募集要項等を送付したほか、新たに回復期リハビリテー
ションを実施している病院を訪問（26か所）し、入通院患者に対する職業訓練に関する情報提
供を依頼した。

・特別支援障害者は、平成21年度実績の6.0％増となり、受講者に占める割合は49.0％と平成21年
度実績を1.8ポイント上回った。

・定員（280人）充足率は、103.6％と平成21年度実績101.4％を上回った。

※（ ）は平成21年度比

平成22年度 平成21年度

受講者数 290人 284人
（102.1％）

うち特別支援 142人〔49.0％〕 134人〔47.2％〕
障害者 割合 （106.0％）〔 〕

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項
①職業リハビリテーションの総合的・効果的① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門
の実施的支援の実施 的支援の実施

○広範な地域からの職業的重度障害者の受入れ・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下 ・ 広域障害者職業センター（以下「広域
・両校が協力連携し、公共職業安定所、福祉機関等の関係機関への訪問、要請を全国展開するとの広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ センター」という ）については、全国の。

ともに、地域センターによる積極的な訓練対象者の把握及び両校への情報提供に積極的に取り者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職 広範な地域から職業的重度障害者を受け
組んだ。を十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい 入れるという本来の役割を十分に果たす

・吉備校においては、新たに、精神障害者について、入寮による受入れを開始した。ーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ よう、職業安定機関、地域センター及び
、 、 （ 「 」 。）を行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ その他関係機関との積極的な連携により ・中央校においては 新たに 国立障害者リハビリテーションセンター 以下 障リハ という

の入所者で職業訓練の受講希望者が円滑に訓練を受講できるよう、障リハ職員との間で、受講ーと連携して対象者の把握・支援 対象者の把握・支援等を行う。
を希望する者や訓練科目、カリキュラム、受入れ時期等の情報の交換を行うための会議を開催等を行う。
し、協力関係を強化した。

・その結果、埼玉県、東京都（中央校）及び岡山県（吉備校）外からの受入れ者は109人（平成21
年度実績107人）となり、障リハ設置の宿舎への入所資格の無い者以外の者に占める割合は47.2
％と平成21年度実績46.0％を上回った。

（ ）○企業ニーズへの対応と職域拡大のための訓練カリキュラムの充実等 資料43
・企業を対象とした訓練見学会の開催、公共職業安定所や当機構地方業務関連事務所の企業向け

セミナー等への参加によるほか、障害者雇用アドバイザーを通じての企業ニーズの把握に努め
た。また、平成21年度からの新たな取組として行った特別支援障害者採用企業を訪問しての実
際の職場環境や職務内容と就業に必要な具体的な知識、技能の把握について、平成22年度は重
度視覚障害者の雇用実績が少ない事務系職種における職務内容や職務遂行上の課題、さらに企
業が求める技能等を把握することを重点に行った(訪問企業：平成21年度20社→平成22年度48
社 。）

・以上のような様々な方法により把握した企業ニーズに加え、平成21年度までの修了生の就職職
種、訓練科ごとの充足率、就職率等を分析し、中央校について、訓練生及び企業の双方のニー
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ズが高い訓練科では定員を拡大、双方ともニーズの低い訓練科では縮小し、訓練科別定員の適
正化を図った。

〔定員の拡大〕オフィスワーク科：20人→30人、電子機器科：５人→10人
〔定員の縮小〕テクニカルオペレーション科：10人→５人、工業デザイン科：10人→５人、経理

事務科：15人→10人

・両校において、新たに特注型企業連携訓練を通じて作成した企業のニーズに応じた訓練メニュ
ーを応用し、パソコン入力作業において実際の職場で利用されている伝票の書式や入力画面を
導入するなど、他の施設内訓練における教材・テキスト等の改訂を行った。このうち、精神障
害、高次脳機能障害等といった認知障害を有する訓練生に対して実施した特注型企業連携訓練
向けに開発・作成した「出退勤データ入力管理訓練教材」は、厚生労働大臣賞を受賞した。

○特注型企業連携訓練の推進
・導入２年目を迎えた特注型企業連携訓練の内容の充実及び受入れ企業の拡大に向け、以下の取

組を行った。
①受講者に対しては、導入初年度であった平成21年度では、作業の量とスピードが求められる

企業内訓練で自信を失い、当該企業への就職が不調に終わる事例がみられたことから、平成2
2年度は、新たに、施設内訓練の段階から、できるだけ早期に実施目標水準を設定し、対象者
の達成状況をみながら段階的にこれを引き上げていく手法を導入した。

②受入れ企業に対しては、企業内訓練が効果的に実施できるよう、障害特性を踏まえた指導方
法、支援ツールの活用方法等について、写真等多数使用して解説した「企業内訓練マニュア
ル」を作成し、提供した。

③当該訓練の受講を希望し、あるいは必要とする障害者や訓練に協力していただける企業を広
く募るため、新たに、両校及び機構本部のホームページに対象となる障害内容及び訓練の内
容等を分かりやすく紹介する資料を掲載するとともに、商工会議所、経営者協会、中小企業
家同友会等の事業主団体への訪問数を大幅に拡大（平成21年度15か所→平成22年度50か所）
し、当該訓練の説明と会員企業への周知を依頼した。また、職場実習の受入れ実績のある企
業や訓練関連職種のある企業等に対して、新たに、企業が事業効果を理解しやすいよう事例
を盛り込んだパンフレットを作成し、訪問時に配付、説明し、受入れ検討への働きかけを強
化したほか、公共職業安定所からの情報をもとに障害者雇用に前向きな企業への訪問件数を
増やすとともに、企業への訪問に当たっては、個別対象者の障害状況や技能の習得状況等を
提示しての受入れの働きかけを行うなど、訓練の利用についてより積極的な働きかけを行っ
た（訪問企業数：158社→401社 。）

・その結果、実施者35人、修了者34人、就職者29人（平成21年度実施者17人、修了者16人、就職
者12人）といずれも平成21年度実績を大きく上回った。なお、高次脳機能障害者への実施が大
きく増加する ２人→９人 とともに 新たに視覚障害者 肢体不自由者に対して実施した 視（ ） 、 、 （
覚障害者が３人、肢体不自由者が５人 。）

○精神障害者及び発達障害者に対する支援技法の向上と支援ノウハウの共有
・精神障害者及び発達障害者に対する支援技法の向上を図るための研修を職業訓練指導員等に対

し実施した。
・両校及び地域センター間の支援ノウハウの共有化を図るため、精神障害者等の支援のために開

発されたカリキュラム、教材、ツール等の新たな作成例や工夫例を機構本部において収集し、
機構内ＬＡＮにより広く共有（平成22年度新たに135件を追加）し、両校においてそれらを活用
することにより、効果的な支援の実施に努めた。

○厳しい雇用情勢に対応した就職促進対策の実施
・訓練生の就職を促進するため、職業訓練の実施に当たっては、個々の訓練生の障害特性、能力

及び適性等に応じた個別カリキュラムの設定を行うとともに、事業所開拓による実際の職場で
の実習指導について、就職経験のない者や職種転換をする者に対して、訓練受講の早期に体験
型の短期間の職場実習を追加して実施するほか、就職活動の長期化に伴う就職意欲の低下や心

、身の不調を生じさせないようにするためにグループミーティングを繰り返し開催するとともに
事業主に対し修得した能力を効果的に自己アピールできるようになるための個別支援の時間数
を増やすなど職業生活指導の充実を図った。

・また、厚生労働省の協力を得て、都道府県労働局に対して、公共職業安定所からの両校への求
人情報や障害者雇用率達成指導を通じて障害者雇用に前向きな意向が把握された事業所情報の
積極的な提供等を依頼するとともに、機構本部から地域センターに対して、事業主に対する両
校の訓練修了予定者及び修了未就職者に関する情報の提供、訓練生の採用の可能性のある事業
所情報の両校への連絡を指示した。

・さらに、両校においては、訓練生の就職先確保に向け、訓練期間中からの求人開拓の実施要請
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のための公共職業安定所等への訪問を平成21年度実績の24％増の件数で行う（平成21年度174所
→平成22年度216所）とともに、修了予定の特別支援障害者等の希望就職地を管轄する地域セン
ターに対し、遠隔地における特注型企業連携訓練の実施時における訓練生及び事業主へのフォ
ローや、訓練生から応募希望があった企業へのジョブコーチ支援の実施の働きかけ及び実施の
調整などの協力依頼を行った。

・企業に対しては、求人の拡大を図るために、企業を対象とした訓練見学会、障害者受入準備講
座の開催、指導員等が訓練生の採用面接に同行し修得能力等を企業へ情報提供する等による企
業における訓練修了者の職業能力の理解促進、雇用管理のアドバイスを行うとともに、両校の
求職者情報のホームページによる提供については、新たに、情報を毎月最低１回更新するとと
もに更新時にはトップページで更新告知を行い、これらを通じて、雇入れに関する問合せをし
てきた事業所や、採用意向が把握された事業所に対しては直ちに働きかけを行った。

・さらに、会員企業への求人確保等の協力依頼のための訓練生の希望就職地の事業主団体への直
接訪問を平成21年度実績の６倍実施（平成21年度８団体→平成22年度50団体 、求職者情報の）
就職面接会等での企業の人事担当者への配付を行うほか、企業の人事担当者が訓練生と面談し
ながら行う会社説明会（平成21年度63社→平成22年度79社）を積極的に開催し、特別支援障害
者等の就職機会の確保に努めた。

・訓練生に対しては、厳しい雇用情勢のもとでの就職が実現できるよう、両校において、訓練期
間中の早期から就職支援を開始するとともに、公共職業安定所が開催する就職面接会への積極
的な参加を促進（平成22年度92回、延べ544人参加）した。

・その結果、厳しい就職環境の中、就職者数は224人と平成21年度実績を上回った。就職率につい
ては、平成22年度修了者が平成21年度修了者に比較し14人増となったことにより、前年度実績
をやや下回っている。

平成22年度 平成21年度
（ ） （ ）平成23年６月末 平成22年６月末

就職率 83.9％ 86.2％

就職者数 224人 218人

修了者数 267人 253人

②障害者に対する指導技法等の開発・普及② 障害者に対する訓練技法等の開発 イ 障害者に対する指導技法等の開発 ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及
・普及・普及

（ 、 ）先導的な職業訓練実施の成果をも 先導的な職業訓練実施の成果を基 先導的な職業訓練実施の成果をもとに、 ○発達障害者及び重度視覚障害者に対する先導的職業訓練の成果の取りまとめ 資料44 資料45
・平成21年度に実施した指導技法等の開発成果に関するアンケートで訓練技法について要望の多とに、精神障害者や発達障害者を含 に、職業訓練上特別な支援を要する 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対

かった発達障害者の訓練について、学識経験者、発達障害者の受入れを開始して間もない職業む職業訓練上特別な支援を要する障 障害者に対する職業訓練内容、指導 する職業訓練内容、指導技法等をマニュア
能力開発施設の職員、発達障害者支援センター職員の参画を得て、吉備校に「発達障害者に対害者に対する職業訓練内容、指導技 技法等をマニュアル等にとりまとめ、 ル等にとりまとめる。
する職業訓練実践マニュアル作成委員会」を設け、発達障害者編職業訓練実践マニュアルを２法等をマニュアル等にとりまとめ、 他の障害者職業能力開発校等への提 平成２２年度は、職業訓練上特別な支援
月に作成した。他の障害者職業能力開発校に提供す 供、その訓練指導員に対する研修の を要する障害者である発達障害者及び重度

・中央校及び吉備校以外の職業能力開発校等ではほとんど実施されていない重度視覚障害者の事ること等により、障害者職業訓練全 実施等により、障害者職業訓練全体 視覚障害者について、近年の職業訓練実施
務系職種訓練について、学識経験者、重度視覚障害者の受入れを開始して間もない職業能力開体のレベルアップに貢献すること。 のレベルアップに貢献する。指導技 の成果をもとに、マニュアル等の取りまと
発施設の職員、重度視覚障害者を雇用している企業の担当者、視覚障害者就労生涯学習支援セ法等の開発成果については、障害者 めを行う。
ンター職員の参画を得て 「重度視覚障害者に対する職業訓練実践マニュアル作成委員会」を職業能力開発校等へのアンケート調 また、発達障害者及び重度視覚障害者に 、
設け、重度視覚障害者編職業訓練実践マニュアルを２月に作成した。査を実施し、開発した指導技法等に ついてのものを含め開発した指導技法等を

・これらのマニュアルの作成に当たっては、当該障害者の受入れを開始して間もない職業能力開係る職業訓練を実施又は実施を検討 取りまとめたマニュアル等を、他の障害者
発施設における苦慮事項等も参考に、①訓練上の留意点、②訓練カリキュラム、教材等のモデしている障害者職業能力開発校等の 職業能力開発校等へ提供するとともに、そ
ルの作成、③関係機関との連携方法を盛り込んだ。有効回答のうち８０％以上のものか の障害者職業能力開発校等の職業訓練指導

・また、職業訓練実践マニュアルは機構本部のホームページに掲載するとともに、他の障害者職ら有用であった旨の評価が得られる 員等に対する研修の実施、障害者に対する
業能力開発校等にも配付した。ようにする。 職業訓練の指導技法等を普及する障害者能

力開発指導者交流集会の開催等により障害
○指導技法の開発成果等の普及者職業訓練全体のレベルアップに貢献す
【ホームページによる指導技法等の普及】る。

、指導技法等の開発成果については、障害 ・平成21年度までの先導的な職業訓練の成果を取りまとめた各種報告書をホームページに掲載し
広く普及を図った。者職業能力開発校等へのアンケート調査を

・さらに、平成21年度に作成したＰＲリーフレットを当機構主催の職業リハビリテーション研究実施し、開発した指導技法等に係る職業訓
発表会（11月）において配付する、当機構発行の定期刊行誌働く広場（９月号）に紹介記事を練を実施もしくは実施を検討している障害
掲載することにより、実践報告書等の存在を広く周知することに努めた。者職業能力開発校等の有効回答のうち８０

％以上のものから有用であった旨の評価が
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《ホームページアクセス件数》得られるようにする。

平成22年度 平成21年度

実践報告書
(知的障害者) 159,171 147,387
(高次脳機能障害者等) 164,965 73,159
(精神障害者) 98,766 30,333
(視覚障害者) 25,939 16,721
(上肢に障害を有する身体障害者) 164,532 96,931

研究会報告書
(知的障害者の職域拡大) 15,339 12,144
(発達障害者の職業訓練) 58,478 47,914

計 687,190 424,589
〔平成21年度比〕 〔161.8％〕

【 】 （ 、 ）障害者能力開発指導者交流集会の開催 資料46 資料47
・民間及び公共の障害者職業能力開発施設や一般校を活用した障害者職業能力開発事業を実施し

ている都道府県立職業能力開発施設、専修学校及び企業等において障害者職業能力開発に携わ
る者等を対象として、平成21年度に実践研究の成果として取りまとめた精神障害者及び高次脳
機能障害者に対する訓練技法の開発、企業との連携による現場の職務に即した職業訓練メニュ
ーの作成をテーマとして障害者能力開発指導者交流集会を開催し、それぞれの実践研究の成果
の紹介を行うとともに、各テーマごとにグループに分かれ、それぞれの施設における職業能力

。開発の取組状況について意見・情報交換等を行うことにより訓練技法の効果的な普及に努めた
併せて、特注型企業連携訓練の取組の紹介を行い、企業の協力による特注型訓練メニューの作
成とそれに基づく企業内訓練の実施による効果的な職業訓練の普及に努めた。
開催日：平成22年11月５日
参加者数：62人（平成21年度64人）

・新たな試みとして、厚生労働省による職業訓練指導員経験交流会との合同開催により、より広
範な参加者を得て、最新の職業能力開発施策を踏まえた今後推進が望まれる職業訓練内容につ
いて、集中的に意見・情報交換等が行えるよう工夫した。これにより、障害者能力開発指導者
交流集会については、障害者職業能力開発校の職業訓練指導員の参加が増加するなど幅広い参
加を得るとともに、障害特性に応じた訓練カリキュラムや訓練教材、支援ツール等の展示を解
説付きで行った。

・その結果 参加者に対するアンケート調査では 平成21年度を上回る94.9％(平成21年度93.1％)、 、
から「有用であった」との回答を得た。

・両校それぞれにおいても交流集会等を開催し、他の障害者職業能力開発施設等の指導員等に対
して、新たに、実際の訓練場面での技能指導体験を加えるなどの工夫を行い、実践的な指導技
法等の普及を図った。中央校においては、精神障害者に対する職業訓練をテーマとして設定し
実施した。吉備校においては発達障害者及び高次脳機能障害者に対する職業訓練をテーマとし
て設定し実施した。
参加者数（両校計 ：32人）

・参加者に対するアンケート調査では、100％（平成21年度は93.3％）から「有用であった」との
回答を得た。

【 】 （ ）一般校の職業訓練指導員研修への協力等 資料48
・｢一般校を活用した障害者職業能力開発事業に係る訓練指導員研修｣(職業能力開発総合大学校実

施)に協力して、一般校の指導員を受け入れ、知的障害者等の職業能力開発に係る研修を実施し
た。

基礎研修(知的障害に関する基礎的な知識の修得)
中央校：14人

実践研修(知的障害者に対するオフィス・流通又はホテルサービス等に係る実践的な指導技法
等の修得)

中央校：６人
実践研修(発達障害者に対する職業訓練に係る実践的な指導技法等の修得）

吉備校：６人

○指導技法等の開発成果に関するアンケート調査の実施
・平成21年度に取りまとめた実践報告書（ 精神障害者に対する職業訓練の実践研究報告書」及「

び「高次脳機能障害者に対する職業訓練の実践研究報告書 ）の有用度（職業訓練の実施又は」
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受入れの検討に役立ったか）について、精神障害者や高次脳機能障害者を受入れている又は受
入れることを検討している障害者職業能力開発施設等を対象にアンケート調査を実施し、97.3
％から「有用であった」との回答を得た。具体的な活用場面としては 「知識を得る機会」が3、
8.1％ 「訓練生に対する指導」が36.5％と多くあげられ 「高次脳機能障害者に必要な、疲れ、 、
やすさや感情のコントロールなど 障害特性に応じた支援のアプローチ方法が理解できた 対、 」、「
人場面の苦手な精神障害者に、コミュニケーションスキルの向上が図られるような集団作業の
充実を図りたい」など、本報告書に掲載した障害特性に応じた配慮事項等が、訓練を行う上で
必要な知識の獲得や、指導場面での活用に繋がっていることが把握された。

・また、アンケート調査への回答147機関中93機関が、平成22年度において新たな訓練科の開設や
カリキュラムの見直し等、障害者の職業訓練に関する新たな取組、検討を行っており、そのう
ち実践報告書等の存在を知っていた50機関中46機関（92.0％）において、これまでに発行した
報告書等の活用があった。具体的には、高次脳機能障害者に対する作業遂行上の課題を改善す
るための訓練教材の作成や精神障害者を対象とした専門の訓練コースの新設のためのカリキュ
ラムや訓練教材の作成に活用されていた。

・平成22年度に取りまとめた職業訓練実践マニュアル（ 発達障害者編Ⅰ～知的障害を伴う人の「
施設内訓練～」及び「重度視覚障害者編Ⅰ～施設内訓練～ ）については、平成23年２月に障」
害者職業能力開発施設等に配付したところであり、有用度に関するアンケート調査は、平成24
年１月頃に当該配付先等を対象に実施することとしている。

注）中央校：中央障害者職業能力開発校
吉備校：吉備高原障害者職業能力開発校

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１０ 障害者職業能力開発校の運営】 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
した。 職業訓練については、職業訓練上特別な支援を必要とする精神
① 中央校及び吉備校において、精神障害者、発達障害者及び高次 障害者、発達障害者、高次脳機能障害者のいずれも受入れ拡大等

脳機能障害者の訓練受講希望者が募集枠を大幅に上回ったことに を実施し、こうした障害者の入校割合が目標を大きく上回るなど
対応して、年間複数回ある入所機会のいずれにおいても、募集枠 すべての目標を達成したほか、障害者に対する先駆的な指導技法
を超えた受入れを実施した。機構本部において両校の毎月の業務 の開発、普及についても大きな成果を上げていると評価できる。
実績の把握・分析を行うとともに、機構本部及び両校の連絡・調
整会議を定期的に開催することにより、定員充足の対応方策の検 （各委員の評定理由）
討と機動的な実施に取り組んだ結果、受講者に占める職業訓練上 ・精神、発達、高次脳いずれも受け入れの拡大をしている点は、

。 。 、 、 、 、特別な支援を要する障害者（以下「特別支援障害者」という ） 高く評価される 但し 就職促進に関して 企業 ハローワーク
の割合は平成21年度を上回り（平成21年度47.2％→平成22年度49. 本人への支援とバラバラにやっているだけでいいのか、それらを
0％ 、定員充足率は103.6％と目標（95％）を上回り、2年連続定 コーディネートできる人材が必要なのではないか。）
員充足となった。 ・特別な配慮が必要な障害のある人への先駆的な開発の機会を設

② 導入２年目を迎えた特注型企業連携訓については、平成21年度 けている。就労率にも連動する内容である。
に実施した精神障害者 発達障害者及び高次脳機能障害者に加え ・特注型企業連携訓練は今後期待される内容である。、 、
新たに肢体不自由者や視覚障害者を対象とするとともに、実施に ・職業訓練の充実化も図られており、障害者に対する指導技法等
当たっては、導入初年度であった平成21年度では、作業の量とス の開発、普及の成果も評価できる。
ピードが求められる企業内訓練で自信を失い、当該企業への就職 ・すべての目標値を上回る成果。
が不調に終わった事例が見られたことから、平成22年度は、新た ・就職しやすくするために企業と連携した訓練を行うなど、的確
に、施設内訓練の段階から、できるだけ早期に実施目標水準を設 なプログラムを実施している点は評価できる。
定し、対象者の達成状況を見ながら段階的にこれを引き上げてい
く手法を導入した。また、事業主団体のほか、障害者雇用に理解 （その他意見）
や関心がある個別企業を重点対象とした説明・働きかけなどによ ・大企業で多様性を重視する動きと障害者雇用と結び付けられな
り受入れ企業の拡大を図った （修了者34人のうち就職29人） いだろうか。。

③ 厳しい雇用情勢に対応した就職促進対策として、機構本部及び
両校において、職業訓練の実施に当たり、個々の訓練生の障害特
性、能力及び適性等に応じた個別カリキュラムの設定を行うとと
もに、事業所開拓による実際の職場での実習指導について、就職
経験のない者や職種転換をする者に対して、訓練受講の早期に体
験型の短期間の職場実習を追加して実施するほか、就職活動の長
期化に伴う就職意欲の低下や心身の不調を生じさせないようにす
るためにグループミーティングを繰り返し開催した。また、事業
主に対し修得した能力を効果的に自己アピールできるようになる
ための個別支援の時間数を増やすなど職業生活指導の充実を図っ
た。併せて、公共職業安定所及び地域センターへの事業所情報提
供の協力依頼、企業参加の訓練見学会、人事担当者が訓練生と面
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談しながら行う会社説明会の開催、訓練生の採用面接に指導員が
同行しての理解促進・採用の働きかけ、訓練生に対する訓練期間
中の早期からの就職支援の実施など総合的な取組を展開した。

その結果、厳しい就職環境の中、就職者数は224人と平成21年度
（218人）に比べ2.8％増加し、目標（80％）を上回る就職率（83.
9％）を達成した。

④ 平成21年度に実施した指導技法等の開発成果に関するアンケー
、トで訓練技法について要望の多かった発達障害者の訓練について

中央校及び吉備校以外の職業能力開発校等ではほとんど実施され
ていない重度視覚障害者の事務系職種訓練について、それぞれ検

、 、 、討を行い 職業訓練実践マニュアルを作成し 関係機関への配付
ホームページへの掲載（アクセス件数：平成21年度424,589件→平
成22年度687,190件）等により広く普及を図った。

⑤ 機構本部において民間及び公共の障害者職業能力開発施設や一
般校を活用した障害者職業能力開発事業を実施している都道府県
立職業能力開発施設、専修学校及び企業等において障害者職業能
力開発に携わる者等を対象として、平成21年度に実践研究の成果
として取りまとめた精神障害者及び高次脳機能障害者に対する訓
練技法の開発、企業との連携による現場の職務に即した職業訓練
メニューの作成をテーマとして障害者能力開発指導者交流集会を
開催し、訓練技法の普及に努めた。参加者アンケートでは94.9％
から「有用であった」との高い評価を得た。

また、中央校において「精神障害者に対する職業訓練」を、吉
備校において「発達障害者及び高次脳機能障害者に対する職業訓
練」をテーマに交流集会を開催し、他の障害者職業能力開発施設
等の指導員等に対して実践的な指導技法等の普及を図った。参加
者アンケートでは参加者全員（100％）から「有用であった」との
高い評価を得た。

［数値目標］ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に※［
ついて、年度計画において設定した目標値

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ① 職業訓練、 。 「
その受講者に占める割合が平成２１年度を上回るようにす 上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実 （Ｐ.92）参」
ること。 照）

平成22年度 49.0％（142人）
平成21年度 47.2％（134人）
平成20年度 41.0％（112人）

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ ・次のとおり中期計画の目標を上回った （業務実績： ① 職業訓練、 。 「
定員充足率が毎年度９５％以上となるようにすること。 上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実 （Ｐ.92）参」
※定員 280名 照）

平成22年度 103.6％（290人）
平成21年度 101.4％（284人）
平成20年度 97.5％（273人）

・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％ ・次のとおり年度計画の目標を上回った （業務実績： ① 職業訓練。 「
以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等に 上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実 （Ｐ.92）参」
よる訓練内容の充実を図ること。 照）
訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により 平成22年度 83.9％
その内容の充実を図ること。 平成21年度 86.2％

平成20年度 89.4％

・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校 ・次のとおり中期計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ② 障。 「
等へのアンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係 害者に対する指導技法等の開発・普及 （Ｐ.95）参照）」
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る職業訓練を実施又は実施を検討している障害者職業能力
開発校等の有効回答のうち８０％以上のものから有用であ 平成21年度の開発成果 97.3％
った旨の評価が得られるようにすること。 平成20年度の開発成果 91.4％

［評価の視点］
第２ ３ (2) ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に

対する職業訓練の充実

・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含 実績：○
む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入 ・中央校及び吉備校において、精神障害者、発達障害者及び高次脳機
れ、定員充足率が毎年度９５％以上になるように取組を行 能障害者の訓練受講希望者が募集枠を大幅に上回ったことに対応し
っているか。 て、年間複数回ある入所機会のいずれにおいても、募集枠を超えた

受入れを実施した。また、一般訓練科における受入れについて、既
に実施していた中央校に加え、平成22年度には吉備校においても開
始した。受入れに当たっては、精神障害者等の増加に対応して訓練
生の職業生活指導が的確に行われるよう臨時講師の増配置や教室の
追加的確保等により指導体制を強化するとともに、精神障害者等の
訓練に携わる一般訓練科職業訓練指導員に対し、障害者職業カウン
セラーによる支援時の配慮事項、職域開発科職業訓練指導員による
個々の訓練生の特性に応じた指導技法及び精神科の医師による精神
疾患や発達障害等の特性等についての研修を行いより的確な指導を
行うための知識を付与した。

・機構本部において、両校の毎月の業務実績の把握・分析を行うとと
もに、機構本部及び両校の連絡・調整会議を定期的に開催すること
により、定員充足の対応方策の検討と機動的な実施に取り組んだ。

・定員充足に向けて、機構本部及び両校の密接な連携のもと、厚生労
働省の協力を得て、都道府県労働局及び都道府県の職業能力開発主
管課に対して、両校における特別支援障害者の職業訓練の受入れに
ついての周知及び受講希望者の円滑な情報提供を依頼した。

・また、両校の協力連携による公共職業安定所、福祉機関等の関係機
関への訪問、地域センターによる積極的な訓練対象者の把握及び両
校への情報提供等を引き続き積極的に実施した。

・平成21年度に作成した訓練実施方法や内容等を理解しやすい動画に
よる受講者募集用のＤＶＤについて、広範な周知が図られるよう、
両校の訓練受講希望者、企業の人事担当者、施設見学者等のほか、
地域センターの利用者で職業訓練の受講希望者等に対する説明の際
に活用し、当機構が主催する障害者ワークフェア（10月）等イベン
トの際に放映するとともに、両校のホームページでも視聴できるよ
うにした。

・さらに、特別支援障害者の積極的な受入れに向け、発達障害者支援
センターなど特別支援障害者に係る施設を対象とした見学会を開催
するとともに、特に、重度上肢障害者、重度視覚障害者の受入れの
促進に向けて、①中央校においては、肢体不自由者及び視覚障害者
が在籍する教育機関への訪問地域を拡大（平成21年度13校→平成22
年度36校 、肢体不自由者及び視覚障害者が在籍する福祉機関への）
訪問を新たに実施（37機関）し、新規に作成した特別支援障害者の

、支援事例等を盛り込んだリーフレットの活用により重度上肢障害者
重度視覚障害者の訓練実績を紹介しつつ受講希望者の情報提供を要
請するとともに、②吉備校においては、リハビリテーション科を有
する病院（182か所）に募集要項等を送付したほか、新たに回復期リ
ハビリテーションを実施している病院を訪問（26か所）し、入通院
患者に対する職業訓練に関する情報提供を依頼した。

・その結果、特別支援障害者は平成21年度実績の6.0％増となり、受講
、 。者に占める割合は49.0％と 平成21年度実績を1.8ポイント上回った

定員充足率は103.6％と目標（95％）を上回り、2年連続定員充足と
なった。

（ 「 」（ ） ）業務実績：①の 特別支援障害者の受講機会の拡大 Ｐ.92 参照

・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立され 実績：○
ていない職業訓練上特別な支援を要する障害者について、 ・導入２年目を迎えた特注型企業連携訓練の内容の充実及び受入れ企
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特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のた 業の拡大に向け、以下の取組を行った。
めの技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に取り ①受講者に対しては、導入初年度であった平成21年度では、作業の
組んでいるか。 量とスピードが求められる企業内訓練で自信を失い、当該企業へ

の就職が不調に終わる事例がみられたことから、平成22年度は、
新たに、施設内訓練の段階から、できるだけ早期に実施目標水準
を設定し、対象者の達成状況をみながら段階的にこれを引き上げ
ていく手法を導入した。

②受入れ企業に対しては、企業内訓練が効果的に実施できるよう、
、 、障害特性を踏まえた指導方法 支援ツールの活用方法等について

写真等を多用して解説した「企業内訓練マニュアル」を作成し、
提供した。

③当該訓練の受講を希望し、あるいは必要とする障害者や訓練に協
力していただける企業を広く募るため、新たに、両校及び機構本
部のホームページに対象となる障害及び訓練の内容等を分かりや

、 、 、すく紹介する資料を掲載するとともに 商工会議所 経営者協会
中小企業家同友会等の事業主団体への訪問数を大幅に拡大（平成2
1年度15か所→平成22年度50か所）し、当該訓練の説明と会員企業
への周知を依頼した。また、職場実習の受入れ実績のある企業や
訓練関連職種のある企業等に対して、新たに、企業が事業効果を
理解しやすいよう事例を盛り込んだパンフレットを作成し、訪問
時に配付、説明し、受入れ検討への働きかけを強化したほか、公
共職業安定所からの情報をもとに障害者雇用に前向きな企業への
訪問件数を増やすとともに、企業への訪問に当たっては、個別対
象者の障害状況や技能の習得状況等を提示しての受入れの働きか
けを行うなど、訓練の利用促進に向けより積極的な取組を行った
（訪問企業数：158社→401社 。）

・その結果、実施者35人、修了者34人、就職者29人（平成21年度実施
者17人、修了者16人、就職者12人）といずれも平成21年度実績を大
きく上回った。なお、高次脳機能障害者への実施が大きく増加する
（２人→９人）とともに、新たに視覚障害者、肢体不自由者に対し
て実施した（視覚障害者３人、肢体不自由者５人 。）

（業務実績：①の「特注型企業連携訓練の推進 （Ｐ.94）参照）」

・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた 実績：○
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により ・企業を対象としたセミナーや訓練見学会の開催、公共職業安定所の
その内容の充実を図っているか。 企業向けセミナー等への参加によるほか、障害者雇用アドバイザー

を通じての企業ニーズの把握に努めた。また、特別支援障害者採用
、企業を訪問しての職場環境や職務内容と就業に必要な具体的な知識

技能の把握について、平成22年度は重度視覚障害者の雇用実績が少
ない事務系職種における職務内容や職務遂行上の課題、さらに企業
が求める技能等を把握することを重点に行った(訪問企業：平成21年
度20社→平成22年度48社 。以上のような様々な方法により把握し）
た企業ニーズに加え、平成21年度までの修了生の就職職種、訓練科
ごとの充足率、就職率等を分析し、訓練生及び企業の双方のニーズ
が高い訓練科では定員を拡大、双方ともニーズの低い訓練科では縮
小し、訓練科別定員の適正化を図った。

・訓練生の就職を促進するため、職業訓練の実施に当たっては、個々
の訓練生の障害特性、能力及び適性等に応じた個別カリキュラムの
設定を行うとともに、事業所開拓による実際の職場での実習指導に
ついて、就職経験のない者や職種転換をする者に対して、訓練受講
の早期に体験型の短期間の職場実習を追加して実施するほか、就職
活動の長期化に伴う就職意欲の低下や心身の不調を生じさせないよ

、うにするためにグループミーティングを繰り返し開催するとともに
事業主に対し修得した能力を効果的に自己アピールできるようにな
るための個別支援の時間数を増やすなど職業生活指導の充実を図っ
た。

・また、厚生労働省の協力を得て、都道府県労働局に対して、公共職
業安定所からの両校への求人情報や障害者雇用率達成指導を通じて
障害者雇用に前向きな意向が把握された事業所情報の積極的な提供
等を依頼するとともに、機構本部から地域センターに対して、事業
主に対する両校の訓練修了予定者及び修了未就職者に関する情報の
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提供、訓練生の採用の可能性のある事業所情報の両校への連絡を指
示した。

・さらに、両校においては、訓練生の就職先確保に向け、訓練期間中
からの求人開拓を要請するための公共職業安定所等への訪問を平成2
1年度の24％増の回数で行う（平成21年度延べ174所→平成22年度延
べ216所）とともに、修了予定の特別支援障害者等の希望就職地を管
轄する地域センターに対し、遠隔地における特注型企業連携訓練の
実施時における訓練生及び事業主へのフォローや、訓練生から応募
希望があった企業へのジョブコーチ支援の実施の働きかけ及び実施
の調整などの協力依頼を行った。

・企業に対しては、求人の拡大を図るために、企業を対象とした訓練
見学会、障害者受入準備講座の開催、指導員等が訓練生の採用面接
に同行し修得能力等を企業へ情報提供する等による企業における訓
練修了者の職業能力の理解促進、雇用管理のアドバイスを行うとと
もに、両校の求職者情報のホームページによる提供については、新
たに、情報を毎月最低１回更新するとともに更新時にはトップペー
ジで更新告知を行い、これらを通じて、雇入れに関する問合せをし
てきた事業所や、採用意向が把握された事業所に対しては直ちに働
きかけを行った。

・さらに、会員企業への求人確保等の協力依頼のための訓練生の希望
就職地の事業主団体への直接訪問を平成21年度実績の６倍実施（平
成21年度８団体→平成22年度50団体 、求職者情報の就職面接会等）
での企業の人事担当者への配付を行うほか、企業の人事担当者が訓
練生と面談しながら行う会社説明会（平成21年度63社→平成22年度7
9社）を積極的に開催し、特別支援障害者等の就職機会の確保に努め
た。

・訓練生に対しては、厳しい雇用情勢のもとでの就職が実現できるよ
う、両校において、訓練期間中の早期から就職支援を開始するとと
もに、公共職業安定所が開催する就職面接会への積極的な参加を促
進（平成22年度92回、延べ544人参加）した。

・その結果、厳しい就職環境の中、就職者数は224人と平成21年度（21
8人）に比べ2.8％増加し、目標（80％）を上回る就職率（83.9％）
を達成した （業務実績：①の「企業ニーズへの対応と職域拡大の。
ための訓練カリキュラムの充実等 （Ｐ.93 「厳しい雇用失業情勢」 ）、
に対応した就職促進対策の実施 （Ｐ.94）参照）」

第２ ３ (2) ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及

・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内 実績：○
容、指導技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者 ・平成21年度に実施した指導技法等の開発成果に関するアンケートで
職業能力開発校等への提供、その訓練指導員に対する研修 訓練技法について要望の多かった発達障害者の訓練について、学識
の実施等を行っているか。 経験者、発達障害者の受入れを開始して間もない職業能力開発施設

の職員、発達障害者支援センター職員の参画を得て、吉備校に「発
達障害者に対する職業訓練実践マニュアル作成委員会」を設け、発
達障害者編職業訓練実践マニュアルを２月に作成した。

・中央校及び吉備校以外の職業能力開発校等ではほとんど実施されて
いない重度視覚障害者の事務系職種訓練について、学識経験者、重

、度視覚障害者の受入れを開始して間もない職業能力開発施設の職員
重度視覚障害者を雇用している企業の担当者、視覚障害者就労生涯
学習支援センター職員の参画を得て 「重度視覚障害者に対する職、
業訓練実践マニュアル作成委員会」を設け、重度視覚障害者編職業
訓練実践マニュアルを２月に作成した。

・職業訓練実践マニュアルは機構本部のホームページに掲載するとと
もに、他の障害者職業能力開発校等にも配付した。

・平成21年度までの先導的な職業訓練の成果を取りまとめた各種報告
書をホームページに掲載し、広く普及を図った。

・さらに、平成21年度に作成したＰＲリーフレットを当機構主催の職
業リハビリテーション研究発表会（11月）において配付する、当機
構発行の定期刊行誌働く広場（９月号）に紹介記事を掲載すること
により、実践報告書等の存在を広く周知することに努めた。

・機構本部において民間及び公共の障害者職業能力開発施設や一般校
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を活用した障害者職業能力開発事業を実施している都道府県立職業
能力開発施設、専修学校及び企業等において障害者職業能力開発に
携わる者等を対象として、平成21年度に実践研究の成果として取り

、まとめた精神障害者及び高次脳機能障害者に対する訓練技法の開発
企業との連携による現場の職務に即した職業訓練メニューの作成を
テーマとして障害者能力開発指導者交流集会を開催し、それぞれの
実践研究の成果の紹介を行うとともに、各テーマごとにグループに
分かれ、それぞれの施設における職業能力開発の取組状況について
意見・情報交換等を行うことにより訓練技法の効果的な普及に努め
た。併せて、特注型企業連携訓練の取組の紹介を行い、企業の協力
による特注型訓練メニューの作成とそれに基づく企業内訓練の実施
による効果的な職業訓練の普及に努めた。

・また、当該交流集会は、平成22年度は、厚生労働省による職業訓練
指導員経験交流会との合同開催とし、より広範な参加者を得て、最
新の職業能力開発施策を踏まえた今後推進が望まれる職業訓練内容
について、集中的に意見・情報交換等が行えるよう工夫したことに
より、障害者職業能力開発校の職業訓練指導員の参加が増加するな
ど幅広い参加が得られた。また、障害特性に応じた訓練カリキュラ
ムや訓練教材、支援ツール等の展示を解説付きで行った。

・その結果、参加者に対するアンケート調査では、平成21年度を上回
「 」 。る94.9％(平成21年度93.1％)から 有用であった との回答を得た

・中央校及び吉備校においても、中央校では精神障害者に対する職業
訓練を、吉備校では発達障害者及び高次脳機能障害者に対する職業
訓練をそれぞれテーマとした交流集会等を開催し、他の障害者職業
能力開発施設等の指導員等に対して、新たに、実際の訓練場面での
技能指導体験を加えるなどの工夫を行い、実践的な指導技法等の普
及を図った。

、 、 （ ）・その結果 参加者に対するアンケート調査では 参加者全員 100％
（平成21年度は93.3％）から「有用であった」との回答を得た。

・｢一般校を活用した障害者職業能力開発事業に係る訓練指導員研修｣
(職業能力開発総合大学校実施)に協力して、一般校の指導員を受け
入れ、知的障害者等の職業能力開発に係る研修を実施した。

（ （ ） ）業務実績：②障害者に対する指導技法等の開発・普及 Ｐ.95 参照

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能 実績：○
力開発校等から有用であった旨の評価が得られたか。 ・平成21年度に取りまとめた実践報告書（ 精神障害者に対する職業「

訓練の実践研究報告書」及び「高次脳機能障害者に対する職業訓練
の実践研究報告書 ）の有用度（職業訓練の実施又は受入れの検討」
に役立ったか）について、精神障害者や高次脳機能障害者を受入れ
ている又は受入れることを検討している障害者職業能力開発施設等
を対象にアンケート調査を実施し、97.3％から「有用であった」と
の回答を得た。

・また、アンケート調査への回答147機関中93機関が、平成22年度にお
いて新たな訓練科の開設やカリキュラムの見直し等、障害者の職業
訓練に関する新たな取組、検討を行っており、そのうち実践報告書
等の存在を知っていた50機関中46機関（92.0％）において、これま
でに発行した報告書等の活用があった。具体的には、高次脳機能障
害者に対する作業遂行上の課題を改善するための訓練教材の作成や
精神障害者を対象とした専門の訓練コースの新設のためのカリキュ
ラムや訓練教材の作成に活用されていた。

・平成22年度に取りまとめた職業訓練実践マニュアル（ 発達障害者「
編Ⅰ～知的障害を伴う人の施設内訓練～」及び「重度視覚障害者編
Ⅰ～施設内訓練～ ）については、平成23年２月に障害者職業能力」
開発施設等に配付したところであり、有用度に関するアンケート調
査は、平成24年１月頃に当該配付先等を対象に実施することとして
いる。

（ （ ） ）業務実績：②障害者に対する指導技法等の開発・普及 Ｐ.95 参照
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１１） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事項
項項

・中小企業事業主に対する計画的な個別訪問等による改正内容も含めた障害者雇用納付金制度の障害者の雇用に関する事業主の社会 厳しい雇用失業情勢に対応した障害者雇用
周知、理解の促進及び事業主の利便性向上に資する電子納付システム等の利用促進に計画的に連帯責任の円滑な実現を図る観点か の促進については、厚生労働省の「障害者雇
取り組むとともに、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあることによる収納率の低下を防ら、障害者の雇用に伴う事業主の経済 用維持・拡大プラン （平成２１年２月６日」
止すべく早期の納付督励や個々の事案の実情に応じた対応を重点的に実施したほか、職業安定的負担を調整するとともに、障害者の 付け厚生労働省職業安定局長通達）及び「現
機関との緊密な連携により雇用率達成指導と併せた事業主に対する制度の周知・指導、障害者雇用の促進等を図るため設けられた 下の雇用失業情勢を踏まえた取組みについて」
雇用アドバイザーによる職域拡大など障害者雇用に係る相談・援助を実施するなど、障害者雇「障害者雇用納付金制度」に基づく、 （平成２１年８月３１日付け厚生労働省職業
用納付金の徴収等に係る業務を戦略的に展開した。障害者雇用納付金の徴収並びに障害者 安定局長通達）を踏まえ、職業安定機関の取

組と連携し、障害者雇用アドバイザーによる雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者
相談・援助の効果的実施、中小企業に対する特例調整金、在宅就業障害者特例報奨
改正雇用納付金制度の周知活動の戦略的展開金及び各種助成金の支給等の機構が実
に積極的に取り組む。施する納付金関係業務については、障

害者の雇用の促進に寄与するために、
法律の目的にのっとり、適正かつ効率
的な運営を図ること。
また、障害者の雇用に関する実践的

手法の開発、講習の事業、啓発の事業
を効果的に実施することにより、事業
主の障害者雇用の取組を支援し、障害
者の雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納付金申告対象事

業主等に対する調査や就労支援機器の
貸出しなど、駐在事務所の廃止に伴い
本部組織に一元化される業務について
は、サービスの質の維持や不正受給の
防止に支障が生じないよう留意すると
ともに、集約化による専門性の向上等
業務の効率的かつ効果的な実施に努め
ること。

①障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の支給① 障害者雇用納付金の徴収並びに障 ア 障害者雇用納付金の徴収及び障害 ① 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用
調整金、報奨金等の支給害者雇用調整金、報奨金、在宅就業 者雇用調整金、報奨金等の支給

障害者特例調整金及び在宅就業障害
者特例報奨金の支給に関する業務の
適切な実施

イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解の促進ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障 障害者雇用納付金制度について適 イ 障害者雇用納付金制度について適切な周
知、理解の促進害者雇用調整金、報奨金、在宅就 切な周知、理解の促進を図るため、
障害者雇用納付金制度については、事業業障害者特例調整金及び在宅就業 関係機関との連携を図りつつ、事業

主から的確な申告、支給申請がなされるよ障害者特例報奨金の支給について 主説明会を第２期中期目標期間中、
う、以下の各事業を実施する。は、適正かつ効率的に行うことは 毎年度平均で２５０回以上開催する

もとより、障害者雇用納付金制度 ほか、パンフレット、記入説明書等
（ ）の周知、理解の促進を図るため、 の配布を行う。 (ｲ)事業主説明会の開催 (ｲ)事業主説明会の開催 資料49

・開催回数：関係機関との連携を図りつつ、事 事業主説明会については、関係機関と
従来の事業主説明会：287回業主説明会を幅広く実施すること。 の連携を図りつつ、事業主から申告、支
中小企業事業主対象の事業主説明会：159回給申請が的確になされるよう２５０回以

・事業主説明会は、平成23年度の申告・申請が円滑・適正に行われるよう、障害者雇用促進法の上開催する。平成２２年度においては、
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改正により平成22年７月から障害者雇用納付金制度の適用対象となった中小企業事業主を対象７月から常用雇用労働者数２０１人以上
とする説明会を新たに加えて、受託法人等が第４四半期に集中的に開催した。の中小企業事業主が障害者雇用納付金制

・平成22年12月下旬に全国の事業主説明会の開催日程をホームページ上に一括掲載し、事業主説度の適用対象となることから、申告、支
明会開催の周知に努めるとともに、新たに事業主団体等に協力依頼し、傘下事業主等への周知給申請手続の基本的事項から具体的な記
を図った。入方法まで十分な理解が得られるよう、
また、事業主説明会への事業主の参加を促進するため、新たに障害者雇用納付金制度の適用が新たに、当該中小企業事業主を対象とす
見込まれる中小企業事業主に対する個別訪問による申告・申請手続の周知・説明の際に事業主る事業主説明会を１３０回以上開催する。
説明会への参加を勧奨したほか、職業安定機関の協力により雇用率達成指導等の際事業主へのこのほか、今後の事業主説明会の説明内
参加勧奨が行われた。容及び制度、事務手続についての周知、

、 、理解の促進を図るために作成するパンフ ・さらに 新たに職業安定局長及び機構理事長の連名による事業主説明会の開催案内状を作成し
個々の事業主に送付した。レット、記入説明書等の充実に資するた

・事業主説明会用パワーポイント資料について、平成21年度に開催した事業主説明会において実め、引き続き、事業主説明会において参
施した参加者に対するアンケートの結果も踏まえ、申告・申請書をより効率的に誤りなく作成加者アンケートを実施する。
することができるよう、申告・申請書等の作成手順ごとに、記入上の注意点を吹き出しで示す
とともに、納付金の額の算定や派遣労働者の取扱い等について具体例の図表を加えるなどの充
実に努めた。

・事業主説明会において一層効果的な説明がなされ、事業主の理解が十分に得られるよう、新た
に、初めて申告・申請を行う手続に不慣れな事業主や従来から納付金制度の対象となっている
事業主など参加者層に応じた説明のポイントやパワーポイント資料の利用方法等を取りまとめ
た「事業主説明会業務マニュアル」を作成し、受託法人等に配付した。

・事業主の納付金制度や申告・申請手続に対する理解度を把握するために事業主説明会の際に実
施するアンケートについては、各種助成金の受給方法等納付金制度の手続以外であっても事業
主説明会で併せて具体的に説明してほしい項目を把握できるよう選択形式の設問を追加し、事
業主説明会をより事業主のニーズに即した効果的・効率的なものとすべく検討を行い、実施し
た。その結果 「とても理解できた 「理解できた」との回答が87.2％であった。、 」

・また、平成21年度に実施したアンケートにおいて、事業主から質問の多かった事項に係るＱ＆
Ａ集を作成し、新たに納付金制度の適用が見込まれる中小企業事業主に対して改正納付金制度
の周知・説明を行う際に活用した。

(ﾛ)パンフレット、申告書の記入説明書等の作成、配付(ﾛ)パンフレット、申告書の記入説明書等
・制度周知用パンフレット 38,500部作成の作成、配付
・記入説明書 37,500部作成制度及び事務手続について適切な周知、
・作成したパンフレット等については、受託法人等を通じ、事業主に対して事業主説明会の場に理解の促進を図るため、制度について分

おいて配付するとともに、郵送により配付した。かりやすく記載したパンフレット、様々
・記入説明書については、事業主説明会のアンケート結果等を踏まえるとともに、障害者雇用納な記入例を交えた申告書の記入説明書等

付金制度の改正内容の施行が平成22年７月と年度途中のため平成23年度の申告・申請手続が例を作成 配布する また その内容は ｲ、 。 、 、（ ）
年に比して複雑なものとなることや初めて申告・申請を行う手続に不慣れな事業主が大幅に増の参加者アンケート結果等の事業主から
加することを考慮し、常用雇用労働者数に応じて参照すべきページや必要となる手続が一目での意見を十分踏まえたものとする。
わかる目次及びフローチャートの掲載、申告・申請様式の変更点の図示、一般的な記入例と例また、パンフレット等の内容をホーム
外的なケースの記入例の掲載を行うなど、わかりやすさと内容の充実を図り、２月中旬にホーページに掲載することにより、事業主の
ムページに掲載した。制度、手続に対する理解を深めるととも

に円滑かつ的確な申告・申請に資するも
のとする。

(ﾊ)職業安定機関との連携及び受託法人等との連絡会議の開催(ﾊ)職業安定機関との連携及び受託法人と
○職業安定機関との情報交換会の開催の連絡会議の開催
・納付金徴収業務等の適切な実施において必要となる事業主情報の提供及び事業主に対する制度障害者雇用率達成指導業務を実施する

の周知・指導等に当たっての連携・協力等について受託法人等から都道府県労働局に対し依頼職業安定機関と緊密な連携を図り、必要
を行った。な情報交換を行うとともに、１月に受託

・平成22年度は、情報交換会を活用して、障害者雇用納付金制度の改正に係る周知活動について法人の業務担当者を対象に「納付金関係
職業安定機関に連携・協力を依頼するよう、受託法人等に指示した。業務担当者全国会議」を開催し、制度及

・開催回数 116回（平成21年度実績 142回）びその運営についての共通の理解と認識
を深める。

○受託法人等との連絡会議の開催
・平成23年１月14日開催。
・平成23年度申告・申請が円滑・適正に行われるためには、事業主説明会において一層効果的な

説明を行うことが重要であることから、新たに事業主説明会業務マニュアル及び事業主説明会
用パワーポイント資料に対応した詳細な説明シナリオを作成し、受託法人等の納付金業務担当
者に提供するとともに、具体的な説明手順や初めて申告・申請を行う手続に不慣れな事業主や
従来から納付金制度の対象となっている事業主など参加者層に応じた説明のポイント等につい
て指導を行った。
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・障害者雇用納付金制度の改正により、新たに申告が必要となる中小企業事業主の把握・登録な
ど平成23年度申告・申請の開始に向けた準備を的確に進めるよう指示するとともに、受託法人
等の改正内容に係る疑義等について質疑応答を行い、制度及びその運営についての共通の理解
と認識を深めた。

ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知
・障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報については、新たに厚生労働省と協議のうえ、・広報

周知・広報活動スケジュール及び職業安定機関と機構の役割分担・連携方法を定めた「アクシ改正障害者雇用促進法により平成２２年
ョンプラン」を平成22年度当初に策定して計画的に進めるとともに、新たに機構本部関係部か７月から障害者雇用納付金制度の適用対象
らなる「総合調整会議」を設置して関係部との連携を図りつつ、ホームページや新聞広告等へとなる中小企業事業主等に対し、対象事業
の記事掲載、各種会議、行事等における周知など、あらゆる機会を活用するほか、経済団体等主の拡大のほか、短時間労働者の労働者数
に協力を要請するなどにより効果的、積極的に実施した。等への算入及び除外率の引下げを内容とす
特に、新たに障害者雇用納付金制度の適用が見込まれる中小企業に対しては、個別訪問等による障害者雇用納付金制度改正後初めてとな
り申告・申請手続等に係るきめ細かな周知・説明を実施するとともに、申告・申請の準備や障る平成２３年４月からの申告・申請に向け
害者の雇入れを行うに当たって事業主が必要とする情報の提供等を実施した。て、適正な申告・申請が確実に行われるよ

・障害者雇用納付金制度の改正内容のポイントを記載したリーフレットを65,000部作成し、機構う、制度及び事務手続について正確な理解
本部及び受託法人等の各種会議、行事や経済団体等を通じて配布した。の促進を図っていくことが重要であること

、 、 、 、から、平成２２年度においては、これまで また 中小企業に対しては 中小企業会員の多い経済団体等の意見を聞きつつ 図表を多用し
配色を工夫するなどにより、事務手続など事業主が行うべき具体的な事項や障害者雇用納付金の周知等で事業主から質問が多かった事項
の額の算定例等をこれまでの周知活動で事業主から質問の多かった事項に重点を置いて分かりの説明や、申告・申請の準備を進めるに当
やすく記載したパンフレットを32,000部作成し、中小企業事業主に対する個別訪問による改正たって各事業主が必要とする情報の提供に
内容の説明や、受託法人等、職業安定機関等が開催する会議、講習会等における説明に活用し重点を置きつつ、事務手続など事業主が行
た。うべき具体的な事項について次の周知・広
さらに、機構本部及び地域センターから事業主に送付する郵便物の封筒に、障害者雇用納付金報を効果的、積極的に実施する。併せて、
制度の改正施行を周知するためのシールを貼付した。当該周知等の際に事業主から障害者の雇入

・ 働く広場」４月号、７月号及び３月号 「エルダー」７月号から10月号及び３月号に改正内容れ等について相談があった場合は、関係機 「 、
、 、関等と連携を図りつつ、障害者求職情報や の記事を掲載し ホームページにリーフレット及びパンフレットをＰＤＦ化して掲載したほか

改正障害者雇用納付金制度の施行直前の６月に全国紙に周知広告を掲載するとともに、厚生労雇用管理に係る技術的事項に関する情報の
働省と連携してインターネットの政府広報オンラインに改正内容の記事を掲載した。加えて、提供等により障害者雇用に係る事業主支援
改正制度による申告・申請が開始される直前の平成23年３月に、厚生労働省と連携して改正内・援助を適切に実施する。
容に係る政府広報の新聞広告を掲載したほか、ダイレクトメールを事業主に送付し、申告・申・ リーフレットの作成・配布及び新聞広
請の開始について周知徹底を図った。告、広報誌、ホームページ、事業主説
さらに、９月に障害者雇用支援月間の新聞広告に改正内容のポイントを掲載したほか、10月の明会その他各種会議等を活用した、改
障害者ワークフェア2010において申告・納付手続等に関する相談コーナーの設置、パネルの展正内容及び具体的な申告・申請手続の
示等を行うなど、機構本部及び受託法人等の各種会議、行事等の機会を活用し、改正内容の広広範な周知
範な周知に努めた。特に、中小企業に対しては、申告・申

・新たに納付金制度の適用が見込まれる中小企業事業主に対して計画的な個別訪問による申告・請書の記載方法等についてわかりやす
申請手続等に係るきめ細かな周知・説明を実施するとともに、申告・申請の準備や障害者の雇いパンフレットを作成し活用するとと
入れを行うに当たって事業主が必要とする情報の提供等を実施した。もに、中小企業向けの事業主説明会を
・常用雇用労働者数180人以上301人未満のすべての中小企業事業主を対象に計画的な個別訪問開催する。

による申告・申請手続等に係るきめ細かな周知・説明を行うとともに、申告・申請の準備を・ 新たに納付金制度の適用が見込まれる
進めるに当たって各事業主が必要とする情報の提供等を事業主の求めに応じて行った。中小企業事業主に対する計画的な個別
併せて、事業主から障害者の雇入れ等について相談があった場合には、関係機関等と連携を訪問による申告・申請手続等に係るき
図りつつ、障害者求職情報や雇用管理に係る技術的事項に関する情報の提供等により障害者め細かな周知・説明及び申告・申請の
雇用に係る事業主支援・援助を実施した。準備や障害者の雇入れに係る取組を進

・また、短時間労働者を除く常用雇用労働者数が180人未満で、短時間労働者を算入すると常用めるに当たって事業主が必要とする情
雇用労働者数が301人以上となる法定雇用率未達成の事業主についても、可能な限り、個別訪報の提供
問による周知・説明を実施した。・ 地域の経済団体、業界団体等に対する

・個別訪問の結果については、事業主ごとに記録するとともに、申告・納付の必要性に対する協力要請による確実な申告・申請を促
事業主の理解度を統一的な基準で分類し、理解が得られていないと分類した中小企業事業主進するための傘下事業主等への周知・
については、すべてを対象に再訪問を実施し、理解が不十分な事業主に対しては再訪問や会広報
議等の機会をとらえて再説明を行うなど、理解度に応じた対応により、納付金の申告・納付・ 確実な申告について重ねて個別訪問を
の必要性に対する理解の徹底に戦略的に取り組んだ （平成22年度個別訪問件数13,445件（平実施する等により働きかける必要があ 。
成21年度実績9,434件 ）る事業主に重点を置いた職業安定機関 ）

・新たに、平成21年度の事業主説明会において実施した参加者アンケートやこれまでの周知等との連携による、障害者雇用率達成指
で事業主から質問が多かった事項に係る「Ｑ＆Ａ集」及び事業主に対する訪問予約の効果的導と併せた周知・説明
な方法や事業主の関心を喚起する説明内容の好事例等を取りまとめた「個別訪問業務マニュ・ 受託法人の働きかけのみでは確実な申

」 、 、 。告について理解を得ることが困難と機 アル を作成して 受託法人等に配付し 個別訪問が効果的・効率的に行われるよう努めた
・中央及び地域の経済団体、業界団体等に対して、確実な申告・申請を促進するための傘下事業構本部が判断した中小企業事業主に対

主等への周知・広報について協力を要請し、改正内容に係るリーフレットの配布、団体等の広する個別訪問の実施など機構本部によ
報誌への記事掲載、会議での説明等を実施した。(平成22年度協力要請団体数（中央25団体、地る直接の周知・説明
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域618団体（平成21年度実績 地域364団体）)）
・ アクションプラン」及び厚生労働省の「障害者雇用維持・拡大プラン」により、公共職業安「

定所の雇用率達成指導と連携し、事業主の要望に応じ、受託法人等が同行又は後日訪問により
事業主に対して申告・申請手続等の詳細を説明するとともに、申告・納付の必要性について理
解が得られない事業主に対しては連携して働きかけを行うほか、職業安定機関が開催する各種
セミナー、説明会等の機会を活用して周知を図るなど、職業安定機関と連携した周知・説明を
実施した。

・平成22年度下半期の障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報を一層効果的・効率的に推
進するため、全国６地域ブロックで受託法人等の納付金業務担当者の会議を開催し、効果のあ
った取組について情報交換等を行ったほか、上半期の進捗状況を踏まえて個別訪問計画を柔軟
に見直すとともに、申告・納付の必要性について理解が得られない事業主に対しては、再訪問
による周知・説明を徹底して行った。

・受託法人等の働きかけのみでは確実な申告について理解を得ることが困難と見込まれる中小企
業事業主について、把握に努めるとともに、こうした事業主に対しては、必要に応じ機構本部
が個別訪問等により直接周知・説明を行った。

ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整イ 障害者雇用納付金については、厳 障害者の雇用の促進等に関する法 ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障
（ ）正な審査、調査の実施により、９ 律（昭和３５年法律第１２３号）に 害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者 金及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給 資料50

○障害者雇用納付金の徴収９％以上の収納率を維持すること 基づき、障害者雇用納付金の的確な。 特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金
・的確な徴収を実施するため、厳正な審査を実施するほか、未納付事業主に対して電話、文書、徴収並びに障害者雇用調整金、報奨 の適正な支給

訪問による納付督励・督促を積極的に実施した。金、在宅就業障害者特例調整金及び 障害者雇用納付金については、厳正な審
・特に、平成22年度は、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあることによる収納率の低下を在宅就業障害者特例報奨金の適正な 査を実施するほか、正確な申告及び納付期

防止すべく、５月17日の法定申告・納付期限経過後に銀行から送付を受ける納付済通知書によ支給を行うため、厳正な審査を実施 限の遵守についての指導・督励を行うとと
る収納確認完了後、速やかに未納付事業主をリストアップして受託法人等に送付し、送付後概するほか、障害者雇用納付金申告対 もに、機構本部及び受託法人において、電
ね２週間以内に、事業主訪問・電話等による未納付理由の把握及び納付督励を行い、その後も象事業主等に対して調査を的確に実 話、文書等により積極的に納付督励・督促
納付金の延納第２期及び第３期の収納確認後速やかに未納付事業主をリストアップして受託法施することにより、障害者雇用納付 を実施する。
人等に送付し、同様に納付督励等を実施した。金については９９％以上の収納率を 特に、引き続き多くの企業が厳しい経営
この納付督励等の結果を踏まえて、機構本部及び受託法人等の密接な連携のもと、確認した納維持する。また、障害者雇用率達成 環境にあることに対応し、納付金の滞納や
付予定期日を過ぎても納付しない事業主に対しては、速やかに納付するよう改めて働きかけを指導業務を実施する職業安定機関と 倒産等による収納不能の事案の増加を抑制
行い、督励状等を送付しても納付の時期を明確にしない事業主に対しては、滞納処分等につい緊密な連携を図り、必要な情報交換 するため、事業主に対する未納付理由の把
ての説明も含め粘り強く納付の働きかけを行うなど、個々の事案の実情に応じた的確な対応をを行う。 握及び納付督励をより早期に実施するとと
図ることにより、収納率の低下防止に努めた。もに、倒産企業の早期把握と迅速な対応に

・また、期限を徒過して申告した事業主に対して機構理事長名文書による早期納付の注意喚起及取り組むこととし、実施に当たっては機構
び納付予定の確認を行った。本部及び受託法人の密接な連携のもと、個

・電話による督励 575件（平成21年度実績 685件）々の事案の実情に応じた的確な対応を図
・督励状・督促状件数 35件（平成21年度実績 89件）る。
・督励訪問件数 ８件（平成21年度実績 ６件）さらに、機構本部において、障害者雇用

、 、納付金申告対象事業主等に対する調査を的 ・なお 未納付事業主の担当者が納付督励等に対して具体的な対応を行わない場合等については
当該事業所の経理部など他の関係部署や経営幹部等に連絡をとるなどにより、企業全体として確に実施する。これらのことにより、９９
の対応を促した。％以上の収納率を維持する。

・また、受託法人等を通じて、未納付事業主の状況について情報収集や訪問による納付督励を行また、障害者雇用率達成指導業務を実施
った。これらの情報収集等に当たっては、職業安定機関と緊密な連携を図り、必要な情報交換する職業安定機関と緊密な連携を図り、必
や企業への同行訪問等を行った。さらに、機構本部においても電話、文書による納付督励を行要な情報交換を行う。
った。当該年度内に収納に至らなかった なお、当該年度内に収納に至らなかった

・なお、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあることを踏まえ、機構本部において、信用情未収納付金等については、納付督励 未収納付金等についても、機構本部及び受
報誌によるほかインターネットの閲覧を毎日行うこととして企業経営状況に係る情報を収集す・督促を継続的に実施する等により、 託法人において、未納付事業主の状況につ
るとともに、受託法人等に対して、地域の関係機関からの情報や報道等に留意し、経営悪化等確実な徴収を図る。 いて情報を収集・把握し、その状況に応じ
の事業主情報を速やかに機構本部に提供するよう改めて文書により指示した。これらにより情た電話、文書等による納付督励・督促の継
報を把握した場合は、未納付の倒産企業について遅滞なく破産管財人等に対する交付要求を実続的な実施とともに、未納付事業主を訪問
施するなど迅速な対応を図った。しての納付金の確約書面の取り付け等によ

り確実な徴収を図る。
○平成22年度末の徴収実績等また、障害者雇用調整金、報奨金、在宅
・引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあるなか、障害者雇用納付金の徴収について上記の取就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者

組を行った結果、収納率については、過去５年間で最も高い結果を達成することができた。特例報奨金の支給に関しても、厳正な審査
・収納率 99.80％（平成21年度実績 99.74％）を実施し、適正な支給を行う。
・納付金申告事業主数 12,604件
・徴収決定済額 13,413百万円
・収納済額 13,384百万円
・過年度分の未収分についても順調に収納を進めている。
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各年度末 収納率 22年度末 収納率
17年度末 99.70％ 17年度分 100％
18年度末 99.71％ 18年度分 99.98％
19年度末 99.78％ 19年度分 99.99％
20年度末 99.76％ 20年度分 99.93％
21年度末 99.74％ 21年度分 99.90％

※平成17年度以前の未収分はすべて収納済
※平成20年度の未収分５件はすべて破産・倒産状態
※平成21年度の未収分６件のうち、３件は破産・倒産状態

○障害者雇用調整金の支給
・3,900件 7,134百万円（平成21年度実績 3,662件 6,745百万円）

○報奨金の支給
・1,853件 4,742百万円（平成21年度実績 1,887件 4,693百万円）

○在宅就業障害者特例調整金の支給
・７件 3,780千円（平成21年度実績 ９件 4,851千円）

○在宅就業障害者特例報奨金の支給
・１件 51千円（平成21年度実績 ３件 153千円）

○不正受給に係る案件
・不正受給にかかる案件はなし。

二 障害者雇用納付金申告対象事業主、調整金支給対象事業主等の利便性の向上障害者雇用納付金申告対象事業主、 ニ 障害者雇用納付金申告対象事業主、調整
・障害者雇用納付金電算機処理システムを活用することにより、より迅速で効率的かつ適正な審調整金支給対象事業主等の利便性の 金支給対象事業主等の利便性の向上

査決定等を行うとともに、事業主からの直接又は受託法人等を経由した照会等に対して、速や向上を図るため、申告・申請手続の 障害者雇用納付金電算機処理システムを
かで的確な助言、指導を行った。簡素化及び電算機処理システムの改 活用することにより、申告・申請の迅速か

・また、事業主の申告・申請に係る事務手続の簡素化及び利便性の向上を図るため、申告・申請定等を実施する。 つ厳正な審査を実施するほか、事業主から
様式を簡素化するとともに、平成23年５月からの稼動に向けて、制度改正への対応を含めた電の直接又は受託法人を経由した照会等に対
算機処理システムの改定に係る詳細設計を完了し、運用テスト等を行った。して、的確で速やかな助言、指導等を実施

・さらに同時に、事業主の利便性の向上とともに制度改正による申告・申請件数の増加に効率的する。
に対応するため、インターネットを介して申告・申請を行うことができる電子申告システムにまた、事業主の申告・申請にかかる事務
ついて、平成24年４月からの稼動に向けて開発を進めた。手続の簡素化及び利便性の向上を図るた

・マクロ機能を活用した、従来より簡便に正確な申告・申請書が作成できるダウンロードファイめ、申告・申請手続の簡素化及び制度改正
ルについて、地域によって利用率に大きなばらつきがあることなどから、一層の利用促進を図への対応を含めた電算機処理システムの改
るため、新たに作成したパワーポイント資料を活用して事業主説明会において実際の入力手順定等を実施する。

、 、や前年度作成したデータの再利用方法等 具体的な利用方法や利便性等について説明したほか
「働く広場」３月号及び平成23年３月に事業主に送付した申告・申請の開始を周知するための
ダイレクトメールでも利用勧奨を行った。

（ ）ホ 調査の効率的かつ的確な実施 ホ 調査の効率的かつ的確な実施 資料51
・調査件数 1,154件（平成21年度実績 1,148件）調査に当たっては、特に次の点に留意し
・うち金額変更があったもの 180件（平成21年度実績 170件）実施する。
・調査実施件数に対する割合 15.6％（平成21年度実績 14.8％）
・調査に当たっては、受託法人等と連絡を密にし、受託法人等が把握している合併、倒産等の最(ｲ)効率的かつ的確な調査を行うため、受

新の事業主情報を活用した。託法人の把握する情報を積極的に活用す
・調査対象事業主は、初めて申告・申請を行った事業主や非正規社員労働者の多い産業及び労働る。また、対象事業主の選定に当たって

者派遣事業等、これまでの申告・申請で誤りの多い事例に留意して選定し、それらの申告・申は、障害者雇用納付金制度に基づく助成
請内容について、裏づけ書類等により確認調査を実施した。また、助成金の調査対象事業主で金に係る調査とも連携し、より効率的な

（ ） 、 （ ）調査を実施する。 あっても納付金 報奨金 関係の調査対象として条件が合う場合には 併せて納付金 報奨金
関係の調査を実施するなど、効率的な実施に努めた。

・パンフレット及び記入説明書に調査の趣旨や必要性について記載することにより、事業主の理(ﾛ)はじめて申告・申請を行った事業主に
解を得やすくするとともに、調査の実施に事業主の協力が十分に得られるよう、調査実施に係係る申告・申請内容全般並びに出向者、
る法的根拠・趣旨等を説明した職業安定局長及び機構理事長連名の文書で協力を促すなどによパートタイム労働者及び派遣労働者を雇
り、調査業務の円滑化を図った。用する事業主に係る常用雇用労働者数の

、 。取扱いに留意して、それらの正確な把握 ・平成21年度末の駐在事務所の廃止に伴い 平成22年４月から調査業務を本部組織に一元化した
この一元化のメリットを活かすため、調査担当の嘱託職員を５名減員したうえで、調査班の実に努める。
施体制を、従来のブロック別から、各調査班が複数のブロックを担当する広域的な地域分担等
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による編成とするとともに、担当ブロック相互の調査担当者間の機動的な応援による柔軟で無なお、障害者雇用納付金申告対象 (ﾊ)なお、障害者雇用納付金申告対象事業
駄のない調査日程の編成などにより、事業主数の地域分布や季節的条件に応じた効率的な調査事業主等に対する調査については、 主等に対する調査について、平成２１年
業務を実施した結果、平成21年度を上回る件数を確保した。駐在事務所の廃止及び本部組織への 度末の駐在事務所の廃止に伴い、本部組
さらに、調査担当者を対象とした研修及び現場実習を実施したほか、毎月上旬の定例会議の開一元化に際し、不正受給の防止に支 織に一元化し、不正受給の防止に支障が
催により指示の徹底、多様な調査事例の共有化、新たな調査手法の検討等を通じた専門性の向障が生じないよう留意するとともに、 生じないよう受託法人及び障害者雇用納
上等による一層の業務の効率的かつ効果的な実施を図った。集約化による専門性の向上等業務の 付金制度に基づく助成金担当部との緊密

・調査業務の本部一元化に伴い不正受給の防止に支障が生じないよう、受託法人等に対し、裏づ効率的かつ効果的な実施に努める。 な情報交換等に留意しつつ、全国を対象
け資料等による確認調査が必要な事業主等に係る情報提供を文書で依頼するとともに、障害者とする調査に対応した体制を整備すると
雇用納付金制度に基づく助成金担当部と不正受給防止に係る申請内容の確認手順・手法等につともに、調査担当者間の機動的な応援に
いて事前打合せや情報交換等を行うなどにより、緊密な連携を図った。よる事業主の事情等に応じた柔軟な調査

日程の編成、定期的な会議、研修の開催
による多様な調査事例の共有化や調査手
法の検討等を通じた専門性の向上等業務
の効率的かつ効果的な実施を図る。

へ 電子納付システムの利用促進ヘ 電子納付システムの利用促進
・事業主の利便性の向上と事務処理の効率化、迅速化を図るため、電子納付システムを活用する事業主サービスの向上と事務処理の効率

、 、 、化、迅速化を図るため、電子納付システム こととし その利用を促進するため 電子納付システムの利用方法や利便性等の説明について
パソコンでいつでも納付でき、しかも高いセキュリティレベルで守られていることなど具体的について、納付書に利用案内チラシを同封
なアピールポイント等を記載したリーフレットを作成し、事業主に送付する納付書や事業主説するほか、事業主説明会において具体的な
明会の開催案内に同封するとともに、納付金等調査の際の利用勧奨や、パンフレット、記入説利用方法や利便性等について説明するとと
明書、ホームページ 「働く広場」３月号及び平成23年３月に事業主に送付した申告・申請のもに、新たに障害者雇用納付金制度の適用 、

。が見込まれる中小企業事業主に対して、改 開始を周知するためのダイレクトメールへの電子納付の利用方法等の掲載により周知に努めた
・さらに、ホームページに掲載した電子納付システムの利用方法とトップページに最新情報とし正納付金制度の周知・説明のための個別訪

て項目を表示した「納付期限のお知らせ」とリンクを張るとともに、新たに電子納付システム問の際に利用を勧奨する。また、大企業事
の普及促進団体のホームページとリンクを張るなどにより周知を図ったほか、新たに障害者雇業主については、大都市圏を中心に、機構
用納付金制度の適用が見込まれる中小企業事業主に対して、改正納付金制度の周知・説明のた本部が作成する事業所のリストに基づき受
めの個別訪問の際に利用を勧奨した。託法人の幹部職員等が直接訪問等により利

・納付金対象事業主が多く集積している大都市圏について、対象地域を拡大したうえで（平成22用の促進を図る。
、 、 、 、 、 、 、 、 、さらに、障害者雇用納付金について電子 年度：東京都 神奈川県 愛知県 大阪府 福岡県に加え 北海道 埼玉県 千葉県 静岡県

京都府、兵庫県、広島県に拡大 、機構本部と当該地域の受託法人等による「利用促進チーム」納付システムによる収納サービスを提供し ）
を編成し、前年度と比較して平成21年度の電子納付システムの利用事業主数の増加数が多い業ていない金融機関を機構本部が訪問し、電
種の中から、電子納付システムの利用割合が比較的高い常用雇用労働者数1,500人以下の大・中子納付システムのネットワークへの参加及
規模の重点訪問事業主を機構本部が選定して作成したリストに基づき、事業主を個別に直接訪び機構本部との覚書の締結について協力要
問するなどにより、電子納付システムの利用促進を図った。請を行う。

・さらに、障害者雇用納付金について、電子納付システムによる収納サービスを提供していない
金融機関等に対して、電子納付システムのネットワークへの参加及び機構本部との覚書の締結
について協力要請を行うとともに、新たに経済団体等に対して傘下事業主等への利用促進のた
めの周知について文書の発出及び訪問により協力要請を行った。

・電子納付システムの利用促進に係る周知、事業主訪問による働きかけ等により、1,500人以下の
事業主を中心に利用が進み、平成22年度の利用件数は対前年度比で16.0％増加した。

・取扱金融機関数 77行（平成21年度実績 77行）
・納付金に係る利用件数 1,261件（平成21年度実績 1,087件）

評価の視点等 自己評価 Ｓ 評定 Ａ

【評価項目１１ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
整金、報奨金等の支給業務】 した。 企業が厳しい経営環境にある中で、目標を超えて99.8％の収納

① 中小企業事業主に対する計画的な個別訪問等による改正内容も 率を達成したことは特に評価できる。
含めた障害者雇用納付金制度の周知、理解の促進及び事業主の利 また、中小企業事業主に対する計画的な個別訪問を積極的に行
便性向上に資する電子納付システム等の利用促進に計画的に取り うなど制度の理解促進のための施策の工夫、電子納付システムの
組むとともに、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあること 利用促進に向けた取組についても評価できる。
による収納率の低下を防止すべく早期の納付督励や個々の事案の
実情に応じた対応を重点的に実施したほか、職業安定機関との緊 （各委員の評定理由）
密な連携により雇用率達成指導と併せた事業主に対する制度の周 ・厳しい環境の下、収納率99％の目標を超えてこれまでで一番高
知・指導、障害者雇用アドバイザーによる職域拡大など障害者雇 い99.8％を達したことは特に評価される。
用に係る相談・援助を実施するなど、障害者雇用納付金の徴収等 ・新しい対象企業への説明を十分にした上での納付金への対応は
に係る業務を戦略的に展開した。 なされている。

② 障害者雇用納付金の徴収については、的確な徴収を実施するた ・収納率の目標値を上回っている。
め、厳正な審査を実施するほか、未納付事業主に対して電話、文 ・電子納付システムの利用促進等の新たな各種取組みも十分に評
書、訪問による納付督励・督促を積極的に実施した。 価できる。
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具体的には、５月の納付期限、７月及び11月の延納期限の経過 ・アクションプランに基づく取組みとして、中小企業事業主に対
後速やかに本部が作成・送付した未納付事業主リストにより、受 する計画的な個別訪問も積極的に行われている。
託法人等が納付督励を徹底実施するとともに、なお納付しない事 ・高い収納率を達成。
業主に対しては機構本部及び受託法人等の連携による個々の事案 ・目標を上回る成果。障害者雇用納付金等の制度の理解促進のた
の実情に応じた粘り強い納付の働きかけを行うことにより、収納 めの施策を工夫していることは高く評価できる。
率の低下防止に努めた。 ・極めて高い収納率を達成したことは、大いに評価できる。公平

引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあるなか、障害者雇用 性の確保という点からして、この努力は多としたい。
納付金の徴収について上記の取組を行った結果、収納率について
は、過去５年間で最も高い99.80％という水準を達成することがで （その他意見）
きた。

③ 過年度未収納分については、引き続き、文書、訪問等による督
励・督促を実施し、平成17年度以前の分はすべて収納した。

④ 平成23年度の円滑・適正な申告・申請に向けて、納付金制度の
周知・理解促進のため、従来の事業主説明会の開催（287回）のほ
か、新たに改正障害者雇用促進法により平成22年７月から障害者
雇用納付金制度の適用対象となった中小企業事業主を対象とする
説明会の開催（159回 、制度について分かりやすく記載したパン）
フレットや様々な記入例を交えた申告・申請書の記入説明書等の
作成、配付、職業安定機関との情報交換会、受託法人等との連絡
会議の開催等を行った。

障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報については、ホ
ームページや新聞広告等への記事掲載、各種会議、行事等におけ
る周知など、あらゆる機会を活用するとともに、地域の経済団体
等に協力を要請するなどにより効果的、積極的に実施した。
特に、新たに障害者雇用納付金制度の適用が見込まれる中小企業

、 。に対しては 個別訪問等によりきめ細かな周知・説明を実施した
⑤ より迅速かつ厳正な審査業務を行うため、障害者雇用納付金電

算機処理システムを活用することにより、より迅速で効率的かつ
適正な審査決定等を行うとともに、企業の担当者が簡便に正確な
申告・申請書を作成できるマクロ機能付きダウンロードファイル
について、事業主説明会において利用方法や利便性について説明
し、利用促進を図った。

⑥ 事業主の利便性の向上と事務処理の効率化、迅速化に資する電
子納付システムの利用促進のため、リーフレットを納付書に同封
しての事業主への周知や事業主説明会での説明、大都市圏での利
用促進チームによる事業主訪問に加えて、新たに中小企業事業主
に対する個別訪問の際の利用勧奨等の積極的な取組を行ったこと
により、納付金に係る利用件数は1,261件と前年度比で16.0％増加
した。

⑦ 平成21年度末の駐在事務所の廃止に伴い、平成22年４月から調
査業務を本部組織に一元化し、調査担当の嘱託職員を５名減員し
たうえで、調査班の実施体制を、従来のブロック別から、各調査
班が複数のブロックを担当する広域的な地域分担等による編成と
するとともに、担当ブロック相互の調査担当者間の機動的な応援
による柔軟で無駄のない調査日程の編成などにより、事業主数の

、地域分布や季節的条件に応じた効率的な調査業務を実施した結果
平成21年度を上回る調査件数を確保した。

［数値目標］
・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５ ・次のとおり中期計画の目標を上回った （業務実績： イの(ｲ)事業。 「

０回以上開催すること。 主説明会の開催 （Ｐ.103）参照）」

平成22年度 287回
平成21年度 296回
平成20年度 279回

・中小企業事業主を対象とする事業主説明会を１３０回以上 ・次のとおり年度計画の目標を大幅に上回った （業務実績： イの(ｲ)。 「
開催すること。 事業主説明会の開催 （Ｐ.103）参照）」
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平成22年度 159回

・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施に ・次のとおり中期目標の目標を上回った （業務実績： ハ 障害者雇。 「
より、９９％以上の収納率を維持すること。 用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業

障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給 Ｐ.」（
106）参照）

平成22年度 99.80％
平成21年度 99.74％
平成20年度 99.76％

［評価の視点］
第２ ３ (3) ① イ 障害者雇用納付金制度について適切

な周知、理解の促進

・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期 実績：○
目標期間中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パ ・従来の事業主説明会を287回（平成21年度実績296回 、新たに中小）
ンフレット、記入説明書等の配布を行っているか。 企業事業主対象の事業主説明会を159回開催した。

・平成22年12月下旬に全国の事業主説明会の開催日程をホームページ
上に一括掲載し、事業主説明会開催の周知に努めるとともに、新た
に事業主団体等に協力依頼し、傘下事業主等への周知を図った。

・さらに、新たに職業安定局長及び機構理事長の連名による事業主説
明会の開催案内状を作成し、個々の事業主に送付した。

・事業主説明会用パワーポイント資料について、平成21年度に開催し
た事業主説明会において実施した参加者に対するアンケートの結果
も踏まえ、申告・申請書をより効率的に誤りなく作成することがで
きるよう、申告・申請書等の作成手順ごとに、記入上の注意点を吹
き出しで示すとともに、納付金の額の算定や派遣労働者の取扱い等
について具体例の図表を加えるなどの充実に努めた。

・事業主説明会において一層効果的な説明がなされ、事業主の理解が
十分に得られるよう、新たに、初めて申告・申請を行う手続に不慣
れな事業主や従来から納付金制度の対象となっている事業主など参
加者層に応じた説明のポイントやパワーポイント資料の利用方法等
を取りまとめた「事業主説明会業務マニュアル」を作成し、受託法
人等に配付した。

・事業主の納付金制度や申告・申請手続に対する理解度を把握するた
めに事業主説明会の際に実施するアンケートについては、各種助成
金の受給方法等納付金制度の手続以外であっても事業主説明会で併
せて具体的に説明してほしい項目を把握できるよう選択形式の設問
を追加し、事業主説明会をより事業主のニーズに即した効果的・効
率的なものとすべく検討を行い、実施した。その結果 「とても理、
解できた 「理解できた」との回答が87.2％であった。」

・パンフレット38,500部、記入説明書37,500部を作成し、受託法人等
を通じ、事業主に対して事業主説明会の場において配付するととも
に、郵送により配付した。

・記入説明書については、事業主説明会のアンケート結果等を踏まえ
るとともに、障害者雇用納付金制度の改正内容の施行が平成22年７
月と年度途中のため平成23年度の申告・申請手続が例年に比して複
雑なものとなることや初めて申告・申請を行う手続に不慣れな事業
主が大幅に増加することを考慮し、常用雇用労働者数に応じて参照
すべきページや必要となる手続が一目でわかる目次及びフローチャ
ートの掲載、申告・申請様式の変更点の図示、一般的な記入例と例
外的なケースの記入例の掲載を行うなど、わかりやすさと内容の充
実を図り、２月中旬にホームページに掲載した。

・障害者雇用納付金制度の改正内容のポイントを記載したリーフレッ
トを65,000部作成し、機構本部及び受託法人等の各種会議、行事や
経済団体等を通じて配布した。
また、中小企業に対しては、中小企業会員の多い経済団体等の意見



- 111 -

を聞きつつ、図表を多用し、配色を工夫するなどにより、事務手続
など事業主が行うべき具体的な事項や障害者雇用納付金の額の算定
例等をこれまでの周知活動で事業主から質問の多かった事項に重点
を置いて分かりやすく記載したパンフレットを32,000部作成し、中
小企業事業主に対する個別訪問による改正内容の説明や、受託法人
等、職業安定機関等が開催する会議、講習会等における説明に活用
した。
さらに、機構本部及び地域センターから事業主に送付する郵便物の
封筒に、障害者雇用納付金制度の改正施行を周知するためのシール
を貼付した。

・ 働く広場」４月号、７月号及び３月号 「エルダー」７月号から10「 、
月号及び３月号に改正内容の記事を掲載し、ホームページにリーフ
レット及びパンフレットをＰＤＦ化して掲載したほか、改正障害者
雇用納付金制度の施行直前の６月に全国紙に周知広告を掲載すると
ともに、厚生労働省と連携してインターネットの政府広報オンライ
ンに改正内容の記事を掲載した。加えて、改正制度による申告・申
請が開始される直前の平成23年３月に、厚生労働省と連携して改正
内容に係る政府広報の新聞広告を掲載したほか、ダイレクトメール
を事業主に送付し、申告・申請の開始について周知徹底を図った。
さらに、９月に障害者雇用支援月間の新聞広告に改正内容のポイン
トを掲載したほか、10月の障害者ワークフェア2010において申告・
納付手続等に関する相談コーナーの設置、パネルの展示等を行うな
ど、機構本部及び受託法人等の各種会議、行事等の機会を活用し、
改正内容の広範な周知に努めた。

・新たに納付金制度の適用が見込まれる中小企業事業主に対して計画
的な個別訪問による申告・申請手続等に係るきめ細かな周知・説明
を実施するとともに、申告・申請の準備や障害者の雇入れを行うに
当たって事業主が必要とする情報の提供等を実施した。
・常用雇用労働者数180人以上301人未満のすべての中小企業事業主

を対象に計画的な個別訪問による申告・申請手続等に係るきめ細
かな周知・説明を行うとともに、申告・申請の準備を進めるに当
たって各事業主が必要とする情報の提供等を事業主の求めに応じ
て行った。
併せて、事業主から障害者の雇入れ等について相談があった場合
には、関係機関等と連携を図りつつ、障害者求職情報や雇用管理
に係る技術的事項に関する情報の提供等により障害者雇用に係る
事業主支援・援助を実施した。

・また、短時間労働者を除く常用雇用労働者数が180人未満で、短時
間労働者を算入すると常用雇用労働者数が301人以上となる法定雇
用率未達成の事業主についても、可能な限り、個別訪問による周
知・説明を実施した。

・個別訪問の結果については、事業主ごとに記録するとともに、申
告・納付の必要性に対する事業主の理解度を統一的な基準で分類

、 、し 理解が得られていないと分類した中小企業事業主については
すべてを対象に再訪問を実施し、理解が不十分な事業主に対して
は再訪問や会議等の機会をとらえて再説明を行うなど、理解度に
応じた対応により、納付金の申告・納付の必要性に対する理解の
徹底に戦略的に取り組んだ （平成22年度個別訪問件数13,445件。
（平成21年度実績9,434件 ））

・中央及び地域の経済団体、業界団体等に対して、確実な申告・申請
を促進するための傘下事業主等への周知・広報について協力を要請
し、改正内容に係るリーフレットの配布、団体等の広報誌への記事
掲載、会議での説明等を実施した。(平成22年度協力要請団体数（中
央25団体、地域618団体（平成21年度実績 地域364団体）)）

・さらに障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報においては、
新たに厚生労働省と協議のうえ、周知・広報活動スケジュール及び
職業安定機関と機構の役割分担・連携方法を定めた「アクションプ
ラン」及び厚生労働省の「障害者雇用維持・拡大プラン」により、
公共職業安定所の雇用率達成指導と連携し、事業主の要望に応じ、
受託法人等が同行又は後日訪問により事業主に対して申告・申請手
続等の詳細を説明するとともに、申告・納付の必要性について理解
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が得られない事業主に対しては連携して働きかけを行うほか、職業
安定機関が開催する各種セミナー、説明会等の機会を活用して周知
を図るなど、職業安定機関と連携した周知・説明を実施した。

（業務実績： イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解「
の促進 （Ｐ.103 「ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・」 ）
広報 （Ｐ.105）参照）」

・関係機関との適切な連携を図っているか。 実績：○
・職業安定機関と受託法人等との情報交換会を116回（平成21年度実績

142回）開催し、緊密な連携を維持した。会議では、納付金徴収業務
等の適切な実施において必要となる事業主情報の提供及び事業主に
対する制度の周知・指導のほか、特に平成22年度は、障害者雇用納
付金制度の改正に係る周知活動について受託法人等から都道府県労
働局に対して連携・協力等の依頼を行った。

・受託法人等との連絡会議を開催（平成23年１月14日）した。
・平成23年度申告・申請が円滑・適正に行われるためには、事業主

説明会において一層効果的な説明を行うことが重要であることか
ら、新たに事業主説明会業務マニュアル及び事業主説明会用パワ
ーポイント資料に対応した詳細な説明シナリオを作成し、受託法
人等の納付金業務担当者に提供するとともに、具体的な説明手順
や初めて申告・申請を行う手続に不慣れな事業主や従来から納付
金制度の対象となっている事業主など参加者層に応じた説明のポ
イント等について指導を行った。

・障害者雇用納付金制度の改正により、新たに申告が必要となる中
小企業事業主の把握・登録など平成23年度申告・申請の開始に向
けた準備を的確に進めるよう指示するとともに、受託法人等の改
正内容に係る疑義等について質疑応答を行い、制度及びその運営
についての共通の理解と認識を深めた。

・全国６地域ブロックで受託法人等の納付金業務担当者会議を開催し
た。会議では、平成22年度下半期の障害者雇用納付金制度の改正に
係る周知・広報を一層効果的・効率的に実施するため、効果のあっ
た取組について情報交換等を行ったほか、上半期の進捗状況を踏ま
えて個別訪問計画を柔軟に見直すとともに、申告・納付の必要性に
ついて理解の得られない事業主に対しては再訪問による周知・説明
を徹底して行った。

・障害者雇用納付金制度の改正に係る周知・広報に当たって、新たに
厚生労働省と協議のうえ、周知・広報活動スケジュール及び職業安
定機関と機構の役割分担・連携方法を定めた「アクションプラン」
を策定して計画的に実施した。

・中央及び地域の経済団体、業界団体等に対して、確実な申告・申請
を促進するための傘下事業主等への周知・広報について協力を要請
し、改正内容に係るリーフレットの配布、団体等の広報誌への記事
掲載、会議での説明等を実施した。(平成22年度協力要請団体数（中
央25団体、地域618団体（平成21年度実績 地域364団体）)）

・パンフレット及び記入説明書に調査の趣旨や必要性について記載す
ることにより、事業主の理解を得やすくするとともに、調査の実施
に事業主の協力が十分に得られるよう、調査実施に係る法的根拠・
趣旨等を説明した職業安定局長及び機構理事長連名の文書で協力を
促すなどにより、調査業務の円滑化を図った。

（業務実績： イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解「
の促進 （Ｐ.103 「ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知」 ）
・広報 （Ｐ.105 「ホ 調査の効率的かつ的確な実施 （Ｐ.107）」 ） 」
参照）

第２ ３ (3) ① ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並び
に障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金
及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給

・障害者雇用納付金については９９％以上の収納率を維持し 実績：○
ているか。 ・引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあるなか、障害者雇用納付

金の徴収について下記の取組を行った結果、収納率については、過
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去５年間で最も高い結果を達成することができた。
収納率99.80％（平成21年度実績99.74％）

・的確な徴収を実施するため、厳正な審査を実施するほか、未納付事
業主に対して電話、文書、訪問による納付督励・督促を積極的に実
施した。

・特に、平成22年度は、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にある
ことによる収納率の低下を防止すべく、５月17日の法定申告・納付
期限経過後に銀行から送付を受ける納付済通知書による収納確認完
了後、速やかに未納付事業主をリストアップして受託法人等に送付
し、送付後概ね２週間以内に、事業主訪問・電話等による未納付理
由の把握及び納付督励を行い、その後も納付金の延納第２期及び第
３期の収納確認後速やかに未納付事業主をリストアップして受託法
人等に送付し、同様に納付督励等を実施した。
この納付督励等の結果を踏まえて、機構本部及び受託法人等の密接
な連携のもと、確認した納付予定期日を過ぎても納付しない事業主
に対しては、速やかに納付するよう改めて働きかけを行い、督励状
等を送付しても納付の時期を明確にしない事業主に対しては、滞納
処分等についての説明も含め粘り強く納付の働きかけを行うなど、
個々の事案の実情に応じた的確な対応を図ることにより、収納率の
低下防止に努めた。

・また、期限を徒過して申告した事業主に対して機構理事長名文書に
よる早期納付の注意喚起及び納付予定の確認を行った。

（業務実績： ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用「
調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特
例報奨金の適正な支給 （Ｐ.106）参照）」

・当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については 実績：○、
納付督励・督促を継続的に実施する等により、確実な徴収 ・未納付事業主の担当者が納付督励等に対して具体的な対応を行わな
を図っているか。 い場合等については、当該事業所の経理部など他の関係部署や経営

幹部等に連絡をとるなどにより、企業全体としての対応を促した。
・また、受託法人等を通じて、未納付事業主の状況について情報収集

。 、や訪問による納付督励を行った これらの情報収集等に当たっては
職業安定機関と緊密な連携を図り、必要な情報交換や企業への同行
訪問等を行った。さらに、機構本部においても電話、文書による納
付督励を行った。

・なお、引き続き多くの企業が厳しい経営環境にあることを踏まえ、
機構本部において、信用情報誌によるほかインターネットの閲覧を
毎日行うこととして企業経営状況に係る情報を収集するとともに、

、 、受託法人等に対して 地域の関係機関からの情報や報道等に留意し
経営悪化等の事業主情報を速やかに機構本部に提供するよう改めて
文書により指示した。これらにより情報を把握した場合は、未納付
の倒産企業について遅滞なく破産管財人等に対する交付要求を実施
するなど迅速な対応を図った。

・過年度分の未収分については、継続的に収納に努めた結果、平成22
、 。年度末において 平成17年度以前の未収分は全て収納済みとなった

また、平成18年度、平成19年度の未収分についても僅少なものとな
った。

（業務実績： ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用「
調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特
例報奨金の適正な支給 （Ｐ.106）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１２） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

②障害者雇用納付金に基づく助成金業務の適切な実施② 障害者雇用納付金制度に基づく助 イ 障害者雇用納付金に基づく助成金 ② 障害者雇用納付金に基づく助成金業務の
適切な実施成金の支給業務の適切な実施 の支給

イ 助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広報及び事務手続の簡素合理化障害者雇用に関する事業主等への ① 助成金の効果的活用の促進に向け イ 助成金の効果的活用の促進に向けた周知
・広報及び事務手続の簡素合理化助成金支給については、障害者雇用 た周知・広報及び事務手続の簡素

合理化に係る事業主支援・援助の実施を通
じて障害者の働く場の整備を図るた

(ｲ)ホームページを活用した周知め、適正かつ効率的に行うことはも 事業主等の利便性を図るため、 (ｲ)ホームページを活用した周知
・申請書については、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支給型と継続支給型といっとより、助成金制度、申請手続き等 各種助成金の支給要件、助成額、 ホームページに掲載している各種助成金

た助成金のパターンごとに様式の共通化を図り、認定申請書は19種類を５種類に、支給請求書を周知すること、事業主等が利用し 申請窓口の所在地等をホームペー の支給要件、助成額、申請方法、申請書等
、 。やすい手続きとすること、助成金を ジ等で公開するとともに、支給要 の様式及び添付書類一覧表等の説明につい は24種類を７種類に簡素化するとともに ホームページからダウンロードができるようにした

・平成22年７月から短時間労働者が助成金の対象となることに伴い、当該改正内容のわかりやす障害者雇用に効果的に活用できるよ 件等に変更があった場合は当該変 て、申請事業主がその内容を一層容易に理
い解説及び改正支給要領を改正日（６月30日）の翌日（７月１日）にホームページに公開し、うに事業主等に対して助言・援助を 更が確定した日から７日以内にホ 解できるよう内容の改善を行う。
迅速な周知を図った。行うこと、など事業主等に対するサ ームページ等で公開する。 特に、平成２２年７月から身体障害又は

知的障害を有する短時間労働者が助成金のービスの向上を図ること。
対象となること及びその内容についてわか
りやすく周知する。
支給要件等に変更があった場合は当該変

更が確定した日から７日以内にホームペー
ジ等で公開する。

(ﾛ)助成金の効果的活用を促進するための職業安定機関等との連携による周知助成金の効果的活用を促進する (ﾛ)助成金の効果的活用を促進するための職
。ため、職業安定機関、地域センタ 業安定機関等との連携による周知 ・障害者雇用のインセンティブとしての助成金の役割が十分発揮されるよう次の取組を実施した

・受託法人等において、事業主に対する障害者助成金の説明会を積極的に開催した （平成22ー等との連携を図り、様々な機会 受託法人は、助成金制度の活用に係る運 。
年度実績811件）を通じて事業主等に対する周知・ 営方針に基づき、職業安定機関や関係機関

・受託法人等に対し、公共職業安定所や地域センターとの連携を強化し、助成金による支援を広報を行う。 ・団体等との連携の下、周知業務を積極的
必要とする事業所情報が、確実に受託法人等に伝達される体制を強化するよう指示した。に行う。

・機構本部は、この連携により助成金の申請に至った事例を把握し、その結果を受託法人等がまた、受託法人は、職業安定機関、地域
公共職業安定所とのより効果的な連携に役立てるようフィードバックしたことなどにより、センター等との間に連絡会議を設け、相互
公共職業安定所等との連携により、助成金の支給につながった事例の増加が見られた。の情報交換を密にする。

・公共職業安定所や地域センターとの間に助成金制度の周知及び情報交換等を目的とした連絡機構本部は上記の連絡会議における情報
会議を設けること等により、当該機関の担当者の助成金制度の理解向上に努め、事業主への交換の状況を把握し、その結果について全
周知を図った。国の受託法人にフィードバックすることに

より、連携による助成金の効果的な活用の
更なる促進を図る。

(ﾊ)事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布等による周知・広報事業主にとって分かりやすい各 (ﾊ)事業主にとって分かりやすいパンフレッ
・すべての助成金の概要を一覧にしたリーフレットについては、活用事例を記載する等により、種助成金のパンフレットや支給申 トや支給申請の手引等を作成し、受託法人

、 、請の手引等を作成し、受託法人、 の窓口において事業主等に配布するととも 事業主の助成金の活用を促進をするとともに 受託法人等が当該活用事例を用いることにより
助成金をより理解しやすく説明できるものとした。また、短時間労働者を対象とする助成金の職業安定機関等において事業主等 に、職業安定機関等においても事業主等に
改正が行われたことから、当該内容を反映したものとした。に配布する。 配布する。

・助成金の種類ごとに作成している６種類のパンフレットについては、助成金の受給までの流れパンフレットの作成に当たっては、平成
に係る記載を充実させ、助成金の受給に当たって留意すべき事項を確実に標記するとともに、２２年７月からは、身体障害又は知的障害
認定申請等に係る手続や支給額の算定方法について図表を用いて分かりやすくする等の改善をを有する短時間労働者が助成金の対象とな
図った。ることから、このことについて反映したも
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・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応えられるよう給付金・助成金のとする。
双方の制度について、それぞれ代表的な活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリー
フレットを作成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その他の機関におい
ても事業主に配布した。

(ﾆ)事務手続の簡素合理化適正支給に配慮しつつ、申請様 (ﾆ)適正支給に配慮しつつ、申請様式の簡
略化、添付書類の簡素化等による事務手 ・添付書類について、地域センターにおいて重度判定を受けた障害者の雇入れ等に係る助成金の式の簡略化、添付書類の簡素化等

、 、 。による事務手続の簡素合理化を図 続の簡素合理化を図る。 申請を行う事業主に対しては 確認書類の提出を不要とし 申請手続に係る負担軽減を図った
・申請書について、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支給型と継続支給型といったる。

助成金のパターンごとに様式の共通化を図り、認定申請書については19種類を５種類に、支給
請求書については24種類を７種類に簡素化した。

(ﾎ)アンケート調査の実施 （資料52）(ﾎ)支給事業主の状況を把握するためのアン
・受託法人等の窓口において事業主等に対し丁寧な対応を行うよう、全国会議等で指導を徹底すケート調査を継続的に実施し、業務改善の

るとともに、受託法人等の窓口対応の満足度を把握するために、利用事業主に対するアンケーポイントを把握するとともに、その結果を
ト調査を実施した。踏まえて受託法人において、業務の顧客満

・平成22年度のアンケート調査においては、利用者が助成金の手続を正確かつ容易に理解し、当足度の向上を図る。
該手続を円滑に進めることができるよう、ホームページに係る利用状況についての質問を新た
に設定し、実施した。その結果、ホームページを利用している事業所は48.5％、当該利用事業
所のうち「様式をダウンロードして利用している」ものの割合は73.8％であったことから、ホ
ームページを活用した各種申請手続の簡素化が更に進むよう、認定申請書等の共通様式のホー
ムページ掲載等に取り組んだ。また、窓口対応については「大変満足している 「満足してい」
る」との回答が88.4％、受託法人等の説明については「大変満足している 「満足している」」
との回答が84.4％、手続については「利用に特に問題はない 「煩雑であるがやむを得ない」」、
との回答が88.8％であった。

・平成21年度のアンケートの結果においては、障害者作業施設設置等助成金の申請書について、
記載例を示してほしいとの回答が多かったことから、当該助成金の申請書の記載例を作成し、
申請事業主等に配布した。

ロ 適正な支給業務の実施② 適正な支給業務の実施 ロ 適正な支給業務の実施
(ｲ)厳正な調査の実施厳正な審査と支給申請事業所に (ｲ)機構本部においては、施設・設備の設置
・平成22年度は、機構本部においては、施設・設備の設置に係る助成金のうち、支給請求額が450対する計画的な調査を行い、疑義 に係る助成金のうち、支給請求額が４５０

万円以上である案件及び申請時に疑義が生じた案件のすべてについて支給前調査を行うととものあるものについてはすべて事業 万円以上のものについては支給前に全数調
に、助成金が支給された事業所を対象とした抽出調査を実施した。所を訪問する等により、不正受給 査を実施するとともに、その他の助成金に
・支給前調査については79件（平成21年度実施全数56件 、抽出による支給後調査については1防止対策を一層強化する。 ついては、平成２１年度に支給した助成金 ）

84件（平成21年度実績全数183件）実施した。の中から抽出した事業所に対し現地調査を
・支給後調査については、報奨金を支給している事業主の事業所に助成金も支給しているケース実施するほか、受託法人においては、不正

が多いことに着目し、報奨金調査の対象とする事業主に対しては、助成金調査も併せて実施す受給防止マニュアルに基づき、申請時に疑
ることとし、調査実施計画の策定に当たり障害者雇用納付金等に係る調査の対象事業所の中か義が生じるような事案については訪問によ
ら助成金調査の対象とする事業所を選定した上で、助成金の高額事案や重点業種を中心に調査る確認作業を行う等、チェックリストを活
対象事業所を選定することにより、効率的な実施を図った。用した厳正な審査を実施する。

、 、また、支給対象事業所に対する計画的な ・４月13日に開催した助成金関係調査業務担当者研修会においては 巧妙な不正事案を分析して
賃金台帳の確認の要領、添付書類の原本との突合に係る確認のポイント等を説明した「調査要調査を障害者雇用納付金等に係る調査と連

」 、携し効率的に行う。 領・調査実施に係る留意事項 を資料として配付し不正事案を具体的に説明すること等により
厳正な調査の実施について指示した。

・受託法人等に対しては、不正受給防止マニュアルに基づき、申請時に疑義が生じる事案につい
ては訪問による確認作業を行うほか、認定申請や支給請求の時点における不正受給防止事務実
施チェックリストを活用した厳正な審査点検の徹底について指示した。

・点検業務の効率化を図るために、これまでに作成した作業施設設置等助成金、通勤対策助成金
（住宅・駐車場賃借、住宅手当の支給）に係る助成金業務担当者点検業務チェックリスト及び
平成22年度に新たに作成したグループ就労訓練（請負型）助成金支給請求書に係る点検チェッ
クリストを活用した厳密な審査点検の徹底について指示した。

(ﾛ)不正受給防止対策の強化不正受給が発生した場合は、再 (ﾛ)不正受給が発生した場合は、再発防止の
・平成22年度不正受給事案は生じていないが、不正受給事案が発生した場合には、再発防止の観発防止の観点からその原因を究明 観点からその原因を究明し、受託法人、厚

点からその原因を究明し、受託法人等その他関係機関に対して適切な情報提供を行うこととしし、受託法人その他関係機関に対 生労働省又は都道府県労働局等その他関係
ている。して適切な情報提供を行うととも 機関に対して適切な情報提供を行うととも

・給付金支給業務との連携、不正受給等に関する高齢・障害部局間の情報交換のための会議を４に、必要な不正受給防止対策を講 に、必要な不正受給防止対策を講ずる。
回（６月、９月、12月、３月）開催した。ずる。

(ﾊ)適正な支給業務のための会議等の開催適正な支給業務を実施するため、 (ﾊ)適正な支給業務を実施するため、機構は
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・６月24日から25日の２日間にわたって「助成金業務担当者全国会議」を開催し、助成金の適正受託法人の助成金業務担当者会議 受託法人の助成金業務担当者会議を６月下
な支給のため担当者がより的確に業務を処理できるよう、助成金の支給業務の基礎を中心としを開催し、支給業務に関する問題 旬に開催する。これにより、助成金調査業
た研修、審査における注意点及び疑義解釈など全体的事項についての説明・指示、実践的な審点等について情報交換を行う。 務の実効性を確保しつつ、受託法人との密
査能力の向上を図るためのケーススタディを行った。接な連携体制を維持する。

(ﾆ)情報保守の安全性及び業務効率の向上等に資するためのシステム構築(ﾆ)進捗管理の効果的・効率的な実施に資す
・障害者助成金電算処理システムについては、審査担当者が進捗状況を常に把握できる機能の導るため、障害者助成金の電算処理システム

入に併せて、同一の障害者についての複数事業主による雇用の有無の点検、同一の介助者の遠の改定を実施する。
距離の複数事業所における配置・委嘱の有無の点検などの不正受給防止のための機能を強化す
ることを内容とする開発を行い、３月から稼働している。

(ﾎ)関係機関との密接な連携機構及び受託法人は、厚生労働 (ﾎ)機構及び受託法人は、厚生労働省又は都
・助成金業務の現状や問題点について、厚生労働省と密接な情報交換を行い、今後の助成金の制省又は都道府県労働局等その他関 道府県労働局等その他関係機関との間にお

度改善に資する情報提供を行った。係機関との間において、支給業務 いて、支給業務の問題点等に対する情報交
・受託法人等と都道府県職業安定機関との情報交換：779回の問題点等に対する情報交換等を 換等を定期的に行い、適切な支給業務の実

施を図る。定期的に行い、適切な支給業務の
実施を図る。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１２ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
務】 した。 事業主の満足度向上に大きな成果をあげるとともに、助成金支

① 助成金の支給要件及び支給申請手続の変更については、平成22 給件数の増加や不正受給件数０件といった実績についても評価で
年７月から短時間労働者が助成金の対象となることに伴い、当該 きる。
改正内容のわかりやすい解説及び改正支給要領を改正日（６月30
日）の翌日（７月１日）にホームページに公開し、迅速な周知を （各委員の評定理由）
図った。 ・ホームページでのレスポンスや、事業主の満足度向上に大きな

② 申請書については、平成21年度から２年計画で見直しを行い、 成果を達成している。
１回支給型と継続支給型といった助成金のパターンごとに様式の ・助成金支給件数の増加、不正受給件数0件等の指標も評価でき
共通化を図り、認定申請書は19種類を５種類に、支給請求書は24 る。
種類を７種類に簡素化するとともに、ホームページからダウンロ ・すべての目標を達成。
ードができるようにした。 ・支給業務の一層の適正化への努力は評価できる。不正受給も低

③ 障害者雇用のインセンティブとしての助成金の役割が十分発揮 く抑えられた。
されるよう、受託法人等において、事業主に対する障害者助成金
の説明会を積極的に開催するとともに、公共職業安定所や地域セ （その他意見）
ンターとの間に助成金制度の周知及び情報交換等を目的とした連 ・助成金の活用効果の調査はどのようになされているのか。

、 、絡会議を設け 当該機関の担当者の助成金制度の理解向上に努め
事業主への周知を図った。

④ 認定申請や支給請求の時点において不正受給防止事務実施チェ
ックリストを活用した厳正な審査点検の徹底を図るとともに、障
害者雇用納付金等に係る調査と連携しての計画的かつ厳正な調査
を実施した（263件 。これらの結果、平成22年度は不正受給事案）
は生じていない。

［数値目標］
・支給要件等に変更があった場合は当該変更が確定した日か ・次のとおり中期計画の目標を達成した （業務実績： イの(ｲ)ホー。 「

ら７日以内にホームページ等で公開すること。 ムページを活用した周知 （Ｐ.114）参照）」

平成22年度 変更日から１日後に公開
平成21年度 変更日から１日後に公開
平成20年度 ―（変更なし）

［評価の視点］
第２ ３ (3) ② イ 助成金の効果的活用の促進に向けた

周知・広報及び事務手続の簡素合理化

・ホームページ等で事業主の利便性に配慮した情報提供を行 実績：○
っているか。 ・申請書については、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回

支給型と継続支給型といった助成金のパターンごとに様式の共通化
を図り、認定申請書は19種類を５種類に、支給請求書は24種類を７
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種類に簡素化するとともに、ホームページからダウンロードができ
るようにした。

（業務実績： イの(ｲ)ホームページを活用した周知 （Ｐ.114）参照）「 」

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ 実績：○
等を修正しているか。 ・平成22年７月から短時間労働者が助成金の対象となることに伴い、

当該改正内容のわかりやすい解説及び改正支給要領を改正日（６月3
0日）の翌日（７月１日）にホームページに公開し、迅速な周知を図
った。

（業務実績： イの(ｲ)ホームページを活用した周知 （Ｐ.114）参照）「 」

・事業主等に対する周知・広報を行うため、職業安定機関、 実績：○
地域障害者職業センター等との連携を図っているか。 ・障害者雇用のインセンティブとしての助成金の役割が十分発揮され

るよう次の取組を実施した。
・受託法人等において、事業主に対する障害者助成金の説明会を積

極的に開催した （平成22年度実績811件）。
・受託法人等に対し、公共職業安定所や地域センターとの連携を強

化し、助成金による支援を必要とする事業所情報が、確実に受託
法人等に伝達される体制を強化するよう指示した。

、 、・機構本部は この連携により助成金の申請に至った事例を把握し
その結果を受託法人等が公共職業安定所とのより効果的な連携に
役立てるようフィードバックしたことなどにより、公共職業安定
所等との連携により、助成金の支給につながった事例の増加が見
られた。

・公共職業安定所や地域センターとの間に助成金制度の周知及び情
報交換等を目的とした連絡会議を設けること等により、当該機関
の担当者の助成金制度の理解向上に努め、事業主への周知を図っ
た。

（業務実績： イの(ﾛ)助成金の効果的活用を促進するための職業安「
定機関等との連携による周知 （Ｐ.114）参照）」

・事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレット等 実績：○
を作成し、事業主等に配布しているか。 ・すべての助成金の概要を一覧にしたリーフレットについては、活用

事例を記載する等により、事業主の助成金の活用を促進をするとと
もに、受託法人等が当該活用事例を用いることにより、助成金をよ
り理解しやすく説明できるものとした。また、短時間労働者を対象
とする助成金の改正が行われたことから、当該内容を反映したもの
とした。

、・助成金の種類ごとに作成している６種類のパンフレットについては
助成金の受給までの流れに係る記載を充実させ、助成金の受給に当
たって留意すべき事項を確実に標記するとともに、認定申請等に係
る手続や支給額の算定方法について図表を用いて分かりやすくする
等の改善を図った。

・高年齢者等及び障害者雇用双方の事業主の支援ニーズに同時に応え
られるよう給付金・助成金双方の制度について、それぞれ代表的な
活用事例を用いて具体的に分かりやすく説明したリーフレットを作
成し、受託法人等を通じて配布するとともに、職業安定機関その他
の機関においても事業主に配布した。

（業務実績： イの(ﾊ)事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布「
等による周知・広報 （Ｐ.114）参照）」

・事務手続の簡素合理化を図るため申請様式の簡略化、添付 実績：○
ファイルの簡素化等を図っているか。 ・添付書類について、地域センターにおいて重度判定を受けた障害者

の雇入れ等に係る助成金の申請を行う事業主に対しては、確認書類
の提出を不要とし、申請手続に係る負担軽減を図った。

・申請書について、平成21年度から２年計画で見直しを行い、１回支
給型と継続支給型といった助成金のパターンごとに様式の共通化を
図り、認定申請書については19種類を５種類に、支給請求書につい
ては24種類を７種類に簡素化した。
（業務実績： イの(ﾆ)事務手続の簡素合理化 （Ｐ.115）参照）「 」
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第２ ３ (3) ② ロ 適正な支給業務の実施

・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に 実績：○
対する計画的な調査を行っているか。 ・平成22年度は、機構本部においては、施設・設備の設置に係る助成

金のうち、支給請求額が450万円以上である案件及び申請時に疑義が
生じた案件のすべてについて支給前調査を行うとともに、助成金が
支給された事業所を対象とした抽出調査を実施した。
・支給前調査については79件（平成21年度実施全数56件 、抽出に）

よる支給後調査については184件（平成21年度実績全数183件）実
施した。

・支給後調査については、報奨金を支給している事業主の事業所に助
成金も支給しているケースが多いことに着目し、報奨金調査の対象
とする事業主に対しては、助成金調査も併せて実施することとし、
調査実施計画の策定に当たり障害者雇用納付金等に係る調査の対象
事業所の中から助成金調査の対象とする事業所を選定した上で、助
成金の高額事案や重点業種を中心に調査対象事業所を選定すること
により、効率的な実施を図った。

・４月13日に開催した助成金関係調査業務担当者研修会においては、
巧妙な不正事案を分析して、賃金台帳の確認の要領、添付書類の原
本との突合に係る確認のポイント等を説明した「調査要領・調査実
施に係る留意事項」を資料として配付し不正事案を具体的に説明す
ること等により、厳正な調査の実施について指示した。

・受託法人等に対しては、不正受給防止マニュアルに基づき、申請時
に疑義が生じる事案については訪問による確認作業を行うほか、認
定申請や支給請求の時点における不正受給防止事務実施チェックリ
ストを活用した厳正な審査点検の徹底について指示した。

・点検業務の効率化を図るために、これまでに作成した作業施設設置
等助成金、通勤対策助成金（住宅・駐車場賃借、住宅手当の支給）
に係る助成金業務担当者点検業務チェックリスト及び平成22年度に
新たに作成したグループ就労訓練（請負型）助成金支給請求書に係
る点検チェックリストを活用した厳密な審査点検の徹底について指
示した。

「 」・６月24日から25日の２日間にわたって 助成金業務担当者全国会議
を開催し、助成金の適正な支給のため担当者がより的確に業務を処
理できるよう、助成金の支給業務の基礎を中心とした研修、審査に
おける注意点及び疑義解釈など全体的事項についての説明・指示、
実践的な審査能力の向上を図るためのケーススタディを行った。

（業務実績： ロの(ｲ)厳正な調査の実施 「ロの(ﾊ)適正な支給業務「 」、
のための会議等の開催 （Ｐ.115）参照）」

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な 実績：○
不正受給防止対策を講じているか。 ・平成22年度不正受給事案は生じていないが、不正受給事案が発生し

た場合には、再発防止の観点からその原因を究明し、受託法人等そ
の他関係機関に対して適切な情報提供を行うこととしている。

・給付金支給業務との連携、不正受給等に関する高齢・障害部局間の
（ 、 、 、 ） 。情報交換のための会議を４回 ６月 ９月 12月 ３月 開催した

（業務実績： ロの(ﾛ)不正受給防止対策の強化 （Ｐ.115）参照）「 」

・機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等と 実績：○
の間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を ・助成金業務の現状や問題点について、厚生労働省と密接な情報交換
定期的に行っているか。 を行い、今後の助成金の制度改善に資する情報提供を行った。

・受託法人等と都道府県職業安定機関は、助成金業務に関し、情報交
換を779回実施した。

（業務実績： ロの(ﾎ)関係機関との密接な連携 （Ｐ.116）参照）「 」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１３） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

③障害者の雇用に関する相談・援助、各種講習、啓発等の実施③ 障害者の雇用に関する実践的手法 ウ 障害者の雇用に関する相談・援助、 ③ 障害者の雇用に関する相談・援助、各種
講習、啓発等の実施の開発、講習の事業、啓発の事業の 各種講習、啓発等の実施

効果的な実施
イ 相談・援助、各種講習等の実施ア 相談・援助、各種講習等の実施 ① 相談・援助、各種講習等の実施 イ 相談・援助、各種講習等の実施
【事業主等に対する相談・援助】障害者雇用に取り組む事業主を 障害者雇用に関する広範な知識 障害者雇用に関する広範な知識と経験を

（ ）支援するため、障害者雇用の広範 と経験を持った障害者雇用アドバ 持った障害者雇用アドバイザーが､必要に ○事業主相談件数 資料53
・相談総数27,660件（平成21年度実績25,728件、平成21年度比107.5％）な知識と経験を有するアドバイザ イザーを配置するとともに､必要に 応じ医療、社会教育、社会福祉、工学等の
・障害者雇用アドバイザー１人当たり300.7件（平成21年度実績236.0件、平成21年度比127.4％）ーを配置するとともに、特に専門 応じ医療、社会教育、社会福祉、 専門家と連携して、事業主等に対し､的確
・相談内容は、納付金・助成金、雇用計画、雇用管理の割合が高かった。的な支援を必要とする事業主等に 工学等の専門家と連携して、障害 かつ効果的な相談・援助を２２，０００件

以上実施する。実施に当たっては、訪問対対しては医療、社会教育、社会福 者の雇用水準の低い中小企業等を
○相談・援助対象重点化の徹底祉、工学等の専門家と連携して、 中心に、事業主等に対する的確か 象事業所について障害者の雇用水準の低い
・受託法人等に対して、訪問相談を計画的に実施し、このうち50％以上を雇用率未達成企業、障障害者の雇用の促進及び継続を容 つ効果的な相談・援助を実施する 中小企業等を重点実施するよう計画を策定

害者の雇用水準の低い中小企業等を選定するよう徹底を図った。この結果、訪問総数（受託法易にするための障害者の雇用に取 こととし、当該相談・援助を毎年 する。
人等分）のうち、未達成企業、中小企業等の訪問は94.2％（平成21年度実績92.1％)となった。り組む事業主等に対する相談・援 度２２，０００件以上実施する。 また、実施後は、相談・援助を行った事

業主等に対して追跡調査を実施し、有効回助を行い、相談・援助を実施した 実施後は、相談・援助を行った事
○マニュアル等の各種支援手段の提供、連携の強化事業主等に対して追跡調査を実施 業主等に対して追跡調査を実施し、 答のうち７０％以上の事業主等において具
・受託法人等に対し、効果的・総合的な相談・援助を図るため、各種支援手段（マニュアルの提し、７０％以上の利用事業主等に 有効回答のうち７０％以上の事業 体的な課題改善が見られるようにする。な

供、事業所見学のアレンジ等）の活用、助成金等の活用との一体的支援の実施、必要に応じ医おいて、具体的な課題改善効果が 主等において具体的な課題改善が お、効果がなかった旨の評価に対しては、
療・工学等の専門家との連携による実施等を指示した。特に、公共職業安定所・地域センター見られるようにすること。 見られるようにする。 自由回答欄の記載を分析し、その原因等を
との間で、訪問計画の作成、連携した相談・援助の進め方、内容についての情報提供、調整を把握する等により、利用者からの高い評価
進め、一体となった事業主等支援を行うよう、徹底を図った。また、障害者雇用に関する専門が得られるよう随時見直しを図る。
的な知識と経験を有する障害者雇用アドバイザーを本部に配置するとともに、地方の障害者雇
用アドバイザーに対して、対応が困難な事案については本部のアドバイザーに助言を求めるよ
う、講習の場を通じて指示した。

・高年齢者雇用アドバイザー等が事業主等から障害者雇用に関する相談を受けた際に、資料等を
使って支援制度の概要等基礎的事項について即時に説明できるよう、機構本部が行った高年齢
者雇用アドバイザー研修等において障害者雇用納付金制度・助成金制度及び改正障害者雇用促
進法の概要、受託法人等の支援内容等を習得させた。また、事業主等の相談内容を障害者雇用
アドバイザーに確実に伝達し速やかに専門的な対応につなげる体制が確立できるよう、総括責
任者会議(４月)、ブロック別総括責任者会議（10月～11月 、全受託法人等に対する四半期ご）
との都道府県別の実績の情報提供、実績が低調な受託法人等に対する要因分析と改善策の検討
の指示（９月 、報告の仕方について理解を深めるための留意文書の発出（11月）等を通じて、）
再徹底を図った。

・事業所ニーズに応じた的確な相談・援助に役立てるため、定期的に相談・援助の事例を収集し
た上、事例集としてまとめ全受託法人等に送付した（12月 。）

○障害者雇用納付金制度の改正に係る周知徹底と相まった相談・援助の実施
・改正障害者雇用促進法により平成22年７月から障害者雇用納付金制度の適用対象となる中小企

業を納付金担当職員等が訪問した際に把握した支援ニーズについては障害者雇用アドバイザー
に取り次ぎ、同アドバイザーは、同業他社における障害者雇用の進め方、助成金制度、就労支
援機関等に関する情報提供など迅速な相談・援助を行った。

○研修内容の充実と本部アドバイザー等による個別指導の実施
・障害者雇用アドバイザー講習では問題解決の手法を活用したアドバイザー相互の意見・情報交

換及び本部アドバイザーからの直接助言・指導を実施し、実践的・参加型討議を取り入れた。
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また、講習終了後は各受託法人等で伝達研修を行うことにより、講習で得られた専門的知識、
技能の定着を図った。

・さらに、業務進捗状況に遅れがみられる受託法人等に対しては、課題や背景を把握し、他の受
託法人等による取組事例等課題解決に向けた具体的な情報提供を行い、ブロック別総括責任者
会議の活用、個別訪問、電話等による指導を行った。

○障害者雇用相談援助業務支援システムの活用
・障害者雇用アドバイザーの相談・援助業務を支援するために、平成21年５月から運用を開始し

た「障害者雇用相談援助業務支援システム」については、障害者雇用アドバイザー講習におい
て、システムの有効活用に関する説明を行うとともに、Ｑ＆Ａ集の作成・配付を行った。当該
システムにより、受託法人等は、事業所検索機能を活用して、平成22年７月の制度改正により

、 。 、支援の重点となる中小企業等への効率的な訪問計画を作成し 訪問相談を実施した その結果
300人以下の訪問相談件数が14,050件と前年度を3.5％上回るとともに、例えば「初めての障害
者雇用」や「中小企業 「プライバシーへの配慮」といったキーワードを含む相談事例を効率」、
的に抽出し、これらを参考とすることにより、相談において多様な提案を行った。加えて、相
談記録の時系列による一覧表示により、これまでの相談内容を迅速・的確に確認し、継続的か
つ効果的な相談を実施した。さらに、機構本部においては、当該システムの全国の障害者雇用
アドバイザーによる事業主支援記録の閲覧機能を活用し、障害者雇用アドバイザーによる相談
について内容を確認し、必要に応じて本部の障害者雇用アドバイザーが指導・助言を行う等、
障害者雇用アドバイザーの資質向上を図った。

（ ）○事業主等に対する追跡調査の実施 資料54
・平成22年10月～11月にかけて障害者雇用アドバイザーが相談・援助を実施した事業主等に対し

て、３か月後の具体的な課題改善効果について追跡調査を実施した。その結果 「相談前に抱、
えていた課題が改善した」との回答が88.6％（平成21年度実績87.5％）であった。具体的な改
善効果としては 「助成金について問い合わせ、活用の手続等を行った （23.5％ 「障害者雇、 」 ）、
用についての社内研修を行った （17.1％ 「障害者を新たに雇用した （8.3％）といった結」 ）、 」
果が得られた。

・平成21年度に実施したアンケート調査の自由記述からは 「障害者雇用に関する個別の相談が、
、受けられることや助成金やジョブコーチといった様々な支援を受けられることがわかったので

新たに障害者を雇用した 「職場復帰に関する助成金を活用した後も引き続き作業設備の改善」、
等社内環境の整備に関する相談にのってもらい、具体的な検討を行っている 「障害者雇用の」、
重要性を再認識し、職場定着推進チームや指導員の配置等障害者雇用上の配慮に着手した」な
ど、的確な相談・援助に対しての評価が得られたが 「すでに多数障害者を雇用しているが、、
さらに増やすためにはどういったところに配慮していくべきか。他社の事例が欲しい」等の要
望も寄せられた。こうした要望に応えるために、機構本部から受託法人等に対して、マニュア
ルやリファレンスサービス等の具体的事例の提示、事業主等の要望を的確に把握し情報提供す
るための繰り返し訪問の実施を勧奨するなど、アドバイザー講習の機会の活用又は文書、電話
により、業務改善指導等を行った。

【障害者職業生活相談員資格認定講習】障害者を５人以上雇用する事業 障害者職業生活相談員資格認定 受託法人で実施する障害者職業生活相
○実施状況所に選任が義務づけられている障 講習の実施に当たっては、障害者 談員資格認定講習については、障害者の

職業生活全般にわたる相談・指導等に必 ・実施回数 68回（平成21年度実績68回）害者の職業生活全般にわたる相談 の職業生活全般にわたる相談・指
要な専門知識を付与するため講習内容の ・受講者数 3,881人（平成21年度実績4,157人、平成21年度比93.4％）・指導を行う障害者職業生活相談 導等に必要な専門知識を付与する
充実を図る。このため、平成２２年度に員の資格認定講習を実施すること ため講習内容の充実を図る。。

○受講者ニーズを踏まえた講習内容の充実おいては、受講者アンケート調査の結果
・受講者へのアンケート結果等に基づき、講習内容に事業所見学、支援機関見学又は支援者等とを踏まえ、講習内容に事業所見学、支援機

の意見交換のいずれかの参加型のカリキュラムを盛り込む等の改善を行い、講習内容の充実を関見学又は支援者等との意見交換を盛り込
図った。む等の改善を行う。

・受講終了時に受講者に対してアンケートを実施した結果 「大変有用だった 「有用だった」、 」、
との回答が97.4％と高い評価を得た。また、自由記述においては 「障害別特性と雇用上の配、
慮については、当社の障害者雇用の雇用管理の参考になった 「障害者職業生活相談員の役割」、
について非常によくわかり参考になった」という評価が得られた。特に新たに実施した事業所
見学、支援機関見学、意見交換に対しては 「支援学校の見学や障害者雇用事業所の事例が参、
考になった 「意見交換を通じて障害者雇用に関する悩みや問題を共有できた 「特別支援学」、 」、
校の作業学習スペースや教室などに掲示してある写真や図解付の手順書等の資料が参考になっ
た 「グループディスカッションを通して、実際の体験談や対応策が聞け、理論と実践の両方」、
を学べたのが良かった」等の評価が得られた。一方で 「意見交換の時間を長くとってほしか、
った」等の意見もあり、今後の講習の実施について参考としていく。

○受講者への利便性の配慮
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・原則として事業所が所在する都道府県で受講することとしているが、受講後のアンケート等に
よる受講者ニーズを踏まえ、平成19年度の首都圏、平成20年度の近畿圏、中京圏、平成21年度
の北陸圏、九州圏に続き、平成22年度は全都道府県において近隣県での受講を可能とした。

・また、講習の開催場所については、県庁所在地など交通の利便性を考慮した場所を設定した。

○障害を有する受講者が受講しやすい配慮
・全都道府県で障害のある人達が受講しやすいよう、手話通訳の配置、駐車場の確保、複数の講

習機会を組み合わせての受講を可能とするなどの対応に加えて、拡大コピーによる資料の提供
等視覚障害のある受講者にも対応した。

○制度改正に応じたテキストの改訂
・平成22年度版講習用テキストについては、改正障害者雇用納付金制度、新たに身体障害者手帳

の範囲に加えられた肝臓機能障害の特徴と雇用上の配慮、精神障害者雇用安定奨励金等につい
て加筆するとともに、統計資料の更新等の改訂を行った。

※評価シート14に別記イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供 ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・
提供の実施
企業における障害者の雇用に係る問題の障害者の雇用・就業分野の拡大 企業における障害者の雇用に係、

解決、雇用管理の改善及び障害者の雇用機雇用の促進及び継続を図るため、 る問題の解決、雇用管理の改善及
会の拡大に資するため、事業主のニーズ及職域拡大、キャリアアップ、職務 び障害者の雇用機会の拡大に資す
び障害の種類に配慮しつつ 「視覚障害者再設計及び職場環境の改善の雇用 るため、事業主のニーズ及び障害 、
の職域拡大及び支援機関との効果的な連携管理に関する実践的手法を開発し の種類に配慮しつつ、障害者の職、
の方策に関するマニュアル・事例集の開事業主が利用しやすい報告書、マ 域拡大及び雇用管理に係る実践的
発 「肢体不自由者雇用のための職場改善ニュアル等の成果物を提供するこ 手法を開発し、障害者雇用アドバ 」
に関する取組の実態、効果等のケーススタと。 イザーが行う相談・援助への活用
ディによる効果的方法の分析・整理 「重障害者雇用事例等の情報収集と を図るとともに、開発成果をホー 」
度障害者等の採用・配置・教育訓練等に関事業主等への効果的な提供を実施 ムぺージ等を通じて提供すること
する研究調査」及び「精神障害者の雇用促すること。 により、事業主等の自主的な取組
進及び職場定着のための雇用管理ノウハウを支援する。
等の開発」を実施する。
上記の障害者雇用に関する調査・研究に上記による実践的手法の開発に

係る実践的手法の開発により得られた成果より得られた成果については、事
については、事業主等の利用しやすい報告業主等の利用しやすい報告書、マ
、 、ニュアル等に取りまとめ、事業主 書 マニュアル・好事例集等にとりまとめ

事業主等に配布するほか、当該開発成果に等に配布するほか、当該開発成果
係る情報を事業主等が有効に活用できるよに係る情報を事業主等が有効に活
う分かりやすくホームページで公開する。用できるよう分かりやすくホーム
ホームページ上で、事業主等に対して障ページで公開するとともに、事業

害者雇用事例等を提供する「障害者雇用事主等に対して障害者雇用事例等を
例リファレンスサービス」については、障提供する「障害者雇用事例リファ
害者の募集・採用、雇用継続又は職場復帰レンスサービス」の充実を図り、
に当たって直面する課題の解決方法の参考企業のニーズに対して迅速かつ的
となる企業の具体的な取組をまとめた障害確な情報提供を行う。
者雇用モデル事例及び障害者助成金の活用
によって雇用が進められた事例を追加掲載
する。

ハ 就労支援機器の普及・啓発ウ 就労支援機器の普及・啓発 ③ 就労支援機器の普及・啓発 ハ 就労支援機器の普及・啓発等
○最新情報のホームページへの掲載等障害者の雇用促進に役立つ就労 就労支援機器を広く事業主に普 視覚障害者向けパソコン、拡大読書器等
・平成22年８月及び平成23年３月に、離れた場所でも無線で送受信できる高性能集音補聴システ支援機器の貸出しを行い、それら 及・啓発するため、ホームページ の就労支援機器を広く事業主に普及・啓発

「 」 「 」 、の就労支援機器の普及・啓発を図 等を通じた情報提供、就労支援機 するため、就労支援機器普及啓発ホームペ ム 聴覚障害者用無線集音器 及び入力した音声をテキスト変換できる 音声認識ソフト 等
新たに22機種をホームページに追加掲載した。この結果、平成23年３月末日現在のホームペーること。 器の効果的な活用に係る相談等を ージを活用して効果的な普及・啓発活動を
ジ全掲載機種は、129機種となった。実施し、事業所に就労支援機器の 実施するとともに、就労支援機器の効果的

・新規掲載にあたっては、ホームページのトップページに最新情報としてその旨を掲載し、事業貸出しを行う。なお、当該業務に な活用に係る相談等を通して、幅広く就労
主等への周知に努めた。また、既掲載機種については、最新の情報を把握し、更新した。ついては、駐在事務所の廃止及び 支援機器の貸出しを行う。

・ホームページの就労支援機器のページの就労支援機器貸出状況の表示について、即時の更新を本部組織への一元化に際し、サー 就労支援機器の貸出業務については、駐
行っている。ビスの質の維持に留意するととも 在事務所の廃止に伴う本部組織への一元化

、 、に、集約化による専門性の向上等 により サービスの質の維持に留意しつつ
○支援機関等を通じた貸出制度の周知業務の効率的かつ効果的な実施に 貸出しの事務手続の簡素化、迅速化及び事
・駐在事務所の廃止を踏まえ、事業主が貸出制度の情報を入手できる機会を確保するため、新た努める。 業主ニーズの直接収集を進めるとともに、

に支援機関等を通じて次のような周知を行った。就労支援機器の専門アドバイザーを本部に
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・障害者の利用が多い首都圏の公共職業安定所及び視覚障害者支援機関を訪問し、貸出制度の配置し、事業主等への相談、援助、技術指
普及を行った。導等をより専門的に行う。

、 、適宜アンケート調査を実施し、 貸出しを終了した事業主に対して適宜ア ・視覚特別支援学校進路担当者研修会や職業訓練指導員研修等各種講習会 障害者就職面接会
国際福祉機器展等において、新たに就労支援機器の貸出制度を記載したリーフレットの配布事業主のニーズを把握するととも ンケート調査を実施し、事業主のニーズを
や機器の貸出制度についての説明により周知に努めた。に、効率的な業務を行うため、就 把握することにより、就労支援機器の効果

・就労支援機器メーカー及び障害者等のための電子情報技術普及を目的としたＮＰＯ法人の協労支援機器の利用率（全機器の貸 的な整備及び就労支援機器の導入や活用方
力を得て、それぞれのホームページに当機構就労支援機器ホームページへのリンクを掲載し出累計月数／延べ保有台月数）を 法についての相談内容の改善を図る また。 、
た。常態において６０％以上にする。 効率的な業務を行うため、就労支援機器の

・厚生労働省の協力のもと、全国の公共職業安定所に対し貸出制度の周知を行った。利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有
・就労支援機器ホームページアクセス件数 410,834件（平成21年度実績455,724件、平成21年度台月数 を常態において６０％以上にする） 。

比90.1％）

○貸出事業所に対する相談・フォローアップの実施
・新たに福祉情報技術コーディネーターの資格を有するアドバイザーを１名配置し、機器の選定

や活用に関する総合的な相談、援助等を行った。例えば 「作業デスクが狭い 「会議出席のた、 」
めに移動が多い 「業務で英文資料を扱う」といった職務環境で働く視覚障害者がいる事業所」
に対しては、
①パソコン画面をモニターとして使用し、設置スペースを取らない拡大読書器
②会議出席時に携帯できる拡大読書器
③日本語、英語の切替えがスムーズな画面読上げソフト
といった複数の機器やソフトを組み合わせて活用する総合的な提案を行った。
（相談等実施件数 197件）

・貸出機器が効果的に活用されるよう、貸与を受けた事業主に対して機器の利用状況を確認し、
必要に応じ技術的な相談･指導や活用可能な助成金情報の提供等きめ細かいフォローアップを行
うことをガイドラインとしてとりまとめ、職員やアドバイザーへの徹底を図った。

○貸出利用率及び貸出事業所数の状況
・貸出しを終了した事業主に対するアンケート調査により把握した事業主のニーズに対応し、新

たな機器の導入、機種の入替え等を行った。
・利用率61.3％（平成21年度実績60.5％、目標値60％以上）
・140事業所（平成21年度実績147事業所）

駐在事務所廃止後の貸出し事務手続の簡素化、迅速化○
、 、 、・駐在事務所の廃止後 申請窓口と貸出窓口を機構本部に一本化し 事務手続を簡素化した結果

新規申請から貸出決定までの日数を平均3.7日から2.4日に短縮した。

（ ）○貸出終了事業主に対するアンケート調査の実施 資料55
・貸出しを終了した事業主に対して、貸出終了直後に実施しているアンケート調査において、事

業主からの意見に加えて、機器を利用する障害者から機器に関する意見やニーズを把握するた
めに調査項目を設け、調査を実施した。その結果、機器の満足度について「大変役に立った 、」
「役に立った」との回答が83.1％であった。また 「貸出期間終了の２～３か月前ぐらいから、
購入等に向けたアドバイスをもらえるとよい」との要望があり、引き続き貸出事業所に対する
フォローアップを徹底することとしている。

・さらに、自由記述やマイナス評価を分析して事業主ニーズを把握し、就労支援機器の効果的整
備及び導入や活用方法についての相談内容の改善を図ることとしている。

・平成21年度に実施したアンケートの自由記述からは 「支援機器を販売する代理店にも貸出制、
度について十分周知して欲しい」との意見が寄せられた。この結果を踏まえ、リーフレットを
支援機器製造メーカー及び国際福祉機器展の来場者等に配布した。また 「音声による文字入、
力ができたらよい」との意見があり、音声認識ソフトの機器整備を進めた。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

評価項目１３ 障害者雇用アドバイザーによる相談・援助 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）【 、
各種講習等及び就労支援機器の普及・啓発】 した。 障害者雇用アドバイザーの相談件数や事業主への追跡調査の結

① 障害者雇用アドバイザーは、雇用率未達成企業と中小企業等に 果について、目標を大きく上回っており評価できる。
重点化（全体の94.2％）して、計画的訪問相談を実施した。 また、就業支援機器の貸出しも利用率が目標を上回り、利用者

② アドバイザーの相談件数は27,660件と目標の22,000件を25.7％ の満足度も高く、有効な取組として障害者雇用支援に貢献してい
上回り、具体的な課題改善効果について「相談前に抱えていた課 ると評価できる。
題が改善した」とする企業が88.6％と目標の70％を大幅に上回っ
た。 （各委員の評定理由）

③ 障害者職業生活相談員資格認定講習は、受講者へのアンケート ・障害者雇用アドバイザーによる改善効果の高さは高く評価に値
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。 、 。結果等に基づき、講習内容に事業所見学、支援機関見学又は支援 する また支援機器の貸出しも利用率達成し また満足度も高い
者等との意見交換のいずれかの参加型のカリキュラムを盛り込む ・就労支援機器普及等は有効といえる。
等の改善を行い、講習内容の充実を図るとともに、障害のある人 ・相談件数、追跡調査の結果について目標値を大きく上回ってい
達が受講しやすいよう、手話通訳の配置、駐車場の確保、複数の る。
講習機会を組み合わせての受講を可能とするなどの対応に加えて ・相談件数の増加やアンケート結果が目標を大きく上回る成果。、
拡大コピーによる資料の提供等視覚障害のある受講者にも対応し ・講習会など普及啓発活動が着実に成果を上げている。機器の貸
た（講習実施回数68回、講習修了者数3,881人 。 し出しも障害者支援に貢献している。）

④ 就労支援機器の普及・啓発では、事業主ニーズに対応した新た
な機器の保有、機種の入替え等を行い、最新情報をホームページ （その他意見）
に掲載するとともに、視覚障害者支援機関の訪問や障害者就職面 ・障害者職業生活相談員の効果はどのように把握されているの
接会、国際福祉機器展等における就労支援機器の貸出制度を記載 か。
したリーフレットの配布等により貸出制度の普及を行った結果、
利用率は61.3％と目標を上回った。

［数値目標］
・障害者雇用アドバイザーが事業主等に対し、的確かつ効果 ・次のとおり中期計画の目標を大幅に上回った （業務実績： イ 相。 「

的な相談・援助を毎年度２２ ０００件以上実施すること 談・援助、各種講習等の実施 （Ｐ.119）参照）， 。 」

平成22年度 27,660件
平成21年度 25,728件
平成20年度 26,453件

・相談・援助を実施した事業主等に対して追跡調査を実施し ・次のとおり中期目標の目標を大幅に上回った （業務実績： イ 相、 。 「
７０％以上の利用事業主等において、具体的な課題改善効 談・援助、各種講習等の実施 （Ｐ.119）参照）」
果が見られるようにすること。

平成22年度 88.6％
平成21年度 87.5％
平成20年度 87.4％

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 ・次のとおり中期計画の目標を上回った （業務実績： ハ 就労支援。 「
台月数）を常態において６０％以上にすること。 機器の普及・啓発 （Ｐ.121）参照）」

平成22年度 61.3％
平成21年度 60.5％
平成20年度 63.6％

［評価の視点］
第２ ３ (3) ③ イ 相談・援助、各種講習等の実施

・障害者雇用アドバイザーによる相談・援助を毎年度２２， 実績：○
０００件以上実施しているか。 ・雇用率未達成企業、障害者の雇用水準の低い中小企業等を支援対象

の重点とした訪問相談を計画的に実施し、マニュアルの提供、事業
所見学のアレンジ、助成金の提案等の各種支援手段を有効に活用す
るとともに、公共職業安定所等との連携による相談・援助を行い、
件数は目標 22,000件 を大幅に上回る27,660件 平成21年度比107.（ ） （
5％）となった。

・事業所ニーズに応じた的確な相談・援助に役立てるため、定期的に
相談・援助の事例を収集した上、事例集としてまとめ全受託法人等
に送付した（12月 。）

・改正障害者雇用促進法により平成22年７月から障害者雇用納付金制
度の適用対象となる中小企業を納付金担当職員等が訪問した際に把
握した支援ニーズについては障害者雇用アドバイザーに取り次ぎ、
同アドバイザーは、同業他社における障害者雇用の進め方、助成金
制度、就労支援機関等に関する情報提供など迅速な相談・援助を行
った。

（業務実績： イ 相談・援助、各種講習等の実施 （Ｐ.119）参照）「 」

・追跡調査における回答者のうち７０％以上の事業主等から 実績：○
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具体的な課題改善が見られた旨の評価が得られたか。 ・障害者雇用アドバイザーが相談・援助を行った事業主等に対して追
跡調査を実施したところ 「相談前に抱えていた課題が改善した」、
との回答が目標（70％）を大幅に上回る88.6％となった。

・平成21年度に実施したアンケート調査の自由記述からは 「障害者、
雇用に関する個別の相談が受けられることや助成金やジョブコーチ
といった様々な支援を受けられることがわかったので、新たに障害
者を雇用した 「職場復帰に関する助成金を活用した後も引き続き」、
作業設備の改善等社内環境の整備に関する相談にのってもらい、具
体的な検討を行っている 「障害者雇用の重要性を再認識し、職場」、
定着推進チームや指導員の配置等障害者雇用上の配慮に着手した」
など、的確な相談・援助に対しての評価が得られたが 「すでに多、
数障害者を雇用しているが、さらに増やすためにはどういったとこ
ろに配慮していくべきか。他社の事例が欲しい」等の要望も寄せら
れた。こうした要望に応えるために、機構本部から受託法人等に対
して、マニュアルやリファレンスサービス等の具体的事例の提示、
事業主等の要望を的確に把握し情報提供するための繰り返し訪問の
実施を勧奨するなど、アドバイザー講習の機会の活用又は文書、電
話により、業務改善指導等を行った。

（業務実績： イ 相談・援助、各種講習等の実施 （Ｐ.119）参照）「 」

・障害者職業生活相談員資格認定講習の内容の充実を図って 実績：○
いるか。 ・受講者へのアンケート結果等に基づき、講習内容に事業所見学、支

援機関見学又は支援者等との意見交換のいずれかの参加型のカリキ
ュラムを盛り込む等の改善を行い、講習内容の充実を図った。

・受講終了時に受講者に対してアンケートを実施した結果 「大変有、
用だった 「有用だった」との回答が97.4％と高い評価を得た。ま」、
た、自由記述においては 「障害別特性と雇用上の配慮については、、
当社の障害者雇用の雇用管理の参考になった 「障害者職業生活相」、
談員の役割について非常によくわかり参考になった」という評価が
得られた。特に新たに実施した事業所見学、支援機関見学、意見交
換に対しては 「支援学校の見学や障害者雇用事業所の事例が参考、
になった 「意見交換を通じて障害者雇用に関する悩みや問題を共」、
有できた 「特別支援学校の作業学習スペースや教室などに掲示し」、
てある写真や図解付の手順書等の資料が参考になった 「グループ」、
ディスカッションを通して、実際の体験談や対応策が聞け、理論と
実践の両方を学べたのが良かった」等の評価が得られた。一方で、
「意見交換の時間を長くとってほしかった」等の意見もあり、今後
の講習の実施について参考としていく。

・受講者への利便性の配慮として、原則として事業所が所在する都道
府県で受講することとしているが、受講後のアンケート等による受
講者ニーズを踏まえ、平成19年度の首都圏、平成20年度の近畿圏、
中京圏、平成21年度の北陸圏、九州圏に続き、平成22年度は全都道
府県において近隣県での受講を可能とした。また、講習の開催場所
については、県庁所在地など交通の利便性を考慮した場所を設定し
た。さらに、全都道府県で障害のある人達が受講しやすいよう、手
話通訳の配置、駐車場の確保、複数の講習機会を組み合わせての受
講を可能とするなどの対応に加えて、拡大コピーによる資料の提供
等視覚障害のある受講者にも対応した。

（業務実績： イ 相談・援助、各種講習等の実施 （Ｐ.119）参照）「 」

第２ ３ (3) ③ ハ 就労支援機器の普及・啓発等

・就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホーム 実績：○
ページ等を通じた情報提供、就労支援機器の効果的な活用 ・ホームページを通じて就労支援機器の情報提供を行い、離れた場所
に係る相談等を実施しているか。 でも無線で送受信できる高性能集音補聴システム「聴覚障害者用無

線集音器」及び入力した音声をテキスト変換できる「音声認識ソフ
ト」等、新たに22機種を追加掲載し、平成23年３月末日現在のホー
ムページ全掲載機種は、129機種となった。

・新規掲載にあたっては、ホームページのトップページに最新情報と
してその旨を掲載し、事業主等への周知に努めた。また、既掲載機
種については、最新の情報を把握し、更新した。
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・ホームページの就労支援機器のページの就労支援機器貸出状況の表
示について、即時の更新を行っている。

・就労支援機器ホームページアクセス件数 410,834件
・駐在事務所の廃止を踏まえ、事業主が貸出制度の情報を入手できる

機会を確保するため、新たに支援機関等を通じて次のような周知を
行った。
・障害者の利用が多い首都圏の公共職業安定所及び視覚障害者支援

機関を訪問し、貸出制度の普及を行った。
・視覚特別支援学校進路担当者研修会や職業訓練指導員研修等各種

講習会、障害者就職面接会、国際福祉機器展等において、新たに
就労支援機器の貸出制度を記載したリーフレットの配布や機器の
貸出制度についての説明により周知に努めた。

・就労支援機器メーカー及び障害者等のための電子情報技術普及を
目的としたＮＰＯ法人の協力を得て、それぞれのホームページに
当機構就労支援機器ホームページへのリンクを掲載した。

・厚生労働省の協力のもと、全国の公共職業安定所に対し貸出制度
の周知を行った。

・新たに福祉情報技術コーディネーターの資格を有するアドバイザー
を１名配置し、機器の選定や活用に関する総合的な相談、援助等を
行った。また、貸出機器が効果的に活用されるよう、貸与を受けた
事業主に対して機器の利用状況を確認し、必要に応じ技術的な相談･
指導や活用可能な助成金情報の提供等きめ細かいフォローアップを
行うことをガイドラインとしてとりまとめ、職員やアドバイザーへ
の徹底を図った。

（業務実績： ハ 就労支援機器の普及・啓発 （Ｐ.121）参照）「 」

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 実績：○
台月数）が常態において６０％以上となっているか。 ・貸出しを終了した事業主に対するアンケート調査により把握した事

業主のニーズに対応し、新たな機器の導入、機種の入替え等を行っ
た。

・貸出利用率は61.3％と目標（60％）を上回り、貸出事業所数は140事
業所となった。

（業務実績： ハ 就労支援機器の普及・啓発 （Ｐ.121）参照）「 」



- 126 -

高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１４） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

③ 障害者の雇用に関する相談・援助、各種③ 障害者の雇用に関する実践的手法 ウ 障害者の雇用に関する相談・援助、
講習、啓発等の実施の開発、講習の事業、啓発の事業の 各種講習、啓発等の実施

効果的な実施
ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実施イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供 ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・

提供の実施
○事業主のニーズ、国の施策動向等を踏まえた調査研究障害者の雇用・就業分野の拡大 企業における障害者の雇用に係、 企業における障害者の雇用に係る問題の
・事業主のニーズ（ 特に初めて障害者雇用に取り組む事業所において）障害者の採用・選考等雇用の促進及び継続を図るため、 る問題の解決、雇用管理の改善及 解決、雇用管理の改善及び障害者の雇用機 「（

に当たって配慮すべきことを知りたい 「肢体不自由者の雇用事例や企業が取り組んでいる作職域拡大、キャリアアップ、職務 び障害者の雇用機会の拡大に資す 会の拡大に資するため、事業主のニーズ及 」
業改善の工夫を知りたい 「精神障害者の雇用や職場復帰の取組事例を多く知りたい」等 、国再設計及び職場環境の改善の雇用 るため、事業主のニーズ及び障害 び障害の種類に配慮しつつ 「視覚障害者、 」 ）
の施策動向（中小企業に対する障害者の雇用促進、重度障害者や精神障害者に対する雇用対策管理に関する実践的手法を開発し の種類に配慮しつつ、障害者の職、 の職域拡大及び支援機関との効果的な連携
の強化、障害者雇用率達成指導の強化等）を踏まえ、障害者雇用に取り組む事業主に対し課題事業主が利用しやすい報告書、マ 域拡大及び雇用管理に係る実践的 の方策に関するマニュアル・事例集の開
解決に向けた具体的なノウハウ等を提供するため、専門的かつ実践的なノウハウを有する事業ニュアル等の成果物を提供するこ 手法を開発し、障害者雇用アドバ 発 「肢体不自由者雇用のための職場改善」
主団体への委託、支援機関と連携した委員会における検討等により調査研究を実施し、平成22と。 イザーが行う相談・援助への活用 に関する取組の実態、効果等のケーススタ
年度の成果を次のとおりとりまとめた。障害者雇用事例等の情報収集と を図るとともに、開発成果をホー ディによる効果的方法の分析・整理 「重」
・ 重度障害者雇用事業所における重度障害者等を雇用する際の募集・選考・採用・配置の方事業主等への効果的な提供を実施 ムぺージ等を通じて提供すること 度障害者等の採用・配置・教育訓練等に関 「

法に関する調査研究」すること。 により、事業主等の自主的な取組 する研究調査」及び「精神障害者の雇用促
・ 上肢に障害を有する肢体不自由者のための職場改善好事例集」を支援する。 進及び職場定着のための雇用管理ノウハウ 「

等の開発」を実施する。
、 、 （ ）○わかりやすい報告書 実践的なマニュアル・好事例集 ＤＶＤの作成 資料56

・報告書、マニュアル・好事例集等は 「わかりやすい 「使いやすい 「見やすい」ものとすべ上記による実践的手法の開発に 上記の障害者雇用に関する調査・研究に 、 」 」
く、研究者、実務者等外部専門家の参加を得て、事業主等が手軽に利用しやすい体裁、内容、より得られた成果については、事 係る実践的手法の開発により得られた成果
写真・イラスト・動画の活用、色づかいでとりまとめた。業主等の利用しやすい報告書、マ については、事業主等の利用しやすい報告

・ 重度障害者雇用事業所における重度障害者等を雇用する際の募集・選考・採用・配置の方法ニュアル等に取りまとめ、事業主 書 マニュアル・好事例集等にとりまとめ、 、 「
に関する調査研究」は、障害者雇用の経験がない事業主が募集・選考等を検討する際に役立つ等に配布するほか、当該開発成果 事業主等に配布するほか、当該開発成果に
資料として、障害種別ごとの「採用選考の方法 「採用する際に重視した点」等をアンケートに係る情報を事業主等が有効に活 係る情報を事業主等が有効に活用できるよ 」

、 、用できるよう分かりやすくホーム う分かりやすくホームページで公開する。 及びヒアリング調査を通じてとりまとめるとともに 事業所が使用している職場実習の評価票
障害による配慮事項等を聴取する面接シート等、実用的な資料を掲載している。ページで公開するとともに、事業 ホームページ上で、事業主等に対して障

・ 上肢に障害を有する肢体不自由者のための職場改善好事例集」は、重度化・重複化の進む肢主等に対して障害者雇用事例等を 害者雇用事例等を提供する「障害者雇用事 「
体不自由者のうち特に就職困難度が高いとされる上肢障害者を対象に、様々な業種や職種での提供する「障害者雇用事例リファ 例リファレンスサービス」については、障
職場改善を豊富な写真入りでまとめている。また、事例ごとに課題、改善内容、改善効果のポレンスサービス」の充実を図り、 害者の募集・採用、雇用継続又は職場復帰
イントがよくわかるよう見出しを配置するとともに、他社でも職場改善内容を取り入れやすく企業のニーズに対して迅速かつ的 に当たって直面する課題の解決方法の参考

、 「 」確な情報提供を行う。 となる企業の具体的な取組をまとめた障害 するため 実際に事業所で使われている 書類ファイルを取りやすくするための紐付きリング
「キーボード入力の負担を軽減するための入力用タッチペン 「上肢の可動域に合わせた回転者雇用モデル事例及び障害者助成金の活用 」
機能付き専用作業台」等を写真やイラストを用い掲載している。によって雇用が進められた事例を追加掲載

・ 視覚障害者の雇用事例集～支援機関を活用して職域拡大に取り組む～」は、視覚障害者の大する。 「
部分が就職している「あんま・鍼・灸・マッサージ」以外の職域拡大を目指し「ヘルスキーパ
ー 「事務的職業」等新しい職域の事例を紹介するとともに、事業主が支援機関と効果的に連」
携できるよう機関ごとの支援内容や、視覚障害者の雇用や職場復帰の各プロセスごとに受けら
れる支援内容をフロー図で解説している。

・精神障害者雇用の啓発ＤＶＤ「理解する心、支えあう職場～精神障害者雇用への道～」は、精
神障害者雇用を進めている企業の取材をもとに、従業員に対する障害者とともに働くことへの
理解の促進、障害者が従事できる職務の創出、リワーク支援を活用した職場復帰等企業の取組

、 、をナレーション 文字スーパー及び精神障害者本人のインタビューを交えながら紹介しており
精神障害者の新規雇用と職場復帰双方の実践的なノウハウが得られるよう工夫した。

・障害者雇用マニュアルコミック版「知的障害者と働く」は、知的障害者の特性やわかりやすい
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作業指示の出し方、家族との連携等のノウハウについて、読みやすく理解しやすいコミック形
式で事例を紹介している。新たに地域センター等との連携による職場定着や加齢に伴う能力低
下に対する企業の取組等を盛り込み全面改訂した。

・併せて、障害者雇用率達成指導の強化や企業の社会的責任に対する関心の高まり等から、障害
者雇用を進める上で参考となるマニュアル等を求める声に応えるため 「はじめからわかる障、
害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～ 「聴覚障害者の職場定着推進マニュアル」及び「精神」、
障害者雇用管理マニュアル」について、法改正の概要や最新の助成制度の情報等を盛り込み改
訂した。

○関係団体・企業のセミナー・展示・発表等による効果的な情報提供
・障害者ワークフェア2010（10月）で当機構の実践的手法の開発・提供の展示コーナーを設け、
「 」 、 、はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～ を題材に 障害者雇用の必要性
障害特性に応じた配慮事項等を分かりやすくパネルにとりまとめて展示し、来場者への周知を
図った。

・視覚障害者支援機関が主催する「視覚障害者雇用・就労連続講座 （10月）において、企業等」
を対象として「視覚障害者の職場定着推進マニュアル （平成21年度作成）を題材に、新しい」
職域における雇用事例等を紹介した。

・総合センターが主催する「職業リハビリテーション研究発表会 （11月開催）において 「上肢」 、
に障害を有する肢体不自由者のための職場改善好事例集」の掲載企業のうちの３企業が、取組
状況を紹介した。

・独立行政法人日本学生支援機構が主催する全国就職指導ガイダンス「障害のある学生の就職支
援についてのセッション」において、障害者雇用職場改善好事例集５種類（視覚、聴覚、肢体
不自由、内部、精神）を企業等に配布した。

○事業主、支援機関等への配布
・報告書、マニュアル・好事例集等の各種成果物は、協力事業所に直接提供するほか、受託法人

等、地域センターをはじめ、都道府県労働局、公共職業安定所、事業主、支援機関等に幅広く
配布するとともに、マニュアル等の目的・内容に応じて、障害者職業能力開発校、視覚特別支
援学校等それぞれ関係する機関に配布し、有効活用を図った。

・また、新たにマニュアル・好事例集等の成果物一覧とその活用事例をとりまとめた「障害者雇
用のためのマニュアル・好事例集等のごあんない」を作成し、地域センター等を通じて事業主
に配付した。

・事業主や支援機関等からの求めに応じて、随時成果物を送付したほか、受託法人等が行ってい
る事業主等に対する相談・援助、各種講習会等の機会に、事業主等の抱える課題の解決につな
がる適切な成果物の提供、解説を行った。

○ホームページ等を活用した普及
・ホームページ上に、全ての報告書一覧を掲載し、年度別及び障害別に検索できるようにすると

ともに、それぞれに「サマリー（要旨 」を掲載するなど事業主等が情報を容易かつ有効に利）
（ ）用できるよう工夫して公開した。 資料57

また、ホームページに成果物一覧を掲載するとともに、ＰＤＦファイル（おおよそ平成16年以
降の成果物）で見ることができるようにし、刊行時には紹介記事を公表することで事業主等が
有効に活用できるように努めた。

・企業等に当機構が開発したマニュアルの積極的活用を呼びかけた結果、従業員に対する障害者
雇用の理解促進を目的として、社内ＬＡＮ等にマニュアルが掲載された。
・情報通信企業（リコーＩＴソリューションズ）の社内ＬＡＮに「聴覚障害者の職場定着推進

マニュアル （平成19年度作成）が掲載された。」
・地方公共団体（横浜市役所）の庁舎内ＬＡＮに「はじめからわかる障害者雇用～事業主のた

めのＱ＆Ａ集～ （平成21年度作成）が掲載された。」

○各種成果物の活用状況
・報告書・マニュアル・好事例集等各種成果物の具体的な活用状況については、利用者に資料を

送付する際に意見・要望等を求めるアンケート用紙を同封し把握するよう努めている。この結
果、回答数647件のうち、障害者雇用等に取り組む上で「役立った」とする回答が612件、94.6
％と過去最高となった。
・事業主から、

「全盲の視覚障害者を雇用するに当たり、機器貸出制度を活用した画面読上げソフトの整備
及び案内図等への点字貼付といった環境整備を行うのに役立った」
「ＨＩＶ感染者の配属先から、職場内の啓発方法、個人情報の取扱い及び職場において配慮
すべき事項等について相談があり、マニュアルを使って説明することができた」
「精神障害者の雇用を進めるに当たり、負荷の少ない職務を設定したり、精神障害者に対す
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る接し方を理解したりするのに役立った」
「聴覚障害者を初めて雇用するに当たり、コミュニケーションの重要性を理解し、職場にお
ける手話サークルの立ち上げに繋がった」

・支援機関から、
「 、 、 。 、事業主に対し 知的障害の特性 従事可能な作業を説明する資料として役立った その後
事業主の理解が進み雇用に至った」
「ヘルスキーパー室の設置による視覚障害者の雇用を検討している事業主に対し、カルテ管
理用の機器導入、社内ＬＡＮによる予約システム整備等の説明する資料として役立った。視
覚特別支援学校の卒業生が採用されることになった」

などの回答が得られ、各種成果物が事業主や支援機関における障害者雇用等の取組に係る様々
な場面で利用されている。
・その一方で、事業主、支援機関から

「発達障害者の雇用事例や配慮事項をさらに知りたい 「特例子会社の事業運営の実態を詳」、
しく知りたい」

などの要望もあり、今後の業務の参考としていく。

○障害者雇用リファレンスサービスの取組
・事業主に対して、障害者の雇用、雇用継続又は職場復帰に当たって直面する課題の解決方法と

して参考となる事例をホームページで提供するとともに、障害者雇用アドバイザーによる相談
・援助をとおして、具体的な事例として提供している。

・障害者雇用モデル事例の収集に当たっては、事業主ニーズや国の障害者雇用施策を踏まえ、従
業員56人以上規模の中小企業を中心に収集したほか、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能
障害者の雇用事例を収集した。
ホームページ掲載追加事例数188事例のうち中小企業136事例（掲載事例総数1,515事例）

・事例収集における報告様式、原稿作成上の留意事項を作成し、受託法人等に対して使用する用
語の統一、写真のサイズ・内容（作業風景・作業手順等）について具体的に示すことにより、
掲載事例の検索精度を高めるとともに、内容の見やすさ、わかりやすさの向上を図った。

・受託法人等が開催する各種講習会等において周知用リーフレット配布、説明し、周知・活用促
進を図っているほか、ATARIMAEプロジェクト、都道府県労働局、自治体等のホームページ上で
有効なツールとして紹介を行うとともに、国立国会図書館の「データベース・ナビゲーション
・サービス」に登録を行った結果、次のとおりアクセス件数が増加した。
・リファレンスサービスアクセス件数 1,848,172件（平成21年度比：126.7％ 平成21年度実

績：1,459,102件）

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１４ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提 ・以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由）
供】 ① 事業主のニーズや国の施策動向を踏まえて、重度障害者雇用事 実践的手法の開発は、事業主が障害者雇用のノウハウを知らず

業所における重度障害者等を雇用する際の募集・選考・採用・配 に尻込みをすることが多い中で重要な活動であり、各種成果物の
置の方法に関する調査研究及び上肢に障害を有する肢体不自由者 利用者アンケート結果をみても、非常に高い評価となっており、
のための広範な職場改善事例の収集・分析による新たな支援手法 注目に値する。
の提案の２テーマを選定して調査研究を行った。 また、関係機関主催のセミナー等を活用した普及活動やホーム

② 報告書、マニュアル・好事例集等の成果物は 「わかりやすい」 ページを利用した情報提供など積極的な普及も評価できる。、
「使いやすい 「見やすい」ものとすべく、研究者、実務者等外 今後の更なる普及の取組への工夫を期待する。」
部専門家の参加を得て、事業主等が手軽に利用しやすい体裁、内
容、写真・イラスト・動画の活用、色づかいでとりまとめ、協力 （各委員の評定理由）
事業所及び関係機関に配布した。また、事業主や支援機関等から ・実践において実際に使われるためのきめ細かな工夫がされてい
の請求依頼に応じて、随時成果物の送付を行った。 る。

③ 視覚障害者支援機関が主催する「視覚障害者雇用・就労連続講 ・新規の取組も行われており、また何よりも各種成果物に対して
、 「 」 。座」において 「視覚障害者の職場定着推進マニュアル」の普及 大いに役立った という評価が70.6％というのは注目に値する

・啓発を図った。独立行政法人日本学生支援機構が主催する「障 ・ホームページにおいての情報を掲載し、常に最新の手法を容易
害のある学生の就職支援についてのセッション」において、障害 に入手できるよう引き続き推進するべきである。
者雇用職場改善好事例集の普及・啓発を図った。当機構総合セン ・セミナー等での新規の取組やアンケート結果も十分に評価でき
ターが主催する 職業リハビリテーション研究発表会 において る。「 」 、
「上肢に障害を有する肢体不自由者のための職場改善好事例集」 ・マニュアルの作成やホームページによる普及など、開発・普及
の掲載企業のうちの３企業が、取組状況を紹介した。さらに、障 を積極的に展開。
害者ワークフェア2010で実践的手法の開発・提供の展示コーナー ・使用者は障害者を忌避しているというより、雇用のノウハウを
を設け 「はじめからわかる障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ 知らないために尻込みすることが多い。その点で、この活動は重、
集～ をパネルにとりまとめて展示し 来場者への周知を図った 要であり、成果を上げている。」 、 。

④ 成果物に対するアンケートの結果では、障害者雇用に取り組む
上で「役立った」との回答が過去最高の94.6％を占めるなど、報
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告書・マニュアル・好事例集等各種成果物が事業主や支援機関に （その他意見）
おける障害者雇用等の取組に係る様々な場面で利用された。 ・現実的な雇用の場の手法を広く提供することには意義がある。

機構からの一方的伝達ではなく双方向の在り方が求められよう。
［評価の視点］
第２ ３ (3) ③ ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開

発・提供の実施

・障害者雇用アドバイザーによる相談・援助への活用を図る 実績：○
観点から調査研究のテーマを設定しているか。 ・調査研究については、事業主のニーズ及び国の施策動向を踏まえ、

障害者雇用に取り組む事業主に対し課題解決に向けた具体的なノウ
ハウ等を提供するため、専門的かつ実践的なノウハウを有する事業
主団体への委託、支援機関と連携した委員会における検討等により
実施した。

・報告書、マニュアル・好事例集等の各種成果物は、受託法人等に配
付するとともに、受託法人等が行っている事業主等に対する相談・
援助、各種講習会等の機会に、事業主等の抱える課題の解決につな
がる適切な成果物の提供、解説を行った。

（業務実績： ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実「
施 （Ｐ.126）参照）」

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 実績：○
が有効に活用できるようホームページで情報提供を行って ・ホームページ上に、全ての報告書一覧を掲載し、年度別及び障害別
いるか。 に検索できるようにするとともに、それぞれに「サマリー（要旨 」）

を掲載するなど事業主等が情報を容易かつ有効に利用できるよう工
夫して公開した。

・また、ホームページに成果物一覧を掲載するとともに、ＰＤＦファ
イル（おおよそ平成16年以降の成果物）で見ることができるように
し、刊行時には紹介記事を公表することで事業主等が有効に活用で
きるように努めた。

・企業等に当機構が開発したマニュアルの積極的活用を呼びかけた結
果、従業員に対する障害者雇用の理解促進を目的として、社内ＬＡ
Ｎ等にマニュアルが掲載された。
・情報通信企業 リコーＩＴソリューションズ の社内ＬＡＮに 聴（ ） 「

覚障害者の職場定着推進マニュアル （平成19年度作成）が掲載」
された。

・地方公共団体（横浜市役所）の庁舎内ＬＡＮに「はじめからわか
る障害者雇用～事業主のためのＱ＆Ａ集～ （平成21年度作成）」
が掲載された。

（業務実績： ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実「
施 （Ｐ.126）参照）」

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 実績：○
、 、「 」「 」の利用しやすい報告書、マニュアル等に取りまとめている ・報告書 マニュアル・好事例集等は わかりやすい 使いやすい

か。 「見やすい」ものとすべく、研究者、実務者等外部専門家の参加を
得て、事業主等が手軽に利用しやすい体裁、内容、写真・イラスト
・動画の活用、色づかいでとりまとめた。

・ 重度障害者雇用事業所における重度障害者等を雇用する際の募集「
・選考・採用・配置の方法に関する調査研究」は、障害者雇用の経
験がない事業主が募集・選考等を検討する際に役立つ資料として、
障害種別ごとの「採用選考の方法 「採用する際に重視した点」等」
をアンケート及びヒアリング調査を通じてとりまとめるとともに、

事業所が使用している職場実習の評価票、障害による配慮事項等を
聴取する面接シート等、実用的な資料を掲載している。
・ 上肢に障害を有する肢体不自由者のための職場改善好事例集」は、「

重度化・重複化の進む肢体不自由者のうち特に就職困難度が高いと
される上肢障害者を対象に、様々な業種や職種での職場改善を豊富
な写真入りでまとめている。また、事例ごとに課題、改善内容、改
善効果のポイントがよくわかるよう見出しを配置するとともに、他
社でも職場改善内容を取り入れやすくするため、実際に事業所で使
われている「書類ファイルを取りやすくするための紐付きリング」
「キーボード入力の負担を軽減するための入力用タッチペン 「上」
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肢の可動域に合わせた回転機能付き専用作業台」等を写真やイラス
トを用い掲載している。

・ 視覚障害者の雇用事例集～支援機関を活用して職域拡大に取り組「
む～」は、視覚障害者の大部分が就職している「あんま・鍼・灸・
マッサージ」以外の職域拡大を目指し「ヘルスキーパー 「事務的」
職業」等新しい職域の事例を紹介するとともに、事業主が支援機関
と効果的に連携できるよう機関ごとの支援内容や、視覚障害者の雇
用や職場復帰の各プロセスごとに受けられる支援内容をフロー図で
解説している。

・精神障害者雇用の啓発ＤＶＤ「理解する心、支えあう職場～精神障
害者雇用への道～」は、精神障害者雇用を進めている企業の取材を
もとに、従業員に対する障害者とともに働くことへの理解の促進、
障害者が従事できる職務の創出、リワーク支援を活用した職場復帰
等企業の取組をナレーション、文字スーパー及び精神障害者本人の
インタビューを交えながら紹介しており、精神障害者の新規雇用と
職場復帰双方の実践的なノウハウが得られるよう工夫した。

・障害者雇用マニュアルコミック版「知的障害者と働く」は、知的障
害者の特性やわかりやすい作業指示の出し方、家族との連携等のノ
ウハウについて、読みやすく理解しやすいコミック形式で事例を紹
介している。新たに地域センター等との連携による職場定着や加齢
に伴う能力低下に対する企業の取組等を盛り込み全面改訂した。

・併せて、障害者雇用率達成指導の強化や企業の社会的責任に対する
関心の高まり等から、障害者雇用を進める上で参考となるマニュア
ル等を求める声に応えるため 「はじめからわかる障害者雇用～事、

」、「 」業主のためのＱ＆Ａ集～ 聴覚障害者の職場定着推進マニュアル
及び「精神障害者雇用管理マニュアル」について、法改正の概要や
最新の助成制度の情報等を盛り込み改訂した。

・各種成果物の具体的な活用状況については、利用者に資料を送付す
る際に意見・要望等を求めるアンケート用紙を同封し把握するよう
努めた。この結果、過去最高の94.6％から、障害者雇用等に取り組
む上で「役立った」とする回答を得た。

（業務実績： ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実「
施 （Ｐ.126）参照）」

・事業主等に対して障害者雇用事例等を提供する「障害者雇 実績：○
用事例リファレンスサービス」の充実を図り、企業のニー ・障害者雇用事例リファレンスサービスに188事例を追加掲載し、事例
ズに対して迅速かつ的確な情報提供を行っているか。 数の充実を図った（総事例数1,515事例 。また、障害者雇用モデル）

事例収集に当たっては、企業のニーズ等を踏まえ、56人以上の中小
企業を中心に収集したほか、精神障害者、発達障害者及び高次脳機
能障害者の雇用事例を収集した。

・事例収集における報告様式、原稿作成上の留意事項を作成し、受託
法人等に対して使用する用語の統一、写真のサイズ・内容（作業風
景・作業手順等）について具体的に示すことにより、掲載事例の検
索精度を高めるとともに、内容の見やすさ、わかりやすさの向上を
図った。

・受託法人等が開催する各種講習会等において周知用リーフレット配
布、説明し、周知・活用促進を図っているほか、ATARIMAEプロジェ
クト、都道府県労働局、自治体等のホームページ上で有効なツール
として紹介を行うとともに、国立国会図書館の「データベース・ナ
ビゲーション・サービス」に登録を行った。

・リファレンスサービスアクセス件数は1,848,172件（平成21年度比：
126.7％ 平成21年度実績：1,459,102件）と大幅に増加した。

（業務実績： ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実「
施 （Ｐ.126）参照）」
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１５） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

③ 障害者の雇用に関する相談・援助、各種③ 障害者の雇用に関する実践的手法 ウ 障害者の雇用に関する相談・援助、
講習、啓発等の実施の開発、講習の事業、啓発の事業の 各種講習、啓発等の実施

効果的な実施
ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施エ 啓発事業の実施 ④ 啓発事業の実施 ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施
○障害者雇用優良事業所等全国表彰式事業主や国民一般に対して障害 事業主や国民一般に対して、障 事業主や国民一般に対して、障害者に対
・日程等：平成22年９月１日（水） 新宿ＮＳビル30階スカイカンファレンス（東京）者雇用の機運を醸成するため雇用 害者に対する認識を高め、その雇 する認識を高め、その雇用の促進と職業の
・被表彰者数支援月間を設け、また障害者の職 用の促進と職業の安定を図るため、 安定を図るため、９月の障害者雇用支援月

障害者雇用優良事業所表彰 55件業的自立を支援するため、障害者 障害者雇用を支援する月間を設け、 間を中心として障害者雇用優良事業所等を
優秀勤労障害者表彰 59件雇用に関する様々な啓発活動を展 全国レベルで障害者雇用優良事業 対象とした表彰、全国６か所の会場におけ
障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した開すること。 所等の表彰、障害者ワークフェア る障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作
団体又は個人表彰 ３件等の諸事業を複合的に実施する。 品展示会の開催等の啓発事業を実施する。
障害者雇用支援月間ポスター原画表彰 80件
障害者雇用職場改善事例表彰 11件

○障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示会
・事業主をはじめ一人でも多くの方に入賞作品をご覧いただき、障害者雇用に対する理解と認識

を深めていただくため、平成22年度は、９月の障害者雇用支援月間を中心として札幌、東京、
名古屋、大阪、福岡での開催に加え、新たに神奈川において開催した。

・東京会場：新宿ＮＳビル１階大時計広場
日程 平成22年９月１日（水）～９月８日（水）

・名古屋会場：ＮＨＫ名古屋放送センタービル２Ｆプラザ（展示コーナー）
日程 平成22年９月15日（水）～９月21日（火）

・大阪会場：髙島屋大阪店本館１階西入口
日程 平成22年９月29日（水）～10月５日（火）

・神奈川会場：横浜アリーナ（障害者ワークフェア2010会場内）
日程 平成22年10月15日（金）～10月16日（土）

・福岡会場：アクロス福岡２階交流ギャラリー
日程 平成22年10月21日（木）～10月24日（日）

・札幌会場：札幌サンプラザ
日程 平成22年11月２日（火）～11月７日（日）

○障害者ワークフェア２０１０の開催１０月に神奈川県において、障害者を多
・開催地：神奈川県横浜市数雇用している事業所等の活動状況や障害

（第32回全国障害者技能競技大会（アビリンピック神奈川大会）との同時開催）者福祉施設等の取組状況を展示・実演する
・会場及び日程複合的なイベント「障害者ワークフェア２

横浜アリーナ０１０」を開催する。本事業は、啓発効
平成22年10月15日（金）～10月16日（土）果を高めるため 「第３２回全国障害者技、

・内容能競技大会（アビリンピック 」と同時開）
障害者職業能力開発施設等による訓練内容・施設の展示・体験催する。
障害者就労支援機器、生活支援機器、福祉車両の展示・体験
重度障害者等の雇用事業所、福祉施設等による作業内容・機器等の展示・実演・体験
神奈川労働局及び神奈川障害者職業センターによる障害者職業相談、適職診断コーナー
アビリンピックで実施している技能競技種目の作業を体験する技能体験コーナー（新規）
「はじめからわかる障害者雇用 「特例子会社制度の紹介」のパネル展示コーナー（新規）」
補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)による職業生活サポートの紹介・実演
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サテライト会場における障害者アーティスト絵画作品の展示及びアビリンピック神奈川大会の
ＰＲ

会場：ららぽーと横浜（横浜市）
開催日：平成22年10月９日(土)～10月16日(土)

・出展数：151企業・団体
・来場者数：36,700人（アビリンピック来場者を含む）

＜障害者ワークフェア２０１０のポイント＞
・会場の特性、スペースを最大限に活用した会場設営

会場を「能力開発 「就労支援 「職場紹介」の３つのエリア(ストリート)に区分し、この」、 」、
順路で会場を一周することにより、能力開発から就職、職場定着まで障害のある方々に対し
てどのような取組や支援がなされているか体系的に理解できるよう会場設営を行った。

・ホームページ等を活用した開催の周知
「 」 、 、機構ホームページのトップページに 開催案内バナー を設けるとともに 出展企業・団体

展示内容のＰＲ及び出展企業・団体のホームページへのリンクの設定を行った。また、出展
企業・団体のホームページにも機構の「開催案内バナー」の掲示を働きかけるなど相互リン
クを活用した周知強化を図った。
また、マスコミ等へもワークフェアの開催について積極的に情報提供を行った結果、開催前
に各メディアによる報道がなされ、周知が図られた。
（神奈川新聞の出展企業特集記事、障害者団体が運営する情報サイトの特集記事）

・障害者職業能力開発施設の訓練生によるフォークリフト運転講習実演・体験コーナーの設置
障害者職業能力開発施設で物流運搬業務に関する技能と知識を学んでいる訓練生によるフォ
ークリフト運転のデモンストレーションを行った。
また、来場者にフォークリフトの運転を体験していただき、就労に必要な訓練内容について
理解の促進を図った。

・技能体験コーナーの新設
新たな取組として、アビリンピックで実施している技能競技種目「洋裁 「フラワーアレン」、
ジメント 「木工 「製品パッキング」について、一般来場者の方が過去のアビリンピック」、 」、
メダリストや技能者から指導を受け、作業体験ができるコーナーを設置した。

・職場改善好事例受賞企業紹介コーナー設置
平成16年度以降における職場改善好事例コンテストにおいて最優秀賞及び優秀賞を受賞した
企業の先進的取組をパネル等により展示をするとともに、今回ワークフェアに出展している
受賞企業担当者による具体的解説等を行った。

・ はじめからわかる障害者雇用 「特例子会社制度の紹介」パネル展示コーナーの新設「 」
初めて障害者雇用に取り組む中小企業等の事業主のために、障害者雇用を進める必要性や障
害特性に応じた配慮事項などを、Ｑ＆Ａ形式で分かりやすく解説したパネルを制作し展示し
た。

、 、また 特例子会社の仕組みなどを解説したパネルや障害別職場改善好事例集など障害者雇用
職域拡大及び職場定着に役立つ資料なども展示した。

・特設ステージでの多様なプログラムの実施
展示ブースに隣接したステージの特色を生かし、出展ブース内では紹介しきれない障害者雇
用への取組や社員の活躍について、事業主と社員との対談形式で紹介したり、職業生活をサ
ポートする補助犬や介助支援機器のデモンストレーション、聴覚障害者とのコミュニケーシ
ョンと環境作り、中途視覚障害者としての体験談など多様なプログラムを交えつつ来場者が
障害者雇用の問題に関心を持つきっかけを作った。

（ ）障害者ワークフェアの来場者に なお、障害者ワークフェアの来場者にア ○障害者ワークフェア来場者に対するアンケート調査結果 資料58
・アンケート回答数 1,102人アンケート調査を実施し、有効回 ンケート調査を実施し、有効回答のうち８

①障害者の雇用問題についての理解度答のうち８０％以上の来場者から ０％以上の来場者から障害者の雇用問題に
「 」 （ ） 。（ ）障害者の雇用問題についての理解 ついての理解が深まった旨の評価が得られ ・ 理解が深まった との回答が97.1％ 目標値80％以上 を占めた 平成21年度実績97.2％

・具体的な内容では 「障害があっても工夫をすれば多くの職場で働けることがわかった （55.が深まった旨の評価を得られるよ るようにするとともに、次年度以降の障害 、 」
3％ 「障害者の雇用について関心を持つようになった （40.8％ 「障害者雇用に当たってうにする。また、アンケート調査 者ワークフェアの在り方について意見を求 ）、 」 ）、
の課題を理解することができた （33.9％）などの割合が高かった。結果を分析し、その内容及び方法 め、その内容及び方法についてより効果的 」

②障害者ワークフェアへの評価についてより効果的なものとする。 なものとなるよう検討する。
・ とても良かった 「良かった」との回答が95.5％を占めた （平成21年度実績96.4％）「 」、 。
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特に「とても良かった」との回答が51.9％と前回同様半数を超える高い評価を得た。
・内容については、そのほとんどがワークフェアの効果を評価する内容であった。

障害者からは「いろんな仕事があることを自分で確かめることができて良かった 、企業関」
係者からは「他企業での雇用状況、仕事環境の工夫等障害者雇用における現場担当者の説明

、 」 。 、が聞けて 自社における作業内容拡大のヒントがあった といった感想が寄せられた また
運営・企画内容に関して 「障害者雇用についてあまり知らない方も分かりやすく、実際の、
作業内容を体験できるのは良いと思う 「会場の設営がよく、また出展・イベント内容も多」
様かつ豊富であり障害者の就労を啓発するよい機会である」などの評価があった。
一方 「一般の方へ一層のＰＲをすべきだ 「イベント内容の広報をもっと工夫するとよい」、 」
等の意見があり、今後の改善に向け検討していく。

「 」 （ 、 ）このほか、各都道府県において さらに、障害者の雇用に係る諸情報を総 ○定期刊行誌 働く広場 の発行 資料59 資料60
・事業主等に障害者の雇用についての知識、技術等を提供することを目的に、毎月54,000部発行障害者雇用優良事業所等の表彰等 合的に掲載した定期刊行誌「働く広場」を

した。による啓発事業を実施する。 月５４，０００部作成・発行し、事業主等
・読者アンケートについて、より的確に読者からのニーズや意見を把握するため、誌面の評価に障害者の雇用に係る諸情報を総 に配布する。

関するアンケート調査（５月号）と活用状況に関するアンケート調査（10月号）を行った。そ合的に掲載した定期刊行誌を毎月 なお、作成に当たっては、読者アンケー
の結果 誌面の評価に関しては92.2％ 平成21年度実績95.2％ から 非常に参考になる 参発行する。また、ホームページを トや編集委員会等の意見を踏まえ、誌面の 、 （ ） 「 」、「
考になる」との評価を得た。活用状況に関しては、役立った内容として、民間企業では「社員活用した情報提供、新聞・テレビ 一層の充実を図る。
の障害特性の理解につながった 43.3％ 社内教育・啓発を実施するきっかけとなった 3等マスメディアの活用等による啓 また、ホームページを通じて障害者雇用 」（ ）、「 」（
4.3％ 「障害者の職場適応に役立った （18.8％ 「障害者雇用のきっかけとなった （13.3発広報活動を実施する。 に関する情報を提供するほか、障害者の雇 ）、 」 ）、 」
％ （複数回答）との、社会福祉施設（就労支援機関を含む）及び学校では「職員の啓発に役用を進める上で必要となる情報等について ）
立った （60.2％ 「利用者・生徒の仕事（職務内容）の理解につながった （38.0％ 「利用マスメディアを活用した広報・啓発活動を 」 ）、 」 ）、
者・生徒の就職に役立った （24.4％ 「職場開拓に役立った （21.4％ （複数回答）との回展開し、広く国民の障害者雇用に対する理 」 ）、 」 ）
答を得た。解を深める。

○読者アンケートにより把握した読者ニーズ、編集委員会の助言・指摘等を踏まえた誌面の充実
・障害者雇用に関するタイムリーな話題を取り上げるコーナー「ＮＯＴＥ」において、精神障害

者の新規求職申込が大幅に伸びていることを踏まえ、精神障害者の雇用を進める取組について
、 、 、 、 、 、具体的 多面的な理解を図るための当事者 自助グループ 医師 雇用主 支援機関・支援者

公共職業安定所等、幅広い領域からのレポート、インタビュー等で情報提供する「精神障害者
の雇用へのPRODUCE」と題した連載（全８回）を行った。

・雇用率未達成企業における雇用を促進するため、サービス業、卸売業・小売業、物品賃貸業等
の雇用率の低い業種における障害者雇用事例を「職場ルポ」で継続的に掲載した。

・改正障害者雇用促進法の施行直前の７月号において、改正障害者雇用促進法の内容を「霞ヶ関
だより」に、法改正に基づく納付金制度の改正内容についての解説とＱ＆Ａを「お知らせ」に
掲載した。

・紙面の色使いについてロービジョン（視覚障害者）の方が見やすいように対応している。

○公開座談会の開催
・平成20年12月に「発達障害者の雇用を促進するために」のテーマで行った座談会の第２段とし

て、発達障害者の雇用を実現するための方策について、参加者を含む会場が一体となって検討
する「働く広場公開座談会」を企画、開催し、その内容を３月号に掲載した。

開催日：平成22年12月６日（月）
会 場：明治学院大学アートホール
テーマ： 発達障害者の雇用を進めるためにVol.2～ともに学び、ともに取り組む～」「
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：東亜石油(株)勤務 石川隆顕氏

(株)カネボウ化粧品技術本部 関野之法氏
東京都発達障害者支援センター 石橋悦子氏
ＮＰＯ法人星槎教育研究所 三森睦子氏
東京障害者職業センター 鈴木秀一氏

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：宇都宮大学教授 梅永雄二氏
内 容

第１部では発達障害者の雇用を進める方策を検討する前提として、参加者にその現状と課
題に関する共通情報の提供を目的に、コーディネーターによる解説、就業、教育、福祉の
支援現場からの報告、働く側及び雇用する側からの体験を踏まえた意見発表を行った。
第２部では発達障害者の雇用に係る参加者からの質問、意見、提案の中から「雇用のイン
センティブ 「職務、仕事 「トラブルの対応」の３テーマに絞って、職場での効果、配置」 」
の仕方、対処の方法について具体的な検討、討論を行った。
参加者アンケートの結果は 「大変参考になった 「参考になった」との回答が96.5％であ、 」
った。参考となった具体的な理由としては「発達障害者の支援の変化、現状把握がとても
参考になった 「当事者の方の話は現場の様子が実感できて良かった 「特性を伸ばすこと」 」
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で、本人の成長のみならず企業価値を高められると思った 「企業、家庭など各々が支え」
合う仕組み作りを常に心がけたい」等であった。

○ホームページでの誌面公開
・より多くの事業主等に読んでもらうため、閲覧の利便性向上のため分割ダウンロードファイル

に加えて、一括ダウンロードファイルを作成し、発行日の翌々週までにそれぞれＰＤＦ版及び
テキスト版（視覚障害者対応）で機構のホームページに掲載した。なお、過去２年分のバック
ナンバーも閲覧できるようにしている。

・広く一般の購読を促進するため、厚生労働省独立行政法人評価委員会及び外部評価委員会にお
いて指摘のあった書店での試行販売（全国４か所）を実施し、233冊を販売した。また、機構が
開催する各種行事及び研修・講習等や文部科学省の平成22年度キャリア教育（進路指導）担当
指導主事連絡協議会において、講読勧誘のチラシを見本のバックナンバーとともに配布した。

○マスメディア等を活用した広報・啓発活動
・ 障害者の自立支援が企業と社会の成長を促す」と題して、障害者雇用の先進企業２社の取組「

事例の紹介や学識者による障害者雇用促進に向けた提言等を障害者雇用支援月間に関する広告
と併せて全国紙に掲載した。掲載した新聞社が実施した読者モニター調査で、広告の印象度、
理解度、興味・関心度、共感度について回答者の７～８割から高い評価を得た。

・職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施及び職業リハビリテーションに関する調査・
研究等の成果、蓄積している知見等についてマスコミへの積極的な情報提供を行い、広く報道
がなされた（テレビ：ＮＨＫ 新聞：読売、朝日、秋田さきがけ、上毛、西日本、佐賀、熊本
日日等 雑誌：週刊東洋経済、介護保険情報、こころのサポート等 。）

・障害のある児童・生徒を中心に広く原画を募集し、その中から選考した優秀な作品をもとにポ
スターを作成して、全国の公共職業安定所やＪＲ主要駅等に掲示することにより、事業主をは
じめ広く国民の障害者雇用に対する理解を深められるよう努めた。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１５ 啓発事業（障害者関係 】 ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由））
した。 障害者ワークフェアについては、関係者のモチベーションを高
① 障害者ワークフェアは、第32回アビリンピック神奈川大会と同 めるために必要な事業であるとともに、その内容に新たな工夫が

時開催し、機構・県の合同による企画づくりと運営、アビリンピ なされ、来場者のアンケート調査結果でも障害者雇用問題の理解
ック種目の技能体験コーナーの新設、職場改善好事例コンテスト 度が目標値を大きく上回っていることは評価できる。
の受賞企業の協力による先進的取組の展示・解説 「はじめから また、定期刊行誌「働く広場」についても公開座談会を設けて、
わかる障害者雇用」のパネル展示コーナーの新設などの取組によ ＰＲ活動を行うなど普及活動への努力は評価できる。
り、企業・団体の出展151、来場者36,700人、障害者の雇用問題に
ついての理解度97.1％、満足度95.5％と多くの参加と高い評価を （各委員の評定理由）
得た。 ・障害者のワークフェアにおける、障害者雇用問題の理解度の目

② 定期刊行誌「働く広場」は、読者アンケートにより把握したニ 標を大幅に上回る達成は高く評価できる。
ーズ、編集委員会の助言・指摘等を踏まえ、精神障害者の雇用を ・また、定期刊行物も単に発行するだけでなく、公開座談会など
進める取組について当事者、自助グループ、医師、雇用主等から をするなど周知徹底への努力は評価される。
のインタビュー等で情報提供する連載の開始、雇用率の低い業種 ・障害者ワークフェアのアンケート調査結果が目標値を大きく上
における障害者雇用事例の掲載、視覚障害者の方が見やすくなる 回っている。
ようロービジョンの方に配慮した色使い及び太めの活字への変更 ・定期刊行誌のアンケート結果も十分に評価できる。
や内閣府主催「障害者週間連続セミナー」への参画等により誌面 ・ワークフェアでの工夫などにより成果を上げている。
の充実を図った。読者アンケートでは92.2％から「非常に参考に ・ワークフェアに新たな工夫を加え、目標を大きく上回る理解度
なる 「参考になる」との評価を得た。 を得ている。」

さらに、広く一般の購読を促進するため、厚生労働省独立行政 ・関係者のモチベーションを高めるために、是非必要な事業であ
法人評価委員会及び外部評価委員会において指摘のあった書店で る。関係者からの評価が高いことは評価できる。
の試行販売（全国４か所）を実施した。

③ マスメディア等を活用した広報・啓発活動として 「障害者の （その他意見）、
自立支援が企業と社会の成長を促す」と題して、障害者雇用の先 ・ 障害」の領域での情報提供では限界があるのではないだろう「
進企業の取組事例の紹介や学識者による提言等の記事広告を全国 か。まだその段階といえるのかもしれないが枠を超えた領域との
紙に掲載した。掲載した新聞社が実施した読者モニター調査で、 接点を検討されるのはいかがか。
広告の印象度、理解度、興味・関心度、共感度について回答者の
７～８割から高い評価を得た。

［数値目標］
・障害者ワークフェアの来場者にアンケート調査を実施し、 ・次のとおり中期計画の目標を大幅に上回った （業務実績： ニ 障。 「

有効回答のうち８０％以上の来場者から障害者の雇用問題 害者雇用に係る啓発事業の実施 （Ｐ.131）参照）」
についての理解が深まった旨の評価が得られること。
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平成22年度 97.1％
平成21年度 97.2％
平成20年度 94.2％

・障害者の雇用に係る諸情報を総合的に掲載した定期刊行誌 ・次のとおり年度計画の目標を達成した （業務実績： ニ 障害者雇。 「
「働く広場」を月５４，０００部作成・発行し、事業主等 用に係る啓発事業の実施 （Ｐ.131）参照）」
に配布すること。

平成22年度 月54,000部
平成21年度 月54,000部
平成20年度 月54,000部

［評価の視点］
第２ ３ (3) ③ ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の雇 実績：○
用問題についての理解が深まった旨の評価が得られたか。 ・障害者ワークフェアに係るアンケート調査では、回答者のうち97.1

％から「障害者雇用について理解が深まった」との評価を得た。
・具体的には 「障害があっても工夫をすれば多くの職場で働けるこ、

とがわかった （55.3％ 「障害者の雇用について関心を持つよう」 ）、
になった （40.8％ 「障害者雇用に当たっての課題を理解するこ」 ）、
とができた （33.9％）等の回答を得た。」

（業務実績： ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 （Ｐ.131）参照）「 」

・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 実績：○
・定期刊行誌「働く広場」については、読者アンケートにより把握し

た読者ニーズ、編集委員会の助言・指摘等を踏まえ、次のとおり誌
面の充実を図った。
・障害者雇用に関するタイムリーな話題を取り上げるコーナー「Ｎ

ＯＴＥ」において、精神障害者の新規求職申込が大幅に伸びてい
、 、ることを踏まえ 精神障害者の雇用を進める取組について具体的

、 、 、 、多面的な理解を図るための当事者 自助グループ 医師 雇用主
支援機関・支援者、公共職業安定所等、幅広い領域からのレポー
ト、インタビュー等で情報提供する「精神障害者の雇用へのPRODU
CE」と題した連載（全８回）を行った。

・雇用率未達成企業における雇用を促進するため、サービス業、卸
売業・小売業、物品賃貸業等の雇用率の低い業種における障害者
雇用事例を「職場ルポ」で継続的に掲載した。

・改正障害者雇用促進法の施行直前の７月号において、改正障害者
雇用促進法の内容を「霞ヶ関だより」に、法改正に基づく納付金
制度の改正内容についての解説とＱ＆Ａを「お知らせ」に掲載し
た。

・紙面の色使いについてロービジョン（視覚障害者）の方が見やす
いように対応している。

・読者アンケートについて、より的確に読者からのニーズや意見を把
握するため、誌面の評価に関するアンケート調査（５月号）と活用
状況に関するアンケート調査（10月号）を行った。その結果、誌面
の評価に関しては92.2％から「非常に参考になる 「参考になる」」、
との評価を得た。活用状況に関しては、役だった内容として、民間
企業では「社員の障害特性の理解につながった （43.3％ 「社内」 ）、
教育・啓発を実施するきっかけとなった （34.3％ 「障害者の職」 ）、
場適応に役立った 18.8％ 障害者雇用のきっかけとなった 1」（ ）、「 」（
3.3％ （複数回答）との、社会福祉施設（就労支援機関を含む）及）
び学校では「職員の啓発に役立った （60.2％ 「利用者・生徒の」 ）、
仕事（職務内容）の理解につながった （38.0％ 「利用者・生徒」 ）、
の就職に役立った 24.4％ 職場開拓に役立った 21.4％ 複」（ ）、「 」（ ）（
数回答）との回答を得た。

（業務実績： ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 （Ｐ.131）参「 」
照）
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・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといった 実績：○
マスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施してい ・定期刊行誌については、より多くの事業主等に読んでもらうため、
るか。 閲覧の利便性向上のため分割ダウンロードファイルに加えて、一括

ダウンロードファイルを作成し、発行日の翌々週までにそれぞれＰ
ＤＦ版及びテキスト版（視覚障害者対応）で機構のホームページに
掲載した。なお、読者からの要望を踏まえて、過去２年分のバック
ナンバーも閲覧できるようにしている。

・広く一般の購読を促進するため、厚生労働省独立行政法人評価委員
会及び外部評価委員会において指摘のあった書店での試行販売（全
国４か所）を実施し、233冊を販売した。また、機構が開催する各種
行事及び研修・講習等や文部科学省の平成22年度キャリア教育（進
路指導）担当指導主事連絡協議会において、講読勧誘のチラシを見
本のバックナンバーとともに配布した。

・ 障害者の自立支援が企業と社会の成長を促す」と題して、障害者「
雇用の先進企業２社の取組事例の紹介や学識者による障害者雇用促
進に向けた提言等を障害者雇用支援月間に関する広告と併せて全国
紙に掲載した。掲載した新聞社が実施した読者モニター調査で、広
告の印象度、理解度、興味・関心度、共感度について回答者の７～
８割から高い評価を得た。

・職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施及び職業リハビリ
テーションに関する調査・研究等の成果、蓄積している知見等につ
いてマスコミへの積極的な情報提供を行い 広く報道がなされた テ、 （
レビ：ＮＨＫ 新聞：読売、朝日、秋田さきがけ、上毛、西日本、
佐賀、熊本日日等 雑誌：週刊東洋経済、介護保険情報、こころの
サポート等 。）

・障害のある児童・生徒を中心に広く原画を募集し、その中から選考
した優秀な作品をもとにポスターを作成して、全国の公共職業安定
所やＪＲ主要駅等に掲示することにより、事業主をはじめ広く国民
の障害者雇用に対する理解を深められるよう努めた。

（ 「 」（ ） ）業務実績： ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 Ｐ.131 参照



- 137 -

高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１６） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

④障害者の技能に関する競技大会の開催④ 障害者の技能に関する競技大会の エ 障害者の技能に関する競技大会の ④ 障害者の技能に関する競技大会の開催
開催開催に関する事項

○第32回全国障害者技能競技大会（アビリンピック神奈川大会）の開催産業、職業及び技術等の変化や障 障害者が技能労働者として社会に 障害者が技能労働者として社会に参加す
・開催日：平成22年10月15日～10月17日（３日間）害者の雇用・就業の動向等を踏まえ 参加する自信と誇りを持つことがで る自信と誇りを持つことができるよう、広
・開催地：神奈川県横浜市（横浜アリーナ）た競技種目の重点化及び先駆的又は きるよう、広く障害者の職業能力に く障害者の職業能力に対する社会の理解と
・参加選手数：技能競技 267人（招聘者（前２大会の金賞受賞者）23人を除く）雇用拡大が期待される職種による技 対する社会の理解と認識を深め、そ 認識を深め、その職業能力の向上と雇用促

技能デモンストレーション 15人能デモンストレーションの実施等一 の職業能力の向上と雇用促進を図る 進を図るため 「第３２回全国障害者技能競、
・来場者数：34,600人（開・閉会式及びアビリンピック・障害者ワークフェア2010サテライト展層効率的かつ効果的な大会運営を行 ため、全国障害者技能競技大会（ア 技大会（アビリンピック 」を１０月に神奈）

川 示来場者を含む）うことにより、障害者が技能労働者 ビリンピック）を定期的（毎年、国 県において開催する。
・技能競技の実施（22種目 （平成21年度比１種目増）として社会に参加する自信と誇りを 際アビリンピック開催年を除く ）に。 大会においては、産業、職業及び技術等 ）
・技能デモンストレーションの実施（３職種）持つことができるよう、広く障害者 開催し、成績優秀者を顕彰する。 の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏
・第８回国際アビリンピックへの派遣選手の選考会を兼ねた大会として開催の職業能力に対する社会の理解と認 産業、職業及び技術等の変化や障 まえた競技種目及び競技定員の見直しを行

うとともに、先駆的又は雇用拡大が期待さ識を深め、その職業能力の向上と雇 害者の雇用・就業の動向等を踏まえ
【大会のポイント】用促進を図ること。 た競技種目の重点化を図るとともに、 れる障害者の雇用・就業職種を、技能デモ

障害特性に応じた競技種目の見直しの取組先駆的又は雇用拡大が期待される職 ンストレーションとして実施する。
(1)新たな競技種目の採用及び競技定員の見直し種による技能デモンストレーション
・前回大会において、技能デモンストレーションを行った職種の中から、関係団体等の協力を得の実施等一層効率的かつ効果的な大

て「製品パッキング」を新たな競技種目に採用するとともに、前回に引き続き近年における種会運営を行う。
目別選手参加状況等を総合的に勘案し、各種目の競技定員の見直しを行った。

(2)技能デモンストレーションの実施と競技種目への移行
・先駆的又は雇用拡大が期待される職種の技能デモンストレーションについて、新たに「オフィ

スアシスタント」を採用するとともに、前回実施した「製品パッキング」を新たに競技種目と
して実施した。

競技会場の設営における新たな工夫
・来場者が会場内のすべての競技を巡回できるよう環状の周回通路を設置するとともに、各競技

種目を少なくとも３方向から観戦できるよう通路の配置を工夫するなど、観戦しやすい競技会
場の設営を行った。

・さらに車椅子利用者や視覚障害者等の通路の通行を妨げないよう、技能競技会場内に敷設する
電源・パソコンケーブルを空中配線にするなどの対応を行った。

、 「 」、「 」 「 」・各技能競技種目の内容を考慮し パソコンを使用する競技種目を 家具 木工 及び 義肢
など作業音が生じる競技種目と区分けし、同一エリアに集約することにより静寂さを維持・確
保するなど、選手が競技に集中できる環境を用意し、選手から好評を得た。

・来場者にできるだけ多くの技能競技を見てもらうために、前回大会に引き続き、技能競技種目
を午前または午後に分けて開始した。その結果、来場者の方々がいつでも競技を観戦してもら
うことができた。

・開閉会式会場から技能競技会場へ運行する選手団用バスについて、ノンステップバスやリフト
付きバスの借上げを行うとともに、技能競技会場の駐車場に仮設車椅子用トイレを設置するな
ど、前回大会のアンケートに寄せられた要望を踏まえ、具体的な改善を行った。

競技内容紹介ＤＶＤの作製・上映
・競技内容を紹介するＤＶＤについて、平成22年度は「ホームページ製作」など作品の正確さや

美しさが求められる種目（６種目）の見どころなどに重点をおいて作製し、競技種目紹介ブー
スにおいて上映した。
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○共催県との協力・連携による大会準備・運営
・大会ポスターやガイドブックの作成に当たっては、共催県（神奈川県）と連携・協力するとと

もに、共催県の働きかけにより、地元のテレビ局や新聞社が積極的に大会ＰＲを行うなど、地
域に密着した広報を実施することができた。また、次回大会の開催地である長野県の担当者や
テレビ局も本大会を取材し、地元において放送することにより、長野大会に向けての機運を盛
り上げた。

・地元の高等職業技術校からの競技機器の借用、地元ボランティアによる選手の介助・送迎、手
話通訳、会場や駅での来場者の案内、地元医療機関の協力による急病や事故が発生した場合の
救急医療体制の整備など開催地との協力・連携のもと、大会準備・運営を行った。

○参加選手の評価
・競技に参加し、金賞を受賞した選手からは 「アビリンピックは、自分の弱点や今後の向かう、

べき方向を教えてくれる大変有意義な大会 「今回の結果に満足することなく、常に探究心を」、
持ってさらに精進したい 「来年の国際アビリンピックに参加することができた際には、世界」
一を目指して頑張りたい」といった評価や今後の抱負が数多く寄せられた。

（ ）このため、大会来場者にアンケー 大会来場者に対してアンケート調 また、大会来場者に対してアンケート調 ○来場者アンケート調査結果 資料61
・アンケート回答数 648人ト調査を実施し、障害者の職業能力 査を実施し、有効回答のうち８０％ 査を実施し、有効回答のうち８０％以上の

①障害者の職業能力（技能）及び雇用に対する理解度及び雇用に対する理解が深まった旨 以上の大会来場者から障害者の職業 大会来場者から障害者の職業能力及び雇用
・ 理解が深まった」との回答が96.3％（目標値80%以上）を占めた （平成21年度実績98.1％）の評価を８０％以上の来場者から得 能力及び雇用に対する理解が深まっ に対する理解が深まった旨の評価を得られ 「 。
・理解が深まった内容では「障害者の働くことに対する意欲、ひたむきな姿勢を感じることがられるようにすること。 た旨の評価を得られるようにする。 るようにするとともに、自由回答欄等の内

」（ ）、「 」（ ）、容を分析し、次回大会をより一層効率的か できた 65.4％ 障害者がさまざまな職場で活躍していることを実感できた 53.3％
「参加選手の職業能力の高さと多彩さを実感できた （52.0％ 「障害者の職業能力と雇用つ効果的に運営するための検討を行う。 」 ）、
について関心を持つようになった （41.4％）などの割合が高かった。」

②今大会の評価
・ とても良かった 良かった との回答が96.7％と過去最高となった 平成21年度実績96.「 」、「 」 。（

3％）
特に「とても良かった」の割合が60.9％と前回大会を大きく上回る高い評価を得た （平成2。
1年度実績56.1％）

・具体的には 「障害のある自分にもできることがあるのではないかと視野が広まった 「自、 」、
分も障害者だが、早く仕事に就きたいと思った 「アビリンピック参加を社内で障害者の目」、
標の一つとしたい 「自社で雇用している障害者にもっと可能性があると思った 「様々な」、 」、
障害を持ちながら、懸命に技を競う姿に感動、障害者が頑張っている姿を見てもらえば、雇
用促進につながると思う」などの回答があった。

・一方で 「見学者の休むイスがもっとあるとよい」等の回答があり、今後の改善に向けて検、
討していく。

○マスコミでの反響
・ＮＨＫ総合テレビ、地元神奈川県のテレビによる事前及び大会当日の報道をはじめ、全国紙及

び参加選手の地元新聞紙面において、大会開催や結果に係る各種記事が掲載されるなど、全国
規模で大会が紹介され、障害者雇用について広く社会の理解と関心を深めることができた。

○第８回国際アビリンピックへの派遣選手の選考会を兼ねた大会として開催また、平成２３年度に韓国で開催 平成２３年に開催予定の第８回国 なお、平成２３年に開催予定の第８回国
・今大会を、2011年９月に大韓民国ソウル市で開催される第８回国際アビリンピック（以下「第予定の国際大会への選手の派遣も考 際アビリンピックへの選手の派遣に 際アビリンピックへの選手の派遣に向けて、

８回国際大会」という ）に派遣する選手の選考会を兼ねた大会として位置づけ、第８回国際慮して、国内大会の効果的な運営に 向け、国内大会の効果的運営に努め 今大会を、選手選考のための大会と位置づ 。
大会と競技内容が概ね共通する16種目については前回の茨城大会、前々回の千葉大会の金賞受努めること。 る。 けるとともに、派遣することとなった選手
賞選手も「招聘者」として参加し、同一の技能競技課題に取り組んだ。に対しては、競技種目の専門家及び派遣選

・また、技能競技会場入口に国際アビリンピック紹介コーナーを設置し、過去の国際大会におけ手が所属する企業等と連携して強化指導を
る競技内容、開・閉会式、日本選手の成績等を映像やパネルにより紹介した。実施する。

・さらに、パソコン関係競技種目において使用するパソコンの仕様について、第８回国際大会にまた、国際アビリンピック開催に関連し
備えて、可能な限り統一（OS：Windows７、Office2007）し、技能競技を実施した。た国際会議へ出席し、情報収集等を行う。

・大会終了後、優秀な成績を収めた選手32名を第８回国際大会の派遣選手として決定し、強化指
導を行った。

○第８回国際アビリンピックへの選手派遣に向けた国際会議への出席等
・第８回国際大会への選手派遣に向け、平成22年11月にコペンハーゲン（デンマーク）において

開催された国際会議（リハビリテーションインターナショナル総会及び地域会議並びに国際ア
ビリンピック連合理事会）に出席し、第８回国際大会に係る開催準備状況等種々の情報収集・
意見交換を行った。

・また、第８回国際大会派遣選手の強化指導に資するため、平成22年９月に第８回国際大会開催
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国である韓国の国内大会を視察し、大会運営状況、競技課題内容、競技水準等の把握を行い、
第８回国際大会への選手派遣に向け、選手が持てる力を十分発揮できるよう強化指導等のあり
方等について検討を行った。

・なお、平成22年４月にフィンランドにおいて開催された欧州地域及び韓国の関係者が参加する
会議において、第８回国際大会に関する情報収集・意見交換を行うとともに、第９回国際大会
の開催地に関する情報収集に努めた。

○地方アビリンピックの開催各都道府県における障害者の技能 さらに、都道府県、障害者団体及び企業
・主催する受託法人等に対し、文書、会議での指示及び必要に応じての個別指導により、都道府競技大会（地方アビリンピック）を 等との連携強化、アビリンピック競技種目

県、障害者団体及び企業との連携の強化、アビリンピックで実施している競技種目が全都道府毎年効率的かつ効果的に開催・運営 を勘案した競技種目の見直しなどにより各
県で278種目と平成21年度より２種目増加し、全実施種目の90.0％となるなど競技種目の見直しする。 都道府県における障害者の技能競技大会 地（
等効率的かつ効果的な運営について徹底を図った。方アビリンピック）を効率的かつ効果的に

・開催状況：47都道府県で開催開催・運営する。
・競技参加選手数：2,423人（過去最多）

（うち知的障害者は1,557人、精神障害者は131人）
・競技実施種目数：延べ309種目

（うち知的障害者が参加の種目は延べ175種目、精神障害者が参加の種目は延べ59種目）
アビリンピック実施種目：延べ278種目（平成21年度実績延べ276種目）
アビリンピック実施種目外：延べ31種目（平成21年度実績延べ36種目）

・総来場者数（都道府県主催の併催イベント来場者含む ：31,916人）
・マスコミの反響：145件

評価の視点等 自己評価 Ｓ 評定 Ａ

【評価項目１６ 障害者技能競技大会（アビリンピック）の ・全ての数値目標を達成するとともに、以下の「評価の視点」に対応 （委員会としての評定理由）
開催】 した。 アビリンピックについては、障害者のモチベーションを高める

① 第２期中期計画に基づき、産業、職業及び技術等の変化、障害 という意味で高く評価できるとともに、障害者の雇用･就業の動
者の雇用・就業の動向、近年における種目別選手参加状況等を勘 向を踏まえた競技種目の見直しや競技会場の運営面の工夫など新
案して、前回大会で技能デモンストレーション職種として実施し たな取組を行ったほか、来場者のアンケートでも理解度・満足度
た 製品パッキング を新たな競技種目として採用するとともに ともに目標を大きく上回っており、特に満足度については過去最「 」 、
「ビルクリーニング」や「パソコンデータ入力」など主に知的障 高の結果であったことは評価できる。
害者が参加する競技種目の定員を増やす等重点化を図った また 今後は、更に社会の認識が深まるよう、アプローチの工夫に期。 、
先駆的又は雇用拡大が期待される職種の技能デモンストレーショ 待する。
ンについて、新たに「オフィスアシスタント」を採用した。

運営に当たっては、ⅰ）環状の周回通路を設置し、様々な角度 （各委員の評定理由）
から観戦できるよう通路を配置する、ⅱ）車椅子利用者や視覚障 ・アビリンピックのもつ障害者雇用への認知効果は今後とも大い
害者等の通行の妨げにならないよう ケーブルを空中配線にする に活用すべき。、 、
ⅲ）パソコン使用競技と作業音が生じる競技を区分けし、選手が ・また来場者の約6割がとても良かったと評価していることは注
競技に集中できる環境を確保する、ⅳ）前回大会のアンケート結 目に値する。
果を踏まえ、選手団用バスにはノンステップバスやリフト付きバ ・充実した大会になったことを評価できる。
スを使用する、車椅子用仮設トイレの増設といった競技会場の設 ・雇用につながる新職種を取り入れることは評価できる。
営における新たな工夫を行った。 ・アンケート結果が目標値を大きく上回っている。

また、来場者の要望を踏まえて平成21年度から作製している競 ・満足度が過去最高であることも十分に評価できる。
技内容を紹介するＤＶＤについて、平成22年度は「ホームページ ・競技参加選手数も過去最高である。
製作」など作品の正確さや仕上がりの美しさが求められる６種目 ・各種の新規の取組も評価できる。
を新たに作製し、競技種目紹介ブースにおいて上映した。 ・雇用とモチベーション（障害者の）につながる事業として、イ

大会ポスターやガイドブックの作成に当たっては、共催県（神 ンパクトを生んでいる。
奈川県）と連携・協力するとともに、共催県の働きかけにより、 ・準備、運営とも適切な実施。マスコミの反響もよく、デモンス
地元のテレビ局や新聞社が積極的に大会ＰＲを行うなど、地域に トレーション効果も大きい。

、 。密着した広報を実施することができた。 ・障害者自身のモチベーションを高めることが 最も重要である
② これらの結果、来場者数は34,600人となり、競技に参加した選 その意味でこの活動は高く評価できる。

手からは「アビリンピックは自分の弱点や今後の向かうべき方向
を教えてくれる大変有意義な大会 といった評価を得るとともに （その他意見）」 、
来場者アンケートでは「自社で雇用している障害者にもっと可能 ・社会の認識の拡大には「障害者技能」をくくっての競技を超え
性があると思った 「障害者の働くことに対する意欲、ひたむき るアプローチがあってもと考えるが、今後の拡大のために工夫が」、
な姿勢を感じることができた」など 「障害者の職業能力及び雇 いらないか。、
用に関する理解が深まった」との回答が96.3％、大会の評価とし
て「とても良かった 「良かった」との回答が過去最高の96.7％」
となった。特に「とても良かった」の割合が60.9％と前回大会を
大きく上回る高い評価を得た（前回大会56.1％ 。）

③ 地方アビリンピックは、都道府県、障害者団体及び企業との連
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携強化等により過去最多の参加選手数（2,423人）を記録した。特
に知的障害者及び精神障害者について、参加種目の拡大により、
参加選手数の増加を図った。

④ 2011年の第８回国際アビリンピックへの選手派遣に向け、今大
会を派遣する選手の選考会を兼ねた大会として位置づけるととも
に、大会終了後、優秀な成績を収めた32名を第８回国際アビリン
ピックの派遣選手として決定し、強化指導を行った。

・次のとおり中期目標の目標を大幅に上回った。［数値目標］
・大会来場者にアンケート調査を実施し、障害者の職業能力 （業務実績「④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 （Ｐ.137）」

及び雇用に対する理解が深まった旨の評価を８０％以上の 参照）
来場者から得られるようにすること。

平成22年度 96.3％
平成21年度 98.1％
平成20年度 94.5％

［評価の視点］
第２ ３ (3) ④障害者の技能に関する競技大会の開催

・産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向 実績：○
等を踏まえた競技種目の重点化を図っているか。 ・第２期中期計画に基づき、産業、職業及び技術等の変化、障害者の

、 、雇用・就業の動向 近年における種目別選手参加状況等を勘案して
前回大会で技能デモンストレーション職種として実施した「製品パ
ッキング」を新たな競技種目として採用するとともに 「ビルクリ、
ーニング」や「パソコンデータ入力」など主に知的障害者を対象と
した競技種目の定員を増やす等重点化を図った。

（業務実績「④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 （Ｐ.137）」
参照）

・先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技能デモンス 実績：○
トレーションの実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を ・先駆的又は雇用拡大が期待される職種の技能デモンストレーション
行っているか。 について、新たに「オフィスアシスタント」を採用するとともに、

「 」 。前回実施した 製品パッキング を新たに競技種目として実施した
・運営に当たっては、次のとおり競技会場の設営における新たな工夫

を行った。
・来場者が会場内のすべての競技を巡回できるよう環状の周回通路

を設置するとともに、各競技種目を少なくとも３方向から観戦で
きるよう通路の配置を工夫するなど、観戦しやすい競技会場の設
営を行った。

、・さらに車椅子利用者や視覚障害者等の通路の通行を妨げないよう
技能競技会場内に敷設する電源・パソコンケーブルを空中配線に
するなどの対応を行った。

・各技能競技種目の内容を考慮し、パソコンを使用する競技種目を
「家具 「木工」及び「義肢」など作業音が生じる競技種目と区」、
分けし、同一エリアに集約することにより静寂さを維持・確保す
るなど、選手が競技に集中できる環境を用意し、選手から好評を
得た。

・来場者にできるだけ多くの技能競技を見てもらうために、前回大
、 。会に引き続き 技能競技種目を午前または午後に分けて開始した

その結果、来場者の方々がいつでも競技を観戦してもらうことが
できた。

、・開閉会式会場から技能競技会場へ運行する選手団用バスについて
ノンステップバスやリフト付きバスの借上げを行うとともに、技
能競技会場の駐車場に仮設車椅子用トイレを設置するなど、前回
大会のアンケートに寄せられた要望を踏まえ、具体的な改善を行
った。

・競技内容を紹介するＤＶＤについて、平成22年度は「ホームページ
製作」など作品の正確さや美しさが求められる種目（６種目）の見
どころなどに重点をおいて作製し、競技種目紹介ブースにおいて上
映した。
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・大会ポスターやガイドブックの作成に当たっては、共催県（神奈川
県）と連携・協力するとともに、共催県の働きかけにより、地元の
テレビ局や新聞社が積極的に大会ＰＲを行うなど、地域に密着した
広報を実施することができた。また、次回大会の開催地である長野
県の担当者やテレビ局も本大会を取材し、地元において放送するこ
とにより、長野大会に向けての機運を盛り上げた。

・地元の高等職業技術校からの競技機器の借用、地元ボランティアに
よる選手の介助・送迎、手話通訳、会場や駅での来場者の案内、地
元医療機関の協力による急病や事故が発生した場合の救急医療体制

、 。の整備など開催地との協力・連携のもと 大会準備・運営を行った
（業務実績「④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 （Ｐ.137）」

参照）

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の職 実績：○
業能力及び雇用に対する理解が深まった旨の評価が得られ ・ 理解が深まった」との回答が96.3％（目標値80%以上）を占めた。「
たか。 ・理解が深まった内容では「障害者の働くことに対する意欲、ひたむ

きな姿勢を感じることができた （65.4％ 「障害者がさまざまな」 ）、
職場で活躍していることを実感できた （53.3％ 「参加選手の職」 ）、
業能力の高さと多彩さを実感できた （52.0％ 「障害者の職業能」 ）、
力と雇用について関心を持つようになった （41.4％）などの割合」
が高かった。

（業務実績「④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 （Ｐ.137）」
参照）

・各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリン 実績：○
ピック）を毎年効率的かつ効果的に開催・運営されるよう ・主催する受託法人等に対し、文書、会議での指示及び必要に応じて

、 、 、取り組んだか。 の個別指導により 都道府県 障害者団体及び企業との連携の強化
アビリンピックで実施している競技種目が全都道府県で278種目と平
成21年度より２種目増加し、全実施種目の90.0％となるなど競技種
目の見直し等効率的かつ効果的な運営について徹底を図った。

・開催状況：47都道府県で開催
・競技参加選手数：2,423人（過去最多）

（うち知的障害者は1,557人、精神障害者は131人）
・競技実施種目数：延べ309種目

（うち知的障害者が参加の種目は延べ175種目、精神障害者が参加の
種目は延べ59種目）

・総来場者数（都道府県主催の併催イベント来場者含む ：31,916人）
・マスコミの反響：145件
（業務実績「④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 （Ｐ.137）」

参照）
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１７） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第３ 予算、収支計画及び資金計画第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算、収支計画及び資金計画
１ 予算 別紙－１のとおり通則法第２９条第２項第４号の財務 １ 予算 別紙－１のとおり

・予算の執行については、業務の進捗状況及び予算執行状況を把握し、予算の効率的執行等の観内容の改善に関する事項は、次のとお
点から適宜見直しを行った。予算、収支計画及び資金計画については、平成22年度決算報告のりとする。 ２ 収支計画 別紙－２のとおり ２ 収支計画 別紙－２のとおり
とおりである。

３ 資金計画 別紙－３のとおり１ 管理業務の節減を行うとともに、効 ３ 資金計画 別紙－３のとおり
(1)予算措置率的な施設運営を行うこと等により、

平成22年度は、人件費削減の取組、行政刷新会議による事業仕分けを踏まえた事業の見直し固定的経費の節減を図ること。
等により、予算の節減を図った。

（単位：百万円）２ 運営費交付金を充当して行う事業に
ついては 「第２ 業務運営の効率化、

20 21 22年度 対前年度増減に関する事項」で定めた事項に配慮し 年度 年度
た中期計画の予算を作成し、当該予算

17,458 17,756 14,679 △3,077による運営を行うこと。 運営費交付金
(△17.3%)予算額

〔運営費交付金 〔17,458〕 〔17,046〕 〔13,979〕 〔△3,067〕
予算額（新規分 〔△18.0%〕
を除く 〕）

(2)運営費交付金債務
予算執行において、給与等支給額の見直しによる人件費の削減、竹芝事務所管理会社との交

渉による賃借料等の引下げ、その他の無駄削減・業務効率化のための積極的取組、省資源、省
エネ意識の徹底、一般競争入札及び複数年度契約の積極的な実施、業務委託費の効率的な執行
及び経費の節減に努め、業務経費等の節減を図った結果、運営費交付金債務の増加となり、国
庫負担の軽減に寄与した。

（単位：百万円）

20 21 22年度年度 年度

1,419 2,115 2,212

(3)損益 （単位：百万円）

20 21 22年度年度 年度

６ 10 ４

(4)財務指標
経費節減の効果として、業務効率が向上した。

(単位：百万円）

20 21 22年度 対前年度増減年度 年度

20,935 20,191 16,457 △3,734経常費用
(△18.5％)（ 除 ）支給金等 く

13,875 13,055 9,777 △3,278業務費
（△25.1％）

66.2 64.7 59.3 △5.4業務費比率(％)

・一般競争入札及び企画競争・公募の積極的な実施に努め、予算の効率的な執行及び経費の節減
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を図った（平成21年度198件、2,455百万円→平成22年度210件、3,849百万円 。）

・障害者雇用納付金に係る積立金については、通則法第47条に基づき、金銭信託による国債ラダ３ 障害者雇用納付金に係る積立金につ ・ 障害者雇用納付金に係る積立金に ・ 障害者雇用納付金に係る積立金について
ー型運用を実施しているところである。平成22年度末満期償還分の運用は、今後の納付金勘定いては 納付金が障害者の雇用に伴う ついては、銀行等の健全性に配慮し、 、 は、銀行等の健全性に配慮した運用を行う
の収支見通しを踏まえ流動性を確保するため、大口定期預金で運用した。経済的な負担の調整並びにその雇用の た運用を行うなど、適正にその運用 など、適正にその運用及び管理を行う。

・各年度の運用実績については、以下のとおり。促進及び継続を図るために、法律に基 及び管理を行う。
平成20年度 運用益：約2.0億円（利回り 1.01％）づき、事業主から徴収しているもので

運用益：約0.6億円（利率 0.83％、0.89％）あることにかんがみ、適正にその運用
平成21年度 運用益：約1.9億円（利回り 1.00％）及び管理を行うこと。

運用益：約0.03億円（利率 0.44％）
平成22年度 運用益：約1.5億円（利回り 1.26％）

運用益：約0.19億円（利率 0.44％、0.24％、0.26％、0.27％）

第４ 短期借入金の限度額第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額
・短期借入れは発生しなかった。１ 限度額 ５，０００百万円 １ 限度額 ５，０００百万円

２ 想定される理由２ 想定される理由
・ 運営費交付金の受入れの遅延による資金・ 運営費交付金の受入れの遅延によ
不足る資金不足

・ 予定外の退職者の発生に伴う退職金の支・ 予定外の退職者の発生に伴う退職
給 等金の支給 等

第５ 重要な財産の処分等に関する計画第５ 重要な財産の処分等に関する計 第５ 重要な財産の処分等に関する計画
・岡山障害者職業センターの移転に伴い生じた遊休資産については、平成21年11月に売却し、収画 障害者職業センター移転に伴い生ずる遊休

入については、平成23年３月に国庫納付を行った。せき髄損傷者職業センターの廃止に 資産については売却を行う。
・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生じた遊休資産については、国の資産債務改革の趣旨伴い生ずる遊休資産については、国の せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生

を踏まえて処分を円滑に実施すべく、飯塚市、厚生労働省、独立行政法人労働者健康福祉機構資産債務改革の趣旨を踏まえ、処分を ずる遊休資産については、関係機関との調整
及び総合せき損センターと調整を行い、平成21年11月に体育館・プール等を解体撤去した。総行う。 を終了したものから、国の資産債務改革の趣
合せき損センターと共有する建物設備については、総合せき損センター建替え時に処分を行う旨を踏まえ、処分を行う。
こととし、それまでの間の維持管理経費に対する負担については、建物設備を使用しなくなる
こと及び体育館・プール等を解体撤去したことを踏まえて、共有する建物の持分に応じた負担
割合、経費の使途に着目した負担割合による見直しを行い、維持管理経費の節減を図った。

第６ 剰余金の使途第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途
・使途に充てるための剰余金は発生しなかった。・ 事業主に対する相談・援助業務の ・ 事業主に対する相談・援助業務の充実

充実
・ 職業リハビリテーション業務の充実・ 職業リハビリテーション業務の充

実
・ 障害者職業能力開発校における職業訓練・ 障害者職業能力開発校における職
業務の充実業訓練業務の充実

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１７ 予算、収支計画及び資金計画】 ・以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由）
① 中期目標期間の平成22年度としての予算節減目標を一般管理費 予算の削減については、目標を大きく超えており、また随意契

及び業務経費とも達成した。特に業務経費については、大幅な節 約件数も大幅に減少させていることから、自己努力による経費節
減となった。 減の努力が見られ、評価できる。

② 障害者雇用納付金に係る積立金については、最近の納付金収支
の推移及び今後の見通しを踏まえ、資金の流動性及び運用の安全 （各委員の評定理由）
性を確保した上で、効率的な運用・管理に取り組んでいる。 ・予算の削減の達成は目標を大きく超えている。

・入札の契約の改善も顕著である。
・自己努力による経費削減への努力がみられる。［評価の視点］

・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に 実績：○ ・経費節減効果が著しい。
基づく予算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行して ・中期目標に基づく平成22年度予算を障害者雇用納付金を充当して行 ・随意契約件数も大幅に減少させており十分に評価できる。
いるか。 う事業を含めて作成し、それに基づき、予算の範囲内で事業を実施 ・節減目標を達成している。

した。 ・経費節減効果が大きい。随意契約を更に見直す必要はないか。
・給与等支給額の見直しによる人件費の削減、竹芝事務所管理会社と ・経費の節減など、効率的な運営が行われたことは評価できる。

の交渉による賃借料等の引下げ、その他の無駄削減・業務効率化の
ための積極的取組、省資源、省エネ意識の徹底、一般競争入札及び （その他意見）
複数年度契約の積極的な実施、業務委託費の効率的な執行及び経費
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の節減に努めた結果、一般管理費で19.4％、業務経費で20.0％の節
減を行った。

（業務実績： 第３ 予算、収支計画及び資金計画 （Ｐ.142）参照）「 」

・運営費交付金については収益化基準にしたがって適正に執 実績：○
行しているか。 ・運営費交付金については、業務の実施と運営費交付金財源とが期間

（ 、的に対応していると判断できる経費 一般管理費における光熱水料
通信運搬費及び土地建物借料）については期間進行基準を採用し、
その他の経費については費用進行基準により、独立行政法人会計基
準に定める運営費交付金の収益化基準に従い適正に執行することに
努めた。

（業務実績： 第３ 予算、収支計画及び資金計画 （Ｐ.142）参照）「 」

・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計 実績：○
画と実績の差異がある場合には、その発生理由が明らかに ・予算管理による管理会計により、各費目に関して効率的かつ効果的
なっており、合理的なものとなっているか。 な予算執行に努め、経費の節減を図るとともに、随時適切に計画と

実績の差異の把握を行い、発生理由を明らかにしているところであ
る。

・差異の主な発生理由は、様々な取組による経費の節減や助成金の実
績額が予算額を下回ったこと等によるものであり、合理的な理由に
基づくものである。

（業務実績： 第３ 予算、収支計画及び資金計画 （Ｐ.142）参照）「 」

・運営費交付金が全額収益化されず債務として残された場合 実績：○
には、その発生理由が明らかになっており、それが合理的 ・運営費交付金債務については、給与等支給額の見直しによる人件費
なものとなっているか （政・独委評価の視点「２財務状 の削減、竹芝事務所管理会社との交渉による賃借料等の引下げ、そ。
況(3)運営費交付金債務の一部（下段）事項に該当） の他の無駄削減・業務効率化のための積極的取組、省資源、省エネ

意識の徹底、一般競争入札及び複数年度契約の積極的な実施、業務
委託費の効率的な執行及び経費の節減に努めた結果生じたものであ
り、合理的な理由に基づくものである。

（業務実績： 第３ 予算、収支計画及び資金計画 （Ｐ.142）参照）「 」

・障害者雇用納付金に係る積立金について、適正な運用・管 実績：○
。 、 、理を行っているか （政・独委評価の視点「３保有資産の ・障害者雇用納付金に係る積立金については 通則法第47条に基づき

管理・運用等(2)資産の運用・管理 イ金融資産 a)資金の運 金銭信託による国債ラダー型運用を実施している。平成22年度末満
用」事項に該当） 期償還分の運用は、今後の納付金勘定の収支見通しを踏まえ流動性

を確保するため、大口定期預金で運用した。
（業務実績： 第３ 予算、収支計画及び資金計画 （Ｐ.142）参照）「 」
（別添資料「項目２ 保有財産の管理・運用等②資産運用に関して特

筆すべき事項」参照）

・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産に 実績：○
。 、ついて、処分に向けた取組を進めているか （政・独委評 ・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生じた遊休資産については

価の視点「３保有資産の管理・運用等(1)保有資産全般の見 国の資産債務改革の趣旨を踏まえて処分を円滑に実施すべく、飯塚
直し」事項に該当） 市、厚生労働省、独立行政法人労働者健康福祉機構及び総合せき損

センターと調整を行い、平成21年11月に体育館・プール等を解体撤
去した。総合せき損センターと共有する建物設備については、総合
せき損センター建替え時に処分を行うこととし、それまでの間の維
持管理経費に対する負担については、建物設備を使用しなくなるこ
と及び体育館・プール等を解体撤去したことを踏まえて、共有する
建物の持分に応じた負担割合、経費の使途に着目した負担割合によ
る見直しを行い、維持管理経費の節減を図った。

（業務実績： 第５ 重要な財産の処分等に関する計画 （Ｐ.143）参「 」
照）

・当該総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされ 実績：○
ているか。また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要 ・当期総利益は4,411,209円であった。
因の分析は行われているか。当該要因は法人の業務運営に ・経常損失9,950,377,130円の内訳は、障害者雇用納付金勘定において
問題等があることによるものか。業務運営に問題等がある 発生した経常損失9,955,317,605円と、高齢・障害者雇用支援勘定及
ことが判明した場合には当該問題等を踏まえた改善策が検 び障害者職業能力開発勘定において発生した経常利益4,940,475円で
討されているか （政・独委評価の視点「２財務状況(1)当 ある。。
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期総利益（又は当期総損失 ） ・最終的に利益計上となった理由は、主として、障害者雇用納付金勘）」
定において発生した臨時損失60,842円を含む損失額の合計9,955,37
8,447円について、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運

（ ）営並びに財務及び会計に関する省令第11条 法令に基づく引当金等
に基づく納付金関係業務引当金戻入を行ったためである。

（別添資料「項目１ 財務状況」参照）

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済 実績：○
の安定等の公共上の見地から実施されることが必要な業務 ・当期は、主に運営費交付金債務の収益化について、期間進行基準を
を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となって 採用し、竹芝本部事務所や障害者職業総合センター等における省エ
いないか （政・独委評価の視点「２財務状況(2)利益剰余 ネの取組を行った結果として利益（441万円）発生したものであり、。
金（又は繰越欠損金 ） 過大な利益にはあたらない。）」

・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されて 実績：○
いるか。回収計画が策定されていない場合、その理由の妥 ・貸付業務は行っていない。
当性についての検証が行われているか。 ・未収納付金等については、全ての未納付事業主の状況について情報

・回収計画の実施状況について、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更 を収集・把握し、法令等に定められた手続に則り、計画的に確実な
生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加し 徴収を行った。
ている場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分析を ・給付金・助成金等の返還に係る全ての債権について、債権管理及び
行っているか。 給付金・助成金等の返還に関する規程に基づき、回収計画（分納回

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が 数、返還期日、入金日、入金額等）を定めた債権管理簿を作成し、
行われているか （政・独委評価の視点「３保有資産の管 これに基づき回収を行った。。
理・運用等(2)資産の運用・管理 イ金融資産 ｂ）債権の また、回収状況については、毎月その入金状況を把握し、入金が遅
管理等 ） 延している場合は、速やかに規程に基づき督促、資産状況の調査、」

回収計画の見直しを行った。
・回収状況については、毎月の入金状況を把握し、返還金の遅延等の

回収計画を見直す事態が発生した場合は、速やかに規程に基づく督
促、資産状況の調査等を行った。
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１８） （注：中期計画三年度目）

中期目標 中期計画 平成２２年度計画 平成２２年度の業務の実績

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項第７ その他主務省令で定める業務運 第７ その他主務省令で定める業務運営に関す
る事項営に関する事項

１ 人事に関する計画１ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画
(1)方針(1)方針 (1)方針
・機構の運営に必要な優秀な人材を確保するため、以下のような取組を行った。効果的かつ効率的な業務運営のた 全国各地での採用説明会の開催、採用案

・平成23年４月採用については、機構の業務運営に必要な優秀な人材の確保に向けて、職員募め、必要な人材の確保、人員の適正 内パンフレットの充実やホームページ等の
集方法や採用試験の面接形式等に一層の工夫をした。具体的には、各採用職種ごとの就職情配置、研修の充実による専門性及び 活用、職場見学会の実施等による積極的か
報や業務内容を具体的にわかりやすく盛り込んだ訴求力のある採用パンフレットの作成・配意識の向上を図る。 つ効率的な募集活動を行い、必要な人材の
布、ホームページや就職情報サイトへの募集案内の掲載、当機構への理解の促進と就職意欲確保に努めるとともに、人員の適正配置、
を高めるための大学３、４年生を対象とした地域センターの体験見学会の実施等により、積研修の充実による専門性及び意識の向上を
極的に応募者の確保に努めた。図る。

・また、新たに、本部、仙台、大阪、福岡における採用説明会において、カウンセラーの仕事また、機構業務の改善活動等の促進を目
ぶりや障害者、事業主等の利用者の発言など映像と音声により地域センターの役割及びカウ的とし、職員の自発的な業務改善の取組で
ンセラーの業務内容を具体的に理解できるＤＶＤを作成し採用説明会で上映するとともに、あるＥサービス運動を推進し、職員意識の
地域センターに勤務している職員による日常の業務の紹介を取り入れ、応募に際して当機構向上を図る。
の業務内容等の理解が促進されるよう取り組んだ。さらに、体験見学会の周知先大学の拡大
（53大学→103大学 、大学入学後の早い時期からの受入れ、実施時期の前倒し・期間の幅の）
拡大等学生がより参加しやすいように工夫した。

・採用選考においては、引き続き人物本位の採用のため面接を重視して３次にわたり面接試験
を行い、グループ面接の一組当たりの人数を少なくするなどの改善を図った。

・職員の専門性と意識の向上を図るため、次のとおり職員各層に対する研修を実施した。
・平成22年度は、管理職員を対象として、マネジメント力向上を図るべく、理事長が示した経

営指針を本部各課、各施設単位において推進、具現化し、業務を効果的・効率的に遂行でき
、 、 、るようにするための研修 新規採用等の嘱託職員を対象として 機構の使命を理解・認識し

、的確に業務に取り組むための研修及び経理関係業務に従事する経験の浅い職員を対象として
会計事務の適切な処理を促進するための研修をそれぞれ新たに実施した。

・また、地方業務の直接実施に伴い、新たに地方業務を担当する者を対象として事前研修を実
施した。

・障害者職業カウンセラー職を対象として、障害者雇用に係る新たな課題やニーズに対応した
知識・技術の習得や能力の開発を目的とする課題別研修を実施した。平成22年度は、引き続
き利用者が増加している就職等の困難性の高い障害者に対する支援を強化すべく 「精神障、
害者、発達障害者等に対する支援の充実等」をテーマに、障害特性に応じた効果的な支援技
法等の修得を課題として、講義、ケーススタディ、バズセッション等の手法を用い、効果的
に支援技法の習得を図った。

・採用後15年程度の主任職業訓練指導員を対象として、事業主へのコンサルテーション、コー
チング、指導技法の開発等を内容とする主任職業訓練指導員研修を実施した。

・事務職の新規採用職員研修について重度障害者雇用事業所等での職場実習を実施した。
・平成21年度に制定した障害者職業カウンセラー職及び職業訓練職に対する実践的な知識・技

術等の習得を図るためのＯＪＴ指針に基づき、すべての広域及び地域センターにおいて個々
の職員の経験や担当業務状況に応じて計画的なＯＪＴを実施した。

・実務経験が２年以上のジョブコーチを対象として、精神障害者、発達障害者等に関するケー
ススタディ、経験の少ないジョブコーチに対する指導技法等の研修を実施した。

・新たに採用されたリワークカウンセラーを対象として、企業における職場復帰の取組状況、
医療機関における職場復帰支援の現状と課題やリワーク支援との連携のあり方等の研修を実
施した。

・職員の自主的な学習活動として、幅広い視野を身につけ資質の向上を図るため、勤務時間終
了後に高齢者雇用の拡大に対する社会的な取組、障害特性の理解と適切な就労支援等のテー
マで外部専門家による講習会を実施するとともに、講習会終了後に講師と職員との懇談の機
会を設け、活発な意見交換を行った。

・人件費削減の一方で職員のモラールの維持向上を図り利用者本位のサービスを提供するため、
以下のような取組を行った。
・経営トップ（理事長）から、理事会、部長会議、施設長会議、社内報（メルマガ）等あらゆ

る場を活用して、ミッション（使命）の浸透、利用者本位のサービス提供の徹底を図るとと
もに、全国の施設に経営トップが直接出向いて意見交換、指導を実施した。

・役職員一人ひとりが実践すべき行動理念を「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構行動規
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」 、 。範 として策定し カードサイズの印刷物にして嘱託職員を含む全役職員に携帯させている
・コンプライアンスの徹底のために取り組むべき事項を定めたコンプライアンス基本方針及び

コンプライアンス推進計画を策定した。
・日常の業務を行う上で実際に直面する事案及びその対応方法を取りまとめたＱ＆Ａ集を含む

コンプライアンスマニュアルを作成し役職員に配付するとともに、職員研修を実施し、コン
プライアンス意識の浸透を図った （職員研修15回実施、216人参加）。

・嘱託職員を含む全役職員を対象とした認識度調査を実施し、コンプライアンスに関する取組
の進捗状況や役職員全員のコンプライアンス意識の浸透状況を検証した。

・リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置する等リスク管理体制を整備した。
・公益通報規程に基づき、本部に公益通報窓口を設置するとともに、本部及び施設における通

報事案の処理体制を構築している。
・機構の業務運営の参考となる意見等を広く募集し、業務運営の改善につなげるため平成20年

度に導入したモニター制度について、平成21年度からモニターを50名から100名に増やし本格
実施した。モニターの委嘱に当たっては、ホームページ、新聞、定期刊行誌を活用して幅広
く募集を行い、過去最多の594名の応募があった中から、多様な世代、属性の方を選考した。
モニターから、機構業務について随時、意見・要望等を受け付け、①高齢者雇用を促進する
ためには、企業と高齢者の賃金に関する意識を把握することが重要であるとの意見を受け、
昇給・賞与の実態及び意識に関する調査・分析を実施し、高年齢者雇用アドバイザーの相談
援助で活用する支援ツールの開発に着手したほか、②障害者を雇用しようとしても募集選考
のノウハウがない事業主も多いとの意見を受け、募集・選考・採用の実践的ノウハウをとり
まとめた調査研究報告書や採用面接の方法等を分かりやすく解説したＱ＆Ａ集等を作成し事
業主に配付するなどのサービス向上を図った。
また、平成22年度は 「高齢者の雇用確保のためのさらなる支援策について 「事業主・障、 」、
害者双方にとって働きやすい職場を作るには」及び「利用者窓口に望むこと」の３課題につ
いて報告を求め、78件の提出があった。今後これらを取りまとめホームページで公開すると
ともに、平成23年度の業務運営の改善につなげることとしている。

・個々の施設や部門におけるサービス向上を図るため、機構本部及び各施設に利用者からの意
見、要望等を受けるためのご意見箱を設置したところ、計22件の意見が寄せられた。その多
くは職員の対応が良かった等の意見であったが、例えば、空調の風が直接当たらないように
してほしいとの要望に対しては風除けを取り付けるとともに、受付に人がいないと声がかけ
にくいとの意見に対しては職員が来訪者にすぐに対応できない場合に備え受付にチャイムを
設置する等改善を図った。

・業務の効率的・効果的実施と職員のモチベーションの維持・向上を図るため、職場単位の改
善運動であるＥサービス運動を引き続き実施した（計95件 平成21年度は70件 。平成22年）
度の取組においては、平成21年度のＥサービス運動の好事例を全国会議の場で理事長表彰す
るとともに、最優秀賞受賞者による事例発表やその他の表彰事例の紹介を行った。また 「利、
用者サービスの向上 「事務の簡素・合理化／経費節減 「個人情報保護」等推奨テーマを」、 」、
設定し、全職員の参加意識向上と積極的取組のために各部・施設長に対して配慮するよう通
知した。併せて、好事例を社内報（メルマガ）及び機構内ＬＡＮにより全部署・職員が随時
参照できるようにすることで、その一層の取組を推進した。これにより、利用者サービスの
向上、業務の効率化及び省資源省エネ・無駄な経費の削減に資するとともに、小集団活動を
通じて職員間の連帯感が増し、風通しの良い職場作りにつながった。

〔Ｅサービス運動取組の事例〕
・平成22年度報告された95件について審査を行い、優れた取組として11件選出した。

選出･表彰された主な事例の取組内容は以下のとおり。
・個人情報保護の強化に取り組んだ事例

施設内で学習会を定期的に開催し、個人情報管理の知識を身につけるとともに、施設独
自に作成した「個人情報漏えい自己チェックシート」で各職員が定期的に自己チェック
することにより、各個人情報保護対策を強化し適切な情報管理を実現した。

・利用者サービスを向上した事例
利用者等への説明や応対等に当たっての改善案、その他気づきの点などを職員が随時機
構内ＬＡＮに登録、共有化することにより、これにアクセスした職員が自身の言動を省
みることができ、利用者への適切な言動を身に付け、利用者サービスの向上につなげる
ことができた。

(2)人員に係る計画(2)人員に関する指標 (2)人員に係る計画
・福祉的就労から一般雇用への移行の促進による各地域における障害者の雇用支援の取組の全国人件費 退職金及び福利厚生費 法（ （ 業務のより効率的な実施を図るため、人

的拡大や精神障害者・発達障害者等の就職困難性の高い障害者に対する支援への重点化、70歳定福利費及び法定外福利費）並びに 員配置の見直しを行う。
まで働ける企業の実現等の課題への対応のため、大幅に業務量が増加する中、行政刷新会議に人事院勧告を踏まえた給与改定部分
よる事業仕分け等を踏まえ、平成22年４月に高齢期雇用就業支援コーナー関係業務の廃止などを除く ）については 「簡素で効率。 、
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、 （ ）的な政府を実現するための行政改革 地方委託業務の抜本的見直し 本部組織の効率化による１部５課の廃止 本部管理職の1割削減
を行いつつ、機動的な人員の再配置により利用者のニーズに的確に応えた。の推進に関する法律 （平成１８年法」

・平成22年４月には、ｉ）石川・富山・福井、ⅱ）岡山・鳥取・島根・広島、ⅲ）福岡・山口・律第４７号）等に基づく平成１８年
佐賀・長崎・大分の各地域センターの管理業務をそれぞれ石川センター、岡山センター、福岡度以降の５年間で５％以上を基本と
センターに集約化することによる事務職員の削減、駐在事務所の廃止による職員削減等を図るする削減を、引き続き着実に実施す
一方、障害者雇用促進法の改正に伴う障害者雇用納付金制度の対象事業主の範囲拡大等に係るる。常勤職員について、その職務能
業務推進体制の整備、本部一元化による効率的・専門的な納付金等調査体制の確立など、人員力を向上させるとともに、全体とし
配置の見直しを行った。て効率化を図りつつ、常勤職員数の

・平成22年度末には、ⅳ）群馬・埼玉・新潟・長野、ⅴ）東京・茨城・栃木・千葉・神奈川・山抑制を図る。
梨、ⅵ）大阪・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山、ⅶ）鹿児島・熊本・宮崎の各地域センターさらに 「経済財政運営と構造改革、
の管理業務をそれぞれ群馬センター、東京センター、大阪センター、鹿児島センターに集約化に関する基本方針２００６ （平成１」
した。８年７月７日閣議決定 に基づき） 、

・平成23年４月から、地域センターの管理事務の集約化等により人員を確保し、地方業務の直接国家公務員の改革を踏まえ、人件
実施に伴い業務を的確に処理するための企画管理体制の整備を行った。費改革を平成２３年度まで継続する。
さらに、地域センターの一層の効果的・効率的な業務運営を確保するため、各地域センターのなお、機構の給与水準について、
一人当たりの業務量等を分析し、各地域センターにおけるカウンセラー及びリワークカウンセ以下のような観点からの検証を行い、
ラーの配置数の見直しに係る検討を基に、平成23年４月に地域センターにおける人員の再配置これを維持する合理的な理由がない
を行った。場合には必要な措置を講ずることに

より、給与水準の適正化に速やかに
取り組むとともに、その検証結果や
取組状況については公表する。

・給与、報酬等支給総額については、近年取り組んできた給与構造改革の効果、期末手当・勤勉人件費（退職金及び福利厚生費（法定福
手当の削減等により、平成22年度末において、基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告
額と比較して8.7％に相当する額を削減した。を踏まえた給与改定部分を除く ）について。

・機構の給与水準については、平成22年度計画の検証の観点を踏まえ、国に比べて給与水準が高は 「簡素で効率的な政府を実現するための、
くなっている定量的な理由、給与水準の適切性の検証、給与水準の適正化のために講ずる措置行政改革の推進に関する法律 （平成１８年」
を総務省の定める「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について法律第４７号）及び「経済財政運営と構造
（ガイドライン 」に基づき、ホームページ上で公表した。改革に関する基本方針２００６ （平成１８」 ）

年７月７日閣議決定）等に基づく削減を、
引き続き着実に実施する。

なお、機構の給与水準について、以下の
ような観点からの検証を行い、その検証結
果については、結果が出次第、公表する。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考① 職員の在職地域や学歴構成等の要
慮してもなお国家公務員の給与水準を上回因を考慮してもなお国家公務員の
ってないか。給与水準を上回ってないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給② 職員に占める管理職割合が高いな
与水準が高い原因について、是正の余地はど 給与水準が高い原因について、 、
ないか。是正の余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、類似の業務③ 国からの財政支出の大きさ、類似
を行っている民間事業者の給与水準等に照の業務を行っている民間事業者の
らし、現状の給与水準が適切かどうか十分給与水準等に照らし、現状の給与
な説明ができるか。水準が適切かどうか十分な説明が

できるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分④ その他、給与水準についての説明
に国民の理解を得られるものとなっているが十分に国民の理解を得られるも
か。のとなっているか。

さらに、手当等について、国の水準より高（参考）第２期中期目標期間中の予算
いものは国又は厚生労働省基準に合わせるにおける人件費見積りの総額は、

、 、別紙－１のとおり。 とともに 職業訓練指導員手当については
都道府県の制度等を踏まえ検討する。

２ 施設・設備に関する計画
障害者の就労に関する様々な援助業
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務の効果的かつ効率的な遂行を図るた
め、施設の老朽化等を勘案して、計画
的な修繕等を行う。
（参考）

施設･設備の内容 予算額 財 源

(百万円)

(地域センター)

空調設備更新 １８５ 施設整備費

電気設備整備 補助金

給排水設備更新

（注）上記の計画については、業務実
施状況、予見しがたい事情等を勘
案し、施設整備を追加又は予定額
を変更することがあり得る。

第５ その他業務運営に関する重要事
項
通則法第２９条第２項第５号のその

他業務運営に関する重要事項について
は次のとおりとする。

１ ニーズの適確な把握等
サービスを希望する者が適切な時期

に適切なサービスを受けられるように
するため、利用者の機会の均等・公平
の観点から、ニーズの適確な把握、ニ
ーズを踏まえた適正なサービスの提供
を図るよう、事業の周知や関係機関へ
の協力要請を積極的に実施するととも
に、事業主団体、障害者団体等と情報
交換を行うほか、機構の業務に関する
要望、意見等を聞くことを目的とする
場を設けること。

２ 利便性の向上
利用者に対するアンケート調査を積

極的に実施し、その結果を業務改善に
つなげることにより、利用者の要望を
踏まえた業務運営を行うこと。
高年齢者等や障害者の雇用問題等に

関する情報をホームページにおいて公
表し、高年齢者等や障害者の雇用問題
等に関する情報の効率的な活用と国民
の理解の促進を図ること。また、給付
金及び助成金の支給申請事業主等の利
便性を図るため、支給要件、助成額、
申請窓口等をホームページ等で公開す
ること。
また、障害者雇用納付金の徴収及び

調整金等の支給業務については、事業
主の利便性の向上を図るため、申告・
申請手続の簡素化及び電算機処理シス
テムの改定など、適正かつ効率的に実
施すること。

３ 業績評価の実施及び公表による業
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務内容の充実等
適正な業務の推進に資するため業績

評価を行い、業務運営に反映する。
さらに、業務内容の透明性を高め、

業務内容の充実を図る観点から、設定
した目標の達成状況、業績評価の結果
や機構の業務の内容について、ホーム
ページ等において、積極的かつ分かり
やすく公表すること。

４ 内部統制の在り方
機構における役職員の職務執行の在

り方をはじめとする内部統制につい
て、会計監査人等の指導を得つつ、向
上を図るものとし、講じた措置につい
て積極的に公表すること。

評価の視点等 自己評価 Ａ 評定 Ａ

【評価項目１８ 人事に関する計画、施設・設備に関する計 ・全ての数値目標を達成し、以下の「評価の視点」に対応した。 （委員会としての評定理由）
、 、画】 ① 人件費について、給与、報酬等支給総額については、近年取り 人件費削減の目標を達成し ラスパイレスが100となったほか

組んできた給与構造改革の効果、期末手当・勤勉手当の削減等に 内部統制やモチベーションの向上のために積極的に取り組んでい
より、平成22年度末において、基準年度（平成17年度）と比較し ることは評価できる。
て8.7％に相当する額を削減した。 今後は、モチベーションの維持向上について、研修効果をどの

② 給与水準について、平成22年度計画の検証の観点を踏まえ、国 ように評価していくのかなどの取組に期待したい。
に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由、給与水準の適
切性の検証、給与水準の適正化のために講ずる措置を総務省の定 （各委員の評定理由）
める「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表 ・人件費削減を達成する一方で、内部統制やモチベーションの向
方法等について（ガイドライン 」に基づき、ホームページ上で 上の努力を同時に実現していくことは高く評価される。）
公表した。 ・モチベーションの維持・向上のために積極的に取り組んでいる

③ 福祉的就労から一般雇用への移行の促進による各地域における ことは評価できる。
障害者の雇用支援の取組の全国的拡大や精神障害者・発達障害者 ・人件費節減も目標値を上回っている。
等の就職困難性の高い障害者に対する支援への重点化、70歳まで ・効率的な人事配置や人材の確保と研修において、新規の取組が
働ける企業の実現等の課題への対応のため、大幅に業務量が増加 積極的に行われており、十分に評価できる。
する中、行政刷新会議による事業仕分け等を踏まえ、平成22年４ ・削減目標を達成している。
月に高齢期雇用就業支援コーナー関係業務の廃止など地方委託業 ・モチベーション維持のための取組みもきっちりと実践してい
務の抜本的見直し、本部組織の効率化による１部５課の廃止（本 る。
部管理職の1割削減）を行いつつ、機動的な人員の再配置により利 ・人件費削減やラスパイレスを100としたことは優れた成果であ
用者のニーズに的確に応えた。 る。

④ 業務の効率的・効果的実施と職員のモチベーションの維持・向 ・人件費の適正化に努めたことは評価できる。
上を図るため、職場単位の改善運動であるＥサービス運動を引き
続き実施し、利用者サービスの向上、業務の効率化及び省資源省 （その他意見）
エネ・無駄な経費の削減に資するとともに、小集団活動を通じて ・人件費節減の中、モチベーションの維持向上については、研修
職員間の連帯感が増し、風通しの良い職場作りにつながった。 効果をどう評価していくか、特性として専門性をかなり前面に出

している中どう具体化させていくのか。
・厳しい経営環境の中、高業績を上げることが要請されており、［数値目標］

・人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福 ・次のとおり中期計画の目標に向けて削減を図った。 職員のモラールアップや人材育成など、マネジメントに更に注力
利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ） されたい。。
については 「簡素で効率的な政府を実現するための行政 平成22年度 △8.7％（平成17年度比）、
改革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７号）等に 平成21年度 △6.1％（平成17年度比）
基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本とする 平成20年度 △7.3％（平成17年度比）
削減を、引き続き着実に実施すること。

（業務実績： １ 人事に関する計画 （Ｐ.146）参照）「 」

実績：○［評価の視点］
・必要な人材の確保、人員の適正配置並びに研修の充実によ ・機構の運営に必要な優秀な人材を確保するため、以下のような取組

る専門性及び意識の向上を図っているか。 を行った。
・平成23年４月採用については、機構の業務運営に必要な優秀な人

材の確保に向けて、職員募集方法や採用試験の面接形式等に一層
の工夫をした。具体的には、各採用職種ごとの就職情報や業務内
容を具体的にわかりやすく盛り込んだ訴求力のある採用パンフレ
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ットの作成・配布、ホームページや就職情報サイトへの募集案内
、 、の掲載 当機構への理解の促進と就職意欲を高めるための大学３

４年生を対象とした地域センターの体験見学会の実施等により、
積極的に応募者の確保に努めた。

・また、新たに、本部、仙台、大阪、福岡における採用説明会にお
いて、カウンセラーの仕事ぶりや障害者、事業主等の利用者の発
言など映像と音声により地域センターの役割及びカウンセラーの
業務内容を具体的に理解できるＤＶＤを作成し採用説明会で上映
するとともに、地域センターに勤務している職員による日常の業
務の紹介を取り入れ、応募に際して当機構の業務内容等の理解が
促進されるよう取り組んだ。さらに、体験見学会の周知先大学の
拡大（53大学→103大学 、大学入学後の早い時期からの受入れ、）
実施時期の前倒し・期間の幅の拡大等学生がより参加しやすいよ
うに工夫した。

・採用選考においては、引き続き人物本位の採用のため面接を重視
して３次にわたり面接試験を行い、グループ面接の一組当たりの
人数を少なくするなどの改善を図った。

・福祉的就労から一般雇用への移行の促進による各地域における障害
者の雇用支援の取組の全国的拡大や精神障害者・発達障害者等の就
職困難性の高い障害者に対する支援への重点化、70歳まで働ける企
業の実現等の課題への対応のため、大幅に業務量が増加する中、行
政刷新会議による事業仕分け等を踏まえ、平成22年４月に高齢期雇
用就業支援コーナー関係業務の廃止など地方委託業務の抜本的見直

、 （ ）し 本部組織の効率化による１部５課の廃止 本部管理職の1割削減
を行いつつ、機動的な人員の再配置により利用者のニーズに的確に
応えた。

・平成22年４月には、ｉ）石川・富山・福井、ⅱ）岡山・鳥取・島根
・広島、ⅲ）福岡・山口・佐賀・長崎・大分の各地域センターの管
理業務をそれぞれ石川センター、岡山センター、福岡センターに集
約化することによる事務職員の削減、駐在事務所の廃止による職員
削減等を図る一方、障害者雇用促進法の改正に伴う障害者雇用納付
金制度の対象事業主の範囲拡大等に係る業務推進体制の整備、本部
一元化による効率的・専門的な納付金等調査体制の確立など、人員
配置の見直しを行った。

・平成22年度末には、ⅳ）群馬・埼玉・新潟・長野、ⅴ）東京・茨城
・栃木・千葉・神奈川・山梨、ⅵ）大阪・滋賀・京都・兵庫・奈良
・和歌山、ⅶ）鹿児島・熊本・宮崎の各地域センターの管理業務を
それぞれ群馬センター、東京センター、大阪センター、鹿児島セン
ターに集約化した。

・平成23年４月から、地域センターの管理事務の集約化等により人員
を確保し、地方業務の直接実施に伴い業務を的確に処理するための
企画管理体制の整備を行った。

・職員の専門性と意識の向上を図るため、次のとおり職員各層に対す
る研修を実施した。
・平成22年度は、管理職員を対象として、マネジメント力向上を図

るべく、理事長が示した経営指針を本部各課、各施設単位におい
て推進、具現化し、業務を効果的・効率的に遂行できるようにす
るための研修、新規採用等の嘱託職員を対象として、機構の使命
を理解・認識し、的確に業務に取り組むための研修及び経理関係
業務に従事する経験の浅い職員を対象として、会計事務の適切な
処理を促進するための研修をそれぞれ新たに実施した。

・また、地方業務の直接実施に伴い、新たに地方業務を担当する者
を対象として事前研修を実施した。

・障害者職業カウンセラー職を対象として、障害者雇用に係る新た
な課題やニーズに対応した知識・技術の習得や能力の開発を目的
とする課題別研修を実施した。平成22年度は、引き続き利用者が
増加している就職等の困難性の高い障害者に対する支援を強化す
べく 「精神障害者、発達障害者等に対する支援の充実等」をテ、
ーマに、障害特性に応じた効果的な支援技法等の修得を課題とし
て、講義、ケーススタディ、バズセッション等の手法を用い、効
果的に支援技法の習得を図った。
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・採用後15年程度の主任職業訓練指導員を対象として、事業主への
コンサルテーション、コーチング、指導技法の開発等を内容とす
る主任職業訓練指導員研修を実施した。

・事務職の新規採用職員研修について重度障害者雇用事業所等での
職場実習を実施した。

・平成21年度に制定した障害者職業カウンセラー職及び職業訓練職
に対する実践的な知識・技術等の習得を図るためのＯＪＴ指針に
基づき、すべての広域及び地域センターにおいて個々の職員の経
験や担当業務状況に応じて計画的なＯＪＴを実施した。

・実務経験が２年以上のジョブコーチを対象として、精神障害者、
発達障害者等に関するケーススタディ、経験の少ないジョブコー
チに対する指導技法等の研修を実施した。

・新たに採用されたリワークカウンセラーを対象として、企業にお
ける職場復帰の取組状況、医療機関における職場復帰支援の現状
と課題やリワーク支援との連携のあり方等の研修を実施した。

・職員の自主的な学習活動として、幅広い視野を身につけ資質の向
上を図るため、勤務時間終了後に高齢者雇用の拡大に対する社会
的な取組、障害特性の理解と適切な就労支援等のテーマで外部専
門家による講習会を実施するとともに、講習会終了後に講師と職
員との懇談の機会を設け、活発な意見交換を行った。

（業務実績： １ 人事に関する計画 （Ｐ.146）参照）「 」

・人件費について 「簡素で効率的な政府を実現するための 実績：○、
行政改革の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号） ・給与、報酬等支給総額については、近年取り組んできた給与構造改」
等に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本と 革の効果、期末手当・勤勉手当の削減等により、平成22年度末にお
する削減を、着実に実施しているか （政・独委評価の視 いて 基準年度 平成17年度 の給与 報酬等支給総額と比較して8.。 、 （ ） 、
点「４ 人件費管理 (2)総人件費」事項に該当） 7％に相当する額を削減した。

（業務実績： １ 人事に関する計画 （Ｐ.146）参照）「 」

○ 講ずる措置
・平成18・19年度に、俸給の大幅引下げ（役員△７％、職員平均△4.8

％（中高年層最大約△７％ 、昇給幅の細分化と昇給抑制、手当制））
度の見直し等の思い切った給与構造改革を実施した。地域手当につ
いては、国が東京都区部において18％の支給割合であるのに対し機
構においては3.5％に抑制した。その他の地域においても、国より低
い支給割合としたり、国にあって機構では設定しない地域もある。

・機構の事務職員は、その大部分は、機構本部に配置されて業務の企
画・立案、厚生労働省との調整、受託法人等に対する指導等による
業務の進捗管理などの業務を行っている。機構本部においては各府
省の本省と同様に、業務の企画・調整及び対外的な業務運営にかか
る責任の明確化、相互牽制体制の確保等の必要から地方支分部局に
比べ管理職の比率が高くなっているが、平成19年度実施の職務手当
の定率制から定額制の変更について、概ね国よりも額を低く設定し
た。

・また、国に新設された広域異動手当（平成19年度施行）及び本府省
業務調整手当（平成21年度施行）に類似するものは設けていない。

・こうした取組により、平成22年度において在職地域・学歴構成によ
る要因を勘案した対国指数は100.0ポイントとなった。

（別添資料「項目３ 組織体制・人件費管理 ①給与水準の状況と総
人件費改革の進捗状況」参照）

・機構の給与水準について検証を行い、これを維持する合理 実績：○
、 、的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、 ・機構の給与水準については 平成22年度計画の検証の観点を踏まえ

給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証 国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由、給与水準の適
結果や取組状況については公表しているか。 切性の検証、給与水準の適正化のために講ずる措置を総務省の定め

（政・独委評価の視点「４ 人件費管理 (1)給与水準」事項に る「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法
該当） 等について（ガイドライン 」に基づき、ホームページ上で公表し）

・給与水準が適正に設定されているか（特に、給与水準が対 た。
国家公務員指数１００を上回る場合にはその適切性を厳格 （業務実績： １ 人事に関する計画 （Ｐ.146）参照）「 」
に検証し、給与水準を設定しているか。国の財政支出規模
や累積欠損の状況を踏まえて適切な水準となっているか 。 ・給与水準の状況）
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（政・独委評価の視点「４ 人件費管理 (1)給与水準」と同趣 ○ 指数の状況
旨） 対国家公務員 107.3

参考 地域勘案 102.6
学歴勘案 103.6
地域・学歴勘案 100.0

○ 国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由
① 国家公務員の給与決定上の学歴を見ると大卒は51.6％ 参考 国（ 「

家公務員給与の概要 （平成23年４月人事院）であるのに対し、」
機構の事務職員の93.8％が大卒以上であり、学歴による格差が生
じている可能性があること。

② 機構の事務職員のうち、職務手当の受給者の割合は26.4％とな
っている。機構の事務職員は、その大部分は、機構本部に配置さ
れて業務の企画・立案、厚生労働省との調整、受託法人等に対す
る指導等による業務の進捗管理などの業務を行っている。
機構本部においては各府省の本省と同様に、業務の企画・調整及
び対外的な業務運営にかかる責任の明確化、相互牽制体制の確保

。等の必要から地方支分部局に比べ管理職の比率が高くなっている
したがって、いわゆる管理職手当である職務手当（国においては
俸給の特別調整額）を支給される者の比率が高く対国家公務員指
数が高くなっているものと推定されること。

③ また、職員給与は、これまで人材確保等の観点から、類似の非
特定独立行政法人（旧特殊法人）等の給与水準を勘案して定めて
きたものであり、結果として比較指標の高さに影響していると考
えている。

○ 給与水準の適切性の検証
【国からの財政支出について】
・支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 55.3％

（国からの財政支出額 31,864百万円、支出予算の総額 57,633百
万円：平成22年度予算）

【検証結果】
・機構は、高齢者及び障害者の雇用の支援のための専門性の高い事業

を全国規模で行っている我が国唯一の機関であり、他に同様の規模
で類似の事業を行っている団体及び民間企業は存在しないこと、ま
た、事業のための財源は国からの交付金の割合が55.3％であること
から、機構の給与水準は、国との比較が妥当であること。

・平成22年度決算における支出総額50,014百万円のうち、給与、報酬
等支給総額4,782百万円の占める割合は9.5％であり、国からの財政
支出を増加させる要因とはなっていないこと。

・平成22年度における対国家公務員指数は、前述の職員の在職地域及
び学歴構成による要因を勘案した場合、100.0となっており、給与水
準は国と均衡しているものと考える。

・累積欠損額：無し
（別添資料「項目３ 組織体制・人件費管理 ①給与水準の状況と総

人件費改革の進捗状況」参照）

・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。 実績：○
・勤勉手当

・民間における賞与のうち考課査定分に相当する手当として支給し
ている。国も同様の趣旨で勤勉手当を支給している。
成績率は 平成22年度に国と同様の４区分を設定した。

・訓練指導員手当
・職業訓練指導員が職業訓練業務に従事したときに俸給に対して一

定の支給割合を乗じた額を職業訓練指導員手当として支給してい
る。
国にない手当であるが、同職種の地方公務員には職業訓練指導員
手当が支給されている。
平成22年度に都道府県の状況等を踏まえ、支給割合を10/100から5
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/100に変更した。
（別添資料「項目３ 組織体制・人件費管理 ②国と異なる、又は法人

独自の諸手当の状況」参照）

・国家公務員の再就職のポストの見直しを図っているか。特 実績：○
に役員ポストの公募や、平成２１年度末までに廃止するよ ・国家公務員再就職者が就いているポストの名称
う指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われたか ・理事長、経理部契約管財課長、職業センター長、国立職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ。

ｼｮﾝｾﾝﾀｰ所長、嘱託（監事監査業務 、嘱託（研究業務 、嘱託（職） ）
業指導業務）

・ポストの見直しの状況
・４ポスト廃止（７ポスト→３ポスト （役員１→０，常勤職員３）

→０，非常勤職員３→３）
・役員ポストの公募の実施状況

・平成22年度中に理事長の公募を実施（平成23年４月就任）
（別添資料「項目３の２ 国家公務員再就職者の在籍状況及び法人を一

度退職した後、嘱託等で再就職した者の在籍状況」参照）

・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを 実績：○
図っているか。 ・ポストの名称

（ ）、 （ ）、 （ ）、・嘱託 広報啓発業務 嘱託 納付金調査業務 嘱託 研究業務
嘱託（研究開発業務 、嘱託（助成金審査業務 、嘱託（職業評価） ）
業務 、嘱託（職業訓練業務 、嘱託（ｶｳﾝｾﾗｰ代替業務 、嘱託（事） ） ）
務代替業務 、嘱託（ﾘﾜｰｸｶｳﾝｾﾗｰ））

・上記嘱託ポストはいずれも、高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律第９条に基づく職員の定年退職後の再雇用制度の対象者を配置す
るポスト又は公募による採用者を配置するポストであることから見
直しの予定はない。

（別添資料「項目３の２ 国家公務員再就職者の在籍状況及び法人を
一度退職した後、嘱託等で再就職した者の在籍状況」参照）

・施設・設備に関する計画の実施状況はどのようなものであ 実績：○
ったか。 ・中期計画どおり適切に実施した。

・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、 実績：○
業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な ・レクリエーション経費について支出はない。
見直しが行われているか （政・独委評価の視点「４ 人件 ・また、レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）に。
費管理 (3)その他 ） ついても、事業・事務の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼」

確保の観点から、必要な事業に絞って実施している。
・互助組織への支出について

・平成22年度は 互助組織の支出にあたっては 退職準備援助事業(マ、 、
スターセミナー)に係る事業経費のみを負担し、管理経費は負担し
ないこととし、法人負担を国よりも低い負担割合（俸給月額の0.1
6/1000）とした。
なお、平成23年度以降の法人支出については廃止した。

・健康保険料の使用者負担割合の見直しについて
・組合会において、平成22年度に保険料負担について、関係機関に

、 。働きかけ 平成23年４月より保険料は労使折半とすることとした
（別添資料「項目３ 組織体制・人件費管理 ③福利厚生費の状況」参

照）

・法人の業務改善のための具体的なイニシアティブが認めら 実績：○
れるか （政・独委評価の視点「９ 業務改善のための役職 【国民のニーズの把握と業務改善の取組の促進】。
員のイニシアティブ等についての評価 ） ・評議員会の開催」

・使用者代表、労働者代表、障害者及び学識経験者からなる評議員
会を開催し、関係者のニーズ等を把握するとともに、第２期中期
計画の変更、平成22年度計画に基づく業務運営を説明し、機構の
業務に対する要望等について意見交換を行った。

・ニーズ等に即した業務
・建築板金業団体から 「年齢による高所作業制限が高齢者の就業、

阻害要因となっている」との問題提起等を踏まえ 「70歳雇用実、
現プロジェクト会議」による提言（2011年３月）に、一律に年齢
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を基準とするのではなく、一人ひとりの高齢労働者の健康や作業
能力に基づき作業の適否を判断する機能基準とするよう年齢によ
り就労を制約する業界慣行等の解消について盛り込んだ。

・農業事業者関係団体から 「農業分野における障害者の就業機会、
、 」の拡大については雇用事例がまだ少なく 受入れに苦慮している

との意見を受けて、農村工学研究所との共同研究を実施し、小規
模事業所が多い、作業が季節や天候に左右される等の課題を明ら
かにするとともに、作業や経営上の工夫や農業における障害者雇
用のメリット等を調査研究報告書にとりまとめた。

・視覚障害者の雇用事例集の作成について、障害者団体から「事例
を掲載するにあたり、雇用に至るまでの経緯、プロセス等を分析
したものを盛り込むことが望ましい」との要望を受け、視覚障害
者の雇用や職場復帰の各プロセスごとに事業主が受けられる支援
内容をフロー図で掲載した。

・機構の業務運営の参考となる意見等を広く募集し、業務運営の改善
につなげるため平成20年度に導入したモニター制度について、平成2
1年度からモニターを50名から100名に増やし本格実施した。モニタ
ーの委嘱に当たっては、ホームページ、新聞、定期刊行誌を活用し
て幅広く募集を行い、過去最多の594名の応募があった中から、多様
な世代、属性の方を選考した。モニターから、機構業務について随
時、意見・要望等を受け付け、①高齢者雇用を促進するためには、
企業と高齢者の賃金に関する意識を把握することが重要であるとの
意見を受け、昇給・賞与の実態及び意識に関する調査・分析を実施
し、高年齢者雇用アドバイザーの相談援助で活用する支援ツールの
開発に着手したほか、②障害者を雇用しようとしても募集選考のノ
ウハウがない事業主も多いとの意見を受け、募集・選考・採用の実
践的ノウハウをとりまとめた調査研究報告書や採用面接の方法等を
分かりやすく解説したＱ＆Ａ集等を作成し事業主に配付するなどの
サービス向上を図った。
また、平成22年度は「高齢者の雇用確保のためのさらなる支援策に

」、「 」ついて 事業主・障害者双方にとって働きやすい職場を作るには
及び「利用者窓口に望むこと」の３課題について報告を求め、78件
の提出があった。今後これらを取りまとめホームページで公開する

、 。とともに 平成23年度の業務運営の改善につなげることとしている
・個々の施設や部門におけるサービス向上を図るため、機構本部及び

各施設に利用者からの意見、要望等を受けるためのご意見箱を設置
したところ、計22件の意見が寄せられた。その多くは職員の対応が
良かった等の意見であったが、例えば、空調の風が直接当たらない

、ようにしてほしいとの要望に対しては風除けを取り付けるとともに
受付に人がいないと声がかけにくいとの意見に対しては職員が来訪
者にすぐに対応できない場合に備え受付にチャイムを設置する等改
善を図った。

・各種調査の実施
・各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス実施

後一定期間経過後における具体的な課題改善効果に関する追跡調
査等を実施した。これらの調査の結果については自由記述欄の内
容を含めて分析を行い、広域・地域センター、受託法人等にフィ
ードバックし、今後の業務に活かすよう指導することにより、さ
らに事業の効果を高めることとした。

【職員の積極的な貢献を促すための取組】
・法人の姿勢やミッションを職員に徹底する取組

・経営トップ（理事長）から、理事会、部長会議、施設長会議、社
内報（メルマガ）等あらゆる場を活用して、ミッション（使命）
の浸透、利用者本位のサービス提供の徹底を図るとともに、全国
の施設に経営トップが直接出向いて意見交換、指導を実施した。

・理事会において、リスク管理、情報管理等について迅速な意思決
定を図るとともに、理事長の指示の下、コンプライアンスを担当
する総務部と、コンプライアンスに関する厳正な監査をする独立
した監査室による２元構造のコンプライアンス体制の下、内部統
制の運用状況等について、対象を地域センターに加え、本部及び
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広域センターにも拡大して内部監査を実施した （平成21年度：。
17地域センター→平成22年度：本部３部署及び22広域・地域セン
ター）

・役職員一人ひとりが実践すべき行動理念を「独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構行動規範」として策定し、カードサイズの印
刷物にして嘱託職員を含む全役職員に携帯させている。

・コンプライアンスの徹底のために取り組むべき事項を定めたコン
。プライアンス基本方針及びコンプライアンス推進計画を策定した

・日常の業務を行う上で実際に直面する事案及びその対応方法を取
りまとめたＱ＆Ａ集を含むコンプライアンスマニュアルを作成し
役職員に配付するとともに、職員研修を実施し、コンプライアン
ス意識の浸透を図った。

・嘱託職員を含む全役職員を対象とした認識度調査を実施し、コン
プライアンスに関する取組の進捗状況や役職員全員のコンプライ
アンス意識の浸透状況を検証した。

・リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置する等リスク
管理体制を整備した。

、 、・公益通報規程に基づき 本部に公益通報窓口を設置するとともに
本部及び施設における通報事案の処理体制を構築している。

・能力開発のための取組
・職員の専門性と意識の向上を図るため、次のとおり職員各層に対

する研修を実施した。
・平成22年度は、管理職員を対象として、マネジメント力向上を

図るべく、理事長が示した経営指針を本部各課、各施設単位に
おいて推進、具現化し、業務を効果的・効率的に遂行できるよ
うにするための研修、新規採用等の嘱託職員を対象として、機
構の使命を理解・認識し、的確に業務に取り組むための研修及
び経理関係業務に従事する経験の浅い職員を対象として、会計
事務の適切な処理を促進するための研修をそれぞれ新たに実施
した。

・また、地方業務の直接実施に伴い、新たに地方業務を担当する
者を対象として事前研修を実施した。

・障害者職業カウンセラー職を対象として、障害者雇用に係る新
たな課題やニーズに対応した知識・技術の習得や能力の開発を
目的とする課題別研修を実施した。平成22年度は、引き続き利
用者が増加している就職等の困難性の高い障害者に対する支援
を強化すべく 「精神障害者、発達障害者等に対する支援の充、
実等」をテーマに、障害特性に応じた効果的な支援技法等の修
得を課題として、講義、ケーススタディ、バズセッション等の
手法を用い、効果的に支援技法の習得を図った。

・採用後15年程度の主任職業訓練指導員を対象として、事業主へ
のコンサルテーション、コーチング、指導技法の開発等を内容
とする主任職業訓練指導員研修を実施した。

・事務職の新規採用職員研修について重度障害者雇用事業所等で
の職場実習を実施した。

・平成21年度に制定した障害者職業カウンセラー職及び職業訓練
職に対する実践的な知識・技術等の習得を図るためのＯＪＴ指
針に基づき、すべての広域及び地域センターにおいて個々の職
員の経験や担当業務状況に応じて計画的なＯＪＴを実施した。

、 、・実務経験が２年以上のジョブコーチを対象として 精神障害者
発達障害者等に関するケーススタディ、経験の少ないジョブコ
ーチに対する指導技法等の研修を実施した。

・新たに採用されたリワークカウンセラーを対象として、企業に
おける職場復帰の取組状況、医療機関における職場復帰支援の
現状と課題やリワーク支援との連携のあり方等の研修を実施し
た。

・職員の自主的な学習活動として、幅広い視野を身につけ資質の
向上を図るため、勤務時間終了後に高齢者雇用の拡大に対する
社会的な取組、障害特性の理解と適切な就労支援等のテーマで
外部専門家による講習会を実施するとともに、講習会終了後に
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講師と職員との懇談の機会を設け、活発な意見交換を行った。

・Ｅサービス運動の実施
・業務の効率的・効果的実施と職員のモチベーションの維持・向上

を図るため、職場単位の改善運動であるＥサービス運動を引き続
き実施した（計95件 平成21年度は70件 。平成22年度の取組に）
おいては、平成21年度のＥサービス運動の好事例を全国会議の場
で理事長表彰するとともに、最優秀賞受賞者による事例発表やそ

。 、「 」、の他の表彰事例の紹介を行った また 利用者サービスの向上
「事務の簡素・合理化／経費節減 「個人情報保護」等推奨テー」、
マを設定し、全職員の参加意識向上と積極的取組のために各部・
施設長に対して配慮するよう通知した。併せて、好事例を社内報
（メルマガ）及び機構内ＬＡＮにより全部署・職員が随時参照で

、 。 、きるようにすることで その一層の取組を推進した これにより
利用者サービスの向上、業務の効率化及び省資源省エネ・無駄な
経費の削減に資するとともに、小集団活動を通じて職員間の連帯
感が増し、風通しの良い職場作りにつながった。

（業務実績： １ 人事に関する計画 （Ｐ.146）参照）「 」
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